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令和4年改訂 診療報酬関連図書
最新の情報にアップデートして，充実のラインアップでお届けします

30304 4令和 月版年 4 4令和 月版年 点数早見表付き
フルカラーの

点数早見表付き
・改正された部分は下線により明示
・告示の「注」で規定する加算名等を強調
・告示で規定する算定単位, 算定上限, 年
　齢制限等も色を変えて強調
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定価　3,850円（本体3,500円＋税10％）

201203-E4C／W385×H257（仕上がり：W182×H257×D21）mm

関連図書のご案内

診療報酬
点数表

令和４年　新刊・改訂
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1 令和４年改定 改正点の解説

4

診療報酬点数表
改正点の解説（医科・調剤）

B５判・約1,500頁
定価　本体4,700円＋税（税込5,170円）

3月発刊予定

6

診療報酬点数表　
改正点の解説（歯科）

B５判・約700頁
定価　本体2,300円＋税（税込2,530円）

3月発刊予定

7

診断群分類点数表　
DPC 改正点の解説

A４判・約650頁
定価　本体5,600円＋税（税込6,160円）

3月末発刊予定

2 令和４年改定 速報図書

8

医科診療報酬点数表
B５判・本文２色・約950頁

定価　本体2,700円＋税（税込2,970円）
３月末発刊予定

26

薬効・薬価リスト
B５判・２色・約1,100頁

定価　本体6,500円＋税（税込7,150円）
４月発刊予定

27

投薬禁忌リスト
B５判・２色・約620頁

定価　本体4,200円＋税（税込4,620円）
４月発刊予定

28

保険薬事典Plus+
A５判・２色・約1,100頁

定価　本体4,600円＋税（税込5,060円）
３月発刊予定

29

ジェネリック医薬品リスト
A５判・２色・約640頁

定価　本体3,400円＋税（税込3,740円）
８月発刊予定

30

特材算定ハンドブック
A５判・４色・約430頁

定価　本体5,000円＋税（税込5,500円）
４月発刊予定

18

DPC電子点数表
診断群分類点数表のてびき

A４判・約1,000頁
定価　本体6,700円＋税（税込7,370円）

６月発刊予定

4　施設基準

20

施設基準等の事務手引
B５判・約1,600頁

定価　本体5,400円＋税（税込5,940円）
６月発刊予定

22

看護関連施設基準・
食事療養等の実際
B５判・約1,200頁

定価　本体4,500円＋税（税込4,950円）
10月発刊予定

5　検査／薬価／医薬品／
     特定保険医療材料

24

検査と適応疾患
A５判・２色・約520頁

定価　本体3,000円＋税（税込3,300円）
４月発刊予定

9　社会保険制度

43

社会保険のてびき
A５判・約550頁

定価　本体2,200円＋税（税込2,420円）
４月発刊予定

43

社会保険の事務手続（総合版）
A４判・２色・約140頁

定価　本体1,200 円＋税（税込1,320円）
４月発刊予定

43

障害年金と診断書
B５判・３色・約230頁

定価　本体2,000円＋税（税込2,200円）
7月発刊予定

10 診療報酬関連図書（既刊）

44

医療情報システム入門 
2020

B５判・296頁
定価　本体3,000円＋税（税込3,300円）

45

薬局スタッフのための
改正薬機法ガイド
B５判・一部２色・448頁

定価　本体3,000円＋税（税込3,300円）

46

かかりつけ医のための 
認知症マニュアル
B５判・136頁

定価　本体1,000円＋税（税込1,100円）

46

中小医療機関のための 
BCP策定マニュアル
B５判・２色・160頁

定価　本体2,200円＋税（税込2,420円）

関連図書（既刊） 47

データベース商品 48

介護報酬・障害報酬
関連図書 49

令和４年発刊予定一覧 50

10

歯科診療報酬点数表
B５判・約280頁

定価　本体2,000円＋税（税込2,200円）
４月発刊予定

11

薬価基準点数早見表
A５判・約1,100頁

定価　本体3,600円＋税（税込3,960円）
３月発刊予定

3　点数表の解釈／DPC

12

医科点数表の解釈
A４判・２色・約1,950頁

定価　本体5,900円＋税（税込6,490円）
６月発刊予定

16

歯科点数表の解釈
A４判・約960頁

定価　本体4,700円＋税（税込5,170円）
６月発刊予定

17

調剤報酬点数表の解釈
A４判・約960頁

定価　本体3,900円＋税（税込4,290円）
６月発刊予定

6　レセプト・カルテ関連

31

診療報酬とカルテ記載
B５判・２色・約370頁

定価　本体3,900円＋税（税込4,290円）
10月発刊予定

32

新明細書の記載要領
B５判・２色・約500頁

定価　本体2,900円＋税（税込3,190円）
５月発刊予定

34

保険者、公費負担者 番号･記号表
B５判・約580頁

定価　本体8,000円＋税（税込8,800円） 
５月発刊予定

7　制度関連図書

35

訪問看護業務の手引
B５判・約830頁

定価　本体3,800円＋税（税込4,180円） 
６月発刊予定

36

医療・介護 給付調整ガイド
B５判・約250頁

定価　本体3,000円＋税（税込3,300円）
10月発刊予定

38

療養費の支給基準
B５判・約500頁

定価　本体2,800円＋税（税込3,080円） 
7月発刊予定

8　学習書（医療事務）

39

DPCの基礎知識
B５判・２色・約150頁

定価　本体1,500円＋税（税込1,650円）
6月発刊予定

40

レセプト作成テキストブック
B５判・約500頁

定価　本体3,500円＋税（税込3,850円）
4月発刊予定

41

保険診療 
基本法令テキストブック

B５判・約270頁
定価　本体2,200円＋税（税込2,420円）

4月発刊予定

42

事例で学ぶ
歯科レセプト 作成と点検
B５判・２色・約400頁

定価　本体4,000円＋税（税込4,400円）
6月発刊予定

令和４年４月　診療報酬改定 ご案内図書一覧

図書の最新情報は，オンラインブックストアで確認できます
（裏表紙参照）。各ページにQRコードを表示してありま
すので，どうぞご利用ください。

※　 図書の表紙・内容見本はデザイン等を変更する場合があります。

点数早見表付き
フルカラーの

点数早見表付き
・改正された部分は下線により明示
・告示の「注」で規定する加算名等を強調
・告示で規定する算定単位, 算定上限, 年
　齢制限等も色を変えて強調
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診療報酬点数表改正時に最も早く出る解説書
新旧点数の対照表，改正関係告示・通知等を網羅
●各種団体の説明会においても使用される，診療報酬改定に対応した速報版です。

●医療機関にとっては，新しい診療報酬点数表の内容をいち早く把握することによって4月1日の実施に向けた対応を始める
ための必携の書となっています。

●保険者，審査機関，教育機関においても広く利用されています。

本書の構成（予定）

第１部 改定の概要 今回改定のポイントを掲載

第２部 点数表　新旧対照表

Ⅰ. 医科診療報酬点数表
     基本診療料／特掲診療料／介護老人保健施設入所者に係る診療料／経過措置
Ⅱ. 調剤報酬点数表
Ⅲ. 指定訪問看護の費用の額の算定方法
Ⅳ. 療養担当規則等

第３部 関係告示

厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正
基本診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等
訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等
等

第４部 関係通知

令和4年度診療報酬改定について
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
訪問看護療養費関係　各種通知等

本書は，中央社会保険医療協議会資料および厚生労働省からの関係資料にもとづいて作成いたします。

第�章 特掲診療料 第�部 検査（改正部分）

通則

�〜� （略） �〜� （略）

� 第�節又は第�節に掲げられていない検査

であって特殊なものの費用は、第�節又は第

�節に掲げられている検査のうちで最も近似

する検査の各区分の所定点数により算定す

る。

�・� （略）

← 検査料

�・� （略）

第�節 検体検査料

第�節 検体検査料

通則 （略）

第�節 検体検査料

通則 （略）

第�款 検体検査実施料

第�款 検体検査実施料 第�款 検体検査実施料

通則 通則

�〜� （略）

区分

�〜� （略）

区分

（尿・糞便等検査）

（尿・糞便等検査） （尿・糞便等検査）

Ｄ000 （略） Ｄ000 （略）

【点数の見直し】 Ｄ001 尿中特殊物質定性定量検査

� 尿蛋白 �点

� ＶＭＡ定性（尿）、Bence Jones蛋白定性

（尿）、尿グルコース �点

� ウロビリノゲン（尿）、先天性代謝異常症

スクリーニングテスト（尿）、尿浸透圧 16点

� ポルフィリン症スクリーニングテスト

（尿） 17点

� Ｎ-アセチルグルコサミニダーゼ（ＮＡＧ）

（尿） 41点

� アルブミン定性（尿） 49点

� 黄体形成ホルモン（ＬＨ）定性（尿）、フ

ィブリン・フィブリノゲン分解産物（ＦＤ

Ｐ）（尿） 72点

� アルブミン定量（尿） 102点

� トランスフェリン（尿） 104点

10 ウロポルフィリン（尿） 105点

11 δアミノレブリン酸（δ-ＡＬＡ）（尿）

109点

12 ポリアミン（尿） 115点

13 ミオイノシトール（尿） 120点

14 コプロポルフィリン（尿） 135点

Ｄ001 尿中特殊物質定性定量検査

� 尿蛋白 �点

� ＶＭＡ定性（尿）、Bence Jones蛋白定性

（尿）、尿グルコース �点

� ウロビリノゲン（尿）、先天性代謝異常症

スクリーニングテスト（尿）、尿浸透圧 16点

� ポルフィリン症スクリーニングテスト

（尿） 17点

� Ｎ−アセチルグルコサミニダーゼ（ＮＡ

Ｇ）（尿） 41点

� アルブミン定性（尿） 49点

� 黄体形成ホルモン（ＬＨ）定性（尿）、フ

ィブリン・フィブリノゲン分解産物（ＦＤ

Ｐ）（尿） 72点

� アルブミン定量（尿） 105点

� トランスフェリン（尿） 107点

10 ウロポルフィリン（尿） 108点

11 δアミノレブリン酸（δ-ＡＬＡ）（尿）

112点

12 ポリアミン（尿） 115点

13 ミオイノシトール（尿） 120点

14 コプロポルフィリン（尿） 139点

15 総ヨウ素（尿） 186点

16 Ⅳ型コラーゲン（尿） 189点

（新設）

（新設）

17 ポルフォビリノゲン（尿） 191点 15 ポルフォビリノゲン（尿）、総ヨウ素（尿）

191点

（削る） 16 Ⅳ型コラーゲン（尿） 194点

18 シュウ酸（尿） 200点

19 Ｌ型脂肪酸結合蛋白（Ｌ-ＦＡＢＰ）（尿）、

好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン（ＮＧ

ＡＬ）（尿） 210点

20 尿の蛋白免疫学的検査 区分番号Ｄ015

に掲げる血漿蛋白

免疫学的検査の例

により算定した点

数

21 その他 検査の種類の別により区分番号

Ｄ007に掲げる血液化学検査、区

分番号Ｄ008に掲げる内分泌学的

検査、区分番号Ｄ009に掲げる腫

17 シュウ酸（尿） 200点

18 Ｌ型脂肪酸結合蛋白（Ｌ-ＦＡＢＰ）（尿）、

好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン（ＮＧ

ＡＬ）（尿） 210点

19 尿の蛋白免疫学的検査 区分番号Ｄ015

に掲げる血漿蛋白

免疫学的検査の例

により算定した点

数

20 その他 検査の種類の別により区分番号

Ｄ007に掲げる血液化学検査又は

区分番号Ｄ008に掲げる内分泌学

的検査、区分番号Ｄ009に掲げる

― 305 ―

項 目 改 正 後 改 正 前

― 812―

瘍マーカー又は区分番号Ｄ010に

掲げる特殊分析の例により算定し

た点数

注 区分番号Ｄ007に掲げる血液化学検査、

区分番号Ｄ008に掲げる内分泌学的検査、

区分番号Ｄ009に掲げる腫瘍マーカー又は

区分番号Ｄ010に掲げる特殊分析の所定点

数を準用した場合は、当該区分の注につい

ても同様に準用するものとする。

腫瘍マーカー若しくは区分番号Ｄ

010に掲げる特殊分析の例により

算定した点数

← 又は

← 若しくは

Ｄ002〜Ｄ003 （略） Ｄ002〜Ｄ003 （略）

【点数の見直し】 Ｄ004 穿刺液・採取液検査

� ヒューナー検査 20点

� 胃液又は十二指腸液一般検査 55点

� 髄液一般検査 62点

� 精液一般検査 70点

� 頸管粘液一般検査 75点

� 顆粒球エラスターゼ定性（子宮頸管粘液）、

ＩｇＥ定性（涙液） 100点

� 顆粒球エラスターゼ（子宮頸管粘液）

122点

� マイクロバブルテスト 200点

� ＩｇＧインデックス 414点

10 オリゴクローナルバンド 522点

11 ミエリン塩基性蛋白（ＭＢＰ）（髄液）

577点

Ｄ004 穿刺液・採取液検査

� ヒューナー検査 20点

� 胃液又は十二指腸液一般検査 55点

� 髄液一般検査 62点

� 精液一般検査 70点

� 頸管粘液一般検査 75点

� 顆粒球エラスターゼ定性（子宮頸管粘液）、

ＩｇＥ定性（涙液） 100点

� 顆粒球エラスターゼ（子宮頸管粘液）

125点

� マイクロバブルテスト 200点

� ＩｇＧインデックス 426点

10 オリゴクローナルバンド 538点

11 ミエリン塩基性蛋白（ＭＢＰ）（髄液）

593点

12 タウ蛋白（髄液） 622点 （新設）

13 リン酸化タウ蛋白（髄液） 641点 12 リン酸化タウ蛋白（髄液）、タウ蛋白（髄

液） 641点

14 髄液蛋白免疫学的検査 区分番号Ｄ015

に掲げる血漿蛋白

免疫学的検査の例

により算定した点

数

15 髄液塗抹染色標本検査 区分番号Ｄ017

に掲げる排泄物、

滲出物又は分泌物

の細菌顕微鏡検査

の例により算定し

た点数

16 その他 検査の種類の別により区分番号

Ｄ007に掲げる血液化学検査、区

分番号Ｄ008に掲げる内分泌学的

検査、区分番号Ｄ009に掲げる腫

瘍マーカー又は区分番号Ｄ010に

掲げる特殊分析の例により算定し

た点数

注 区分番号Ｄ007に掲げる血液化学検査、

区分番号Ｄ008に掲げる内分泌学的検査、

区分番号Ｄ009に掲げる腫瘍マーカー又は

区分番号Ｄ010に掲げる特殊分析の所定点

数を準用した場合は、当該区分の注につい

ても同様に準用するものとする。

13 髄液蛋白免疫学的検査 区分番号Ｄ015

に掲げる血漿蛋白

免疫学的検査の例

により算定した点

数

14 髄液塗抹染色標本検査 区分番号Ｄ017

に掲げる排泄物、

滲出物又は分泌物

の細菌顕微鏡検査

の例により算定し

た点数

15 その他 検査の種類の別により区分番号

Ｄ007に掲げる血液化学検査又は

区分番号Ｄ008に掲げる内分泌学

的検査、区分番号Ｄ009に掲げる

腫瘍マーカー若しくは区分番号Ｄ

010に掲げる特殊分析の例により

算定した点数

← 又は

← 若しくは

【項目の見直し】 Ｄ004-2 悪性腫瘍組織検査

� 悪性腫瘍遺伝子検査

Ｄ004-2 悪性腫瘍組織検査

� 悪性腫瘍遺伝子検査

イ 処理が容易なもの イ ＥＧＦＲ遺伝子検査（リアルタイムＰＣ

Ｒ法） 2,500点

⑴ 医薬品の適応判定の補助等に用いるも

の 2,500点

（新設）

⑵ その他のもの 2,100点 （新設）

ロ 処理が複雑なもの 5,000点 ロ ＥＧＦＲ遺伝子検査（リアルタイムＰＣ

Ｒ法以外） 2,100点

（削る） ハ Ｋ-ras遺伝子検査 2,100点

（削る） ニ ＥＷＳ-Ｆli�遺伝子検査 2,100点

（削る） ホ ＴＬＳ-ＣＨＯＰ遺伝子検査 2,100点

（削る） ヘ ＳＹＴ-ＳＳＸ遺伝子検査 2,100点
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ISBN978-4-7894-1056-4 C3047 ¥4700E

商品No.100118

点数表を新旧対照式
で掲載

通知は改正箇所がわかりやすい
見え消し方式で掲載予定
（厚生労働省資料による）



1
令
和
４
年
改
定

改
正
点
の
解
説

1
令
和
４
年
改
定

改
正
点
の
解
説

76

本書の構成（予定）
第１部 個別改定項目について 主要歯科項目（抜粋）

第２部 点数表　新旧対照表
Ⅰ. 歯科診療報酬点数表
    基本診療料／特掲診療料／経過措置
Ⅱ. 療養担当規則　等

第３部 関係告示
厚生労働大臣が定める掲示事項等／基本診療料の施設基準等（抄）／特掲診療料の施設基
準等（抄）　等

第４部 関係通知

令和４年度診療報酬改定について／診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意
事項について（抄）／基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いにつ
いて（抄）／特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（抄）
／特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部改正に伴う特定保険医療材
料料（使用歯科材料料）の算定について　等

本書は，中央社会保険医療協議会資料および厚生労働省からの関係資料にもとづいて作成いたします。

本書の構成（予定）

第１部
個別改定項目について

個別改定項目について（抄）／厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する
費用の額の算定方法（新旧対照表）

参考 診療報酬改定の概要（DPC／ PDPS）

第２部 告示

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法／厚生労
働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第1項第五号の
規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者／厚生労働大臣が定める傷病名，手術，処置
等及び定義副傷病名／厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める
病院，基礎係数，機能評価係数Ⅰ，機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数

第３部 通知
DPC制度への参加等の手続きについて／厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療
養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について／■全診
断群分類ツリー図　■全診断群分類定義テーブル

本書は，中央社会保険医療協議会資料および厚生労働省からの関係資料にもとづいて作成いたします。

診療報酬点数表改正時に最も早く出る，歯科では唯一の市販解説書
新旧点数の対照表，改正関係告示・通知等を網羅
●歯科医師会等の説明会においても使用される，診療報酬改定に対応した速報版です。

●医療機関にとっては，新しい診療報酬点数表の内容をいち早く把握することによって4月1日の実施に向けた対応を始める
ための必携の書となっています。保険者，審査機関，教育機関においても広く利用されています。

診断群分類点数表改正に関する速報版
改正内容の概要から詳細な内容まで解説し，改正関係告示・通知等も網羅
●各種団体の説明会においても使用される，診断群分類点数表改正に対応した速報版です。

●改正の概要がわかる解説資料や告示，全診断群分類のツリー図と定義テーブルを含めた通知を収録いたします。

診療報酬点数表

改正点の解説（歯科）
令和4年 4月版 3月発刊予定

定価　本体2,300円+税（税込2,530円） B5判 約700頁

ISBN978-4-7894-1065-6 C3047 ¥2300E

商品No.100146

診断群分類点数表

DPC改正点の解説
令和4年 4月版 3月末発刊予定

定価　本体5,600円+税（税込6,160円） A4判 約650頁

ISBN978-4-7894-1595-8 C3047 ¥5600E

商品No.110890

p126-145_五_診療報酬点数表改正点の解説（歯科2章_01）.smd  Page 2 20/02/28 18:45  v3.50

第�章 特掲診療料 第�部 医学管理等

Ｂ000 削除

Ｂ000-2 削除

Ｂ000-3 削除

Ｂ000-4 歯科疾患管理料

【注の見直し】

Ｂ000-4 歯科疾患管理料 100点

注� �回目の歯科疾患管理料は、歯科疾患の

管理が必要な患者に対し、当該患者又はそ

の家族等（以下この部において「患者等」

という。）の同意を得て管理計画を作成し、

その内容について説明を行った場合に算定

する。なお、初診日の属する月に算定する

場合は、所定点数の100分の80に相当する

点数により算定する。

注� �回目の歯科疾患管理料は、継続的な歯

科疾患の管理が必要な患者に対し、当該患

者又はその家族等（以下この区分番号にお

いて「患者等」という。）の同意を得て管

理計画を作成し、その内容について説明を

行った場合に、初診日の属する月から起算

して�月以内�回に限り算定する。

注� �回目以降の歯科疾患管理料は、�回目

の歯科疾患管理料を算定した患者に対し

て、注�の規定による管理計画に基づく継

続的な管理を行っている場合であって、歯

科疾患の管理及び療養上必要な指導を行っ

たときに、�回目の歯科疾患管理料を算定

した日の属する月の翌月以降月�回に限り

算定する。

【注の見直し】 注� 区分番号Ｂ000-6に掲げる周術期等口腔

機能管理料（Ⅰ）、区分番号Ｂ000-7に掲げ

る周術期等口腔機能管理料（Ⅱ）、区分番

号Ｂ000-8に掲げる周術期等口腔機能管理

料（Ⅲ）、区分番号Ｂ002に掲げる歯科特定

疾患療養管理料、区分番号Ｃ001-3に掲げ

る歯科疾患在宅療養管理料、区分番号Ｃ

001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリ

テーション指導管理料、区分番号Ｃ001-6

に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリ

テーション指導管理料又は区分番号Ｎ002

に掲げる歯科矯正管理料を算定した患者に

対して、当該管理の終了後に療養上の必要

があって歯科疾患の継続的な管理を行う場

合は、区分番号Ｂ000-6に掲げる周術期等

口腔機能管理料（Ⅰ）、区分番号Ｂ000-7に

掲げる周術期等口腔機能管理料（Ⅱ）、区

分番号Ｂ000-8に掲げる周術期等口腔機能

管理料（Ⅲ）、区分番号Ｂ002に掲げる歯科

特定疾患療養管理料、区分番号Ｃ001-3に

掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号

Ｃ001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビ

リテーション指導管理料、区分番号Ｃ

001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハ

ビリテーション指導管理料又は区分番号Ｎ

002に掲げる歯科矯正管理料を算定した日

の属する月の翌月以降から算定する。

注� 区分番号Ｂ000-6に掲げる周術期等口腔

機能管理料（Ⅰ）、区分番号Ｂ000-7に掲げ

る周術期等口腔機能管理料（Ⅱ）、区分番

号Ｂ000-8に掲げる周術期等口腔機能管理

料（Ⅲ）、区分番号Ｂ002に掲げる歯科特定

疾患療養管理料、区分番号Ｃ001-3に掲げ

る歯科疾患在宅療養管理料、区分番号Ｃ

001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリ

テーション指導管理料、区分番号Ｃ001-6

に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリ

テーション指導管理料又は区分番号Ｎ002

に掲げる歯科矯正管理料を算定した患者に

対して、当該管理の終了後に療養上の必要

があって歯科疾患の継続的な管理を行う場

合は、歯科疾患管理料は注�及び注�の規

定にかかわらず、区分番号Ｂ000-6に掲げ

る周術期等口腔機能管理料（Ⅰ）、区分番

号Ｂ000-7に掲げる周術期等口腔機能管理

料（Ⅱ）、区分番号Ｂ000-8に掲げる周術期

等口腔機能管理料（Ⅲ）、区分番号Ｂ002に

掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号

Ｃ001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、

区分番号Ｃ001-5に掲げる在宅患者訪問口

腔リハビリテーション指導管理料、区分番

号Ｃ001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔

リハビリテーション指導管理料又は区分番

号Ｎ002に掲げる歯科矯正管理料を算定し

た日の属する月の翌月以降から算定する。

注� 入院中の患者に対して管理を行った場合

又は退院した患者に対して退院の日の属す

る月に管理を行った場合における当該管理

の費用は、第�章第�部第�節、第�節又

は第�節の各区分の所定点数に含まれる。

ただし、歯科診療及び歯科診療以外の診療

を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外

の診療に係る病棟に入院中の患者又は当該

病棟を退院した患者については、この限り

でない。

【注の見直し】 注� 初診日から入院（歯科診療に限る。）中

の患者について、退院後に歯科疾患の継続

注� 初診日から入院（歯科診療に限る。）中

の患者について、退院後に歯科疾患の継続
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第�章 特 掲 診 療 料

◇ 通則

⑴ 第�部に規定するＢ000特定疾患療養管理料，Ｂ001特定疾患治療管

理料の「�」ウイルス疾患指導料，同「�」小児特定疾患カウンセリ

ング料，同「�」小児科療養指導料，同「�」てんかん指導料，同「�」

難病外来指導管理料，同「�」皮膚科特定疾患指導管理料，同「17」

慢性疼痛疾患管理料，同「18」小児悪性腫瘍患者指導管理料及び同「21」

耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料並びに第�部第�節第�款の各区分に

規定する在宅療養指導管理料及び第�部精神科専門療法に掲げるＩ

004心身医学療法は特に規定する場合を除き同一月に算定できない。

⑵ 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては，

特に定めのない限り，それぞれ日曜日から土曜日までの�週間又は月

の初日から月の末日までの�か月を単位として算定する。

第�部 医学管理等

区分

Ｂ000 特定疾患療養管理料

� 診療所の場合 225点

� 許可病床数が100床未満の病院の場合

147点

� 許可病床数が100床以上200床未満の病院

の場合 87点

注� 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病

とする患者に対して，治療計画に基づき

療養上必要な管理を行った場合に，月�

回に限り算定する。

� 区分番号Ａ000に掲げる初診料を算定

する初診の日に行った管理又は当該初診

の日から�月以内に行った管理の費用

は，初診料に含まれるものとする。

� 入院中の患者に対して行った管理又は

退院した患者に対して退院の日から起算

して�月以内に行った管理の費用は，第

�章第�部第�節に掲げる入院基本料に

含まれるものとする。

� 第�部第�節第�款在宅療養指導管理

料の各区分に掲げる指導管理料又は区分

番号Ｂ001の�に掲げる皮膚科特定疾患

指導管理料を算定すべき指導管理を受け

ている患者に対して行った管理の費用

は，各区分に掲げるそれぞれの指導管理

料に含まれるものとする。

� 別に厚生労働大臣が定める施設基準に

適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関において，区分

番号Ａ003に掲げるオンライン診療料を

算定する際に特定疾患療養管理料を算定

すべき医学管理を情報通信機器を用いて

◇ 特定疾患療養管理料について

⑴ 生活習慣病等の厚生労働大臣が別に定める疾患を主病とする患者に

ついて，プライマリケア機能を担う地域のかかりつけ医師が計画的に

療養上の管理を行うことを評価したものであり，許可病床数が200床

以上の病院においては算定できない。

⑵ 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して，治療計

画に基づき，服薬，運動，栄養等の療養上の管理を行った場合に，月

�回に限り算定する。

⑶ 第�回目の特定疾患療養管理料は，Ａ000初診料（「注�」のただし

書に規定する所定点数を算定する場合を含む。特に規定する場合を除

き，以下この部において同じ。）を算定した初診の日又は当該保険医療

機関から退院した日からそれぞれ起算して�か月を経過した日以降に

算定する。ただし，本管理料の性格に鑑み，�か月を経過した日が休

日の場合であって，その休日の直前の休日でない日に特定疾患療養管

理料の「注�」に掲げる要件を満たす場合には，その日に特定疾患療

養管理料を算定できる。

⑷ Ａ000初診料を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院し

た日からそれぞれ起算して�か月を経過した日が翌々月の�日となる

場合であって，初診料を算定した初診の日又は退院の日が属する月の

翌月の末日（その末日が休日の場合はその前日）に特定疾患療養管理

料の「注�」に掲げる要件を満たす場合には，本管理料の性格に鑑み，

その日に特定疾患療養管理料を算定できる。

⑸ 診察に基づき計画的な診療計画を立てている場合であって，必要や

むを得ない場合に，看護に当たっている家族等を通して療養上の管理

を行ったときにおいても，特定疾患療養管理料を算定できる。

⑹ 管理内容の要点を診療録に記載する。

⑺ 同一保険医療機関において，�以上の診療科にわたり受診している

場合においては，主病と認められる特定疾患の治療に当たっている診

療科においてのみ算定する。

⑻ 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする者に対し，実際に主病

を中心とした療養上必要な管理が行われていない場合又は実態的に主

病に対する治療が当該保険医療機関では行われていない場合には算定

行った場合は，注�の規定にかかわらず，

所定点数に代えて，特定疾患療養管理料

（情報通信機器を用いた場合）として，月

�回に限り100点を算定する。

できない。

⑼ 主病とは，当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾

患をいうものであり，対診又は依頼により検査のみを行っている保険

医療機関にあっては算定できない。

⑽ 入院中の患者については，いかなる場合であっても特定疾患療養管

理料は算定できない。従って，入院中の患者に他の疾患が発症し，別

の科の外来診療室へ行って受診する場合であっても，当該発症につい

ては特定疾患療養管理料の算定はできない。

⑾ 別に厚生労働大臣が定める疾病名は，「疾病，傷害及び死因の統計分

類基本分類表（平成27年総務省告示第35号）」（以下「分類表」という。）

に規定する分類に該当する疾病の名称であるが，疾病名について各医

療機関での呼称が異なっていても，その医学的内容が分類表上の対象

疾病名と同様である場合は算定の対象となる。ただし，混乱を避ける

ため，できる限り分類表上の名称を用いることが望ましい。

⑿ 「注�」に規定する点数は，対面診療とオンライン診療を組み合わ

せた診療計画を作成し，当該計画に基づいてオンライン診療による計

画的な療養上の医学管理を行うことを評価したものであり，オンライ

ン診療を行った月に，Ａ003オンライン診療料と併せて，月�回に限り

算定する。

⒀ 「注�」に規定する点数が算定可能な患者は，特定疾患療養管理料

を初めて算定した月から�月以上経過しているものに限る。

◆ 特定疾患療養管理料の対象疾患

平成27年総務省告示第35号（統計法第28条の規定に基づき，疾病，傷

害及び死因に関する分類を定める件）の「⑴ 基本分類表」（以下「分類

表」という。）に規定する疾病のうち次の疾病

結核

悪性新生物

甲状腺障害

処置後甲状腺機能低下症

糖尿病

スフィンゴリピド代謝障害及びその他の脂質蓄積障害

ムコ脂質症

リポ蛋白代謝障害及びその他の脂（質）血症

リポジストロフィー

ローノア・ベンソード腺脂肪腫症

高血圧性疾患

虚血性心疾患

不整脈

心不全

脳血管疾患

一過性脳虚血発作及び関連症候群

単純性慢性気管支炎及び粘液膿性慢性気管支炎

詳細不明の慢性気管支炎

その他の慢性閉塞性肺疾患

肺気腫

喘息

喘息発作重積状態

気管支拡張症

胃潰瘍

十二指腸潰瘍

胃炎及び十二指腸炎

肝疾患（経過が慢性なものに限る。）

慢性ウイルス肝炎
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本文２色による構成，改定による変更箇所には下線を表示
独自の編集によるフルカラーの早見表や別紙様式も掲載
●本文２色，変更箇所への下線表示等の工夫により理解しやすく，初めて点数表を使う方やまだ点数表を使い慣れていない方
にもおすすめの『医科点数表　実務書』の決定版です。

●左欄に点数表，右欄には算定上の留意事項等を掲載するといった，長年親しまれてきた伝統的な構成に加えて，前版より注
に規定する加算の名称や，算定単位・回数などの書体を強調し，さらにわかりやすく工夫しました。

●巻頭にはオリジナル編集によるフルカラーのわかりやすい早見表，区分番号レベルまで収載した詳細目次，巻末には区分番
号・掲載ページを素早く検索できる50音索引を掲載しています。

本書の構成（予定）
早見表 点数表の主要項目を網羅したフルカラーの早見表。点数表以外の関連する内容，調剤報酬の早見表も収載。
医科診療報酬点数表 第１章　基本診療料／第２章　特掲診療料／第３章　 介護老人保健施設入所者に係る診療料／第４章　経過措置
別紙様式（点数表中に別紙様式の記述がある部分には掲載頁を示しました） 食事療養及び生活療養の費用額算定表

関係告示 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等／複数手術に係る費用の特例／入院
時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等／特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）

50音索引（点数表の項目から区分番号・頁数の検索が可能）
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（ 日につ
き）

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関に入院している患者
（第 節の入院基本料（特別入院基本料等
を除く。）又は第 節の特定入院料のうち，
摂食障害入院医療管理加算を算定できるも
のを現に算定している患者に限る。）であっ
て別に厚生労働大臣が定めるものに対して
必要な治療を行った場合に，入院した日か
ら起算して として，当該患者の
入院期間に応じ，それぞれ所定点数に加算
する。

◇ 摂食障害入院医療管理加算について
⑴ 摂食障害入院医療管理加算は，摂食障害の患者に対して，医師，看
護師，精神保健福祉士，公認心理師及び管理栄養士等による集中的か
つ多面的な治療が計画的に提供されることを評価したものである。

⑵ 算定対象となる患者は，摂食障害による著しい体重減少が認められ

う。
⑶ 月 日から当分の間，以下のいずれかの要件に該当する
者を公認心理師とみなす。

従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
◆ 摂食障害入院医療管理加算の対象患者
重度の摂食障害により著しい体重の減少が認められる患者

◇ 糞便中の細菌，原虫検査は， 排泄物，滲出物又は分泌物の細菌
顕微鏡検査により算定する。

虫卵検出（集卵法）（糞便），ウロビリン
（糞便）
糞便塗抹顕微鏡検査（虫卵，脂肪及び消

化状況観察を含む。）
虫体検出（糞便）
糞便中脂質
糞便中ヘモグロビン定性

虫卵培養（糞便）

◇ ヘモグロビン検査を免疫クロマト法にて行った場合は，糞便中ヘモ
グロビン定性により算定する。

糞便中ヘモグロビン▲ ◇ ヘモグロビン検査を金コロイド凝集法による定量法にて行った場合
は，糞便中ヘモグロビンにより算定する。

糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリ
ン定性・定量
カルプロテクチン（糞便）

総ビリルビン▲，直接ビリルビン又は抱
合型ビリルビン，総蛋白▲，アルブミン（Ｂ
ＣＰ改良法・ＢＣＧ法）▲，尿素窒素▲，
クレアチニン▲，尿酸▲，アルカリホスフ
ァターゼ（ＡＬＰ）▲，コリンエステラー
ゼ（ChE）▲， グルタミルトランスフェ
ラーゼ（ ）▲，中性脂肪▲，ナトリ
ウム及びクロール▲，カリウム▲，カルシ
ウム▲，マグネシウム，クレアチン，グル
コース▲，乳酸デヒドロゲナーゼ（ＬＤ）▲，
アミラーゼ，ロイシンアミノペプチダーゼ

◇ クレアチニンについて，ヤッフェ法を用いて実施した場合は算定で
きない。

◇ ナトリウム及びクロールについては，両方を測定した場合も，いず
れか一方のみを測定した場合も，同一の所定点数により算定する。

◇ カルシウム及び本区分「 」のイオン化カルシウムを同時に測定し
た場合には，いずれか一方についてのみ所定点数を算定する。

◇ 総鉄結合能（ＴＩＢＣ）（比色法）と不飽和鉄結合能（ＵＩＢＣ）（比
色法）を同時に実施した場合は，不飽和鉄結合能（ＵＩＢＣ）（比色法）
又は総鉄結合能（ＴＩＢＣ）（比色法）の所定点数を算定する。

◆ 経過措置（アルブミン（ＢＣＧ法））→第 章 経過措置参照。

コレステロール分画 ※ 肝胆道疾患の診断の目的で尿中硫酸抱合型胆汁酸測定を酵素法によ
り実施した場合は，本区分「 のコレステロール分画に準じて算定
する。ただし，本区分「 」の胆汁酸を同時に測定した場合には，い
ずれか一方の所定点数のみを算定する。

ポ蛋白（ａ） ◇ リポ蛋白（ａ）は， 月に 回を限度として算定できる。
ヘパリン，フェリチン半定量，フェリチ

ン定量
◇ ヘパリンの血中濃度測定においては，同一の患者につき 月以内に
当該検査を 回以上行った場合においては，算定は 回とし， 回目
の測定を行ったときに算定する。

ル
◇ ，本区分「 の肺サーファクタント （ ）及
び本区分「 」の肺サーファクタント （ ）のうちいず

歳未満の場合
以外の場合

注 について，弱視又は不同視と診断され
た患者に対して，眼鏡処方箋の交付を行わ
ずに矯正視力検査を実施した場合には，小
児矯正視力検査加算として， を所定点
数に加算する。この場合において，区分番

掲げる矯正視力検査は算定しな
い。

◇ 屈折検査について
⑴ 検眼レンズ等による自覚的屈折検定法又は検影法，レフラクトメー
ターによる他覚的屈折検定法をいい，両眼若しくは片眼又は検査方法
の種類にかかわらず，所定点数により算定し，裸眼視力検査のみでは
算定できない。

⑵ 散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した
場合には，前後各 回を限度として所定点数を算定する。

⑶ 屈折検査と 矯正視力検査を併施した場合は，屈折異常の疑い
があるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方箋を交付した場合
に限り併せて算定できる。ただし，本区分「 」については，弱視又
は不同視が疑われる場合に限り， 月に 回（散瞳剤又は調節麻痺剤
を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には，前後各 回）
に限り 矯正視力検査を併せて算定できる。
⑷ 「注」に規定する加算は，「 」について，弱視又は不同視と診断さ
れた患者に対して，眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施
した場合に， 月に 回（散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後
の屈折の変化を検査した場合には，前後各 回）に限り，所定点数に
加算する。

◆ 施設基準設定手術→通則

◇ 腹腔鏡下胃局所切除術について
⑴ 「 」は，経内視鏡的に高周波切除器を用いて病変の周囲に粘膜下
層に達する切開線を設け，腹腔鏡下にこの切開線に沿って腫瘍を摘出
した場合に算定する。

⑵ 「 」において，内視鏡に係る費用は所定点数に含まれ，別に算定
できない。

内視鏡処置を併施するもの
その他のもの →「 」は （ 個限度）

各頁の右欄には，左欄の点数表に対応した算定に関する留意事
項等について適宜掲載しています。

各頁の左欄 点（」法方定算の酬報療診「，はに
数表告示）による点数表をそのままの順番
で掲載しています。

■凡例（点数表のみかた）

留意事項等とは別に定められている規定の内容については，
右欄で青網をかけて示しています。

令和 年度改定で追加・変更とな
った部分には下線を附していま
す。（削除となったものについて
は表示していません。）

区分全体に係る留意事項等はその区分の頭に，区分中の各項
目のみに係る留意事項等はその項目の横に『◇』等を付けて
掲載。例えば上の『◇』は区分全体，下の『◇』は「 」の
みに係る留意事項等となります。

左欄で『▲』が附された項目は，外来迅速検体検査加算
の対象となる検査項目です。

右欄の『◆』で示されているもの
は，告示の通則等で定められた規
定や経過措置について表示したも
のです。（ここでは通則の規定）

右欄の『→』で示されているものは，告示等による加算の対象とな
ることを示したもので，その加算名と区分番号を明示しています。

右欄の『◆』で示されているもの
は，告示の通則等で定められた規
定や経過措置について表示したも
のです。（ここでは経過措置）

右欄の項目の頭に『※』があるものは，対応する左欄の項目
の点数を準用するものです。

検査項目自体に破線（下線）が附してあるものは，その検査
項目のみの点数が変更となった場合です。

点数の変更
算定の際に重要となるキーワード
を色文字で強調しています。

注に規定する点数や加算名等
を太字で強調しています。

令和4年度改定で追加・変更とな
った部分には下線を附していま
す。（削除となったものについて
は表示していません。）

4

点数早見表付き
フルカラーの

点数早見表付き
・改正された部分は下線により明示
・告示の「注」で規定する加算名等を強調
・告示で規定する算定単位, 算定上限, 年
　齢制限等も色を変えて強調
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医科診療報酬点数表

オリジナル編集の早見表をフル
カラーで掲載。点数や基本的な算
定ルールの確認などには非常に
便利な，実務者の作業効率や学習
者の理解度を高める実践的な早
見表です

関係告示についても全編
２色。関係告示として収
載するものを厳選し，実
務に特化したコンテンツ

注に規定する加算の名称
や，算定単位・回数など
は，見やすいように強調
して表示

令和４年改定での変更箇
所に下線を付け，要所を
押さえた確認が可能

施設基準告示等で
定められている内
容は，点数表の規
定と区別できるよ
うに青の網かけを
して表示

左欄に点数表，
対応する右欄に
算定上の要点・
留意事項を掲載

区分番号レベルまで収載した目
次は，一覧性を重視した構成

新規項目は【新】，
名称変更項目は
〔変〕と表記し，全
体を俯瞰すること
ができます
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歯科診療報酬に的をしぼって収録したライトな一冊
窓口での算定に必要な情報を網羅した実践的な内容
歯科固有の施設基準について通知も抄録
●令和４年４月改定に対応した歯科診療報酬点数表で，医療機関等においてもっとも早く使用されている点数表です。　　　
●歯科固有の施設基準については，通知も抄録しています。
●巻頭に区分番号レベルまで収載した詳細目次を掲載して利便性の向上を図るとともに，点数表部分右欄の区分番号，見出し
や加算対象の記載等をゴシック体にするなど，メリハリのある表記を目指して編集しています。

●他にも巻末に点数表の項目から区分番号を検索できる「50音索引」を収載しており，初めて算定にかかわる方にもわかり
やすく，入門書としても最適の一冊です。

●左欄には点数表および該当する保険医療材料の点数を，右欄には項目ごとに算定上の要点・留意事項を掲載しています。視
覚的に捉えやすい構成で，算定に必要な情報はひと目で確認できます。

●歯科診療報酬算定に必要な事項にしぼって収録しており，コストパフォーマンスにもすぐれています。

本書の構成（予定）

歯
科
診
療
報
酬
点
数
表

第１章　基本診療料
第２章　特掲診療料

・「歯科診療報酬点数表」は，左
欄に点数表及び保険医療材料の点
数を，対応する右欄には算定上の
要点・留意事項を掲載し，視覚的
に捉えやすい構成が最大の特徴。

・「処置医療機器等加算対象処置」，
「手術医療機器等加算対象手術」，
「施設基準設定手術」，「通則加算
対象手術」等の情報についても機
能的に掲載し，算定の際に便利か
つ見落としのないように編集。

関
係
告
示

掲示事項等告示
基本診療料関係告示
特掲診療料関係告示
材料価格基準関係告示

上記「点数表」とは別に，算定に
必要な関係告示を収載。点数表と
併せて参照することにより，必要
な情報については網羅。歯科固有
の施設基準については，通知を参
考として抄録。

※巻末に便利な「50音索引」を収載。
点数表の項目から区分番号が検索できます。

2 区分番号Ｎ022に掲げるダイレ
クトボンドブラケットは所定点数
に含まれ別に算定できない。

3 保険医療材料料は，所定点数に
含まれる。

久歯を牽引して歯科矯正治療を実施する場合に算定する。なお，本規
定にかかわらず，当該診断料を算定する保険医療機関と連携し，埋伏
歯開窓術を担当する保険医療機関に限り，当該診断料を算定していな
くても，本区分を算定して差し支えない。

Ｎ015 拡大装置（1装置につき） 2,500点
注 スケレトンタイプの場合は，500
点を所定点数に加算する。

【拡大装置の保険医療材料料】
拡大装置（1装置につき）
1 床拡大装置 129点
2 ポータータイプ（装着材料料との
合計により算定する。） 14点

3 スケレトンタイプ（装着材料料と
の合計により算定する。） 237点

◇ 本区分に該当するものは，プレートタイプ，ポータータイプ，イン
ナーボウタイプ及びスケレトンタイプの拡大装置である。

Ｎ016 アクチバトール（ＦＫＯ）（1装置に
つき） 3,000点

【アクチバトール（ＦＫＯ）の保険医療材
料料】
アクチバトール（ＦＫＯ）（1装置につき）
1 アクチバトール 19点
2 ダイナミックポジショナー 40点

◇ 本区分に該当するものは，アクチバトール及びダイナミックポジシ
ョナーである。

Ｎ017 リンガルアーチ（1装置につき）
1 簡単なもの 1,500点
2 複雑なもの 2,500点

【リンガルアーチの保険医療材料料】
リンガルアーチ（1装置につき） 229点

◇ リンガルアーチについて
⑴ 本区分に該当するものは，リンガルアーチ（舌側弧線装置）及び
レビアルアーチ（唇側弧線装置）である。

⑵ リンガルアーチは，次により算定する。
ア 「1」簡単なものは，顎の狭窄を伴わない場合に装着する装置
について算定する。

イ 「2」複雑なものは，前後又は側方の顎の狭窄を伴う場合又は
残孔の状態にある場合に装着する装置について算定する。

⑶ リンガルアーチにおいて，主線の前歯部分のみを再製作し，ろう
着した場合は，Ｎ028床装置修理により算定する。

Ｎ018 マルチブラケット装置（1装置につ
き）
1 ステップⅠ
イ 3装置目までの場合 600点
ロ 4装置目以降の場合 250点
2 ステップⅡ
イ 2装置目までの場合 800点
ロ 3装置目以降の場合 250点
3 ステップⅢ
イ 2装置目までの場合 1,000点
ロ 3装置目以降の場合 300点
4 ステップⅣ
イ 2装置目までの場合 1,200点
ロ 3装置目以降の場合 300点
注 装着料は，ステップⅠ，ステップ
Ⅱ，ステップⅢ及びステップⅣのそ

◇ マルチブラケット装置について
次により算定する。

⑴ 「マルチブラケット装置」とは，帯環及びダイレクトボンドブラ
ケットを除いたアーチワイヤーをいう。

⑵ ステップが進んだ場合は，前のステップに戻って算定できない。
⑶ 「ステップⅠ」とは，レベリングを行うことをいう。
⑷ 「ステップⅡ」とは，主として直径0.014～0.016インチのワイヤー
を用いた前歯部の歯科矯正又は犬歯のリトラクションを行うことを
いう。

⑸ 「ステップⅢ」とは，主として直径0.016～0.018インチのワイヤー
又は角ワイヤーを用いた側方歯部の歯科矯正を行うことをいう。

⑹ 「ステップⅣ」とは，主として直径0.016～0.018インチあるいは
それ以上のワイヤー又は角ワイヤーを用いた臼歯部の歯科矯正及び
歯列弓全体の最終的な歯科矯正を行うことをいう。

⑺ セクショナルアーチを行う場合の第1回目の装置の印象採得はＮ
006印象採得の「1」マルチブラケット装置，装着はＮ008装着の「1

Ｎ015～Ｎ018
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保険医療材料の点数は，
点数表と区別しやすいよ
うに網かけで表示

左欄に点数表，対応する
右欄に算定上の要点・留
意事項を掲載し，視覚的
に捉えやすい構成

歯科診療報酬点数表
令和4年 4月版 4月発刊予定

定価　本体2,000円＋税（税込2,200円） B5判 約280頁

ISBN978-4-7894-1043-4 C3047 ￥2000E

商品No.100077

薬価基準点数早見表
令和4年 4月版 3月発刊予定

定価　本体 3,600円＋税（税込3,960円） Ａ5判 約1,100頁

ISBN978-4-7894-0232-3 C3047 ￥3600E

商品No.120036

薬価基準収載全医薬品を，50音順に配列し，薬価を表示
見やすくシンプルでひきやすい，実用早見表の決定版！
●内用薬・注射薬・外用薬・歯科用薬剤の順番に，商品名・薬価はもちろん，規格単位や製造・販売会社名等を一覧できます。
●診療報酬上評価される後発医薬品，使用期限別の経過措置品目の情報もひと目でわかる，実用早見表の決定版です。
●一般名処方が広がる中，配合剤についても一般的名称等を記載します！また，薬剤選択の一助となるよう同種同効品の代表
的薬剤の名称も記載しています。

●付録として薬効分類番号順に一覧できる薬効別分類表や繁用点数早見表も収録した納得の情報量です。薬効別分類表は刷新
し，同種同効品の比較がよりしやすくなりました。

●追補情報を社会保険研究所ウェブサイト上で迅速・無料で掲載しています（薬価追補サービス）。

薬価追補サービス

追補情報の対象となるのは…
発刊後，官報の薬価基準告示で新たに収載された医薬品です
追補情報の掲載内容は…
新医薬品，報告品目，後発医薬品，経過措置品目等です
掲載項目は…
薬剤区分（内・外・注），商品名，一般名，規格単位，薬価，会
社名です
掲載日は…
官報告示後すみやかに掲載します
掲載回数は…
年間20～30件ほどです

薬効・薬価リスト

発刊後の追補情報を無料で提供！

薬価基準点数早見表

保険薬事典Ｐｌｕｓ+

●社会保険研究所ウェブサイトに，上記書籍について
の追補情報を掲載いたします（エクセルデータ）。ダ
ウンロードもできます（無料）。
●あらかじめご登録いただきますと，掲載のたびに「お
知らせメール」をお送りいたします。
●ご登録は無料です。登録，および登録の解除は随時
受け付けます。
●詳しくは，上記書籍をご覧ください。
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ア

注・あ

アスコルビン酸
注射液１００gサワイ 沢 井

100g1管 ８２ 28
代表ビタシミン（ビタミンＣ製
剤）
アスコルビン酸 3140i

Ｃ〃 注射液５００gサワイ 500g1管 ８２ 40

アスコルビン酸
注射液１００gツルハラ 鶴 原

100g1管 ８２ 28
代表ビタシミン（ビタミンＣ製
剤）
アスコルビン酸 3140i

Ｃ〃 注射液５００gツルハラ 500g1管 ８２ 40

アスコルビン酸注
５００gＰＢ 日新

日 新 製 薬
富士フイルム
ファーマ

500g1管 ５６ 38
代表ビタシミン（ビタミンＣ製
剤）
アスコルビン酸 3140i

アスコルビン酸
注射液１００gトーワ

東 和 薬 品

100g1管 ８２ 28 代表ビタシミン（ビタミンＣ製
剤）
アスコルビン酸 3140i

Ｃ

〃 注射液５００gトーワ 500g1管 ８２ 40

〃 注射液１０００gトーワ 1ℊ1管 ８２ 40

〃 注射液２０００gトーワ 2ℊ1管 ８２ 40

アスコルビン酸
注１００gＮＰ

ニ プ ロ

100g1管 ８２ 28 代表ビタシミン（ビタミンＣ製
剤）
アスコルビン酸 3140i

Ｃ
〃 注５００gＮＰ 500g1管 ８２ 40

〃 注１ℊ ＮＰ 1ℊ1管 ８２ 40

アステマリン３号ＭＧ輸液 マイラン ファ
イザー 500 1瓶 １８０

代表ＥＬＫＮソリタフィジオ
ゾール（維持液）
維持液 3319L

アスパラ注射液 田 辺 三 菱 10 10 1管 ６１ 38
（Ｋ，Ｍgアスパルテート製剤）
Ｌ アスパラギン酸カリウム・Ｌ アスパ
ラギン酸マグネシウム 3229J

アスパラカリウム注１０mＥq 田 辺 三 菱17.12
10 1管

６２ 38
代表アスパラカリウム（Ｋアス
パルテート製剤）
Ｌ アスパラギン酸カリウム 3229i

アスパラギン酸カリウム
注１０mＥqキット テルモ

テ ル モ17.12
10 1

１８３
代表アスパラカリウム（Ｋアス
パルテート製剤）
Ｌ アスパラギン酸カリウム 3229i

アスファーゲン静注２０ 共 和 薬 品 20 1管 ５６ 38

代表ネオミノファーゲンシー
（肝臓疾患・アレルギー用剤）
グリチルリチン・グリシン・システイン
配合剤 3919L449

アスペノン静注用１００ バ イ エ ル100g10
1管

８２０ 劇 （不整脈治療剤）
アプリンジン塩酸塩 2129i

アスルダム注１
ニ プ ロ

1 1管 ５８ 38 代表アデラビン（肝臓抽出製剤）
肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレ
オチド 3262〃 注２ 2 1管 ９２ 41

アスルダム配合注１
ニ プ ロ

1 1管 ５８ 38 代表アデラビン（肝臓抽出製剤）
肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレ
オチド 3262〃 配合注２ 2 1管 ９２ 41

アセコリ 100g1管
溶解液付

３６４ 劇 56
（副交感神経興奮剤）
注射用アセチルコリン塩化物 1232

アセチルコリン塩化物
注射用

100g1管
溶解液付

３６４ 劇 56
（副交感神経興奮剤）
注射用アセチルコリン塩化物 1232

アセコリ

アセテート維持液３Ｇ ＨＫ 光
200 1袋 １３０ 代表ヴィーン（血液代用剤）

酢酸維持液 ブドウ糖加 3319T500 1袋 １６４

アセトキープ３Ｇ注 共 和 ク リ
ティケア 200 1袋 １３０

代表ヴィーン（血液代用剤）
酢酸維持液 ブドウ糖加 3319T

アセトキープ３Ｇ注 共和クリティケ
ア ニプロ 500 1瓶 １６４

代表ヴィーン（血液代用剤）
酢酸維持液 ブドウ糖加 3319T

品 名 会 社 名 規格・単位 薬 価 点 数 備 考

局

局

局

局

後

局

局

局

局

局

局

局

後

後

先

経 後

経 後

後

後

局

局

後

後

後

シンプルな記号・略号で，
経過措置品目・先発/後発
医薬品目・薬局方収載品
目がひと目でわかる構成

注射薬では，薬価のみならず，
注射料を含めた算定点数を表記

備考欄には，薬効・慣用
的略称・薬効分類番号等，
豊富な情報を収載

歯科診療報酬点数表
関　  係　  告　  示

社会保険研究所

4 4令和 月版年 3 4令和 月版年令和4年4月版
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絶大なる信頼を得た点数表書籍のスタンダード!
必要な情報を体系的に網羅し，抜群の正確さを誇る決定版
前回版よりA4判にリニューアルすることで利便性がさらに向上
●本書は，類書中群を抜く正確さにより，各審査機関にも長年使用されている医療関係者必携の書となっています。

本書を使用する方の視点に立ち，より理解しやすい配色を目指しています。
●色をつけた部分には相応の意味をもたせ，視覚的に理解できるようになっています。
●同一区分内の左欄と右欄の青色の網かけは対

つい

になっており，どこを見ればいいのか一目でわかります。
●診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項も，対応するレセプト電算処理システム用コードを含め，各診療行為ごとに表示。
他の規定と区別しやすいように，青字で表示しています。

小さな工夫を積み重ねながら，「使いやすさ」を追求。
●区分番号レベルまで表示した目次や，豊富な50音索引で検索が容易です。
●施設基準（告示・通知）や別紙様式には対応する区分番号を表示し，項目の検索が便利になっています。
●法令編では告示部分と通知部分が容易に区別できるように，別々のフォントを使用しています。

発刊後の内容変更等に対応する「Web追補」やその他の役立つコンテンツが充実！
●「Web追補」は，常に最新の情報で実務を行っていただくために，発刊後の本書の内容に変更・訂正等が生じた場合に，
原則として月１回，特別サイト「診療報酬関連情報ナビ」（すべて無料・15頁参照）にPDF形式で掲載します。

●「診療報酬関連情報ナビ」には，本書発刊以後に発出された，診療報酬関連の最新情報（告示・通知等）を公布日（発簡日）
順にリストアップしていく「診療報酬関連情報データベース」コーナーも設置し，情報をリアルタイムで提供していきます。

『医科点数表の解釈』編集部
＠ika_kaishaku

https://twitter.com/ika_kaishaku

Twitterでは医療図書のご案内や追補などの情報提供，
その他審議会などの情報をお知らせします。

点数表部分の目次は，詳細
に区分番号レベルまで表示。
全体的な把握や素早い検索
が可能です。

　　�　ෲนഁ྾
　　�　ᢌଳϔルχア
　　�　μウン症ީ܈
　　�　１8τリιϛー
　　�　１３τリιϛー
　　�　ଟ発ܗح症ީ܈
　　�　ઌఱ性৺࣬患（ਓٵݺ，一ࢎ化ૉٵೖ療法，ܦ皮的ףಈ຺インターϕンγϣン
治療एしくは開ڳ手術を実施したもの又はϓϩスタグランδン&１製剤を投与したもの
にݶる。）

　　� （平２0. ３. 5　厚生労働লࣔࠂ第6２号）
　　� （最終改正；令 ２. ３. 5　厚生労働লࣔࠂ第58号）

（�ҰྨײછऀױೖӃҩྍཧྉʹ͍ͭͯ）
ᾇ�　一ྨײછ症患者ೖ院医療管理料の算定対象となる患者は，次に掲げる患者であって，
医ࢣが一ྨײછ症患者ೖ院医療管理が必要と認めた者である。

　ア�　ײછ症法第̒第̕項にن定する৽ײછ症又はಉ法第̒第̎項にن定する一ྨײ
છ症にጶ患している患者

　イ�　アのײછ症のٙࣅ症患者又はແ症ঢ়病原体保有者��� 裟留
ᾈ�　一ྨײછ症患者ೖ院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が，当該治療ࣨにೖ
院した場合には，ೖ院基本料等を算定する。

　�　この際，ೖ院基本料等を算定する場合のඅ用のٻについては，「（ٸٹ໋ٹೖ院料に
ついて）」のᾒとಉ༷である。��� 裟留

（�ް ੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔࢪઃج४「注̍」）
磁 　「診療ํに関する法令ฤ」に掲載の「基本診療料の施設基準等」（平２0年̏月厚
生労働লࣔࠂ第6２号）の第のࣣのᾇを参র。

（�ҰྨײછऀױೖӃҩྍཧྉͷରऀױ「注̍」）
磁 　基本診療料の施設基準等
　第�　ಛ定ೖ院料の施設基準等
　　ࣣ�　一ྨײછ症患者ೖ院医療管理料の施設基準等
　　　ᾈ�　一ྨײછ症患者ೖ院医療管理料の対象患者
　　　　�　ผ表第乯に掲げる患者
　ผ�表第乯　一ྨײછ症患者ೖ院医療管理料の対象患者
　　一�　ײછ症法第̒第̕項にن定する৽ײછ症又はಉ第̎項にن定する一ྨײછ症

にጶ患している患者
　　ೋ�　前号のײછ症のٙࣅ症患者又はແ症ঢ়病原体保有者
　　　� （平２0. ３. 5　厚生労働লࣔࠂ第6２号）
　　　� （最終改正；令 ２. ３. 5　厚生労働লࣔࠂ第58号）

̖�ú÷û 削除

̖�ú÷ü ҰྨײછऀױೖӃҩྍཧྉ（１日につ
き）

１　14日以内の期間 Āóúþø

２　15日以上の期間 ÿóø÷ÿ

注１　別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た感
染症法第６条第13項に規定する特定感染症指定
医療機関又は同条第14項に規定する第一種感染
症指定医療機関である保険医療機関において，
別に厚生労働大臣が定める感染症患者に対して
入院医療管理が行われた場合に算定する。な
お，同法第19条及び第20条の規定に係る入院の
期間を超えた期間は算定しない。

　２　第１章基本診療料並びに第２章第９部処置及
び第13部病理診断のうち次に掲げるものは，一
類感染症患者入院医療管理料に含まれるものと
する。

　　イ　入院基本料

　　ロ　入院基本料等加算（臨床研修病院入院診療
加算，超急性期脳卒中加算，妊産婦緊急搬送
入院加算，医師事務作業補助体制加算，地域
加算，離島加算，医療安全対策加算，感染防
止対策加算，患者サポート体制充実加算，褥
瘡ハイリスク患者ケア加算，データ提出加
算，入退院支援加算（１のイに限る。），排尿
自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除
く。）

　　ハ　酸素吸入（使用した酸素及び窒素の費用を
除く。）

　　ニ　留置カテーテル設置

　　ホ　第13部第１節の病理標本作製料
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（�ಛघ࣬ױೖӃҩྍཧྉʹ͍ͭͯ）
ᾇ�　ಛघ࣬患ೖ院医療管理料を算定する病ࣨは，ओとして期にΘたり療ཆの必要な患者
がೖ院する病ࣨであり，医療上ಛに必要がある場合にݶりଞの病ࣨの患者の移ಈは認
められるが，その医療上の必要性についてྍใु໌ࡉॻの摘要欄にৄ細に記載する。

裟留
ᾈ�　ಛघ࣬患ೖ院医療管理料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は，
ಛघ࣬患ೖ院医療管理料に含まれ，ผに算定できない。��� 裟留

ᾉ�　ಛघ࣬患ೖ院医療管理料を算定している患者に対して，̍日̑時間を超えて体外ࣜ陰
ѹਓثٵݺを使用した場合は，「注̎」のՃ算を算定できる。��� 裟留

ᾊ�　「注̎」に掲げるՃ算を算定する際に使用したࢎૉ及びૉのඅ用は，「ࢎૉ及び
ૉの価֨（平̎年厚生লࣔࠂ第4１号）」に定めるとこΖによる。��� 裟留

ᾋ�　「注̏」に掲げる重症ࣇ（者）受ೖ連携Ճ算は，ूத治療をܦた৽生ࣇ等をٸ性期の
保険医療機関から受けೖれ，病ଶの安定化のために密度の高い医療をఏڙすることを評

̖�ú÷ý ಛघ࣬ױೖӃҩྍཧྉ（１日につき）
ùó÷þ÷

注１ 重度の障害者（重度の意識障害者を含む。），
筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主とし
て入院させる病室に関する別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして，地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関（療養病
棟入院基本料，障害者施設等入院基本料，特殊
疾患入院施設管理加算又は特殊疾患病棟入院料
を算定する病棟を有しないものに限る。）に入
院している患者について，所定点数を算定す
る。

⓵⓷⓸　　第１章　第２部　入院料等（特定入院料）
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価したものであり，ೖ院前の保険医療機関において̖ùûýのೖୀ院ࢧԉՃ算̏が算定さ
れた患者を，ಛघ࣬患ೖ院医療管理料を算定する病চにおいて受けೖれた場合にೖ院初
日に算定する。なお，ここでいうೖ院初日とは，第̎෦「௨則̑」にن定するى算日の
ことをいい，ೖ院期間が௨算される再ೖ院の初日は算定できない。��� 裟留

ᾌ�　「注̐」に定めるଔதを原因とする重度の意ࣝোによって当該病ࣨにೖ院するも
のについては，̖ø÷ø療ཆ病౩ೖ院基本料における医療区分（̍日に̎つ以上の区分に
該当する場合には，該当するもののうち最も高い点数の区分）に従い，当該患者͝とに
֤医療区分に૬当する所定点数を算定する。その際，当該患者の࣬患及びঢ়ଶの該当す
る医療区分の項目について，保険医療機関においてྍ等に記する。��� 裟留

ᾍ�　平２8年̏月３１日時点で，継続して̒か月以上ଔதを原因とする重度の意ࣝোに
よってಛघ࣬患ೖ院医療管理料を算定する病ࣨにೖ院している患者であって，Ҿき続き
ಉ病ࣨにೖ院しているものについては，医療区分̏に૬当するものとみなす。なお，
ଔதを原因とする重度の意ࣝোによってಛघ࣬患ೖ院医療管理料を算定する病ࣨにೖ
院している患者であって，その࣬患及びঢ়ଶ等が医療区分̏にن定する࣬患及びঢ়ଶ等
に૬当するものについては，「注̐」によらず，ಛघ࣬患ೖ院医療管理料にن定する所
定点数を算定する。��� 裟留

（�ྍใु໌ࡉॻʮఠཁʯཝͷ߲ࣄࡌه）
ʲ45ʳ必要があって患者がଞの病౩等移ಈした場合ˠその医療上の必要性をৄ細に記載
すること。
患者がଞの病౩等移ಈした医療上の必要性（ಛघ࣬患ೖ院医療管理料）；������

8３0１000３１

（�ಛघ࣬ױೖӃҩྍཧྉʹؔ͢Δࣄ࿈བྷ）
�　ଔதの後遺症をओたるোとする患者で重度の意ࣝো者基準に該当しない者のう
ち，対象患者としてݟなͤる場合はあるのか。

�　「重度の意ࣝো者」の基準に該当しない者であっても，ਓثٵݺをணする患
者，ଔதの後遺症患者であって，かつಁੳを必要としている患者等は重度のো者と
ղすることができる。 （平２0. ３.２8　̔）

�　もも病の患者がଔதとなった場合も，ଔதの後遺症患者として「重度ো
者」または「重度のࢶ体不自由者」から除外されるのか。

�　もも病（ウィリスಈ຺ྠด࠹症）患者については，病患者であるため対象患者
である。 （平２0. ３.２8　̕）

�　ಛघ࣬患ೖ院医療管理料の「注̐」に定める点数を算定した場合，「注̎」及び「注
̏」に定めるՃ算は算定できるのか。

�　「注̏」は要件を満たͤ算定可能。「注̎」は，ਓثٵݺを使用している場合の
Ճ算であり，ਓثٵݺを使用する場合は医療区分̏に૬当するため，「注̐」に定め
る点数の対象患者とはならない。 （平２8. ３.３１　その̍・7３）

�　ಛघ࣬患ೖ院医療管理料の「注̐」に定める点数を算定する場合の医療区分の判断に
ついては，ผ༷̎ࣜࢴ「医療区分・̖Ｄ̡区分に係る評価ථ」をຖ日記する必要があ
るか。

�　ಛघ࣬患ೖ院医療管理料における医療区分の判断については，༷ࣜは定めていない
が，医療機関で適切に記する必要がある。 （平２8. ３.３１　その̍・74）

（�ް ੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔࢪઃج४「注̍」）
磁 　「診療ํに関する法令ฤ」に掲載の「基本診療料の施設基準等」（平２0年̏月厚
生労働লࣔࠂ第6２号）の第の乯のᾇを参র。

（�আ֎ༀࡎɾࣹༀ「注̑」）
磁 　基本診療料の施設基準等
　第�　ಛ定ೖ院料の施設基準等
　　乯�　ಛघ࣬患ೖ院医療管理料の施設基準等
　　　ᾈ�　ಛघ࣬患ೖ院医療管理料の注̑の除外薬剤・注射薬
　　　　�　ผ表第ޒの一のೋに掲げる薬剤及び注射薬
　ผ�表第ޒの一のೋ　ಛ定ೖ院基本料，療ཆ病౩ೖ院基本料，ো者施設等ೖ院基本料の
注̒の点数及び有চ診療所療ཆ病চೖ院基本料に含まれない除外薬剤・注射薬ฒびに
ಛघ࣬患ೖ院医療管理料，回෮期リϋϏリテーγϣン病౩ೖ院料，ಛघ࣬患病౩ೖ院
料，؇έア病౩ೖ院料及び認症治療病౩ೖ院料の除外薬剤・注射薬

　　�　インターϑΣϩン製剤（̗型؊Ԍ又はＣ型؊Ԍの効能एしくは効果を有するものに
（。るݶ

ウイルス剤（̗型؊Ԍ又はＣ型؊Ԍの効能एしくは効果を有するもの及び後ఱ性߅　�　　
免疫不全症ީ܈又はＨ̞̫ײછ症の効能एしくは効果を有するものにݶる。）

　　�　血༑病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子߅体ᷖ回׆性ෳ合体
　　� （平２0. ３. 5　厚生労働লࣔࠂ第6２号）

　２　当該病室に入院している患者が人工呼吸器を
使用している場合は，１日につき所定点数に
ý÷÷を加算する。

　３ 当該患者が，他の保険医療機関から転院して
きた者であって，当該他の保険医療機関におい
て区分番号Ａ246に掲げる入退院支援加算３を
算定したものである場合には，重症児（者）受
入連携加算として，入院初日に限りù,÷÷÷を
所定点数に加算する。

　４ 当該病室に入院する重度の意識障害（脳卒中
の後遺症であるものに限る。）の患者であって，
基本診療料の施設基準等第５の３⑴のロに規定
する医療区分２の患者又は第５の３⑵のトに規
定する医療区分１の患者に相当するものについ
ては，注１の規定にかかわらず，次に掲げる点
数をそれぞれ算定する。

　　イ　医療区分２の患者に相当するもの øóĀ÷Ā

　　ロ　医療区分１の患者に相当するもの øóþûú

　５　診療に係る費用（注２及び注３に規定する加
算，第２節に規定する臨床研修病院入院診療加
算，超急性期脳卒中加算，医師事務作業補助体
制加算，超重症児（者）入院診療加算・準超重
症児（者）入院診療加算，地域加算，離島加
算，医療安全対策加算，感染防止対策加算，患
者サポート体制充実加算，データ提出加算，入
退院支援加算（１のロ及び２のロに限る。），認
知症ケア加算，排尿自立支援加算並びに除外薬
剤・注射薬の費用を除く。）は，特殊疾患入院
医療管理料に含まれるものとする。
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⓵⓸⓺⓶　　特掲診療料の施設基準等 特掲診療料の施設基準等　　⓵⓸⓺⓷

　　　ア　ࠃ又は医療関係ஂ体等（病重症化予（ϑοτέ
ア）ݚमを行っている日本病ڭҭ・ޢ学会等）がओ
。मであることݚする࠵

　　　イ　病患者のϑοτέアの意ٛ・基ૅࣝ，病
病มに対する評価ํ法，ϑοτέアٕ術，ηルϑέアࢧԉ
及び事ྫ分ੳ・評価等の容が含まれるものであること。

　　　ウ　病病มに関する患者指導について十分なࣝ及び
等が行うԋशが含まれるものであるこࢣޢのあるݧܦ
と。

　　　エ　௨算して��時間以上のものであること。
　̎　ಧग़に関する事項
　　　病合ซ症管理料の施設基準に係るಧग़は，ผఴ̎の̎を
用いること。

ୈ̐ͷ̎　͕Μੑ仏௧؇ࢦಋཧྉ #���ʮ��ʯ
　̍　がん性仏௧؇指導管理料に関する施設基準
　　　当該保険医療機関に，؇έアのݧܦを有する医ࢣが配置
されていること。なお，؇έアのݧܦを有する医ࢣとは，次
に掲げるいずれかのݚमをम了した者であること。

　　ᾇ　「がん等の診療に携Θる医ࢣ等に対する؇έアݚम会の
開࠵指」（平��年��月̍日け݈発����第̎号厚生労働
ল݈߁局௨）に準拠した؇έアݚम会（平��年度ま
でに開࠵したものであって，「がん診療に携Θる医ࢣに対す
る؇έアݚम会の開࠵指」に準拠したものを含む。）

　　ᾈ　؇έアの基本ڭҭのための都道府県指導者ݚम会（ཱࠃ
がんڀݚηンターओ࠵）等

　̎　ಧग़に関する事項
　　　がん性仏௧؇指導管理料の施設基準に係るಧग़は，ผఴ̎
の̎を用いること。

ୈ̐ͷ̏　͕Μࢦऀױಋཧྉ #���ʮ��ʯ
　̍　がん患者指導管理料イに関する施設基準
　　ᾇ　؇έアのݚमをम了した医ࢣ及びઐのࢣޢがそれͧ

れ̍名以上配置されていること。なお，診断結果及び治療ํ
のઆ໌等を行う際には྆者がಉ੮して行うこと。

　　ᾈ　ᾇに掲げる医ࢣは，次に掲げるいずれかのݚमをम了した
者であること。

　　　ア　「がん等の診療に携Θる医ࢣ等に対する؇έアݚम会
の開࠵指」に準拠した؇έアݚम会（平��年度まで
に開࠵したものであって，「がん診療に携Θる医ࢣに対す
る؇έアݚम会の開࠵指」に準拠したものを含む。）

　　　イ　؇έアの基本ڭҭのための都道府県指導者ݚम会（ࠃ
ཱがんڀݚηンターओ࠵）等

　　ᾉ　ᾇに掲げるࢣޢは，̑年以上がん患者のޢに従事した
ݚを有し，がん患者のカウンηリング等に係る適切なݧܦ
मをम了した者であること。なお，ここでいうがん患者の
カウンηリング等に係る適切なݚमとは，次の事項に該当す
るݚमのことをいう。

　　　ア　ࠃ又は医療関係ஂ体等がओ࠵するݚमであること。（���
時間以上のݚम期間で，म了証がަされるもの）

　　　イ　がんޢ又はがんޢ関連ྖ域におけるઐ的なࣝ・
ٕ術を有するࢣޢのཆを目的としたݚमであること。

　　　ウ　ٛߨ及びԋशにより，次の容を含むものであること。
　　　　紅　がんޢ又はがんޢ関連ྖ域に必要なޢ理及び

医療制度等の֓要
　　　　鷺　ྟচྙ理（ࠂ，意ܾࢥ定，インϑΥーϜド・コンη

ンτにおけるࢣޢのׂ）
　　　　差　がんޢ又はがんޢ関連ྖ域に関するアηスϝンτ

とޢ実ફ
　　　　昏　がんޢ又はがんޢ関連ྖ域の患者及びՈの৺理

աఔ
　　　　砂　ηルϑέアのࢧԉ及びՈࢧԉのํ法
　　　　瑳　がん患者のための医療機関における組৫的औ組とνー

Ϝアϓϩーν
　　　　惚　がんޢ又はがんޢ関連ྖ域におけるスτレスϚネ

δϝンτ
　　　　腰　コンαルテーγϣンํ法
　　　エ　実शにより，事ྫに基ͮくアηスϝンτとがんޢ又は

がんޢ関連ྖ域に必要なޢ実ફ
　　ᾊ　患者に対して診断結果及び治療ํのઆ໌等を行う場合

に，患者のرに応͡て，患者の৺理ঢ়گ及びϓライόγー
に十分配慮したߏ造の個ࣨを使用できるようにඋえているこ
と。

　̎　がん患者指導管理料ϩに関する施設基準
　　ᾇ　؇έアのݚमをम了した医ࢣ及びઐのࢣޢがそれͧ

れ̍名以上配置されていること。
　　ᾈ　ᾇに掲げる医ࢣは，̍のᾈを満たすこと。
　　ᾉ　ᾇに掲げるࢣޢは，̍のᾉを満たすこと。
　　ᾊ　患者のرに応͡て，患者の৺理ঢ়گ及びϓライόγーに

十分配慮したߏ造の個ࣨを使用できるようにඋえているこ
と。

　̏　がん患者指導管理料ϋに関する施設基準
　　ᾇ　化学療法のݧܦを̑年以上有する医ࢣ及びઐの薬剤ࢣが

それͧれ̍名以上配置されていること。
　　ᾈ　ᾇに掲げる薬剤ࢣは，̑年以上薬剤ࢣとしてのۀに従事

したݧܦ及び̏年以上化学療法に係るۀに従事したݧܦを
有し，��時間以上のがんに係る適切なݚमをम了し，がん患
者に対する薬剤管理指導の実を��症ྫ（ෳ数のがんछであ
ることがましい。）以上有するものであること。

　　ᾉ　患者のرに応͡て，患者の৺理ঢ়گ及びϓライόγーに
十分配慮したߏ造の個ࣨを使用できるようにඋえているこ
と。

　̐　がん患者指導管理料χに関する施設基準
　　ᾇ　̗ＲＣ̖̍�̎遺伝子検査の血液を検体とするものの施設

基準に係るಧग़を行っていること。
　　ᾈ　患者のϓライόγーに十分配慮したߏ造の個ࣨをඋえてい

ること。
　̑　ಧग़に関する事項
　　　がん患者指導管理料の施設基準に係るಧग़は，ผఴ̎の༷ࣜ
̑の̏を用いること。

ୈ̐ͷ̐　֎དྷ؇έΞཧྉ #���ʮ��ʯ
　̍　外དྷ؇έア管理料に関する施設基準
　　ᾇ　当該保険医療機関に，以下の̐名からߏされる؇έ

アに係るνーϜ（以下「؇έアνーϜ」という。）が設置
されていること。

　　　ア　体症ঢ়の؇を୲当するઐのৗۈ医ࢣ
　　　イ　ਫ਼ਆ症ঢ়の؇を୲当するઐのৗۈ医ࢣ
　　　ウ　؇έアのݧܦを有するઐのৗࢣޢۈ
　　　エ　؇έアのݧܦを有するઐの薬剤ࢣ
　　　　なお，アからエまでのうちいずれか̍ਓはઐ従であるこ

と。ただし，当該؇έアνーϜが診療する患者数が̍日に
��ਓ以である場合は，いずれもઐでࠩしࢧえない。

　　　　また，注̐にن定する点数を算定する場合は，以下からߏ
される؇έアνーϜにより，؇έアに係るઐ的な診
療が行Θれていること。

　　　オ　体症ঢ়の؇を୲当するৗۈ医ࢣ
　　　カ　ਫ਼ਆ症ঢ়の؇を୲当する医ࢣ
　　　Ω　؇έアのݧܦを有するࢣޢ
　　　Ϋ　؇έアのݧܦを有する薬剤ࢣ
　　ᾈ　؇έアνーϜのߏһは，؇έア診療Ճ算に係る؇

έアνーϜのߏһと݉であってࠩしࢧえない。
　　　　また，ѱ性जᙾ患者に係る؇έアのಛ性にؑみて，ઐ従

の医ࢣにあっても，؇έア診療Ճ算を算定すき診療及び
外དྷ؇έア管理料を算定すき診療にӨڹのないൣғにお

鳥がん性仏௧؇指導管理料（施設
基準）頂

鳥がん患者指導管理料（施設基準）
頂

鳥外དྷ؇έア管理料（施設基準）
頂

定࣬患治療ڀݚ事ۀについて」（ত��年̐月��日Ӵ発第���
号）に掲げる࣬患（当該࣬患にጶ患している患者として都道府
県事から受څ者証のަを受けているものに係るものにݶ
る。ただし，スモンについてはաڈにެ的な認定を受けたこと
が確認できる場合等を含む。）又は「ઌఱ性血液凝固因子ো
等治療ڀݚ事ۀ実施要ߝについて」（平元年̓月��日݈医発
第���号）に掲げる࣬患（当該࣬患にጶ患している患者として
都道府県事から受څ者証のަを受けているものに係るもの
にݶる。）をいう。

　̎　病外དྷ指導管理料の注̒に関する施設基準
　　　「基本診療料の施設基準等及びそのಧग़に関する手続きのऔ
ѻいについて」（令̎年̏月̑日保医発����第̎号）ผఴ̓
の第̎の̑に掲げるオンライン診療料のಧग़を行っているこ
と。

　̏　ಧग़に関する事項
　　　病外དྷ指導管理料の注̒に関する施設基準については，オ
ンライン診療料のಧग़を行っていれよく，病外དྷ指導管理
料の注̒としてಛに地ํ厚生（ࢧ）局に対して，ಧग़を行う
必要はないこと。

ୈ̍ͷ̒　֎དྷӫཆ৯ࢦࣄಋྉ #���ʮ̕ʯ
　̍　外དྷӫཆ৯事指導料の注̎にن定する施設基準
　　ᾇ　外དྷ化学療法を実施するためのઐ用のϕοド（点滴注射に

よる化学療法を実施するに適したリΫライχングγーτ等を
含む。）を有する治療ࣨを保有し，外དྷ化学療法を実施して
いる保険医療機関に̑年以上ۈし，ӫཆ管理（ѱ性जᙾ患
者に対するものを含む。）に係る̏年以上のݧܦを有するઐ
のৗۈ管理ӫཆ࢜が̍ਓ以上配置されていること。

　　ᾈ　ᾇに掲げる管理ӫཆ࢜は，医療関係ஂ体等が実施するѱ性
जᙾに関するӫཆ管理ํ法等のशಘを目的としたݚमをम了
していることがましい。

　̎　ಧग़に関する事項
　　　外དྷӫཆ৯事指導料の注̎にن定する施設基準に係るಧग़
は，ผఴ̎の༷ࣜ̍の̎を用いること。

ୈ̍ͷ̓　৺ଁϖʔεϝʔΧʔࢦಋཧྉ #���ʮ��ʯ
　̍　植ࠐ型除細ಈث移行期Ճ算に関する施設基準
　　　下記のいずれかの施設基準のಧग़を行っている保険医療機関
であること。

　　ᾇ　区分番号「Ｋ���」植ࠐ型除細ಈث移植術，区分番号「Ｋ
���ô�」植ࠐ型除細ಈަث換術及び区分番号「Ｋ���ô�」ܦ静
術（レーβーγースを用いるもの）ڈൈۃి຺

　　ᾈ　区分番号「Ｋ���ô�」྆ࣨϖーγング機能き植ࠐ型除細
ಈث移植術及び区分番号「Ｋ���ô�」྆ࣨϖーγング機能
き植ࠐ型除細ಈަث換術

　̎　ԕִモχタリングՃ算に関する施設基準
　　ᾇ　॥ث科，小ࣇ॥ث科又は৺ଁ血管外科についての

ઐのࣝ及び̑年以上のݧܦを有するৗۈの医ࢣが配置さ
れていること。なお，不຺及び৺ଁ植ࠐみ型ిؾデόイス
についてのઐ的なྟচݧܦを̏年以上有していることが
ましい。

　　ᾈ　ಧग़保険医療機関又は連携するผの保険医療機関（॥ث
科，小ࣇ॥ث科又は৺ଁ血管外科をඪᒗするものにݶ
る。）において，区分番号「Ｋ���」ϖースϝーカー移植術，
「Ｋ���ô�」ϖースϝーカーަ換術，「Ｋ���」྆৺ࣨϖースϝ
ーカー移植術から「Ｋ���ô�」྆ࣨϖーγング機能き植ࠐ
型除細ಈަث換術までのいずれかの施設基準のಧग़を行って
いること。

　　ᾉ　関連学会からࣔされているガイドライン等を९कするこ
と。

　̏　ಧग़に関する事項
　　ᾇ　植ࠐ型除細ಈث移行期Ճ算の施設基準に係るऔѻいについ

ては，植ࠐ型除細ಈث移植術，植ࠐ型除細ಈަث換術及びܦ

静຺ిۃൈڈ術（レーβーγースを用いるもの）又は྆ࣨϖ
ーγング機能き植ࠐ型除細ಈث移植術及び྆ࣨϖーγング
機能き植ࠐ型除細ಈަث換術のいずれかのಧग़を行ってい
れよく，植ࠐ型除細ಈث移行期Ճ算としてಛに地ํ厚生
。局に対して，ಧग़を行う必要はないこと（ࢧ）

　　ᾈ　ԕִモχタリングՃ算の施設基準に係るಧग़は，ผఴ̎の
༷ࣜ̍の̏を用いること。

ୈ̎　ߴௌࢦಋཧྉ #���ʮ��ʯ
　̍　高度ௌ指導管理料に関する施設基準
　　　次のᾇ又はᾈに該当する保険医療機関であること。
　　ᾇ　ਓࣖ植ࠐ術の施設基準を満たしていること。
　　ᾈ　̑年以上のࣖඓҺ科の診療ݧܦを有するৗۈのࣖඓҺ

科の医ࢣが̍名以上配置されていること。なお，ि̏日以上
ৗଶとしてۈしており，かつ，所定労働時間がि��時間以
上のۈを行っているࣖඓҺ科の非ৗۈ医ࢣ（̑年以上の
ࣖඓҺ科の診療ݧܦを有する医ࢣにݶる。）を̎名以上組
み合Θͤることにより，ৗۈ医ࢣのۈ時間ଳとಉ͡時間ଳ
にこれらの非ৗۈ医ࢣが配置されている場合には，当該基準
を満たしていることとみなすことができる。

　̎　ಧग़に関する事項
　　　高度ௌ指導管理料の施設基準に係るऔѻいについては，当
該基準を満たしていれよく，ಛに地ํ厚生（ࢧ）局に対し
て，ಧग़を行う必要はないこと。

ୈ̎ͷ̎　ຫੑҡಁ࣋ੳऀױ֎དྷҩֶཧྉͷਛସྍ๏࣮Ճࢉ
ʹؔ͢Δࢪઃج४ #���ʮ��ʯ

　　　ຫ性維持ಁੳ患者外དྷ医学管理料のਛ代ସ療法実Ճ算に関
する施設基準及びಧग़に関する事項は，第��の̎における̎の
ᾈ導ೖ期Ճ算̎のྫによる。

ୈ̏　ᄶଉྍ࣏ཧྉ #���ʮ��ʯ
　̍　ᄶଉ治療管理料の注̎にن定するՃ算に関する施設基準
　　ᾇ　ઐのࢣޢ又は।ࢣޢがৗ時̍ਓ以上配置され，患者

からのい合Θͤ等に��時間対応できる体制をえているこ
と。

　　ᾈ　ϐーΫϑϩー値及び一ඵ量等をܭଌする機ثをඋえるとと
もに，患者から定期的に報ࠂされる検査値等の情報を適切に
蓄積，ղੳし，管理できる体制をえていること。

　　ᾉ　当該保険医療機関において，又はผの保険医療機関との連
携により，ٸۓೖ院を受けೖれる体制をৗに確保しているこ
と。

　̎　ಧग़に関する事項
　　ᾇ　ᄶଉ治療管理料の施設基準に係るಧग़は，ผఴ̎の༷ࣜ̏

を用いること。
　　ᾈ　̍のᾇからᾉまでに掲げる事項についてその֓要を記載す

ること。
ୈ̐　ප߹ซཧྉ #���ʮ��ʯ
　̍　病合ซ症管理料に関する施設基準
　　ᾇ　当該保険医療機関に病治療及び病病มの診療

に従事したݧܦを̑年以上有するઐのৗۈ医ࢣが̍名以上
配置されていること。

　　　　なお，ि̏日以上ৗଶとしてۈしており，かつ，所定労
働時間がि��時間以上のۈを行っているઐの非ৗۈ医ࢣ
（病治療及び病病มの診療に従事したݧܦを̑年
以上有する医ࢣにݶる。）を̎名以上組み合Θͤることによ
り，ৗۈ医ࢣのۈ時間ଳとಉ͡時間ଳにこれらの非ৗۈ医
が配置されている場合には，当該基準を満たしていることࢣ
とみなすことができる。

　　ᾈ　当該保険医療機関に病病ม患者のޢに従事した
であって，病病มࢣޢを̑年以上有するઐのݧܦ
の指導に係る適切なݚमをम了した者が̍名以上配置されて
いること。

　　　　なお，ここでいう適切なݚमとは，次のものをいうこと。

鳥病外དྷ指導管理料（情報௨৴機
を用いた場合）（施設基準）ˎオث
ンライン病外དྷ指導管理料（施設
基準）頂

鳥外དྷӫཆ৯事指導料（施設基準）
頂

鳥植ࠐ型除細ಈث移行期Ճ算（৺ଁ
ϖースϝーカー指導管理料）（施設
基準）頂

鳥ԕִモχタリングՃ算（৺ଁϖー
スϝーカー指導管理料）（施設基準）
頂

鳥高度ௌ指導管理料（施設基準）
頂

鳥ਛ代ସ療法実Ճ算（ຫ性維持ಁ
ੳ患者外དྷ医学管理料）（施設基準）
頂

鳥重度ᄶଉ患者治療管理Ճ算（ᄶଉ
治療管理料）（施設基準）頂

鳥病合ซ症管理料（施設基準）
頂
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医科診療報酬
点数表

第１章　基本診療料
　第１部　初・再診料／第２部　入院料等
第２章　特掲診療料
　 第１部　医学管理等／第２部　在宅医療／第３部　検査／第４
部　画像診断／第５部　投薬／第６部　注射／第７部　リハビ
リテーション／第８部　精神科専門療法／第９部　処置／第10
部　手術（STEM7）／第11部　麻酔／第12部　放射線治療
／第13部　病理診断
第３章　介護老人保健施設入所者に係る診療料
　 第１部　併設保険医療機関の療養に関する事項／第２部　併設
保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項
第４章　経過措置 

「医科診療報酬点数表」は，左欄に告示を，対
応する右欄には通知や関連するQ&Aなどを掲
載し，視覚的に捉えやすい構成が好評。発簡
番号も併記し，請求・審査の際に疑問点が生
じても，明解な根拠がわかります。準用項目
は点数表自体と区別し左欄に見出しをつけ，
各項目ごとに経過措置を再掲するなど見落と
しのないように工夫。各種計画書や情報提供
に係る様式などもすべて収載。診療報酬明細
書の「摘要」欄への記載事項等に規定のある
ものは，区分番号ごとにわかるように表示。

別紙様式／特定保険医療材料に関する告示・通知／入院時食事療養及び入院時生活療養に関する告示・通知
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Ⅰ　療養担当規則関係 療養担当規則はもちろん，請求・審査に必要な告示・通知等を体系的に収載。診療報
酬の算定にあたって満たさなければならない施設基準や，実費徴収できる範囲など，
点数表とは別に定められている重要な決まりごとや関連するQ&Aについて，確認が
可能。告示と通知の違いがはっきりするようにレイアウトを工夫し，施設基準につい
ては項目の検索に便利なよう，点数表の区分番号を併記。

Ⅱ　基本診療料関係

Ⅲ　特掲診療料関係

Ⅳ　医療保険と介護保険の給付調整
索
引 これらすべてを網羅した豊富な50音索引。頁上部での50音表示に加え，その頁の先頭と最後の項目のヨミ５文字を表示。

点数表部分の目次は，詳細
に区分番号レベルまで表示。
全体的な把握や素早い検索
が可能です。

点数表部分の目次は，詳細
に区分番号レベルまで表示。
全体的な把握や素早い検索
が可能です

　　　外དྷӫཆ৯事指導料の注̎にن定する施設基準に係るಧग़

#���ʮ��ʯ
　̍　植ࠐ型除細ಈث移行期Ճ算に関する施設基準
　　　下記のいずれかの施設基準のಧग़を行っている保険医療機関

」植ࠐ型除細ಈث移植術，区分番号「Ｋ
」植ࠐ型除細ಈަث換術及び区分番号「Ｋ���ô�」ܦ静

術（レーβーγースを用いるもの）ڈൈۃి຺
」྆ࣨϖーγング機能き植ࠐ型除細

」྆ࣨϖーγング機能

　　ᾇ　॥ث科，小ࣇ॥ث科又は৺ଁ血管外科についての
ઐのࣝ及び̑年以上のݧܦを有するৗۈの医ࢣが配置さ
れていること。なお，不຺及び৺ଁ植ࠐみ型ిؾデόイス
についてのઐ的なྟচݧܦを̏年以上有していることが

　　ᾈ　ಧग़保険医療機関又は連携するผの保険医療機関（॥ث
科，小ࣇ॥ث科又は৺ଁ血管外科をඪᒗするものにݶ

」ϖースϝーカー移植術，
」྆৺ࣨϖースϝ

」྆ࣨϖーγング機能き植ࠐ
型除細ಈަث換術までのいずれかの施設基準のಧग़を行って

　　ᾉ　関連学会からࣔされているガイドライン等を९कするこ

　　ᾇ　植ࠐ型除細ಈث移行期Ճ算の施設基準に係るऔѻいについ
ては，植ࠐ型除細ಈث移植術，植ࠐ型除細ಈަث換術及びܦ

　̍　ᄶଉ治療管理料の注̎にن定するՃ算に関する施設基準
　　ᾇ　ઐのࢣޢ又は।ࢣޢがৗ時̍ਓ以上配置され，患者

からのい合Θͤ等に��時間対応できる体制をえているこ
と。

　　ᾈ　ϐーΫϑϩー値及び一ඵ量等をܭଌする機ثをඋえるとと
もに，患者から定期的に報ࠂされる検査値等の情報を適切に
蓄積，ղੳし，管理できる体制をえていること。

　　ᾉ　当該保険医療機関において，又はผの保険医療機関との連
携により，ٸۓೖ院を受けೖれる体制をৗに確保しているこ
と。

　̎　ಧग़に関する事項
　　ᾇ　ᄶଉ治療管理料の施設基準に係るಧग़は，ผఴ̎の༷ࣜ̏

を用いること。
　　ᾈ　̍のᾇからᾉまでに掲げる事項についてその֓要を記載す

ること。
ୈ̐　ප߹ซཧྉ #���ʮ��ʯ
　̍　病合ซ症管理料に関する施設基準
　　ᾇ　当該保険医療機関に病治療及び病病มの診療

に従事したݧܦを̑年以上有するઐのৗۈ医ࢣが̍名以上
配置されていること。

　　　　なお，ि̏日以上ৗଶとしてۈしており，かつ，所定労
働時間がि��時間以上のۈを行っているઐの非ৗۈ医ࢣ
（病治療及び病病มの診療に従事したݧܦを̑年
以上有する医ࢣにݶる。）を̎名以上組み合Θͤることによ
り，ৗۈ医ࢣのۈ時間ଳとಉ͡時間ଳにこれらの非ৗۈ医
が配置されている場合には，当該基準を満たしていることࢣ
とみなすことができる。

　　ᾈ　当該保険医療機関に病病ม患者のޢに従事した
であって，病病มࢣޢを̑年以上有するઐのݧܦ
の指導に係る適切なݚमをम了した者が̍名以上配置されて
いること。

　　　　なお，ここでいう適切なݚमとは，次のものをいうこと。

施設基準の規定
については，項
目の検索に便利
なように，該当
する点数表の区
分番号を併記
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｢医科点数表の解釈」の
無料サポートサービス

■薬価基準改正関連,経過措置品目収載関連等における具体的な品目等については，「薬価追補サービス」を併せてご活用ください。

URL：https://www.shaho.co.jp/publication/navi/
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ຌ　　　　ྫ

˙　本ॻは，ҩՊදฤ（「ผ༷ࣜࢴ」，「ಛ定保険医療ࡐ料に関するࣔࠂ・௨」，「ೖ院時৯事療ཆ及びೖ院
時生׆療ཆに関するࣔࠂ・௨」を含む。）及びྍํʹؔ͢Δ๏ྩฤの̎෦ߏとなっています。検ࡧの
རศをਤるため，רにはࡧҾを設けています。

ҩՊදฤ
̍ ҩՊදฤにおいては，ࣔࠂされた点数表の෦分は֤ϖーδのࠨཝに，それらに関する留意事項ٙٛ
ղऍを対応するӈཝに記載しています。さらに，留意事項ٙٛղऍについては，原จの検ࡧにศརなよう
にその発؆番号をซ記しています。
　なお，以下の௨の発؆番号については，それͧれ次の記号により表ࣔしています。
①　診療報ुの算定ํ法の一෦改正にう実施上の留意事項について
（令��. �. �　保医発 ���� �） 込留

ᶄ　基本診療料の施設基準等及びそのಧग़に関する手続きのऔѻいについて
（令��. �. �　保医発 ���� �） 杷ج

ᶅ　ಛ掲診療料の施設基準等及びそのಧग़に関する手続きのऔѻいについて
（令��. �. �　保医発 ���� �） 杷ಛ

̎　点数表にない医療行ҝでその準用点数が定められているものについては，そのྨࣅ項目の෦分にऩ載して
います。それらは原則として，ࠨཝにݟग़しを （h　）ɦ でғんで記し，点数表自体と区ผできるようにऩ載
しています。なお，第̎ষ第��෦手術においては，「準用元」とҟなる区分にऩ載したものについて （h再
掲）ɦ と表ࣔしています。
̏ 定にن定があることをࣔしており，それに対応するن等によりผにࣔࠂ，ཝにおける੨͔͚の෦分はࠨ
ついては，ಉ一の区分のӈཝに੨͔͚としてऩ載しています。

̐　従དྷのٙٛղऍ௨はর෮のࣜܗでग़されているため，原จのままऩ載することは，実の場において෯
を؆୯に摘記してࢫにそΘないので，なるく原จにそってそのझࢫ用していただくという本ॻのझ׆く
います。なお，ӈཝにおける͔͚の෦分については，医療՝事連བྷであることをࣔしており，ओに算定
に関するٙٛղऍをऩ載し，ซͤてその根拠をࣔしています。ྫえ「（平��.��.��　その̔・��）」とあ
るものは，平��年̔月̕日発ग़の医療՝事連བྷ「ٙٛղऍࢿ料のૹについて（その̔）」の��であ
ることをࣔしています。
̑ 別༷ࣜࢴにおいては，該当する医科診療報ु点数表の区分番号を，֤༷ࣜのӈ上に͔͚として表ࣔして
います。

ྍํʹؔ͢Δ๏ྩฤ
̍ ྍํʹؔ͢Δ๏ྩฤには，保険診療の現場において関係のਂい事項を࠾択し分ྨしてऩ載してい
ます。

̎　「ᶘ　جຊྍྉؔ」及び「ᶙ　ಛܝྍྉؔ」த，ࣔࠂ及び௨における施設基準等の֤項目につ
いて，該当する医科診療報ु点数表の区分番号を͔͚としてซͤて表ࣔしています。

˙　平��年̕月��日保医発第�������号により，従དྷ地ํࣾ会保険事局あてに発ग़されてきた厚生労働ল
保険局医療՝関係の௨等（保険局，医療՝，ࣃ科医療管理及び医療指導査ࣨが発ग़した௨及び
事連བྷをいう。）のうち地ํࣾ会保険事局から地ํ厚生（ࢧ）局に移管される事に関するもの（以
下「௨等」）については，ࠓ後，地ํ厚生（ࢧ）局あてに発ग़されたものとみなし，௨等のن定த「地
ํࣾ会保険事局」とあるのは「地ํ厚生（ࢧ）局」と，「地ํࣾ会保険事局」又は「ࣾ会保険事局」
とあるのは「地ํ厚生（ࢧ）局」とಡみସえるऔѻいとなっています。
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であって，骨植状態が良好であり，咬合力の負担能力が十分にあると考え

られる場合 留

⒇ �⑥⑦及び⑤⑥�のような分割延長ブリッジは原則として認められない

が，前者は隣接する第二小臼歯が前方ブリッジの支台歯となっているか又は

同歯にメタルボンド冠が装着されている症例，後者は隣接する第二大臼歯に

金合金又は白金加金の全部金属冠が装着されている症例であって，補綴物を

除去し，当該歯をブリッジの支台歯として使用することが困難であるため，

当該歯の補綴物にレストを設定することによりブリッジの維持を求める構造

となる場合はこの限りでない。

ただし，レストの設定に係る費用は算定できない。 留

（ブリッジについての考え方2007）

○ 巻末に収載してあるので参照されたい。

■ポンティックに関する事務連絡

問 下顎第一大臼歯の分割抜歯後にブリッジ（⑤�⑥）を製作する場合において，�ポ

ンティックをレジン前装金属ポンティックにより製作した場合は，どのように算定す

ればよいか。

答 この場合においては，区分番号「Ｍ017」に掲げるポンティックの注に規定する

「ロ 小臼歯部の場合」により算定し，特定保険医療材料料については小臼歯の例に

より算定する。 （平30. 3.30「歯科」問39）

Ｍ017-2 高強度硬質レジンブリッジ（�装置

につき） 2,500点

注 高強度硬質レジン及びグラスファイ

バーを用いてブリッジを製作し，装着

した場合に限り算定する。

（高強度硬質レジンブリッジの保険医療材料料）

�装置につき 1,629点

（令 2. 3. 5 保医発0305第10）

（高強度硬質レジンブリッジ）

⑴ 高強度硬質レジンブリッジとは，歯冠用グラスファイバーによるフレーム

に高強度の硬質レジンを用いて製作する，臼歯部�歯中間欠損部に対するポ

ンティックを含む，臼歯�歯ブリッジをいう。 留

⑵ 高強度硬質レジンブリッジは以下のいずれかに該当する場合に算定する。

イ 上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し，左右の咬合支持がある患者に対

し，過度な咬合圧が加わらない場合等において，第二小臼歯の欠損に対し

て第一小臼歯及び第一大臼歯を支台歯とするブリッジに使用する場合

ロ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において，臼歯部

�歯中間欠損に使用する場合（ただし，医科の保険医療機関又は医科歯科

併設の医療機関の医師との連携のうえで，診療情報提供（診療情報提供料

の様式に準じるもの）に基づく場合に限る。） 留

⑶ 高強度硬質レジンブリッジを装着する場合は，次により算定する。

イ 歯冠形成は原則として，失活歯に対して行い，この場合においては，区

分番号M001に掲げる歯冠形成の「�のロ 非金属冠」及び区分番号M001

に掲げる歯冠形成の「注�」及び「注�」の加算を算定する。

やむを得ず生活歯の歯冠形成を行う場合は，区分番号M001に掲げる歯

冠形成の「�のロ 非金属冠」及び区分番号M001に掲げる「注�」及び

「注�」の加算を算定する。

ロ 印象採得を行った場合は，�装置につき，区分番号M003に掲げる印象

採得の「�のニの⑴ 支台歯とポンティックの数の合計が�歯以下の場

合」を算定する。

ハ 装着した場合は，�装置につき区分番号M005に掲げる装着の「�のイ

の⑴ 支台歯とポンティックの数の合計が�歯以下の場合」，区分番号

M005に掲げる装着の「注�」の加算及び特定保険医療材料料を算定する。

留

⑷ 特定保険医療材料料は別に算定する。 留

Ｍ018 有床義歯

� 局部義歯（�床につき）

イ �歯から�歯まで 588点

ロ �歯から�歯まで 724点

（有床義歯の保険医療材料料）

〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕

� 局部義歯（�床につき）

⑴ �歯から�歯まで 2点
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であって，骨植状態が良好であり，咬合力の負担能力が十分にあると考え

られる場合 留

⒇ �⑥⑦及び⑤⑥�のような分割延長ブリッジは原則として認められない

が，前者は隣接する第二小臼歯が前方ブリッジの支台歯となっているか又は

同歯にメタルボンド冠が装着されている症例，後者は隣接する第二大臼歯に

金合金又は白金加金の全部金属冠が装着されている症例であって，補綴物を

除去し，当該歯をブリッジの支台歯として使用することが困難であるため，

当該歯の補綴物にレストを設定することによりブリッジの維持を求める構造

となる場合はこの限りでない。

ただし，レストの設定に係る費用は算定できない。 留

（ブリッジについての考え方2007）

○ 巻末に収載してあるので参照されたい。

■ポンティックに関する事務連絡

問 下顎第一大臼歯の分割抜歯後にブリッジ（⑤�⑥）を製作する場合において，�ポ

ンティックをレジン前装金属ポンティックにより製作した場合は，どのように算定す

ればよいか。

答 この場合においては，区分番号「Ｍ017」に掲げるポンティックの注に規定する

「ロ 小臼歯部の場合」により算定し，特定保険医療材料料については小臼歯の例に

より算定する。 （平30. 3.30「歯科」問39）

Ｍ017-2 高強度硬質レジンブリッジ（�装置

につき） 2,500点

注 高強度硬質レジン及びグラスファイ

バーを用いてブリッジを製作し，装着

した場合に限り算定する。

（高強度硬質レジンブリッジの保険医療材料料）

�装置につき 1,629点

（令 2. 3. 5 保医発0305第10）

（高強度硬質レジンブリッジ）

⑴ 高強度硬質レジンブリッジとは，歯冠用グラスファイバーによるフレーム

に高強度の硬質レジンを用いて製作する，臼歯部�歯中間欠損部に対するポ

ンティックを含む，臼歯�歯ブリッジをいう。 留

⑵ 高強度硬質レジンブリッジは以下のいずれかに該当する場合に算定する。

イ 上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し，左右の咬合支持がある患者に対

し，過度な咬合圧が加わらない場合等において，第二小臼歯の欠損に対し

て第一小臼歯及び第一大臼歯を支台歯とするブリッジに使用する場合

ロ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において，臼歯部

�歯中間欠損に使用する場合（ただし，医科の保険医療機関又は医科歯科

併設の医療機関の医師との連携のうえで，診療情報提供（診療情報提供料

の様式に準じるもの）に基づく場合に限る。） 留

⑶ 高強度硬質レジンブリッジを装着する場合は，次により算定する。

イ 歯冠形成は原則として，失活歯に対して行い，この場合においては，区

分番号M001に掲げる歯冠形成の「�のロ 非金属冠」及び区分番号M001

に掲げる歯冠形成の「注�」及び「注�」の加算を算定する。

やむを得ず生活歯の歯冠形成を行う場合は，区分番号M001に掲げる歯

冠形成の「�のロ 非金属冠」及び区分番号M001に掲げる「注�」及び

「注�」の加算を算定する。

ロ 印象採得を行った場合は，�装置につき，区分番号M003に掲げる印象

採得の「�のニの⑴ 支台歯とポンティックの数の合計が�歯以下の場

合」を算定する。

ハ 装着した場合は，�装置につき区分番号M005に掲げる装着の「�のイ

の⑴ 支台歯とポンティックの数の合計が�歯以下の場合」，区分番号

M005に掲げる装着の「注�」の加算及び特定保険医療材料料を算定する。

留

⑷ 特定保険医療材料料は別に算定する。 留

Ｍ018 有床義歯

� 局部義歯（�床につき）

イ �歯から�歯まで 588点

ロ �歯から�歯まで 724点

（有床義歯の保険医療材料料）

〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕

� 局部義歯（�床につき）

⑴ �歯から�歯まで 2点
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ハ �歯から11歯まで 962点

ニ 12歯から14歯まで 1,391点

� 総義歯（�顎につき） 2,172点

⑵ �歯から�歯まで 3点

⑶ �歯から11歯まで 5点

⑷ 12歯から14歯まで 7点

� 総義歯（�顎につき） 10点

（令 2. 3. 5 保医発0305第10）

〔参考〕（有床義歯の人工歯料）

レジン歯（前歯用） 片側 13点

レジン歯（前歯用） 両側 25点

レジン歯（臼歯用） 片側 13点

レジン歯（臼歯用） 両側 27点

陶歯（前歯用） 片側 94点

陶歯（前歯用） 両側 187点

陶歯（臼歯用） 片側 51点

陶歯（臼歯用） 両側 101点

〔平20. 3. 5厚生労働省告示61号（令 2. 3. 5厚生労働省告示61号改正），当部

（算定の原則）⑸及び当部第�節の規定に基づき作成〕

（スルフォン樹脂レジン歯） ◇ スルフォン樹脂レジン歯とは，定義通知別表Ｖ033及びＶ034に規定するも

のであり，ポリサルフォン樹脂レジン歯及びレイニング人工歯をいうもので

あること。

（令 2. 3. 5 保医発0305第10）

（硬質レジン歯） ◇ 硬質レジン歯とは，定義通知別表Ｖ035及びＶ036に規定するものであり，

一般的名称が「硬質レジン歯」であり，かつ，�層又は�層構造を有し，エ

ナメル質部の硬さが21ＨＶ0.2以上のレジン歯をいうものであること。

（令 2. 3. 5 保医発0305第10）

〔参考〕

スルフォン樹脂レジン歯（前歯用） 片側 31点

スルフォン樹脂レジン歯（前歯用） 両側 62点

スルフォン樹脂レジン歯（臼歯用） 片側 43点

スルフォン樹脂レジン歯（臼歯用） 両側 87点

硬質レジン歯（前歯用） 片側 29点

硬質レジン歯（前歯用） 両側 58点

硬質レジン歯（臼歯用） 片側 38点

硬質レジン歯（臼歯用） 両側 76点

〔平20. 3. 5厚生労働省告示61号（令 2. 3. 5厚生労働省告示61号改正），当部

（算定の原則）⑸及び当部第�節の規定に基づき作成〕

（有床義歯）

⑴ 有床義歯は，歯の欠損状況や製作する義歯の形態にかかわらず，人工歯数

に応じて算定する。 留

⑵ 欠損補綴に当たっての歯数の数え方は，欠損歯数によるものではなく，人

工歯の数による。欠損歯が�歯であっても，人工歯の排列上�歯となる場合

は，その歯数は�歯とする。 留

⑶ 局部義歯のうち12歯から14歯までは，あくまで残存歯があり，局部義歯と

して補綴を行った場合に限り算定する。なお，�床14歯の局部義歯の場合も

あり得る。 留

⑷ 左側第二大臼歯から右側第二大臼歯までが欠損している（欠損歯数14歯）

症例において，歯冠の一部が露出した状態の埋伏智歯が残存している場合又

は当然抜歯すべき症例のうち何らかの理由で抜歯不可能な場合は，智歯と無

関係に総義歯同様の義歯を製作したときは，総義歯として算定する。 留

⑸ 抜歯後�月を経過していなくても歯科医学的にみて適当であると認められ

る場合に限り，義歯の製作は所定点数により算定する。 留

⑹ 根管処置及び根面被覆処置が完了した残根上に必要があって義歯の装着を

行うことは認められる。ただし，高齢者で根管が閉鎖して歯内療法が困難な

場合等，やむを得ず残根歯に対して，歯内療法及び根面被覆処置が完了でき
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なかった場合に義歯を製作した場合は，その理由を診療録に記載する。 留

⑺ 残根上の義歯をやむを得ず製作するに際し，残根歯の歯内療法後に行う根

面被覆処置として，複合レジンを使用することは差し支えない。この場合に

おいて，歯冠形成は区分番号Ｍ001に掲げる歯冠形成の「�のイ 単純なも

の」，充填は区分番号Ｍ009に掲げる充填の「イ 単純なもの」及び保険医療

材料料を算定する。 留

⑻ 残根歯を利用したアタッチメントを使用した有床義歯は算定できない。留

⑼ 前歯部の間隙のみがある場合，これを有床義歯の隙により補綴することは

歯科医学的に適切でない。 留

⑽ 小児義歯は原則として認められないが，後継永久歯が無く著しい言語障害

及び咀嚼障害を伴う先天性無歯症，象牙質形成不全症，象牙質異形成症又は

エナメル質形成不全症であって脆弱な乳歯の早期崩壊又は後継永久歯の先天

欠損を伴う場合，外胚葉性異形成症，低ホスファターゼ症，パピヨン＝ルフ

ェブル症候群及び先天性好中球機能不全症，その他の先天性疾患により後継

永久歯が無い場合，外傷や腫瘍等により歯が喪失した場合若しくはこれに準

ずる状態であって，小児義歯以外は咀嚼機能の改善・回復が困難な小児に対

する小児義歯の場合はこの限りでない。この場合において，小児義歯を算定

する場合は，診療録に義歯の装着年月日，装着部位及び小児義歯が必要とな

った疾患名を記載する。なお，先天性疾患以外の疾患により後継永久歯がな

い場合に準ずる状態であって，小児義歯以外に咀嚼機能の改善・回復が困難

な小児に対して小児義歯を適用する場合は，予め理由書，模型及びエックス

線フィルム又はその複製を地方厚生（支）局長に提出し，保険適用の判断を

求める。なお，模型の製作は基本診療料に含まれ算定できないが，エックス

線フィルム又はその複製は，区分番号Ｅ100に掲げる歯，歯周組織，顎骨，

口腔軟組織及び区分番号Ｅ300に掲げるフィルムにより算定する。ただし，

算定に当たっては，診療報酬明細書の摘要欄に算定の理由を記載する。 留

⑾ 模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯は認められるが，即時義歯の

仮床試適に係る費用は算定できない。ただし，即時義歯とは長期的に使用で

きるものをいい，暫間義歯は算定できない。 留

（有床義歯の�日での製作，装着）

⑿ 有床義歯を�日で製作し装着することは，特殊な症例で歯科医学的に適切

な場合に限り算定する。ただし，常態として�〜�日で製作し装着を行うも

のの，装着後の調整指導を実施しない保険医療機関は算定できない。 留

（新たに有床義歯を製作する場合の印象採得）

⒀ 新たに有床義歯を製作する場合は，原則として前回有床義歯を製作した際

の印象採得を算定した日から起算して�カ月を経過した以降に，新たに製作

する有床義歯の印象採得を行うものとする。ただし，次に掲げる場合であっ

て，新たに有床義歯を製作する場合はその限りではない。

イ 他の保険医療機関において，�月以内に有床義歯を製作していないこと

を患者に確認した場合

ロ 遠隔地への転居のため通院が不能になった場合

ハ 急性の歯科疾患のため喪失歯数が異なった場合

ニ 認知症を有する患者や要介護状態の患者であって，義歯管理が困難なた

めに有床義歯が使用できない状況（修理が困難な程度に破折した場合を含

む。）となった場合

ホ その他特別な場合（災害又は事故等）

この場合において，新たに有床義歯を製作する理由を診療録に記載するこ

と。なお，ニ又はホの理由による場合は，該当する記号及び具体的な内容を

診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

なお，「有床義歯の取扱いについて」（昭和56年�月29日保険発第44号）

は，平成28年�月31日をもって廃止する。 留

■有床義歯に関する事務連絡

問 区分番号「Ｍ018」に掲げる有床義歯の留意事項通知⒀において，「他の保険医療機

関において，�月以内に有床義歯を製作していないことを患者に確認した場合」が追

加されたが，患者に口頭にて確認を行った場合における摘要欄記載は必要か。
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答 摘要欄への記載は求めていない。 （令 2. 5. 7「歯科」問18）

問 平成26年度歯科診療報酬改定において，小児義歯の適応に，外傷により歯が喪失し

た場合が追加されたが，この場合において事前承認を必要とするのか。

答 必要ない。 （平26. 6. 2「歯科」問�）

問 区分番号「Ｍ018」有床義歯の留意事項通知に新たに有床義歯を製作する場合の印

象採得の時期に関する取扱いが示され，「有床義歯の取扱いについて」（昭和56年�月

29日保険発第44号）は廃止となったが，他の保険医療機関で製作された有床義歯につ

いてはどのような取扱いか。

答 他の保険医療機関で製作された有床義歯の取扱いについても，自院で製作した場合

と同様の取扱いである。

なお，他の保険医療機関で製作された場合については，患者等に対し照会等を行う

ことにより前回有床義歯を製作した際の印象採得を算定した日から起算して�か月を

経過しているかどうか確認されたい。

また，「有床義歯の取扱いについて」（昭和56年�月29日保険発第44号）について

は，新たに有床義歯を製作する場合の製作開始時期の取扱いを区分番号「M018」有

床義歯の留意事項通知に明確化したこと及び現在使用されている被保険者証は療養給

付記録欄がなく，所定事項の記載が困難であることから廃止としたが，当該通知の

「� 実施の趣旨」の考え方は従前どおりである。 （平29. 2.23「歯科」問�）

〔編注；廃止通知「有床義歯の取扱いについて」（昭和56年�月29日 保険発

44）「� 実施の趣旨」は以下のとおり。

新たに作製した有床義歯は，相当期間使用に耐えるもので，主治医の指示

に従わず転医し，�カ月以内において再度有床義歯の作製が行われる症例に

ついては，遠隔地への転居のため通院が不能になった場合，急性の歯牙疾患

のため喪失歯数が異なった場合等の特別な場合を除いて，保険医療機関及び

保険医療養担当規則（昭和32年厚生省令第15号）第21条六ロ⑴㈠の「有床義

歯は，必要があると認められる場合に行なう。」に該当しない取扱いとする

こと。〕

Ｍ019 熱可塑性樹脂有床義歯

� 局部義歯（�床につき）

イ �歯から�歯まで 642点

ロ �歯から�歯まで 866点

ハ �歯から11歯まで 1,080点

ニ 12歯から14歯まで 1,696点

� 総義歯（�顎につき） 2,704点

（熱可塑性樹脂有床義歯の保険医療材料料）

〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕

熱可塑性樹脂有床義歯（�床につき） 39点

（令 2. 3. 5 保医発0305第10）

〔参考〕（熱可塑性樹脂有床義歯の人工歯料）

スルフォン樹脂レジン歯（前歯用） 片側 31点

スルフォン樹脂レジン歯（前歯用） 両側 62点

スルフォン樹脂レジン歯（臼歯用） 片側 43点

スルフォン樹脂レジン歯（臼歯用） 両側 87点

硬質レジン歯（前歯用） 片側 29点

硬質レジン歯（前歯用） 両側 58点

硬質レジン歯（臼歯用） 片側 38点

硬質レジン歯（臼歯用） 両側 76点

レジン歯（前歯用） 片側 13点

レジン歯（前歯用） 両側 25点

レジン歯（臼歯用） 片側 13点

レジン歯（臼歯用） 両側 27点

陶歯（前歯用） 片側 94点

陶歯（前歯用） 両側 187点

陶歯（臼歯用） 片側 51点

陶歯（臼歯用） 両側 101点

〔平20. 3. 5厚生労働省告示61号（令 2. 3. 5厚生労働省告示61号改正），当部

（算定の原則）⑸及び当部第�節の規定に基づき作成〕

（スルフォン樹脂レジン歯） ◇ スルフォン樹脂レジン歯とは，定義通知別表Ｖ033及びＶ034に規定するも

のであり，ポリサルフォン樹脂レジン歯及びレイニング人工歯をいうもので

あること。 （令 2. 3. 5 保医発0305第10）

（硬質レジン歯） ◇ 硬質レジン歯とは，定義通知別表Ｖ035及びＶ036に規定するものであり，
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歯科診療報酬の算定・請求に必要な情報を徹底網羅
●歯科の診療報酬の算定・請求に必要な情報を，実務上活用しやすいよう編集し，法令上の根拠とともに明示しました。
●各審査機関にも長年使用されており, 高い信頼性を誇ります。
●前回版から判型をA4にリニューアル。さらに見やすく，使いやすくなりました。

本書の構成（予定）

歯科点数表編

歯科診療報酬点数表／疑義解釈資料（施設基準関連等，点数表内掲載になじまないQ&Aを一覧掲載）

※ このほか，関係する医科診療報酬点数表に加え，各種計画書や情報提供に係る様式などを収載。さらに，
特定保険医療材料（歯科材料）・入院時食事療養等に関する告示・通知も掲載

診療方針に
関する法令編

療養担当規則・施設基準・介護保険との調整など，点数表とは別に定められている重要な決まりごとも，も
ちろん網羅。電子請求関連・レセプトの記載要領を含め，請求・審査に必要な告示・通知等を体系的に収載

診療に関する
基本的な考え方等編

点数表の通知において参考することとされている基本的な考え方など，実地診療上直接関係深い事項を採択
し，分類して収載

疑義解釈資料について
は，右欄の項目の頭に
■印を付した上で，書
体を変えて掲載（施設
基準等に関連する事務
連絡については，「歯
科診療報酬等の疑義解
釈資料」として歯科診
療報酬点数表の後ろに
まとめて別掲）

Ｍ018 有床義歯
第�節 再 診 料

区分

Ａ002 再診料

� 歯科再診料 53点

� 地域歯科診療支援病院歯科再診料

73点

注� �については，区分番号Ａ000に

掲げる初診料の注�に規定する歯科

外来診療における院内感染防止対策

につき別に厚生労働大臣が定める施

設基準に適合しているものとして地

方厚生局長等に届け出た保険医療機

関において，再診を行った場合に算

定する。この場合において，当該届

出を行っていない保険医療機関につ

いては，44点を算定する。

� �については，区分番号Ａ000に

掲げる初診料の注�に規定する別に

厚生労働大臣が定める施設基準に適

合しているものとして地方厚生局長

等に届け出た病院である保険医療機

関において，再診を行った場合に算

定する。この場合において，�の歯

科再診料は算定できない。

（再診料）

⑴ 再診料は，歯科外来診療における院内感染防止対策に係る体制等を整備し

ているものとして，地方厚生（支）局長に届け出た保険医療機関において，

再診の都度（同日において�以上の再診があってもその都度）算定する。ま

た，当該届出を行っていない保険医療機関においては，「注�」の後段に規

定する再診料を算定する。ただし，�以上の傷病について同時に再診を行っ

た場合は，�日につき�回に限り算定する。 留

⑵ Ａ傷病について診療継続中の患者が，Ｂ傷病に罹り，Ｂ傷病について初診

があった場合は，再診料を算定する。 留

⑶ 歯冠修復又は欠損補綴において，一連の行為のために同日に�以上の再診

を行った場合の再診料は，�回の算定とする。 留

⑷ その他初診料と共通の項目は，区分番号Ａ000に掲げる初診料と同様であ

り，医科と共通の項目は，医科点数表の第�章第�部第�節区分番号Ａ001

に掲げる再診料の例により算定する。 留

（療養補償給付との関係）〈医科〉

◇ 健康保険法（大正11年法律第70号）における療養の給付又は高齢者の医療

の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）における療養の給付と労働者災

害補償保険法（昭和22年法律第50号）における療養補償給付を同時に受けて

いる場合の再診料（外来診療料を含む。）は，主たる疾病の再診料（外来診

療料を含む。）として算定する。なお，入院料及び往診料〔編注；歯科訪問

診療料〕は，当該入院あるいは往診を必要とした疾病に係るものとして算定

する。 留

■再診料に関する事務連絡

○ Ａ000（■初診料等に関する事務連絡）を参照。

� �歳未満の乳幼児に対して再診を

行った場合は，乳幼児加算として，

10点を所定点数に加算する。ただ

し，注�に規定する加算を算定する

場合を除く。

� 著しく歯科診療が困難な者に対し

て再診を行った場合は，歯科診療特

別対応加算として，175点を所定点

数に加算する。

（歯科診療特別対応加算）

◇ 「注�」の「著しく歯科診療が困難な者」とは，次に掲げる状態又はこれ

らに準ずる状態をいう。なお，歯科診療特別対応加算を算定した場合は，当

該加算を算定した日の患者の状態を診療録に記載する。

イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状

態

ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態や治療の目的が理解でき

ず治療に協力が得られない状態

ハ 重症の喘息患者等で頻繁に治療の中断が必要な状態

ニ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に

見られ歯科診療に際して家族等の援助を必要とする状態 留

� �歳以上の患者に対して保険医療

機関が表示する診療時間以外の時

間，休日又は深夜において再診を行

った場合は，時間外加算，休日加算

又は深夜加算として，65点，190点

又は420点をそれぞれ所定点数に加

算する。ただし，区分番号Ａ000に

掲げる初診料の注�のただし書に規

定する保険医療機関において，同注

（再診料における時間外加算等）〈医科〉

◇ 再診料における時間外加算，休日加算，深夜加算，時間外特例加算及び夜

間・早朝等加算の取扱いは，初診料の場合と同様である。 留

24 第�章 基本診療料（再診料)
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左欄には歯科点数表告示等を原文の流れにそって掲載。
右欄には，左欄に対応する点数表告示以外の告示や通
知，事務連絡（疑義解釈）等を適宜掲載

参照箇所の案内など編集上挿
入したものについては，右欄
項目の頭に◯印を付して掲載

医科点数表告示及びその
解釈通知を掲載する場合
は，〔編注；　〕あるいは〈医
科〉と明示して掲載。また，
〔　〕内に歯科点数表の参
照部分を記載

もよい場合，内服薬の種類数の減少はいつを起点とす
ればよいか。

(答) 同時でなくてよい。保険薬剤師が減薬の提案を行った
日以降に，内服薬の種類数が2種類以上減少し，その状
態が4週間以上継続した場合に算定する。

（平30. 3.30 医療課事務連絡「調剤」問8）

(問3) 服用薬剤調整支援料について，「保険医療機関から
提供された処方内容の調整結果に係る情報は，薬剤服
用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持す
る。」となっているが，医療機関から情報が得られる
のか。

(答) 保険薬局において服用薬剤調整支援料を算定する場
合，基本的に保険医療機関は薬剤総合評価調整管理料の
算定要件を満たすことになり，保険医療機関から情報提
供がなされることが想定される。
（参考：薬剤総合評価調整管理料の算定要件（抜粋））
保険薬局からの提案を踏まえて，処方内容の評価を行

い，処方内容を調整した場合には，その結果について当
該保険薬局に情報提供を行う。

（平30. 3.30 医療課事務連絡「調剤」問9）

(問4) 重複投薬等の解消に係る提案を行い，服用薬剤調整
支援料2を算定した後に，当該提案により2種類の薬
剤が減少して服用薬剤調整支援料1の要件を満たした
場合には，服用薬剤調整支援料1も算定できるか。

(答) 算定できない。
（令 2. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問15）

(問5) 同一患者について，同一月内に複数の医療機関に対
して重複投薬等の解消に係る提案を行った場合，提案
を行った医療機関ごとに服用薬剤調整支援料2を算定
できるか。

(答) 同一月内に複数の医療機関に対して提案を行った場合
でも，同一患者について算定できるのは1回までであ
る。 （令 2. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問16）

(問6) 医療機関Ａに重複投薬等の解消に係る提案を行って
服用薬剤調整支援料2を算定し，その翌月に医療機関
Ｂに他の重複投薬等の解消に係る提案を行った場合，
服用薬剤調整支援料2を算定できるか。

(答) 服用薬剤調整支援料2の算定は患者ごとに3月に1回
までであり，算定できない。

（令 2. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問17）

(問7) 保険薬局が重複投薬等の解消に係る提案を行ったも
のの状況に変更がなく，3月後に同一内容で再度提案
を行った場合に服用薬剤調整支援料2を算定できる
か。

(答) 同一内容の場合は算定できない。
（令 2. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問18）

(問8) 医療機関に提供する患者の重複投薬等に係る報告書
における「現在服用中の薬剤の一覧」については，一
覧表に記載することに代えて手帳の写しを添付するこ
とで差し支えないか。

(答) 患者が服用中の全ての薬剤を容易に把握できる一覧を
作成することが目的であることから，手帳の写しの添付

では不十分である。このため，要件を満たさない。
（令 2. 4.16 医療課事務連絡別添2問5）

⑼ 在宅患者訪問薬剤管理指導料

(問1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料は月4回まで算定でき
るが，算定日の間隔は，従来通り6日以上空ける必要
があるか。

(答) その通り。
（平14. 4.11 医療課事務連絡1第2節⑻問1）
（平16. 3.30 医療課事務連絡1第2節⑺問1）

(問2) 在宅患者訪問薬剤管理指導料の麻薬加算も，月4回
まで算定可能か。

(答) その通り。
（平14. 4.11 医療課事務連絡1第2節⑻問2）
（平16. 3.30 医療課事務連絡1第2節⑺問2）

(問3) 在宅患者訪問薬剤管理指導料は，調剤を行っていな
い日でも算定可能か。

(答) 在宅患者訪問薬剤管理指導料は投薬又は注射の投与が
行われており，投薬期間中であれば，算定可能である。
（従来通り）

（平14. 4.11 医療課事務連絡1第2節⑻問3）
（平16. 3.30 医療課事務連絡1第2節⑺問3）

(問4) がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者につい
ては，月8回までに上限が変わったが，算定する日の
間隔はどうなるのか。

(答) がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者について
は，週2回かつ月8回まで算定できることとなるが，算
定する日の間隔については特に規定はない。

（平16. 3.30 医療課事務連絡1第2節⑺問4）

(問5) がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者につい
ては，麻薬管理指導加算も月8回まで可能なのか。

(答) その通り。
（平16. 3.30 医療課事務連絡1第2節⑺問5）

(問6) 介護保険の居宅療養管理指導料を算定している場合
には，在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できないの
か。

(答) 算定できない。〔編注；介護保険の対象となっている
場合，在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できない〕

（平14. 4.11 医療課事務連絡1第2節⑻問5）
（平16. 3.30 医療課事務連絡1第2節⑺問6）

(問7) 医科診療報酬点数表の区分番号「Ｂ015」後期高齢
者退院時栄養・食事管理指導料〔編注；現在は廃止〕
については，患者，家族のほか，当該患者が退院後に
入所する栄養士の配置が義務付けられていない施設の
職員又はヘルパーなどの退院後の当該患者の食事管理
を行う者に対して指導を行っても算定できるとされて
いるが，高齢者専用賃貸住宅に入居している患者な
ど，居住系施設入居者等である患者に対して在宅患者
訪問薬剤管理指導を行う場合についても，同様と考え
てよいか。

(答) 在宅患者訪問薬剤管理指導については，薬剤師が，患
家を訪問し，患者の状態を直接確認した上で，薬剤の保
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(答)
日以降に，内服薬の種類数が2種類以上減少し，その状
態が4週間以上継続した場合に算定する。

(問3)

(答)
合，基本的に保険医療機関は薬剤総合評価調整管理料の
算定要件を満たすことになり，保険医療機関から情報提
供がなされることが想定される。

い，処方内容を調整した場合には，その結果について当
該保険薬局に情報提供を行う。

(問4)

(答)

(問5)

(答)
でも，同一患者について算定できるのは1回までであ
る。 （令 2. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問16）

(問6)

第1節 調剤技術料

区分
00 調剤基本料（処方箋の受付1回につき）
1 調剤基本料1 42点
2 調剤基本料2 26点
3 調剤基本料3
イ 同一グループの保険薬局（財務上又
は営業上若しくは事業上，緊密な関係
にある範囲の保険薬局をいう。以下こ
の表において同じ。）による処方箋受
付回数3万5千回を超え40万回以下の
場合 21点
ロ 同一グループの保険薬局による処方
箋受付回数40万回を超える場合 16点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険薬局において調剤
した場合には，処方箋の受付1回につ
き，当該基準に係る区分に従い，それ
ぞれ所定点数を算定する。ただし，別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等
に届け出たものについては，本文の規
定にかかわらず，調剤基本料1により
算定する。

（受付回数等）
⑴ 調剤基本料は，患者等が提出する処方箋の枚数に関係なく処方箋の受付1
回につき算定する。なお，分割調剤を行う場合は，「注8」〔33頁〕から「注
10」までにより算定する。 留

⑵ 同一患者から同一日に複数の処方箋を受け付けた場合，同一保険医療機関
の同一医師によって交付された処方箋又は同一の保険医療機関で一連の診療
行為に基づいて交付された処方箋については一括して受付1回と数える。
ただし，同一の保険医療機関から交付された場合であっても，歯科の処方
箋については歯科以外の処方箋と歯科の処方箋を別受付として算定できる。

留

⑶ 複数の保険医療機関が交付した同一患者の処方箋を同時にまとめて受け付
けた場合においては，受付回数はそれぞれ数え2回以上とする。また，この
場合において，当該受付のうち，1回目は調剤基本料の所定点数を算定し，
2回目以降は「注3」により調剤基本料の所定点数を100分の80にし，小数
点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。なお，当該注3の規定は，注
8から注10までの分割調剤に係る処方箋には適用しない。 留

（調剤基本料に関する施設基準）
⑴ 調剤基本料1
調剤基本料2，調剤基本料3及び特別調剤基本料のいずれにも該当しない
保険薬局である。なお，調剤基本料の「注1」のただし書の施設基準に該当
する保険薬局（「医療を提供しているが，医療資源の少ない地域」に所在す
る保険薬局）は，以下の⑵から⑸の基準にかかわらず調剤基本料1となる。
⑵ 調剤基本料2
次のいずれかに該当する保険薬局である（調剤基本料3及び特別調剤基本
料に該当するものを除く。）。
ア 処方箋集中率等に基づく基準
イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合（以下「処方箋集
中率」という。）が70％を超え，処方箋の受付回数が1月に4,000回を超
えるもの
ロ 処方箋集中率が85％を超え，処方箋の受付回数が1月に2,000回を超
えるもの
ハ 処方箋集中率が95％を超え，処方箋の受付回数が1月に1,800回を超
えるもの

イ 特定の保険医療機関からの処方箋受付回数に基づく基準（アに該当する
ものを除く。）
イ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数（同一の建物内に複数の
保険医療機関が所在するいわゆる医療モールの場合にあっては，当該建
物内の全ての保険医療機関に係る処方箋の受付回数を合算したものとす
る。）が1月に4,000回を超える。
ロ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数（同一グループの保険薬
局（財務上又は営業上若しくは事業上，緊密な関係にある範囲の保険薬
局をいう。以下同じ。）のうち，これに属する他の保険薬局において，
処方箋集中率が最も高い保険医療機関が同一の場合は，処方箋の受付回
数は当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。）が，1月に4,000回
を超える。

⑶ 調剤基本料3 イ
次のいずれかに該当する保険薬局である（特別調剤基本料に該当するもの
を除く。）。
ア 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に3万
5千回を超え，4万回以下の場合
イ 処方箋集中率が95％を超えるもの
ロ 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があるもの
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保険調剤のすべてをこの一冊に網羅
●調剤報酬の算定・請求に必要な情報を，実務上活用しやすいよう編集し，法令上の根拠とともに明示しました。
●調剤報酬点数表のほか，関連するＱ＆Ａやレセプト記載要領も掲載，調剤薬局のニーズに対応しています。
●医療機関の薬剤部でも有効にご活用いただけるよう，「薬剤使用に関する保険診療上の取扱い通知」や
　「点数表の解釈」（医科・歯科）の薬剤関連部分も掲載しました。
●前回版から判型をA4にリニューアル。さらに見やすく，使いやすくなりました。

本書の構成（予定）

調剤報酬点数表編
通則／第１節 調剤技術料／第２節 薬学管理料／第３節 薬剤料／
第４節 特定保険医療材料料／第５節 経過措置

疑義解釈編 調剤報酬点数表の取扱い／薬剤使用に関する保険診療上の取扱い

薬剤使用に関する
点数表の解釈編

医科点数表（抄）／歯科点数表（抄）

関係法規・通知編
1. 療養担当規則／2. 使用医薬品・保険外併用療養費等／3. 施設基準／4. 記載要領等／
5. 処方箋・調剤録等／6. 薬局機能等／7. 麻薬等の取扱い／8. 介護保険との調整

索引 すべてを網羅した豊富な50音索引

点数表は，告示を左欄に，
対応する通知や解説など
を右欄に掲載

点数表の内容を
Ｑ＆Ａ形式で補足

出典が分かるよう，発簡番号を併記。
いわゆる点数表にかかる留意事項通知
については留の記号により表示

歯科点数表の解釈
令和4年 4月版 6月発刊予定

定価　本体 4,700円＋税（税込5,170円） A4判 約960頁

ISBN978-4-7894-1808-9 C3047 ￥4700E

商品No.110218

調剤報酬点数表の解釈
令和4年 4月版 6月発刊予定

定価　本体3,900円＋税（税込 4,290円） A4判 約960頁

ISBN978-4-7894-1707-5 C3047 ￥3900E

商品No.110316
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必要な情報を体系的に網羅したDPC点数表書籍の定本
実務での使用を考慮し編集した独自資料を掲載
●本書は，DPC／PDPS（診断群分類に基づく１日あたり定額報酬算定制度）に関して，必要な解説や告示・通知，全診断
群分類定義付ツリー図・Q＆A等の資料を体系的に網羅したDPC点数表書籍の定本です。

●DPC対象病院のみならず，DPC準備病院や今後DPC／PDPSを導入したいと考えている医療機関や審査支払機関などに
も必携の書です。

●資料編の「全診断群分類定義付ツリー図」は，見開きでツリー図，告示点数，定義がすべてわかるように編集された独自資
料です。

●適切なDPCコーディングを行うために作成された「DPC／PDPS傷病名コーディングテキスト」を全文掲載しています。
●巻末には，「最も医療資源を投入した傷病名　50音索引」及び「ICDコード索引」を付し，傷病名やICDコードからの検索
が容易です。

●附録CD－ROMには，「ツリー図」と医療機関のシステムに適合しやすい「DPC電子点数表」のデータ（両方ともエクセル
データ）　を収録しています。

●DPC／PDPS全般について，理解をより深めたい方は『DPCの基礎知識』（39頁参照）を併せてご活用ください。

本書の構成（予定）

第１部
解説編

DPCとはなにか

「診断群分類の基本構造」，「診断群分類番号の構成」，「診断群分類の決
定方法」，「DPC対象病院への参加及び退出のルール等」，「包括評価の対
象患者」，「診療報酬の算定方法」，「請求方法」，「経過措置」等について
コンパクトに掲載。

DPC／PDPSの概要

請求方法について

経過措置について

７日以内の再入院(再転棟）について

第２部
法令編

告示

DPC関連の告示・通知等を体系的に収載。DPCレセプト（告示様式）
についても掲載。

留意事項通知等

請求関係通知

DPC制度参加等手続きの通知等

退院患者調査に関する通知

その他の通知

第３部
資料編

全診断群分類定義付ツリー図
本書のメインコンテンツとなる「全診断群分類定義付ツリー図」につい
ては，独自に「ツリー図」，「点数」，「定義テーブル」をまとめ，見やす
くわかりやすく掲載。DPCに関するQ＆Aについてもテーマごとにまと
めて収載。

Q＆A

DPC／PDPS傷病名コーディングテキス
ト

最も医療資源を投入した傷病名　50音索引 傷病名から引ける50音索引

ICDコード索引 ICDコードから引けるコード順索引

「解説編」では，DPC／PDPS
について，制度の概要等を
図や表を用いて分かりやす
くコンパクトに説明

「法令編」では，関連告示・通知等
を体系的に掲載。A4判のため，「診
断群分類点数表」や「定義テーブ
ル」等についても見やすく収載
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人員や設備・施設などの基準と診療報酬を一体で収載
施設基準を網羅，最適な算定をサポート
●診療報酬には，一定の基準（施設基準）を満たし，届け出ることによって，はじめて点数が算定できる項目があります。
　本書は，この施設基準の全内容（医科・歯科・調剤の施設基準）を収載しました。
●基本診療料，特掲診療料それぞれの施設基準を項目別に収載。関係する告示・通知・届出様式を整理して，関連する疑義解
釈や診療報酬などの情報とあわせてまとめました。

●取扱いがかわった箇所がわかりやすいように施設基準と診療報酬の実質的な追加・変更点を下線で明示しています。
新しい施設基準は，わかりやすく○新印をつけて明確にしました。
●医科のみならず，歯科と調剤に定められた施設基準についても収載，これ一冊で施設基準がすべてわかります。
●自院の最適な診療報酬算定のための施設基準を知るために，ご活用ください。

本書の構成 (予定)

基本診療料の施設基準等と診療報酬

通則事項
初・再診料
入院料等の通則
入院基本料
入院基本料等加算
特定入院料
短期滞在手術等基本料

● 施設基準が設定されている項目ごとに，その要点と令和4年4
月改定での変更点を解説するとともに，該当する

　①施設基準関係の告示・通知・届出様式
　②疑義解釈資料
　③診療報酬関係の告示・通知
　④その他の関係告示・通知・事務連絡
　をまとめます。

●新設された施設基準には，項目ごとの見出しに○新と記します。
　 令和4年4月改定で実質的な追加・変更があった部分には下線
をつけて明示します。

特掲診療料の施設基準等と診療報酬

通則事項
医学管理等
在宅医療
検査
画像診断
投薬
注射
リハビリテーション
精神科専門療法
処置
手術
麻酔
放射線治療
病理診断
歯科
調剤

索引
●50音索引にくわえ，どこに様式があるか探しやすいよう様式
　一覧も掲載します。
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ୈࡾ�ɾ　ϋΠϦεΫڞ්࢈ಉཧྉʢᶗʣٴͼϋΠϦεΫ්࢈
४جઃࢪಉཧྉʢᶘʣͷڞ 改

⑴ ハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅰ）及びハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅱ）の施設基準
イ 産科ຢは産්ਓ科をඪᒗする保険医療機ؔであること。
ϩ ϋイリスΫ分ส管理をڞ同で行う保険医療機ؔの໊শ等を当֘保険医療機ؔのݟやすい場所にࣔܝして
いること。

⑵ ハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅰ）に規定する状態等にある患者
保険診療の対象となる合ซを༗している්ຢは産්であって、別表第三の二に͛ܝるもの

施設基準告示

別表第三の二　ハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅰ）に規定する状態等である患者
一　妊婦であって次に掲げる状態にあるもの
妊娠22週から32週未満の早産のऀױ
妊娠高血圧症候群重症のऀױ
前置胎盤（৷28िҎ߱でग़݂等の病ঢ়をう

ものにݶる。）のऀױ
妊娠30週未満の切迫早産（子ٶऩॖ、子ٶग़݂、
ܱ管の開大、ॖຢはೈ化のいずれかのஹީ
をࣔすもの等にݶる。）のऀױ

医学管理等 32 B005-4／B005-5 

ハイリスク妊産婦共同管理料 届
（ハイⅠ）様式13

改定前 令和●年４月改定後
●屋内禁煙 年（2019ݩ増進๏の一部վਖ਼（ྩ߁݈

年）݄̓̍）にい、医療機ؔにおい
てݪଇෑ地内ېԎをٛ務化

ېԎΛٻΊ͍ͯΔࢪઃج४ʹ͍ͭͯ
ɺআ

令和●年改定のポイント

主な施設基準と算定要件

ハイリスク
妊産婦
共同管理料

施設基準
˓産科·ͨ産婦人科Λඪᒗ͢Δอݥҩྍؔػ
˓ハイリスクส管理Λ共同Ͱ͏ߦอݥҩྍؔػͷ໊শͷใΛӃࣔܝ
算定要件
（Ⅰ） ˓�入院ઌの̖236�2�ϋイリスΫ৷管理Ճ算（000ท）または̖23��ϋイリスΫ分ส管理

Ճ算ϋイリスΫ産්ڞ同管理ྉ（ᶘ）の施ઃ基४をಧ͚ग़た病院において、ڞ同で
ϋイリスΫ৷またはϋイリスΫ分สにؔする医ֶ管理を行った場合に算定

（Ⅱ） ˓�̖ 236�2�ϋイリスΫ৷管理Ճ算または̖23��ϋイリスΫ分ส管理Ճ算の施ઃ基४を
ಧ͚ग़た病院で算定
˓�入院中のϋイリスΫ産්ڞ同管理ྉ（ᶗ）の施ઃ基४をಧ͚ग़た医療機ؔからの
հऀױについて、հݩ医師とڞ同でϋイリスΫ৷またはϋイリスΫ分สにؔする
医ֶ管理を行った場合に算定

改正経緯

平成18年改定 ৽ઃ
平成20年改定 ରऀױΛ֦େɻ

平成24年改定 ରऀױʹଟ妊৷ɺٶࢠൃҭԆͷऀױΛՃɻશ໘ېԎΛݪଇͱ͢ΔΑ͏ج४Λ
͠ɻݟ

平成28年改定 ରऀױʹਫ਼ਆ࣬ױͷऀױΛՃʢਫ਼ਆྍ๏Λ࣮͍ͯ͠ࢪΔݶʹऀױΔʣɻ

医学管理等【特掲診療料・第三】
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ୈ11　ϋΠϦεΫڞ්࢈ಉཧྉ 改取扱い通知

１ 　ハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ）
に関する施設基準
ϋイリスΫ産්ڞ同管理をڞ同で行う保険医
療機ؔの໊শ、ॅ所ٴͼ電൪߸を当֘保険医療
機ؔのݟやすい場所にࣔܝしていること。
２　届出に関する事項

ϋイリスΫ産්ڞ同管理ྉ（ᶗ）の施ઃ基४
にるಧग़は、ผఴ̎の様式13ʲˠ�33ทʳを用
いること。
３　ಓݝによりप産ظ医療ωοトϫーΫがઃஔ
されており、それをհしてऀױをհしڞ同管理
を行う場合については、そのωοトϫーΫのӡӦ
会ٞ等において、当֘保険医療機ؔएしくは当֘
保険医療機ؔの所ଐするஂ体（各地域の産්ਓ科
医会等）の代දとଞの保険医療機ؔとの間でϋイ
リスΫ産්の医療にؔする情報ަを行ってい
れ、ಧग़時に、प産ظωοトϫーΫの֓要、ӡ
Ӧ会ٞへのࢀՃ医療機ؔٴͼӡӦ会ٞへのࢀՃஂ
体に所ଐする保険医療機ؔの分かるॻ類をఴす
れ、༷ࣜにݸผの医療機ؔをࡌهすることを要
しない。
その場合には、̍のن定にかかわらず、当֘保
険医療機ؔが所在する地域のप産ظ医療ωοト
ϫーΫ໊を院内にࣔܝすること。

４ 　ハイリスク妊産婦共同管理料の算定対象となる
患者について
Ξ についてઐ門的ױ療中のものとは、対象࣏࣬
؍し、୯なる経աࢦ療が行われているものを࣏
ױのために年にճఔ௨院しているのみの
ऀは算定できない。
イ ৷30िະຬのഭૣ産のऀױとは、子ٶऩ
ॖ、子ٶग़݂、ᰍ管の開大、ॖຢはೈ化のい
ずれかのഭૣ産のஹީをࣔしかつҎԼのいず
れかをຬたすものにݶる。
❟ લഁظਫを合ซしたもの
➈ ༽ਫաଟຢは༽ਫաগを合ซしたもの
❷ 経ᢀԻ検査で子ٶᰍ管が20NNະຬ
のもの
❳ ഭૣ産の診அでଞの医療機ؔよりൖૹさ
れたもの
❻ ૣ産ࢦ（UPDPMZTJT� JOEFY）が̏Ҏ্の
もの

 ਫ਼ਆ療๏が実施されているものとは、当֘保
険医療機ؔでਫ਼ਆ療๏が実施されているものຢ
はଞの保険医療機ؔでਫ਼ਆ療๏が実施されてお
り、当֘保険医療機ؔに対して当֘ऀױの診療
情報がจॻによりఏڙされているものをࢦす。
エ 産්とは産᧘්をؚみ、්とは産᧘්を
ؚまない。

多胎妊娠のऀױ
子宮内胎児発育遅延のऀױ
心疾患（࣏療中のものにݶる。）のऀױ
糖尿病（࣏療中のものにݶる。）のऀױ
甲状腺疾患（࣏療中のものにݶる。）のऀױ
腎疾患（࣏療中のものにݶる。）のऀױ
膠原病（࣏療中のものにݶる。）のऀױ
特発性血小板減少性紫斑病（࣏療中のものにݶ
る。）のऀױ
白血病（࣏療中のものにݶる。）のऀױ
血友病（࣏療中のものにݶる。）のऀױ
出血傾向のある状態（࣏療中のものにݶる。）
のऀױ
HIV陽性のऀױ
Rh不適合のऀױ
当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行っ
たऀױ又は行うことを予定しているऀױ
精神疾患のऀױ（ਫ਼ਆ療๏が実施されているも
のにݶる。）

二　妊産婦であって次に掲げる状態にあるもの
妊娠22週から32週未満の早産のऀױ
40歳以上の初産婦のऀױ

分娩前のBMIが35以上の初産婦のऀױ
妊娠高血圧症候群重症のऀױ
常位胎盤早期剥離のऀױ
前置胎盤（৷28िҎ߱でग़݂等の病ঢ়をう
ものにݶる。）のऀױ
双胎間輸血症候群のऀױ
多胎妊娠のऀױ
子宮内胎児発育遅延のऀױ
心疾患（࣏療中のものにݶる。）のऀױ
糖尿病（࣏療中のものにݶる。）のऀױ
特発性血小板減少性紫斑病（࣏療中のものにݶ
る。）のऀױ
白血病（࣏療中のものにݶる。）のऀױ
血友病（࣏療中のものにݶる。）のऀױ
出血傾向のある状態（࣏療中のものにݶる。）の
ऀױ
HIV陽性のऀױ
当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行っ
た患者又は行うことを予定しているऀױ
精神疾患のऀױ（ਫ਼ਆ療๏が実施されているも
のにݶる。）
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ʦૣ産ࢦ（UPDPMZTJT�JOEFY）ʧ

ス コ ア ０ １ ２ ３ ４

子宮収縮 無 不規則 規則的 ― ―

破 水 無 ― 高位破水 ― 低位破水

出 血 無 有 ― ― ―

子宮口の開大度 無 １㎝ ２㎝ ３㎝ ４㎝以上

留意事項通知
ᾇ ϋイリスΫ産්ڞ同管理ྉ（ᶗ）は、診療に基ͮ
きऀױをհした医師（ҎԼこの߲においてʮհݩ
医師ʯという。）が、当֘ऀױが入院中であるհઌ
の病院にෝき、հઌの病院の医師とڞ同で、医ֶ管
理等を行った場合に̍ऀױਓにつき̍ճにݶり、算定
できるものであり、その算定はհݩ医師がଐする保
険医療機ؔにおいて行う。
ᾈ ϋイリスΫ産්ڞ同管理ྉ（ᶗ）を算定した場合
は、̖001࠶診ྉ、̖002֎དྷ診療ྉ、̘000ԟ診ྉٴ
ͼ̘001在ऀױ๚診療ྉ（ᶗ）のʮ̍ʯ等は算定
できない。
ᾉ հݩ医師によるհに基ͮきհઌの病院に入院
しているऀױに対して、当֘հݩ医師が病院にෝき
診療、ࢦ導等を行った場合において、そのऀױについ
て、̗009診療情報ఏڙྉ（ᶗ）がطに算定されてい
る場合であっても、その算定されたをআき、ϋイリ

スΫ産්ڞ同管理ྉ（ᶗ）を算定できる。
ᾊ ϋイリスΫ産්ڞ同管理ྉ（ᶗ）を算定する場合、
հݩ医師の診療には、հઌの病院においてऀױ
の医ֶ管理等を行った事実をࡌهし、հઌの病院の
診療にはհݩ医師による医ֶ管理等が行われたࢫ
をࡌهする。
ᾋ ϋイリスΫ産්ڞ同管理ྉ（ᶘ）は、հݩ医師
のଐする保険医療機ؔがϋイリスΫ産්ڞ同管理ྉ
（ᶗ）を算定した場合に、հઌの病院において算定
する。
ᾌ 自院にて診療していた産්のঢ়ଶにҟৗがೝめら
れたために、ଞ院へൖૹする場合において、医師がൖ
ૹઌ医療機ؔまできఴい、ൖૹઌの病院の医師とڞ
同で医ֶ管理等を行った場合においても算定できる。
ᾍ ϋイリスΫ産්ڞ同管理ྉ（ᶗ）は、̘004ٸٹ
ൖૹ診療ྉとซͤて算定することができる。

B005-4 ハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅰ）
800点

注　ผにް生࿑ಇ大ਉが定める施ઃ基४にద合し
ているものとして地方ް生ہ等にಧ͚ग़た保
険医療機ؔにおいて、診療に基ͮきհしたױ
ऀ（ผにް生࿑ಇ大ਉが定めるঢ়ଶ等であるも
のにݶる。）が病院であるผの保険医療機 （ؔ۠
分൪߸̖236�2に͛ܝるϋイリスΫ৷管理Ճ
算の注ຢは۠分൪߸̖23�に͛ܝるϋイリスΫ
分ส管理Ճ算の注̍にن定する施ઃ基४にద合
しているものとしてಧ͚ग़た保険医療機ؔにݶ
る。）に入院中である場合において、当֘病院
にෝいて、当֘病院の保険医とڞ同してϋイリ
スΫ৷ຢはϋイリスΫ分สにؔする医ֶ管理
をڞ同して行った場合に、当֘ऀױをհした
保険医療機ؔにおいて̍ऀױਓにつき̍ճ算定
する。

B005-5 ハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅱ）
500点

注　۠分൪߸"236�2に͛ܝるϋイリスΫ৷管
理Ճ算の注ຢは۠分൪߸̖23�に͛ܝるϋイリ
スΫ分ส管理Ճ算の注̍にن定する施ઃ基४に
ద合するものとしてಧ͚ग़た病院である保険医
療機ؔにおいて、ϋイリスΫ৷ຢはϋイリス
Ϋ分สにؔする医ֶ管理がඞ要であるとしてผ
にް生࿑ಇ大ਉが定める施ઃ基४にద合してい
るものとして地方ް生ہ等にಧ͚ग़たผの保
険医療機ؔからհされたऀױ（۠分൪߸
#005�4に͛ܝるϋイリスΫ産්ڞ同管理ྉ
（ᶗ）の注にن定するผにް生࿑ಇ大ਉが定め
るঢ়ଶ等であるものにݶる。）が当֘病院に入
院中である場合において、当֘ऀױをհした
ผの保険医療機ؔの保険医とڞ同してϋイリス
Ϋ৷ຢはϋイリスΫ分สにؔする医ֶ管理を
行った場合に、当֘病院において、̍ऀױਓに
つき̍ճ算定する。

診療報酬
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様式９

開放型病院共同指導料の施設基準に係る届出書添付書類

１ 届出を行う理由
�開放型病院を開設した趣旨�診療科を限定する場合は、その診療科名も含む｡�を

記載すること｡）

２ 次のうち、該当するものに○をつけ、���である場合には、３以降も記入するこ
と。

��� 地域医療支援病院� � � � ��� 地域医療支援病院以外の病院

３ 開放病床利用率（届出前 �� 日間）

������������������開放型病院に入院した患者の診療を担当している

� � � � � � � � � �� 診療所の保険医の紹介による延べ入院患者数

����（� � � � � ％） ＝ （� � � � � 名） ���÷ 〔 （� � � � � 床） × �� 日間 〕

４ 病院の概要
��� 標榜診療科名（複数の標榜科がある場合は、それらをすべて記入のこと。）

��� 次のア～エのうち、該当するものに○をつけること。

ア 当該２次医療圏の当該病院の開設者と直接関係のない（雇用関係にない）��
以上の診療所の医師若しくは歯科医師が登録していること。

イ 当該２次医療圏の医師若しくは歯科医師の５割以上が登録していること。

ウ 当該２次医療圏の一つの診療科を主として標榜する、当該病院の開設者と関
係のない（雇用関係のない）５以上の診療所の医師若しくは歯科医師が登録し
ていること。

エ 当該２次医療圏の当該一つの診療科を主として標榜する診療所の医師若しく
は歯科医師の５割以上が登録していること。この場合には、当該診療科の医師
が常時勤務していること。（なお、医師が �� 時間、��� 日勤務することが必要
であり、医師の宅直は認めない。）

��� ���のウ又はエである場合には、当該診療科の医師・歯科医師の診療体制を
記入すること。

������� � � � 医� � 師� � � � � � 名（うち常勤� � � � � 名）

� � � � � � � 夜間、休日及び深夜の当直体制の概要

［記載上の注意］
様式 �� を併せて添付すること。
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施設基準上の規
定を告示・取扱
い通知まとめて
収載
あわせて経過措
置などの関連項
目も収載

算定上の点数や取扱いをあわせ
て把握しやすいよう施設基準に
関連する診療報酬の点数表と留
意事項通知の要旨を掲載

届出様式を
収載

令和４年４月版では，
届出が必要な項目に印をつけて明記
届出様式を見出しに掲載

診療報酬算定のための
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看護サービスにおける診療報酬での
適切な評価・取扱いの情報を集成
●医療機関の経営管理者・看護師等専門職を対象に，保険医療における看護サービスの考え方と運用を詳しく解説しています。
●入院サービス提供の基本となる看護サービスに関連する診療報酬の施設基準と食事の提供に関する情報を集成しています。
届出から点数算定までを一連の流れで構成した，実務重視の編集です。

●看護サービスや食事の診療報酬について歴史的経緯をふまえ，図表を用いわかりやすく解説している「総説」を掲載。
　「総説」を読み，さらに知りたい法令・通知等を読めるように編集しています。
●「看護関連施設基準等と診療報酬編」は，看護関連の施設基準について，項目ごとに要点を説明し，実務の根拠となる法令・
通知に加え疑義解釈・届出様式を整理して収載する決定版です。看護関連の特掲診療料の項目も掲載しています。

本書の構成（予定）

総説

診療報酬における入院医療と看護
技術の評価

診療報酬における食事の評価

診療報酬請求に係る留意点

令和４年度改定に係る経過措置

● 診療報酬上，看護サービスがどのような観点から評価されているかを
解説しています。また，昭和33年（1958年）の「基準看護」設定
以来の歴史的変遷を紹介したうえで，近年の改定についてはその趣旨
も含めて詳述しています。

看護関連施設基準等と
診療報酬

基本診療料（入院・看護関連）

特掲診療料（看護関連）

● 各項目のはじめに，成り立ちや改正のポイントなどを記述しています。

● 施設基準告示とその取扱い通知についてまとめています。告示・通知
をあわせて読むことができるので，求められている基準がわかりやす
くなっています。

入院時食事療養及び入院時生活療養，栄養関連診療報酬

● 算定のために必要な情報をまとめています。告示のほか，項目ごとに
通知の記述について解説を加えているので，より理解が深まります。

● 栄養関連診療報酬では，諸規定について図とあわせて算定要件等をわ
かりやすく解説しています。

ӫཆؔ࿈診療ใु
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する。

ᾇ　جຊతͳࢉఆཁ݅
　Ξ�　算定対象となる外དྷ患者に対し、管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、

し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、初回にあっては概ね３0分以上、 2回目以߱に
あっては概ね20分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に算定する。

　Π　初回の指導を行った月にあっては月 2回に限り、その他の月にあっては月 1回に限り算定する。
ᾈ　ใ௨৴ثػͷ׆༻（令和 ２ 年վఆ）
　栄養食事指導のޮՌをߴめるため、外དྷにおける栄養食事指導におけるܧଓ的なϑΥϩʔΞοϓにつ
いて、情報௨৴機ث等を活用して࣮施した場合の評価が設けられた（外དྷ栄養食事指導料 1の⑵ᶄ）。

ᾉ　֎དྷԽֶ療๏ͰͷӫཆཧͷධՁ（令和 ２ 年վఆ）
　外དྷԽֶ療๏の患者ݸʑのঢ়گに合わͤたきめࡉかな栄養管理がܧଓ的に࣮施できるΑ͏、要件が
。されたݟ
　外དྷԽֶ療๏を࣮施しているѱੑजᙾの患者に対して、医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理
栄養士が具体的な献立等にΑって月 2回以上の指導を行った場合に限り、月の 2回目の指導時に外དྷ栄
養食事指導料 1の⑵ᶃの点数を算定する（外དྷԽֶ療๏加算を算定したとಉであること）。
　施設基準が設定されており、管理栄養士については、外དྷԽֶ療๏を࣮施している保険医療機関に 5
以上ۈし、栄養管理（ѱੑजᙾ患者に対するものを含む）にる ３以上のݧܦを有するઐɾৗ
である者ۈ 1໊以上のஔが要件となっている。·た、管理栄養士は、医療関団体等が࣮施するѱੑ
जᙾに関する栄養管理ํ๏等のशಘを目的としたݚमをमྃしていることが·しいとされている。

外来栄養食事指導料

֎དྷӫཆ৯ࢦࣄಋྉ 1 （֘อݥҩ療ؔػͷཧӫཆ
（࢜

֎དྷӫཆ৯ࢦࣄಋྉ ２ （֘อݥҩ療ؔػҎ֎ͷཧ
ӫཆ࢜）

ᾇ　初ճ
ᾈ　 ２ ճҎ߱
　ᶃ　ର໘Ͱͨͬߦ߹
　ᶄ　ใ௨৴ثػΛ༻͍ͨ߹

２60

２00
180

ᾇ　初ճ
ᾈ　 ２ ճҎ߱

２50
190

外来栄養食事指導（情報通信機器の活用）の見直し外来栄養食事指導（情報通信機器の活用）の見直し

栄養食事指導の効果を高めるため、外来における栄養食事指導における継続的なフォローアッ
プについて、情報通信機器等を活用して実施した場合の評価を見直す。

外来栄養食事指導料の見直し外来栄養食事指導料の見直し

令和２年度診療報酬改定 Ⅰ－４ 業務の効率化に資するICTの利活用の推進 －③

現行

【外来栄養食事指導料】
イ 初回 260点
ロ ２回目以降 200点

［算定要件］
注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関におい

て、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定
めるものに対して、医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な
献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月に
あっては月２回に限り、その他の月にあっては月１回に限り算定
する。

改定後

【外来栄養食事指導料】
イ 初回 260点
ロ ２回目以降

(1) 対面で行った場合 200点
(2) 情報通信機器を使用する場合 180点

［算定要件］
注１ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関において、入院中

の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、医師
の指示に基づき管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、
初回の指導を行った月にあっては月２回に限り、その他の月にあっては月１回
に限り算定する。

初診
栄養指導（対面）

再診※
栄養指導（対面）

栄養指導
（電話等）

260点

２週 ４週 ４週 ４週

栄養指導
（電話等）

栄養指導
（電話等）

180点 180点 180点200点

算定の例算定の例

２週

栄養指導
（電話等）

180点

※：外来受診時は、対面での栄養食事指導を実施

外来化学療法での栄養管理の評価外来化学療法での栄養管理の評価

外来化学療法の患者個々の状況に合わせたきめ細やかな栄養管理が継続的に実施できるよう、
外来栄養食事指導料について、要件を見直す。

外来栄養食事指導料の見直し外来栄養食事指導料の見直し

令和２年度診療報酬改定 Ⅱ－７－１ 緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価 －⑤

現行

【外来栄養食事指導料】
イ 初回 260点
ロ ２回目以降 200点

［算定要件］
（新設）

［施設基準］
（新設）

改定後

【外来栄養食事指導料】
イ 初回 260点
ロ ２回目以降

(1) 対面で行った場合 200点
(2) 情報通信機器を使用する場合 180点

［算定要件］
注２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫

瘍を有する当該患者に対して、医師の指示に基づき、外来化学療法加算連携充実加算の施設基準に該当
する管理栄養士が具体的な献立等によって月２回以上の指導をした場合に限り、２回目にロの（１）の点数
を算定する。ただし、外来化学療法加算を算定した日と同日であること。

［施設基準］
(１) 外来化学療法を実施するための専用のベッド（点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニン

グシート等を含む。）を有する治療室を保有し、専任の常勤管理栄養士が1人以上配置されていること。
(２) (１)に掲げる管理栄養士は、医療関係団体等が実施する悪性腫瘍に関する栄養管理方法等の習得を目

的とした研修を修了していることが望ましい。

点滴 点滴 休薬 点滴 点滴 休薬 点滴

１日目
（１週目）

８日目
（２週目）

１５日目
（３週目）

２２日目
（１週目）

２９日目
（２週目）

３６日目
（３週目）

４３日目
（１週目）

継続していく

260点指導
（30分以上）

200点 200点

※：指導（時間要件なし）
週１回の点滴を２週連続行い、３週目休薬を繰り返す場合の例

※ ※ ※※

５０日目
（２週目）

※
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ᾇ　جຊతͳࢉఆཁ݅
　算定対象となる入院患者に対し、管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、し好
を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、初回にあっては概ね３0分以上、 2回目にあっては概ね
20分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に入院中 2回に限り算定する。ただし、 1週間に
1回に限り算定する。
ᾈ　ӫཆใͷఏڙʹର͢ΔධՁͷ৽ઃ（令和 ２ 年վఆ）
　入院医療機関と在宅担当医療機関との切れ目ない栄養連携を図る観点から、退院後も栄養管理に留意
が必要な患者について、入院中の栄養管理等に関する情報を在宅担当医療機関等に提供した場合の評価
として、栄養情報提供加算が新設された。
　患者に対して退院後の栄養食事管理について指導するとともに、入院中の栄養管理に関する情報を示
す文書を用いて患者に説明し、これを他の保険医療機関等の医師又は管理栄養士と共有した場合に、入
院中 1回に限り加算する。情報の提供先は、他の保険医療機関のほか、次の施設が規定されている。
　介護老人保健施設　介護老人福祉施設（地域密着型を含む）　介護療養型医療施設
　介護医療院　指定障害者支援施設等　福祉型障害児入所施設

⑴�　集団栄養食事指導料は、厚生労働大臣が定める特別食を必要とする複数の患者に対して、保険医療
機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が栄養指導を行った場合に、患者 1人につ
き月 1回に限り、80点を算定する。

⑵�　入院患者については、入院期間が 2か月を超える場合であっても、入院期間中に 2回を限度として
算定する。

⑶　入院患者とそれ以外の患者が混在して指導が行われた場合でも算定できる。
⑷　 1回の指導における患者の人数は15人以下を標準とする。
⑸　 1回の指導時間は４0分を超えるものとする。

ᾇ　جຊతͳࢉఆཁ݅
　在宅で療養を行っている算定対象となる患者に対し、管理栄養士が医師の指示に基づき、患家を訪問
し、患者の生活条件、し好を勘案した食事計画案又は具体的な献立等を示した栄養食事指導箋を患者又

入院栄養食事指導料

ೖ院ӫཆ৯ࢦࣄಋྉ 1 （֘อݥҩ療ؔػͷཧӫཆ
（࢜

ೖ院ӫཆ৯ࢦࣄಋྉ ２ （֘อݥҩ療ؔػҎ֎ͷཧ
ӫཆ࢜）（診療所ͷΈ）

ᾇ　初ճ
ᾈ　 ２ ճ
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ӫཆใఏڙՃ50　ࢉ

集団栄養食事指導料

在宅患者訪問栄養食事指導料

ಋྉࢦࣄ๚ӫཆ৯ऀױࡏ 1 （֘อݥҩ療ؔػͷ
ཧӫཆ࢜）

ಋྉࢦࣄ๚ӫཆ৯ऀױࡏ ２ （֘อݥҩ療ؔػҎ
֎ͷཧӫཆ࢜）（診療所ͷΈ）

Π　୯Ұݐ診療͕ऀױ 1 ਓͷ߹
ϩ 　୯Ұݐ診療͕ऀױ ２ ਓҎ্ 9 ਓҎԼͷ

߹
ϋ　ΠٴͼϩҎ֎ͷ߹

530

480
440

Π　୯Ұݐ診療͕ऀױ 1 ਓͷ߹
ϩ 　୯Ұݐ診療͕ऀױ ２ ਓҎ্ 9 ਓҎԼͷ

߹
ϋ　ΠٴͼϩҎ֎ͷ߹

510

460
4２0
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入院基本料等加算【基本診療料】

重ऀ療ཆڥಛผ加算の対象とͳるऀは、次の͍ͣΕかに֘するऀױであͬͯ、ಛに医療্のඞཁか
Βࣨݸຢは̎ਓ෦のපচにೖӃしたऀである。
ᾇ　පঢ়が重ಞであͬͯઈ対҆੩をඞཁとするऀױ
ᾈ　ඞͣしපঢ়は重ಞではͳ͍が、खज़ຢはతোのたΊৗ時ࢹをཁし、ద時దͳޢ及びհॿをඞ
ཁとするऀױ
また、֘පࣨは、ࢎૉٵೖ、ٵҾのたΊの設උがあることの΄かに保険外ซ༻療ཆඅの対象とͳる͍Θ
Ώるಛผࣨでͳ͍ことと͞Ε͍ͯる。
ฏ14վ定に͓͍ͯຊ加算に定Ίるঢ়ଶではͳ͍15歳未満のখ児のうͪ、ຑのײછにጶױし͓ͯ
り、ଞのऀױのײછのة険ੑがऀױ͍ߴ、ຢはқײછੑによりײછጶױのة険ੑがऀױ͍ߴであͬͯ、医
ಛผ加算を算定することとڥでのཧがඞཁとೝΊたのにつ͍ͯは、খ児療ཆࣨݸ療্のඞཁかΒ࣏がࢣ
ͳͬた。ͳ͓、খ児療ཆڥಛผ加算に͓͍ͯは、ͦのࣨݸがಛผの療ཆڥのఏڙにるපࣨであͬͯࠩ
し͑ࢧͳ͍が、ऀױかΒಛผのྉۚのऩをߦうことはできͳ͍。

ᾇ　ৗ時視を要し、ਵ時దな看護ٴͼհॿをඞ要とするॏऀ等の看護を行うにつきे分な看護師等が
ஔされていること。
ᾈ　ࣨݸຢは̎ਓ部の病床であって、療養্のඞ要から当֘ॏऀ等を入院さͤるのにదしたものであるこ
と。

１　重症者等療養環境特別加算に関する施設基準
ᾇ　病院である保険医療機ؔの一般病棟（特घ࣬ױ入院施ઃ管理Ճ算にる病棟をআく。）にお͚る特定の
病床を୯Ґとして行うこと。
ᾈ　当֘基४のಧग़の対象となる病床は࣍のいずれにも֘当すること。
Ξ　ࣨݸຢは̎ਓ部である。
イ　ॏऀ等の༰ଶがৗ時視できるようなઃඋຢはߏ্のྀがなされている。（৺ഥ視ஔ等の
（。システムを༗する場合をؚΉ؍ऀױ視ஔをඋえている場合ຢはө像によるऀױ
　ࢎૉٵ入、ٵҾのためのઃඋがඋされている。
エ　特ผの療養ڥのఏڙにる病ࣨでないこと。
ᾉ　当֘基४のಧग़の対象となる病床は、当֘保険医療機ؔの一般病棟に入院しているॏऀ等（ॏऀ
等療養ڥ特ผՃ算を算定できる入院ྉにるಧग़を行っている病床に入院しているऀױにݶる。）のಧ
ग़લ݄̍間のฏۉを্ݶとする。ただし、当֘保険医療機ؔの当֘Ճ算を算定できる入院ྉにるಧग़
を行っている病床のฏۉ入院ऀױの̔ˋະຬとし、当֘保険医療機ؔが特ผの診療機能等を༗している
場合であっても、当֘Ճ算を算定できる入院ྉにるಧग़を行っている病床のฏۉ入院ऀױの10ˋを
えないこと。

２　届出に関する事項
ॏऀ等療養ڥ特ผՃ算の施ઃ基४にるಧग़は、ผఴ̓の様式23ʲˠ393ทʳٴͼ様式23の２ʲˠ395
ทʳを用いること。また、当֘ಧग़にる病棟のฏ໘ਤ（当֘施ઃ基४にる病床ٴͼφースステーシϣン
が明ࣔされているもの。）をఴすること。なお、当֘Ճ算のಧग़については実を要しない。

施設基準 ୈീɾे　ॏऀྍཆڥಛผՃࢉͷࢪઃج४

取扱い通知 ผఴ3　ୈ10　ॏऀྍཆڥಛผՃࢉ

5-19 "221 ॏऀྍཆڥಛผՃࢉ
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5-19：A221 重症者等療養環境特別加算

診療報酬（点数表と留意事項通知）

Ａ221 重症者等療養環境特別加算（̍につき）
１　個室の場合 300点
２　２人部屋の場合 150点
注　ผにް生࿑ಇ大ਉが定める施ઃ基४にద合しているも
のとして保険医療機ؔが地方ް生ہ等にಧ͚ग़た病ࣨ
に入院しているॏऀ等（第̍અの入院基本ྉ（特ผ入
院基本ྉ等をআく。）ຢは第̏અの特定入院ྉのうͪ、
ॏऀ等療養ڥ特ผՃ算を算定できるものをݱに算定
しているऀױにݶり、খࣇ療養ڥ特ผՃ算ຢはແ࣏ە
療ࣨ管理Ճ算を算定するものをআく。）について、所定
にՃ算する。

留意事項通知
ᾇ　Ճ算の対象となるऀは、࣍のいずれかに֘当するऀױ
であって、特に医療্のඞ要からࣨݸຢは̎ਓ部の病
床に入院したऀである。
Ξ　病ঢ়がॏಞであってઈ対҆੩をඞ要とするऀױ
イ　ඞずしも病ঢ়はॏಞではないが、खज़ຢは的ো
のためৗ時視を要し、ద時దな看護ٴͼհॿをඞ
要とするऀױ

ᾈ　インΩϡϕーλーにऩ༰した新生ࣇຢはೕ༮ࣇは、Ճ
算の対象とならない。

ᾉ　当֘Ճ算の対象となったऀױのٴ໊ࢯͼ入院をه
し、̏年間保ଘしておくこと。
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看護サービスや栄養
管理・食事療養を提
供する際にふまえて
おきたい事項を凝縮

関連する診療報酬を掲載
左欄に告示,右欄に関連する
留意事項通知の要旨を配置

施設基準上の規定を,
告示・取扱い通知ま
とめて掲載

食事の提供に関する
情報を掲載

項目の要点を
解説

看護関連施設基準等と診療報酬

総説
入院時食事療養及び入院時生活療養，
栄養関連診療報酬

届出様式を
掲載

看護関連施設基準・食事療養等の実際
令和4年10月版 10月発刊予定

定価　本体 4,500円＋税（税込 4,950円） Ｂ５判 約1,200頁

ISBN978-4-7894-1727-3 C3047 ￥4500E

商品No.140217

4 10令和 月版年
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レセプト電算処理に対応！
医療保険の視点から見た検査のハンドブック。この１冊ですべてを網羅！
●医科診療報酬点数表「検査」，「病理診断」，「画像診断」の部の項目に対し，レセ電コードごとに対象となる主な適応疾患，
臨床的意義，保険請求上の留意点（厚生労働省発出の告示・通知・記載要領・事務連絡等の算定ルール）および関連検査を，
点数表の区分番号順に配列したコンパクトな実務書です。

●レセ電コードおよびレセ電検査名を併記しました。
●請求および審査上重要となる「主な適応疾患」，「臨床的意義」，「関連検査」は専門医による監修を受けて，エビデンスに基
づいた情報を収録しています。

●疾患名から検査項目名・頁数を検索できる「疾患別検査一覧」を掲載しました。
●「索引」は検査項目名，レセ電診療行為名称，略語から頁数の検索が可能です。
※本書の内容は，CSVファイル形式のデータベースでも販売しています（48頁参照）。

本書の構成（予定）
令和4年度診療報酬改定に伴う検査の主な改正項目

通則事項 検査，病理診断，画像診断

検体検査 尿・糞便等検査，血液学的検査，生化学的検査（Ⅰ），生化学的検査（Ⅱ），免疫学的検査，微生物学的検査

生体検査
呼吸循環機能検査等，超音波検査等，監視装置による諸検査，脳波検査等，神経・筋検査，耳鼻咽喉科学的検査，
眼科学的検査，皮膚科学的検査，臨床心理・神経心理検査，負荷試験等，ラジオアイソトープを用いた諸検査，
内視鏡検査

診断穿刺・検体採取

病理診断 病理標本作製料

画像診断 エックス線診断料，核医学診断料，コンピューター断層撮影診断料

疾患別検査一覧（疾患名から検査項目名・頁数の検索が可能）

付録

○共用基準範囲について
○保険メモに記載のある主な検査法の解説
○検査法の略号
○特掲診療料の施設基準等

索引（検査項目名，レセ電診療行為名称，略語から頁数の検索が可能）

1

検　　査

Ⅰ　通則
　̍�　検査のඅ用はɼ検体検査ྉຢは生体検査ྉの所定により算定する。ただしɼ検査に
当たってऀױから検体をઠしຢは࠾取した場合はɼલهの所定ٴͼ診அઠ・検体
。取ྉの所定を合算したにより算定する࠾

　̎�　検査に当たってऀױに対しༀࡎを施用した場合はɼ特にن定する場合をআきɼલ߸によ
り算定したٴͼༀࡎྉの所定を合算したにより算定する。

　̏�　検査に当たってɼް生࿑ಇ大ਉが定める特定保険医療ࡐྉを使用した場合はɼલ̎߸に
より算定したٴͼ特定保険医療ࡐྉྉの所定を合算したにより算定する。

　̐�　検体検査ྉຢは生体検査ྉに͛ܝられていない検査であって特घなもののඅ用はɼ検体
検査ྉຢは生体検査ྉに͛ܝられている検査のうͪで最も近ࣅする検査の所定により
算定する。

　̑�　対শثにる検査の所定はɼ特にن定する場合をআきɼ྆ଆのثの検査ྉに
るとする。

　̒�　保険医療機ؔがɼऀױのਓ体からഉग़されɼຢは࠾取された検体についてɼ当֘保険医
療機ؔҎ֎の施ઃに臨床検査技師等にؔする๏（ত33年๏第�6߸）第̎にن定す
る検査をҕୗする場合にお͚る検査に要するඅ用についてはɼް生࿑ಇ大ਉが定めるとこ
Ζにより算定する。

　̓�　検体検査ྉٴͼ生体検査ྉに͛ܝられていない検査で؆୯な検査はɼ基本診療ྉにؚま
れるのでɼผに算定することはできない。

【基本診療料に含まれる簡単な検査】

（1）݂ѹଌ定
（2）視野؟ఈ検査のうͪ؆୯なもの
ܺࡉ科検査のうͪࣼর๏ɼపর๏ɼ؟（�3）
౯検査（ルーϖࣜ）ɼ機ثを使用しない
ѹଌ定検査؟

（4�）D244自֮的ௌ力検査の؆қௌ力検査
に֘当しない؆୯なௌ力検査

（5）ਫ਼ӷQ)ଌ定
（6）σϏス؞Ԡ検査
ບӡ動検査ޑ（�）
（8）イΫテϩϝーλーԫᙬԠ検査
（9）؆қ॥機能検査
　Ξ　スラοδテスト
　イ　ࢦઑ部ൽෘໟ݂ࡉ管像検査
　　ൽෘ೪ບࡱӨ検査

　エ　݂ྫྷפѹ検査
　オ　Ϗοέンバοϋى立ݧࢼ
　カ　ώスλϛンテスト
　Ω　Ϩδνンテスト
　Ϋ　ধの੩຺ѹଌ定
　έ�　Ϗϡルήル病ٴͼᙫ等の場合にお
͚る電ؾ的ൽෘԹଌ定

　　̰　୯७な場合
　　̱　ෛՙを行った場合
　ί　ΪϘンʵランσΟステスト
　α　基ૅ代ँ率؆қଌ定๏
　注�　؆қ॥機能検査とはɼ生体に対し
て物理的ຢは化ֶ的ෛՙをか͚ɼ݂ ѹɼ
຺ഥ等の理ֶ所ݟの؍を行うことに
より॥機能を検査することを目的と

「検査」，「病理診断」，
「画像診断」の告示・
通知における通則事項
を掲載

検査／病理診断／画像診断

検査と適応疾患 レセ電コード付
令和4年 4月版 4月発刊予定

櫻林　郁之介（自治医科大学名誉教授）　監修
定価　本体 3,000円＋税（税込3,300円）　　Ａ5判 2色 約520頁
ISBN978-4-7894-2841-5 C3047 ￥3000E

商品No.140089

4 4令和 月版年
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共用基準範囲について

臨床検査σーλについてɼそのඪ४化が進められてきました。ݱ在ɼ本において臨床ݱ場
でくڞ༗できる基४ൣғとしてɼස用される݂ӷ検査40߲目についてɼ本臨床検査ඪ४ڠ
ٞ会（+$$-4）からެදされました。本ॻはその内༰をࡌܝしています。
なおɼこのڞ用基४ൣғは݈ৗऀを対象としたσーλに基ͮくものでありɼ診அ基४などの

ඪとなるもののɼ診அ基४ɼ病ଶࣝผやカοトオϑなどとはҟなるものです。よってɼࢦ
診அ基४などとซهする場合はその۠ผをදࣔすることになっています。
。রくださいࢀ会（+$$-4）　IUUQ���KDDMT�PSH�　をٞ͝ڠについてはɼ本臨床検査ඪ४ࡉৄ

ʓ本臨床検査ඪ४ٞڠ会（+$$-4）
本臨床検査ඪ४ٞڠ会はɼ本にお͚る臨床検査のඪ४化と࣭的վળを目的としɼ1985

年ҙஂ体として発。ݱ在ɼ特ผ会һ̕ஂ体（ެி）ɼਖ਼会һ31ஂ体（ֶ会ɼڠ会等）ɼ
ॿ会һ20ਓを༴する৫。20のઐ門ҕһ会が৫されɼそれࢍਓݸɼ（業ا）ॿ会һ46ࣾࢍ
らのઐ門ҕһ会によって30Ҏ্の臨床検査のඪ४化にؔするࢦจॻが作されঝೝされて
います。2005年݄̐20でɼ/P0๏ਓ（特定ඇӦར׆動๏ਓ）を取ಘしています。

ʪฏ2�年݄̎時でڞ用基४ൣғにࢍ同しているஂ体໊ʫ
本医師会ɼ（一ࣾ）本臨床Ӵ生検査技師会ɼ（一ࣾ）本臨床検査医ֶ会ɼ
（一ࣾ）本臨床化ֶ会ɼ（一ࣾ）本分ੳ機ث業会ɼ（一ࣾ）本検査݂ӷֶ会ɼ
（一ࣾ）本臨床検査ༀڠ会ɼ（一ࣾ）本؊ଁֶ会ɼ（一ࣾ）本݂ӷֶ会ɼ
（一ࣾ）本臨床検査自動化ֶ会ɼ本臨床検査ઐ門医会ɼ（一ࣾ）)E$TE'ɼ
（ެࣾ）本খࣇ科ֶ会ɼ（一ࣾ）本༌݂ŋࡉ๔࣏療ֶ会ɼ（一ࣾ）本ൻث科ֶ会ɼ
（一ࣾ）本医療機ֶث会ɼ（ެࣾ）本臨床検査同ֶ院ɼ（一ࣾ）本݂ખֶ݂ࢭ会ɼ
（ެࣾ）本臨床ࡉ๔ֶ会ɼ（一ࣾ）本内分ൻֶ会ɼ（一ࣾ）本医療機ث業会ɼ
（一ࣾ）本ਛଁֶ会ɼ（ެࡒ）本ద合ੑೝ定ڠ会ɼ（一ࣾ）本病ֶ会ɼ
（一ࣾ）保݈医療ࢱ情報システム業会�

（）

います。2005年݄̐20でɼ/P0๏ਓ（特定ඇӦར׆動๏ਓ）を取ಘしています。

ʪฏ2�年݄̎時でڞ用基४ൣғにࢍ同しているஂ体໊ʫ
本医師会ɼ（一ࣾ）本臨床Ӵ生検査技師会ɼ（一ࣾ）本臨床検査医ֶ会ɼ
（一ࣾ）本臨床化ֶ会ɼ（一ࣾ）本分ੳ機ث業会ɼ（一ࣾ）本検査݂ӷֶ会ɼ
（一ࣾ）本臨床検査ༀڠ会ɼ（一ࣾ）本؊ଁֶ会ɼ（一ࣾ）本݂ӷֶ会ɼ
（一ࣾ）本臨床検査自動化ֶ会ɼ本臨床検査ઐ門医会ɼ（一ࣾ）)E$TE'ɼ
（ެࣾ）本খࣇ科ֶ会ɼ（一ࣾ）本༌݂ŋࡉ๔࣏療ֶ会ɼ（一ࣾ）本ൻث科ֶ会ɼ
（一ࣾ）本医療機ֶث会ɼ（ެࣾ）本臨床検査同ֶ院ɼ（一ࣾ）本݂ખֶ݂ࢭ会ɼ
（ެࣾ）本臨床ࡉ๔ֶ会ɼ（一ࣾ）本内分ൻֶ会ɼ（一ࣾ）本医療機ث業会ɼ
（一ࣾ）本ਛଁֶ会ɼ（ެࡒ）本ద合ੑೝ定ڠ会ɼ（一ࣾ）本病ֶ会ɼ
（一ࣾ）保݈医療ࢱ情報システム業会�
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特掲診療料の施設基準等

〔検査〕
（̍ɼ̎ はུ）
̏　݂ثजᙾҨ子検査の施ઃ基४
　　検体検査管理Ճ算	ᶘ
の施ઃ基४をຬたしていること。
̏の̍の̎　Ҩֶ的検査の施ઃ基४等
ᾇ　Ҩֶ的検査の施ઃ基४
　　当֘検査を行うにつきे分な体੍がඋされていること。
ᾈ　Ҩֶ的検査の注にن定する࣬ױ
　　病のऀױに対する医療等にؔする๏第̑第߲̍にن定するࢦ定病のうͪɼ当֘
に対するҨֶ的検査の実施に当たってे分な体੍がඞ要なものױ࣬

̏の̍の̏　ࠎඍখଘ病มྔଌ定の施ઃ基४
ᾇ　当֘保険医療機ؔ内に当֘検査を行うにつきඞ要な医師がஔされていること。
ᾈ　当֘検査を行うにつきे分な体੍がඋされていること。
̏の̍の̏の̎　̧̗̘̖̍ʗ̎Ҩ子検査の施ઃ基४
　　当֘検査を行うにつきे分な体੍がඋされていること。
̏の̍の̏の̏　がΜήϊムϓϩϑΝイリンά検査の施ઃ基४
　　当֘検査を行うにつきे分な体੍がඋされていること。
̏の̍の̏の̐　֯ບδストϩϑΟーҨ子検査の施ઃ基४
ᾇ　当֘保険医療機ؔ内に当֘検査を行うにつきඞ要な医師がஔされていること。
ᾈ　当֘検査を行うにつきे分な体੍がඋされていること。
̏の̍の̏の̑　ઌఱੑ代ँҟৗ検査の施ઃ基४
ᾇ　当֘保険医療機ؔ内に当֘検査を行うにつきඞ要な医師がஔされていること。
ᾈ　当֘検査を行うにつきे分な体੍がඋされていること。
̏の̍の̐　σンάイルスݪ߅定ੑٴͼσンάイルス߅・ݪ߅体同時ଌ定定ੑの施ઃ基४
　　基本診療ྉの施ઃ基४等の第̕の̎のᾇのイのٸٹ໋ٹ入院ྉ̍ɼϩのٸٹ໋ٹ入院ྉ̎ɼ
ϋのٸٹ໋ٹ入院ྉ̏एしくはχのٸٹ໋ٹ入院ྉ̐ɼ̏ のᾇのイの特定ू中࣏療ࣨ管理ྉ
̍ɼϩの特定ू中࣏療ࣨ管理ྉ̎ɼϋの特定ू中࣏療ࣨ管理ྉ̏एしくはχの特定ू中࣏療
ࣨ管理ྉ̐ɼ̐ のᾇのϋイέΞϢχοト入院医療管理ྉ̍एしくはᾈのϋイέΞϢχοト入
院医療管理ྉ̎ຢは̑の̎のখࣇ特定ू中࣏療ࣨ管理ྉの施ઃ基४をຬたしていること。
̏の̍の̑　߅̡̖̝߅体（スΫリーχンά検査）ٴͼ߅̡̖̝߅体（߅体特ҟੑ同定検査）
の施ઃ基४
　　当֘検査を行うにつきे分な体੍がඋされていること。
̏の̎　̝̥̫֩ࢎ検ग़ٴͼ̝̥̫֩ࢎ検ग़（؆қδΣϊλイϓ定）の施ઃ基४
ᾇ　当֘保険医療機ؔ内に当֘検査を行うにつきඞ要な医師がஔされていること。

（ྩ̎年݄̏̑ް生࿑ಇ省ࣔࠂ第59߸をࡌܝ）

βイムɼ"4TΞイιβイムɼ-DΞイιβイムɼ
トランスαイϨνン（ϓϨΞルϒϛン）

D00�　1 ਝ˓ แ˓ 生ᶗ 11点
γ-グルタミルトランスフェラーゼ（γ-GT）
HBNNB�HMVUBNZM USBOTGFSBTF（γGTP）（γ
-GT）

Ϩη電ɿ160020410／γ-GT ݂ӷ

適応 ؊؊ɼΞルίールੑ؊Ԍɼༀ物ੑࢷ
োɼ؊ߗมɼोうっɼดੑ࠹ԫᙬɼ
管ด࠹ɼ؊؞ɼ؊Ԍɼ؊ো
共用基準範囲（JCCLS）

.ɿ13ʙ 646ʗ -ɼ'ɿ9ʙ 326ʗ -
意義 άルλνオンの生にؔ与する߬ૉ

でɼ؊ࡉ๔にଟྔؚまれる。݂ਗ਼中のЍ�(Tの
্ঢは؊࣬ױɼดੑ࠹ԫᙬɼ৺࠹ߎےなどにみ
られる。ओにΞルίールੑ؊োɼोうっ
の診அに用いられる。
関連検査 ΞルカリϗスϑΝλーθ（"-P）ɼ

ϩイシンΞϛϊϖϓνダーθ（-"P）ɼΞスύ
ラΪンࢎΞϛϊトランスϑΣラーθ（"4T）ɼ
ΞラχンΞϛϊトランスϑΣラーθ（"-T）ɼ
ίリンエステラーθ（$IE）ɼೕࢎσώυϩή
φーθ（-D）ɼ"-PΞイιβイムɼ"4TΞイι
βイムɼЍ�(TΞイιβイムɼ-DΞイιβイム

D00�　1 ਝ˓ แ˓ 生ᶗ 11点
中性脂肪　USJHMZDFSJEF（TG）
Ϩη電ɿ160020910／ TG ݂ӷ

適応 トリάリηߴɼ݂ࢷߴҟৗɼ࣭ࢷ
ライυ݂ɼࢷ؊ɼ動຺ߗ化ɼᢄԌɼϝλ
ϘリοΫシンυϩームɼٵऩෆྑީ܈
共用基準範囲（JCCLS）

.ɿ40ʙ 234NHʗ E-ɼ'ɿ30ʙ 11�NHʗ E-
意義 中ੑࢷ（T(）はओに৯事にؚまれ

るࢷが分ղɼٵऩされたものである。T(の
݂ӷ中のߴがଓくと動຺ߗ化リスΫをࣔすこ
となどから৺݂管病の診அに༗用な検査であ
る。特に৯事後にが্ঢするのでଌ定݂࠾
はۭෲ時に行う。
関連検査 総ίϨステϩールɼ-D-�ίϨス

テϩールɼ)D-�ίϨステϩールɼ༡ίϨス
テϩールɼന分画ɼリン࣭ࢷɼϨシνン・ί
Ϩステϩール・ΞシルトランスϑΣラーθ
（-�$"T）ɼリϙന（B）ɼϨムφント༷リϙ
നίϨステϩール（3-P�$）ɼΞϙリϙന

移ੑࠎजᙾɼࠎೈ化）ɼ෭ߕঢ়થ機能ဏ進ɼ
ɼԫᙬɼ�ױ࣬ࠎঢ়થ機能ဏ進ɼѱੑजᙾɼߕ
؊োɼดੑ࠹ԫᙬ
共用基準範囲（JCCLS）

106ʙ3226ʗ-（+4$$๏）ɼ38ʙ1136ʗ-（I'$$
๏）
意義 リンࢎ化合物を分ղする߬ૉでɼ೪

ບɼࠎɼਛɼᡮɼ؊などଟくのଁثやثにؚ
まれている。ࠎੑܕحԌやそのଞのױ࣬ࠎɼ؊
࣬ױɼന݂病などで増ྔする。ߴの場合に
はɼݪҼをるためにΞイιβイム分画検査を
行う。
関連検査 Ѝ�άルλϛルトランスϑΣラー

θ（Ѝ�(T）ɼϩイシンΞϛϊϖϓνダーθ
（-"P）ɼΞスύラΪンࢎΞϛϊトランスϑΣ
ラーθ（"4T）ɼΞラχンΞϛϊトランスϑΣ
ラーθ（"-T）ɼೕࢎσώυϩήφーθ（-D）ɼ
ίリンエステラーθ（$IE）ɼ"-PΞイιβイムɼ
"4TΞイιβイムɼ-DΞイιβイムɼϨシνン・
ίϨステϩール・ΞシルトランスϑΣラーθ
（-�$"T）

D00�　1 ਝ˓ แ˓ 生ᶗ 11点
コリンエステラーゼ（ChE）　DIPMJOFTUFSBTF
（$IE）

Ϩη電ɿ160020210／ ChE ݂ӷ

適応 ؊Ԍɼຫੑ؊Ԍɼ؊ߗมɼࢷ؊ɼ
ωϑϩーθީ܈ɼ栄養ࣦௐɼ؊؞ɼߕঢ়થ
機能ဏ進ɼߕঢ়થ機能Լɼ病ɼༀ
中ಟɼαリン中ಟɼফੑ࣬ױ�ɼ؊ো
共用基準範囲（JCCLS）

.ɿ240ʙ 4866ʗ -ɼ'ɿ201ʙ 4216ʗ -
意義 ݂ਗ਼中のίリンエステラーθ（$IE）

はΞηνルίリンをؚΉ種ʑのίリンエステル
類を分ղするِੑ$IEをいいɼこれに対してਆ
経ɼےɼ݂ٿにあってΞηνルίリンを分
ղするのをਅੑ$IEという。本検査は݂ਗ਼中の
ِੑ$IEをଌ定しɼ؊で合されɼ݂中にڙ給
されるため؊実࣭ࡉ๔にোがあるとݮগす
る。༗機リンࡎやαリンによる中ಟではܹٸな
。ඪになるࢦগをみるためɼॏのݮ
関連検査 ϓϩトϩンϏン時間（PT）ɼΞル

ϒϛンɼೕࢎσώυϩήφーθ（-D）ɼ総ίϨ
ステϩールɼΞスύラΪンࢎΞϛϊトランス
ϑΣラーθ（"4T）ɼΞラχンΞϛϊトランス
ϑΣラーθ（"-T）ɼϨシνン・ίϨステϩール・
ΞシルトランスϑΣラーθ（-�$"T）ɼ؊機能
テストɼΞルカリϗスϑΝλーθ（"-P）ɼЍ�
άルλϛルトランスϑΣラーθ（Ѝ�(T）ɼϩイ
シンΞϛϊϖϓνダーθ（-"P）ɼ"-PΞイι
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移ੑࠎजᙾɼࠎೈ化）ɼ෭ߕঢ়થ機能ဏ進ɼ
ɼԫᙬɼ�ױ࣬ࠎঢ়થ機能ဏ進ɼѱੑजᙾɼߕ
؊োɼดੑ࠹ԫᙬ
共用基準範囲（JCCLS）

106ʙ3226ʗ-（+4$$๏）ɼ38ʙ1136ʗ-（I'$$
๏）
意義 リンࢎ化合物を分ղする߬ૉでɼ೪

ບɼࠎɼਛɼᡮɼ؊などଟくのଁثやثにؚ
まれている。ࠎੑܕحԌやそのଞのױ࣬ࠎɼ؊
࣬ױɼന݂病などで増ྔする。ߴの場合に
はɼݪҼをるためにΞイιβイム分画検査を
行う。
関連検査 Ѝ�άルλϛルトランスϑΣラー

θ（Ѝ�(T）ɼϩイシンΞϛϊϖϓνダーθ
（-"P）ɼΞスύラΪンࢎΞϛϊトランスϑΣ
ラーθ（"4T）ɼΞラχンΞϛϊトランスϑΣ
ラーθ（"-T）ɼೕࢎσώυϩήφーθ（-D）ɼ
ίリンエステラーθ（$IE）ɼ"-PΞイιβイムɼ
"4TΞイιβイムɼ-DΞイιβイムɼϨシνン・
ίϨステϩール・ΞシルトランスϑΣラーθ
（-�$"T）

イルスྔで1時間Ҏ内に同定することができ
る。
保険メモ　ᾇ　インϑルエンβ֩ࢎ検ग़はɼ

インϑルエンβのײછがٙわれるॏऀױのみ
に算定しɼその場合にはɼ当֘検査がඞ要な理
༝についてఠ要ཝにࡌهする。
ᾈ　診療報ु明ࡉॻのʮఠ要ʯཝへのࡌه事߲
算定した理༝をࡌهする。
Ϩη電ίーυɿ830100139　Ϩηදࣔจݴɿ算
定理༝（インϑルエンβ֩ࢎ検ग़）ʀˎˎˎˎ
ˎˎ
ʪࡌه要ྖʫ
ᾉ　ɿD023ඍ生物֩ࢎ同定・定ྔ検査のイン
ϑルエンβ֩ࢎ検ग़の対象となるॏऀױと
はɼ۩体的にどのようなऀױをࢦすのか。ɿ
たとえインϑルエンβݪ߅がӄੑであるがɼ
インϑルエンβイルスײછが強くٙわれるɼ
ਓثٵݺ管理や入院によるूֶ的࣏療がඞ要
なऀױ等である。ʪ事務連བྷ　20120330ʫ
関連検査 イルス߅体Ձ（インϑルエンβ

イルス"ܕɼインϑルエンβイルス#ܕɼ
ύラインϑルエンβイルスᶗܕɼύラインϑ
ルエンβイルスᶘܕɼύラインϑルエンβ
イルスᶙܕ）ɼインϑルエンβイルスݪ߅ɼ
イルス・ࢎ֩ەࡉଟ߲目同時検ग़

D023　11 ඍ 410点
抗酸菌核酸同定　OVDMFJD BDJE EFUFDUJPO 	NZ�
DPCBDUFSJB


Ϩη電ɿ160152150／抗酸菌核酸同定� גە

適応 ݁֩ɼඇ݁֩ੑەࢎ߅
意義 本検査はɼඍ生物֩ࢎ同定検査の一つ

である。ϚイΫϩϓϨート্に݁֩ە等の18種
類の܈ەࢎ߅をおいてɼ֩ࢎϋイϒリダイθー
シϣンを実施するためɼەࢎ߅の同定が一に
ଌ定できるのでɼ݁֩の֬定診அやඇ݁֩ੑ߅
。のؑผに༗用な検査であるەࢎ
保険メモ　ᾇ　ࢎ֩ەࢎ߅同定はɼϚイΫϩ

ϓϨート・ϋイϒリダイθーシϣン๏によるも
のをいう。
ᾈ　当֘検査はɼ݁֩ऀױのୀ院のՄ൱をஅ
する目的でɼऀױの病ঢ়を౿まえසճに行われ
る場合においても算定できる。
関連検査 分ഓ養ەࢎ߅同定ɼەࢎ߅

D023　11 ඍ 410点
結核菌群核酸検出　OVDMFJD BDJE EFUFDUJPO
	.�UVCFSDVMPTJT DPNQMFY


Ϩη電ɿ160157850／結核菌群核酸検出� גە

適応 ݁֩

ᾇ　)P7֩ࢎ検ग़ٴͼ)P7֩ࢎ検ग़（؆қδΣ
ϊλイϓ定）はɼ予め行われたࡉ๔診の݁Ռɼ
ϕηスダ分類্"4$�64（ҙٛෆ明ҟܕፏฏ্
ൽ）と定されたऀױຢはաڈに子ٶᰍ部ԁਲ਼
আएしくはϨーβーর射࣏療を行ったऀױに
対して行った場合にݶり算定できる。なおɼա
療を࣏ᰍ部ԁਲ਼আຢはϨーβーর射ٶに子ڈ
行ったऀױҎ֎のऀױについてはɼࡉ๔診と同
時に実施した場合は算定できない。
ᾈ　)P7֩ࢎ検ग़と)P7֩ࢎ検ग़（؆қδΣ
ϊλイϓ定）をซͤて実施した場合はɼओた
るもの1つにݶり算定する。
関連検査 )P7δΣϊλイϓ定

D023　10 ඍ 360点
百日咳菌核酸検出　#PSEFUFMMB QFSUVTTJT OV�
DMFJD BDJE JEFOUJpDBUJPO

Ϩη電ɿ160209450／百日咳菌核酸検出
後ඓߢ১いӷ

適応 ඦ֏
意義 -".P๏（֩ࢎ増෯๏）によりɼ後ඓ

"/ήϊムDە֏১いӷからநग़されたඦߢ
を検ग़する。ඦ֏ײەછのૣظ診அができる
ようになりɼە߅ༀの効Ռがಘられる時ظにɼ
దな診அٴͼ࣏療を行うことがՄ能となる。
保険メモ　ඦ֏ࢎ֩ە検ग़はɼؔ連ֶ会が

定めるΨイυラインのඦ֏診அ基४にお͚る
臨床診அྫの定ٛをຬたすऀױに対してɼ
-".P๏によりଌ定した場合に算定できる。
関連検査 ඦ֏߅ە体ɼەࡉഓ養同定検査ɼ

イルス・ࢎ֩ەࡉଟ߲目同時検ग़

D023　11 ඍ 410点
インフルエンザ核酸検出　JOqVFO[B WJSVT�
JEFOUJpDBUJPO PG OVDMFJD BDJE UFTUJOH

Ϩη電ɿ160198010／インフルエンザ核酸検出
Һ಄১いӷ

適応 インϑルエンβ
意義 インϑルエンβイルスはオルトϛΫ

ιイルス科にଐする3/"イルスである。֩
"/する3ߏ同定検査はイルスҨ子をࢎ
をநग़・増෯して検ग़する検査でɼݪ߅検査に
ൺてײがߴくɼイルスܕも同定できる。
またɼイルスྔがগྔでも検ग़できるためɼ
発લのஈ֊でも定がՄ能である。֩ࢎ同定
๏としてはɼ3T�P$3๏ɼリΞルλイムP$3๏ɼ
-".P๏ɼ/"4#"๏がある。લ2ऀはイルス
ྔが10ݸఔでも1�5ʙ 3時間でɼ-".P๏は
イルスྔが40ݸఔで1�5ʙ 3時間Ҏ内にɼ
/"4#"๏�イムϊΫϩϚト๏では10ݸఔの
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主な適応疾患，臨床的意義，保険請求上の留
意点（保険メモ），関連検査をまとめて表示

レセ電コードおよび
レセ電検査名を併記

付録（共用基準範囲，検査法，略号，
施設基準）は巻末にまとめて掲載

迅˓��แ˓��生ᶗ
加算，包括項目，判断料など
算定ルールをマークで表示

「JCCLS（日本臨床検
査標準協議会）の共用
基準範囲」を収録

保険メモには，レセプ
ト「摘要」欄記載事項
等一覧
（記載要領）や疑義解釈
（事務連絡）も掲載

360

39
CPT2欠損症ʗҨֶత検 （ࠪॲཧ͕ෳࡶͳの）
（（�）のΦʹ͛ܝΔҨ࣬ࢠ患の߹）40
C型肝炎ʗ)$7コΞ߅ମ 153ɼ)$7ߏന及
びඇߏന߅ମఆੑ 154ɼ)$7݂ਗ਼܈別ఆ
154ɼ)$7ಛҟ߅ମՁ 155ɼΫϦΦάϩϒϦϯ
ఆੑ 172ɼ)$7核ࢎ検ग़ 190ɼ)$7核ࢎఆྔ
192
C型急性肝炎ʗ)$7߅ମఆ ɾੑఆྔ 153ɼ)$7コ
Ξന 153ɼ)$7核ࢎఆྔ 192
C型慢性肝炎ʗ.BD�2結߹നम০ҟੑମ
81ɼЋ�ϑΣτϓϩςΠϯ（"'1）108ɼ1*7,"�
ᶘఆྔ 111ɼ)$7߅ମఆ ɾੑఆྔ 153ɼ)$7
コΞന 153ɼ)$7コΞ߅ମ 153ɼ)$7ߏ
ന及びඇߏന߅ମఆੑ 154ɼ)$7ಛҟ߅ମ
Ձ 155ɼ؊ߗଌఆ 226ɼԻΤϥετάϥ
ϑΟー 226
EBウイルス感染症ʗ&#Πϧε核ࢎఆྔ 188
E型肝炎ʗ)&�*H"߅ମఆੑ 154
FGF23関連低リン血症性くる病ʗ'('23 85
FGF23関連低リン血症性骨軟化症ʗ'('23 85
G6PD欠乏性貧血ʗࣗݧࢼ༹݂ݾ 24ɼάϧコー
ε���Ϧϯࢎσώドϩήφーθ（(���1%）69ɼάϧ
コーε���Ϧϯࢎσώドϩήφーθ（(���1%）ఆੑ
171ɼᰒཻػٿ検 （ࠪछʹ͔͔ΘΒͣҰ࿈
ʹ͖ͭ）178ɼ݂ٿण໋ଌఆ（3*）295

GH産生腫瘍ʗ下ਨମલ༿ෛՙݧࢼϗϧϞϯ
（()）（Ұ࿈ͱͯ͠）285
HBVキャリアʗ)#T߅ ମ ఆ ੑ 152ɼ)#T߅ ݪ
152ɼ)#T߅ମ 152ɼ)#Fݪ߅ 152ɼ)#F߅ମ
153ɼ)#D߅ମఆ ɾྔఆྔ 153ɼ)#D�*H.߅ମ
154
HCVキャリアʗΞεύϥΪϯࢎΞϛϊτϥϯε
ϑΣϥーθ（"45）61ɼΞϥχϯΞϛϊτϥϯε
ϑΣϥーθ（"-5）62ɼ)$7߅ମఆ ɾੑఆྔ 153ɼ
)$7コΞന 153ɼ)$7核ࢎఆྔ 192

HER2陽性胃癌ʗ)&32 ന 116ɼ)&32Ҩ  ࢠ
ඪຊ࡞（୯ಠの߹）327ɼ)&32Ҩࢠඪຊ࡞
（۠番号/��2ʹ͛ܝΔ໔Ӹછ৭（໔Ӹ߅ମ法）
පཧ৫ඪຊ࡞の3ʹΑΔපཧඪຊ࡞をซͤ
߹）327ͨͬߦͯ

HER2陽性乳癌ʗ)&32Ҩࢠඪຊ࡞（୯ಠの
߹）327ɼ)&32Ҩࢠඪຊ࡞（۠番号/��2
࡞පཧ৫ඪຊ（ମ法߅໔Ӹ）Δ໔Ӹછ৭͛ܝʹ
の3ʹΑΔපཧඪຊ࡞をซͤͯͨͬߦ߹）
327

HIV-1感染症ʗ)*7߅��ମ（Τελϯϒϩοτ
法）149ɼ)*7��核ࢎఆྔ 195
HIV-2感染症ʗ)*7�2߅ମ（Τελϯϒϩοτ
法）150
HIV感染者ʗΠϧε߅ମՁ（ఆ ɾੑఆ ɾྔఆྔ）
（αΠτϝΨϩΠϧε）129
HIV感染症ʗ)*7��ɼ2߅ମఆੑ 133ɼ)*7��ɼ2ݪ߅ɾ
ଌఆఆੑ࣌ମಉ߅ 133ɼ)*7߅��ମ 134ɼ)*7�
�ɼ2߅ମఆྔ 135ɼ)*7��ɼ2ݪ߅ɾ߅ମಉ࣌ଌఆ
ఆྔ 136ɼ)*7߅��ମ（Τελϯϒϩοτ法）
149ɼ)*7�2߅ମ（Τελϯϒϩοτ法）150ɼ
ݪ߅7*( 151ɼ5ࡉ๔αϒηοτ検 （ࠪҰ࿈ʹͭ
͖）178ɼ)*7��核ࢎఆྔ 195ɼ)*7δΣϊλΠ
ϓༀࡎੑ 199

HMG血症ʗҨֶత検 （ࠪॲཧ͕ෳࡶͳの）39
HTLV-1感染症ʗ)5-7��核ࢎ検ग़ 195
HTLV-1関連脊髄症（HAM）ʗ)5-7�*߅ମఆੑ
132ɼ)5-7�ᶗ߅ମ 142ɼ)5-7�ᶗ߅ମ（Τε
λϯϒϩοτ法及びϥΠϯϒϩοτ法）150
IgA型多発性骨髄腫ʗЋ��ϚΠΫϩάϩϒϦϯ
174
IgA血管炎ʗݻڽҼࢠ（第34（ࢠҼ
IgA腎症ʗதҰൠ࣭ఆੑఆྔ検ࠪ 1ɼ
ന 1ɼΞϧϒϛϯఆ （ੑ）4ɼᕓ（ڸ検法）
8ɼᕓ（ϑϩーαΠτϝτϦー法）8ɼ໔Ӹά
ϩϒϦϯ（*H"）171ɼܦൽతਛੜ検法 312
IgG4関連疾患ʗ*H(� 167
LCAT欠損症ʗϨγνϯɾコϨεςϩーϧɾΞγϧ
τϥϯεϑΣϥーθ（-�$"5）69ɼࢷࢎը
119
LCHAD欠損症ʗҨֶత検 （ࠪॲཧ͕ۃΊͯෳࡶ
ͳの）39

LD欠損症ʗ༗ػϞϊΧϧϘϯࢎ（ೕࢎ）65ɼ༗ػ
ϞϊΧϧϘϯࢎ（ೕࢎ）（）65

LMX1B関連腎症ʗҨֶత検 （ࠪॲཧ͕ෳࡶͳ
の）（（�）のΦʹ͛ܝΔҨ࣬ࢠ患の߹）40
MCAD欠損症ʗҨֶత検 （ࠪॲཧ͕ෳࡶͳの）
39

MELAS症候群ʗ݂ӡಈෛՙςετ（ೕࢎଌఆ
をؚΉ）254

MERRF症候群ʗ݂ӡಈෛՙςετ（ೕࢎଌఆ
をؚΉ）254
MNGIEʗ݂ӡಈෛՙςετ（ೕࢎଌఆをؚΉ）
254

MRSA感染症ʗϒドەٿϝνγϦϯੑҨࢠ
検ग़ 193ɼԫ৭ϒドەٿϖχγϦϯ結߹ന2ʟ
（1#12ʟ）ఆੑ 200ɼඓߢɾҺ಄১͍ӷ࠾औ 319
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疾患別検査一覧　〈英字〉

疾患別に検査をまとめた一覧を掲載
検査名の後に本書のページを掲載
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2726 2726

適応・薬価をはじめレセプト事務に必要な情報を集約
請求・審査・点検に欠かせない決定版
●薬価基準収載の全品目を，内用薬・外用薬・注射薬・歯科用薬別に50音順に収録。
●薬価，適応のほか，用法・用量，保険上の取扱いなど，必要な情報を即座にチェックできます。
●各品目の一般名から引ける一般名索引を掲載し,一般名処方にも対応できるようになりました。
●追補情報を社会保険研究所ウェブサイト上で迅速・無料で掲載しています（薬価追補サービス→11頁参照）。
　さらに，本文項目と同じ体裁のPDF（新医薬品）・先発品との効能差をまとめたPDF（後発品）と，収載の種類に合わせた追補を掲載。
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4419i 抗アレルギー剤 クレマスチンフマル酸塩

アレルギー性皮膚疾患 蕁麻疹，湿疹，皮膚炎，そう痒症 。ア

レルギー性鼻炎。

1日2mg，朝晩2回分割経口投与。年齢 症状により適宜増

減。

①本剤 成分 に過敏症の既往歴②緑内障③前立腺肥大等下部尿路の
閉塞性疾患④狭窄性消化性潰瘍 幽門十二指腸閉塞

■インベスタンシロップ0.01％
日医工 三和化学

0.01％10 劇 １６.３０
4419008Q1165／620006851

■ 〃 ドライシロップ
（0.1％）

0.1％1 劇 ９.４０
4419008R1020／611410035

4419i 抗アレルギー剤 クレマスチンフマル酸塩

アレルギー性皮膚疾患 蕁麻疹，湿疹，皮膚炎，そう痒症 。ア

レルギー性鼻炎。感冒等上気道炎に伴うくしゃみ 鼻汁 咳嗽。

〔シロップ〕成人1日20 ，11～15歳未満13 ，8～11歳

未満10 ，5～8歳未満7 ，3～5歳未満5 ，1～3歳未満4

，2回分割経口投与。〔DS〕DSとして成人1日2g，11～15歳未

満1.3g，8～11歳未満1.0g，5～8歳未満0.7g，3～5歳未満

0.5g，1～3歳未満0.4g，2回分割用時溶解後経口投与。以上，1

歳未満の乳児には体重 症状等考慮し適宜投与量決定。年齢 症状

により適宜増減。

①本剤 成分 に過敏症の既往歴②緑内障③前立腺肥大等下部尿路の
閉塞性疾患④狭窄性消化性潰瘍 幽門十二指腸閉塞

□インライタ錠1mg ファイザー 1 1錠 劇 ２,０６３.５０
4291027F1029／622183301

□ 〃 錠5mg 5 1錠 劇 ９,３５４.２０
4291027F2025／622183401

4291 抗悪性腫瘍剤 アキシチニブ

根治切除不能又は転移性の腎細胞癌。

1回5mg，1日2回経口投与。状態により適宜増減。1回

10mg，1日2回まで増量可。

①本剤 成分 に過敏症の既往歴②妊婦 妊娠している可能性の婦人

□ヴァイデックスECカプセル125
ブリストル・マイヤーズ

125 1 劇 １,０３４.７０
6250003M1029／610443081

□ 〃 ECカプセル200 200 1 劇 １,５６１.００
6250003M2025／610443082

6250i 抗ウイルス化学療法剤 ジダノシン

HIV感染症。

注 使用にあたっては，CD4リンパ球数 血漿中 HIV RNA 量を確認。

1日1回，体重60kg以上400mg，体重60kg未満250mg，食

間経口投与。症状により適宜増減。

注 投与中，膵炎が認められた場合は中止。

診療報酬明細書の審査，支払い等に際しては，当該患者の

秘密の保護に十分配慮する 平13.3.9保医発70。

①膵炎②本剤に過敏症の既往歴

○ウイキョウ 一般名 10 １８.００
5100008X1018／615100055

5100 生薬 ウイキョウ

○ウイキョウ油 一般名 1 ６４.００
7143001X1012／617140002

○ 〃 「司生堂」
司生堂

1 ６４.００
7143001X1020／620001202

7143 矯臭剤 ウイキョウ油

アンモニア ウイキョウ精の調剤に使用。矯味 矯臭の目的

で調剤に使用。

□ヴィキラックス配合錠
アッヴィ

1錠 劇２３,０５７.５０
6250108F1020／622445801

6250J 抗ウイルス化学療法剤 オムビタスビル水和物 パリタプレビル

水和物 リトナビル

セログループ1 ジェノタイプ1 のC型慢性肝炎又はC型

代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善。

注 使用に際し HCV RNA が陽性であることを確認。

1日1回2錠，食後経口投与。投与期間は12週間。

①本剤 成分 に過敏症の既往歴②中等度以上 ChildPugh 分類Bま
たはC の肝機能障害③次の薬剤を投与中：アゼルニジピン，トリアゾラ
ム，ミダゾラム，ブロナンセリン，ピモジド，エルゴタミン酒石酸塩，ジヒド
ロエルゴタミンメシル酸塩，エルゴメトリンマレイン酸塩，メチルエルゴメ
トリンマレイン酸塩，シルデナフィルクエン酸塩 レバチオ ，タダラフィル
アドシルカ ，リバーロキサバン，バルデナフィル塩酸塩水和物，リオシグ
アト，シンバスタチン，アトルバスタチンカルシウム水和物，カルバマゼピ
ン，フェニトイン，フェノバルビタール，リファンピシン，エファビレンツ，
セイヨウオトギリソウ St.John’sWort，セント ジョーンズ ワート 含有

食品，エチニルエストラジオール含有製剤 ①アゼルニジピン カルブ

ロック等 ，トリアゾラム ハルシオン等 ，ミダゾラム ドルミカム，ミダフ
レッサ等 ，ブロナンセリン ロナセン ，ピモジド オーラップ ，エルゴタミ
ン酒石酸塩 クリアミン ，ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩 ジヒデルゴッ

ト等 ，エルゴメトリンマレイン酸塩 エルゴメトリン ，メチルエルゴメト
リンマレイン酸塩 メテルギン等 ，シルデナフィルクエン酸塩 肺高血圧症

に適応される製剤 レバチオ ，タダラフィル 肺高血圧症に適応される製

剤 アドシルカ ，リバーロキサバン イグザレルト ，バルデナフィル塩酸
塩水和物 レビトラ ②リオシグアト アデムパス ③シンバスタチン リポ

バス等 ，アトルバスタチンカルシウム水和物 リピトール等 ④カルバマゼ
ピン テグレトール等 ，フェニトイン アレビアチン等 ，フェノバルビター
ル フェノバール等 ，リファンピシン リファジン等 ，エファビレンツ ス

トックリン ，セイヨウオトギリソウ St.John’sWort，セント ジョーンズ
ワート 含有食品⑤エチニルエストラジオール含有製剤 オーソ，ルナベル
等

（薬価基準収載日：平27.11.26，投与：14日まで）

ウインタミン細粒（10％）
塩野義

10％1 劇多精 ６.５０
1171005C1024／611170050

1171 精神神経用剤 クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩

統合失調症，躁病，神経症における不安 緊張 抑うつ，悪心

嘔吐，吃逆，破傷風に伴うけいれん，麻酔前投薬，人工冬眠，催眠 鎮

静 鎮痛剤の効力増強。

1日30～100mg，分割経口投与。精神科領域 1日50～

450mg，分割経口投与。以上，年齢 症状により適宜増減。小児1

回0.5～1mgkg，1日3～4回を目途とし，症状の程度により加

減。生後6ヶ月未満の乳児への使用は避けることが望ましい。

①昏睡状態，循環虚脱状態②バルビツール酸誘導体 麻酔剤等の中枢
神経抑制剤の強い影響下にある者③アドレナリンを投与中④フェノチアジ
ン系化合物 その類似化合物に過敏症 アドレナリン ボスミン

ウイントマイロン錠250
第一三共

250 1錠 ２４.３０
6241001F1250／610463036

〃 錠500 500 1錠 ４４.９０
6241001F2036／616290016

〃 シロップ5％
ニプロパッチ 第一三共

5％1 ６.４０
6241001Q1073／620006852

6241 合成抗菌製剤 ナリジクス酸

＜適応菌種＞本剤感性の淋菌，大腸菌，赤痢菌，サルモネラ属

チフス菌，パラチフス菌を除く ，肺炎桿菌，プロテウス属，腸炎ビ

ブリオ。＜適応症＞膀胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎 急性症，慢性症 ，

淋菌感染症，感染性腸炎。

1日1～4g シロップ：20～80 ，2～4回分割経口投

与。年齢 症状により適宜増減。

①本剤 成分 に過敏症の既往歴②生後3ヶ月未満の乳児

□ウェールナラ配合錠 バイエル 1錠 １６２.００
2482010F1026／620008557

2482 閉経後骨粗鬆症治療剤 エストラジオール レボノルゲストレル

後

後

先

先

先

先

局

局

局

先

先

■後

局 局

統

経

○□…局方品
○……統一名収載品
○□…経過措置品目
等,ひと目でわかる記
号付き

経

…点数表先 先 先

における後発医薬品,
先発・準先発品

薬効分類／標榜
薬効／成分名

適応／用法…
添付文書から
編集して記載

品名（会社名）／規格単位／薬価

YJコード（薬価情報コード）
／レセ電コード

禁忌／併用禁忌…添付文書
から編集して記載

投与日数に制限がある内用
薬・外用薬は末尾にその旨
を表示

保険メモ…保険請求・審査
において関連する厚労省通
知等の概要を記載

次の情報を表示
劇薬／向精神薬／麻薬／
毒薬／覚醒剤原料／生物学
的製剤／注射用水の価格を
加算できるもの／静脈内注
射が妥当と思われるもの／
造影剤加算の対象となる薬
剤／多剤投与の対象となる
抗不安薬等

『薬効・薬価リスト』は付録・資料も充実

１ 　投薬料・注射料（診療報酬）
２ 　調剤報酬
３ 　投与日数に制限のある内用薬・外用薬
４ 　適応外使用・審査事例一覧
  　 （社会保険診療報酬支払基金発表）
５ 　会社名一覧
６　経過措置期間が終了した銘柄収載品および
　　それに準じる統一名収載品
7　一般名索引

臨床使用で要注意な，警告・禁忌等を簡単チェック
『薬効・薬価リスト』をさらに深める姉妹図書
●禁忌事項または重大な副作用がある薬剤を商品名50音順に収録。禁忌等の情報が簡単にチェックできます。
●先発医薬品・後発医薬品を問わず，商品ごとの併用禁忌情報が一度引きで確認できます。
●添付文書の新記載要領にも対応。記載の新旧がひと目で判別できます。
●巻末付録には，『飲食物・嗜好品等と医薬品の相互作用一覧』『併用禁忌に記載のある薬剤名等一覧』等，さっと確認で
きる一覧を掲載しています。
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□ゼペリン点眼液0.1％ 519
亜硝酸アミル

0.25mL1管

亜硝酸アミル 第一三共 465
アジルサルタン

10mg1錠

□アジルバ錠10mg 6
20mg1錠

□アジルバ錠20mg 6
40mg1錠

□アジルバ錠40mg 6
アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩

配合剤

1錠

□ザクラス配合錠LD 148
1錠

□ザクラス配合錠HD 148
アスコルビン酸

1g

アスコルビン酸 各種 7
5％1g

ビタミンC散 フソー 50mg 321
10％1g

ビタミンC散 フソー 100mg 321
20％1g

アスコルビン酸散 マルイシ20％ 7
25％1g

ハイシー顆粒25％ 290
100mg1管

アスコルビン酸注100mg各種 600
シータック注100 695
ビーシー注100mg 777
ビタC注10％ 780
ビタシミン注射液100mg 780
ビタミンC注 各種 781

500mg1管

アスコルビン酸注500mg各種 600
シータック注25％ 695
ビーシー注500 777
ビタC注25％ 780
ビタシミン注射液500mg 780
ビタミンC注 各種 781
アスコルビン酸注500mgPB 日新 600

1g1管

アスコルビン酸注1000mg各種 600
シータック注20％ 695

2g1管

アスコルビン酸注射液2000mg トー
ワ 600
ビタミンC注 フソー 2g 781

アスコルビン酸・L システイン

20mL1管

クリストファン注 674
アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム

1g

シナール配合顆粒 167
シーピー配合顆粒 167
デラキシー配合顆粒 251

1錠

シナール配合錠 167
アズトレオナム

1g1瓶

□アザクタム注射用1g 599

500mg1瓶

□アザクタム注射用0.5g 599
アスナプレビル

100mg1

□スンベプラカプセル100mg 189
L アスパラギナーゼ

5,000K単位1瓶

□ロイナーゼ注用5000 862
10,000K単位1瓶

□ロイナーゼ注用10000 862
L アスパラギン酸カリウム

50％1g

アスパラカリウム散50％ 9
300mg1錠

アスパラカリウム錠300mg 9
アスケート錠300mg 7

17.12％10mL1管

アスパラカリウム注10mEq 601
L アスパラギン酸Kカリウム点滴静注
液10mEq各種 643

17.12％10mL1

アスパラギン酸カリウム注10mEqキッ
ト テルモ 601

L アスパラギン酸カリウム・L アスパラギ

ン酸マグネシウム

150mg1錠

アスパラ配合錠 9
10％10mL1管

アスパラ注射液 600
L アスパラギン酸カルシウム水和物

1錠

アスパラ CA錠200 9
L アスパラギン酸Ca錠200mg各種71

アスピリン

10g

アスピリン 各種 9
100mg1錠

アスピリン錠 腸溶錠100mg各種 9
ゼンアスピリン錠100 204
バイアスピリン錠100mg 289

アスピリン・ダイアルミネート

般 アスピリン330mg・ダイアルミネート配合錠

バファリン配合錠A330 298
イスキア配合錠A330 43

81mg1錠

アスファネート配合錠A81 10
ニトギス配合錠A81 279
バッサミン配合錠A81 296
バファリン配合錠A81 298
ファモター配合錠A81 329

アスピリン・ランソプラゾール配合剤

1錠

□タケルダ配合錠 218
アスペルギルス属菌由来消化酵素

1g

タカヂアスターゼ原末 216
アスホターゼ アルファ 遺伝子組換え

12mg0.3mL1瓶

□ストレンジック皮下注12mg0.3mL

703
18mg0.45mL1瓶

□ストレンジック皮下注18mg0.45mL

703

28mg0.7mL1瓶

□ストレンジック皮下注28mg0.7mL

703
40mg1mL1瓶

□ストレンジック皮下注40mg1mL703
80mg0.8mL1瓶

□ストレンジック皮下注80mg0.8mL

703
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

0.4％1g

アズノール細粒0.4％ 8
般 アズレンスルホン酸Na細粒1％

アズノール細粒1％ 8
1％1g

アズレン顆粒1％ ツルハラ 10
般 アズレンスルホン酸Na錠2mg

アズノール錠2mg 8
アズレン錠2mg ツルハラ 10

0.02％5mL1瓶

アズラビン点眼液0.02％ 466
アズレン点眼液0.02％ 各種 467
アゾテシン点眼液0.02％ 467
AZ点眼液0.02％ 481

0.4％1g

アズレン含嗽用顆粒0.4％ 各種 467
エマーゲン顆粒含嗽用0.4％ 484

0.4％1g

アズレン散含嗽用0.4％ 各種 467
バウロ散含嗽用0.4％ 541
マズレニンガーグル散0.4％ 575

1％1mL

アーズミンうがい液1％ アズレン含嗽
液 466
アズレワンうがい液1％ 466

4％1mL

アズガグルうがい液T4％ 466
アズノールうがい液4％ 466
アズレイうがい液4％ 466
アズレンうがい液4％ 各種 467
アボダースうがい液4％ 470

5mg1錠

□アズノールST錠口腔用5mg 466
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L

グルタミン

1g

アズレミン配合細粒 10
アズレン・グルタミン配合細粒

EMEC 10
般 アズレンスルホン酸Na・L グルタミン配合

顆粒

マーズレンS配合顆粒 383
アズクレニンS配合顆粒 7
アズレンスルホン酸ナトリウム・L グ
ルタミン配合顆粒 クニヒロ 10
ウルクゾール配合顆粒 55
グリマック配合顆粒 122
グロリアミン配合顆粒 128
トーワズレン配合顆粒 273
ポドニンS配合顆粒 374
マナミンGA配合顆粒 386
ヨウズレンS配合顆粒 413
ルフレン配合顆粒 438

1錠

索
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ア

アイト
フローゼީ܈ɼൽෘ೪ບ؟ީ܈ʢ4UFWFOT-+PIOTPO ީ܈ʣɼதಟ
ੑදൽյࢮ༥ղʢ5&/ʣɼ༹݂ੑශ݂

アイトロール（τーアエイϤー）　� 狭心症治療用 ISMN 製剤
一硝酸イソソルビド

内カ うえ１重篤な低血圧・心原性ショックʤ݂֦ு
Ͱ͞Βʹ݂ѹΛԼͤ͞ɼঢ়͕ѱ化ʥ２閉塞隅角緑内༺࡞
障ʤ؟ѹ্͕ঢʥ３頭部外傷・脳出血ʤ಄֖ѹ্͕ঢʥ４
高度な貧血ʤ݂ѹԼͰශ݂ঢ়ʢΊ·͍ɼཱͪ͘ΒΈʣ͕
ѱ化ʥ５硝酸・亜硝酸エステル系薬剤に過敏症の既往歴６
ホスホジエステラーゼ 5 阻害作用を有する薬剤，グアニル
酸シクラーゼ刺激作用を有する薬剤を投与中ʤ߱ѹ࡞༻͕૿
ɼաʹ݂ѹΛԼʥڧ
きく

しすさ授乳中止ʤラοトͰೕोதҠߦʥ
つて؊ػোɼԫᙬ

アイピーディ（大薬品）　� アレルギー性疾患治療剤
スプラタストトシル酸塩

内ケゲゴ しすさ授乳中止ʤラοトͰೕोதҠߦʥ
つて１؊ػোɼԫᙬ２ネフローゼީ܈

アイファガン（ઍण）　� 緑内障・高眼圧症治療剤
ブリモニジン酒石酸塩

外バビ うえ低出生体重児，新生児，乳児，2 歳未満の
幼児
しすさ授乳中止ʤラοトʢޱܦ༩ʣͰೕोதҠߦʥ
せそ投与しない（低出生体重児，新生児，乳児，2 歳未満
の幼児）ʤ֎ࠃͰͷޙൢࢢʹ͓͍ͯɼೕࣇʹແٵݺɼঃ຺ɼ
੍ٵݺுԼɼᅂɼനɼۓےਭɼ݂ѹɼମԹɼࠚ
ʥࠂͷใͼٴ
アイミクス HD（大日本ॅ༑）　� 長時間作用型 ARB ／
アイミクス LD　� 持続性 Ca 拮抗薬配合剤

イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

内カ うえ１ジヒドロピリジン系化合物に過敏症の既往
歴２妊婦・妊娠している可能性の婦人３アリスキレンを投
与中の糖尿病（ただし，他の降圧治療を行ってもなお血圧の
コントロールが著しく不良の者を除く）ʤඇகੑࢮଔதɼ
ਛػোɼߴカリウム݂ٴͼ݂ѹͷリスク૿Ճʥ
こさ投与しない。投与中に妊娠が判明した場合は，直ちに
投与中止ʤ৷தظ・ظʹଞͷアンジオςンシン ** ड༰

ମ፰߅剤アンジオςンシンม߬素્剤Λ༩͞Εͨ
ɼ৽ੜࢮͷࣇ৽ੜ・ࣇͰ༽水աগɼऀױѹͷ݂ߴ
ͼٴෆશܗカリウム݂ɼ಄֖ͷߴͷ݂ѹɼਛෆશɼࣇ
༽水աগʹΑΔͱਪଌ͞ΕΔࢶ࢛ͷॖ߆ɼ಄֖إ໘ͷܗحɼ
ഏͷൃҭෆશɻアムロジピンಈͰ৷ظʹ༩͢
Δͱ৷ؒظ・ส͕ؒ࣌Ԇʥ
しすさ授乳中止ʤイルϕαルλンͰラοトͰೕोதҠ
ͷൃੜͳΒͼʹޙͼग़ੜٴɻ·ͨɼಈʢラοトग़ੜલߦ
ମͷػʹؔ͢Δݧࢼʣͷ ��NH�LH� Ҏ্Ͱᄡҭؒظ
ʹ͓͍ͯग़ੜࣇͷମॏ૿Ճ੍ɻアムロジピンͰಈͰ
ೕதҠߦʥ
つて１݂ුज２ߴカリウム݂３シϣοクɼࣦਆɼҙࣝফࣦ４ਛෆ
શ５ܶ؊Ԍɼ؊ػোɼԫᙬ６݂７ԣے༥ղ８ແᰒཻٿɼ
ന݂ݮٿগɼ݂খ൘ݮগ９ࣨϒロοク

アイリーア（όイエル）　� 眼科用 VEGF 阻害剤
アフリベルセプト（遺伝子組換え）

注シ うえ１眼・眼周囲に感染のある者，あるいは感染
の疑いのある者ʤ؟Ԍͷॏಞͳ෭ݱൃ͕༺࡞ʥ２眼内に
重度の炎症のある者ʤԌ͕ѱ化ʥ３妊婦・妊娠している可
能性の婦人
こさ投与しない。妊娠可能な女性には，本剤投与中（最終
投与後 3 ヶ月以上），適切な避妊法を用いるよう指導。なお，
本剤投与中止後の適切な避妊期間は明らかでないʤウαギͷ
ᡢ・ࣇಟੑݧࢼʢ� ʙ ��NH�LH Λܗثظʹ੩຺
༩ʣͰɼಈͷମॏݮগɼྲྀ࢈ɼணচޙᡢࢮٴͼࣇ
ʣͷ૿Ճɻผͷウαギᡢ・ܗح֨ࠎͼٴʢ֎දɼଁܗح
���ʢݧࢼಟੑࣇ ʙ �NH�LH Λ৷ � ʙܗثظʹ
ൽԼ༩ʣͰɼܗحࣇʢ֎දɼଁٴͼܗح֨ࠎʣͷ૿Ճɻ
৷ウαギͰɼຊ剤ͷ൫௨աੑ͕ೝΊΒΕͨʥ
しすさ授乳中止ʤώトೕதͷҠߦෆ໌ʥ
つて１؟Ԍʢ���ˋʣɼ؟ѹ্ঢʢ���ˋʣɼ硝ࢠମണʢ���ˋʣɼ֎ইੑ
നোʢ���ˋʣɼບग़ ʢ݂���ˋʣɼບ৭素্ൽ྾ʢ���ˋʣɼ硝ࢠମ
ग़ ʢ݂���ˋʣɼບണʢ����ˋʣɼບ྾ʢ���ˋʣɼບ৭素্ൽണ
ʢ����ˋʣ２ଔதʢ���ˋʣ

アウドラザイム（δΣンβイϜ）　� ムコ多糖症 I 型治療剤
ラロニダーゼ（遺伝子組換え）

注シ

あいຊ剤ͷ༩ʹɼຊ剤ʹؔ࿈͢Δঢ়ͱͯ͠ൃ͢ݱΔ *OGVTJPO�
BTTPDJBUFE�SFBDUJPO ͷ͏ͪɼアナフィラキシーԠ͕ݱΕΔՄੑ
͕͋ΔͷͰɼຊ剤ɼ࣌ٸۓʹेͳରԠͷͰ͖Δ४උΛ্ͨ͠Ͱ༩Λ
։࢝͠ɼ༩ऴྃޙेͳ؍Λ͜͏ߦͱɻ ·ͨɼॏಞͳ *OGVTJPO�
BTTPDJBUFE�SFBDUJPO ɼద͠ࢭ合ʹɼຊ剤ͷ༩Λதͨ͠ݱൃ͕
ͳॲஔΛ͜͏ߦͱ
うえ本剤（成分）にアナフィラキシーショックの既往歴
しすさ授乳中止ʤ҆શੑະཱ֬ʥ
つてॏಞͳ JOGVTJPO�BTTPDJBUFE�SFBDUJPO

亜鉛華（Ϛイラン）　� 収斂・消炎・保護剤
酸化亜鉛

 ��

ซ用سېに記載のある薬剤名等一ཡ

薬剤名／一般名 併用薬

アイオピジン UD ／アプラクロニジン塩酸塩 モノアミン酸化酵素阻害剤
アイソボリン／レボホリナートカルシウム テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤〈ティーエスワン〉
アイトロール／一硝酸イソソルビド ホスホジエステラーゼ 5 阻害作用を有する薬剤

グアニル酸シクラーゼ刺激作用を有する薬剤
アザニン／アザチオプリン 生ワクチン

フェブキソスタット〈フェブリク〉
亜硝酸アミル／亜硝酸アミル ［狭心症］

ホスホジエステラーゼ 5 阻害作用を有する薬剤
グアニル酸シクラーゼ刺激作用を有する薬剤

アスケート／アスパラギン酸カリウム エプレレノン〈セララ〉
アストフィリン／ジプロフィリン・ノスカピン配合剤 カテコールアミン製剤
アストマリ／デキストロメトルファン臭化水素酸塩 MAO阻害剤
アストモリジンM ／プロキシフィリン・エフェドリン配合剤 カテコールアミン

ボリコナゾール〈ブイフェンド〉
タダラフィル〈アドシルカ〉
リルピビリン〈エジュラント，コムプレラ配合錠〉
アスナプレビル〈スンベプラ〉
ダクラタスビル〈ダクルインザ〉
バニプレビル〈バニヘップ〉
マシテンタン〈オプスミット〉

アストモリジン D ／プロキシフィリン・エフェドリン配合剤 カテコールアミン
ボリコナゾール〈ブイフェンド〉
タダラフィル〈アドシルカ〉
リルピビリン〈エジュラント，コムプレラ配合錠〉
アスナプレビル〈スンベプラ〉
ダクラタスビル〈ダクルインザ〉
バニプレビル〈バニヘップ〉
マシテンタン〈オプスミット〉

アスパラ／ L- アスパラギン酸カリウム・L- アスパラギン酸マグネシウム エプレレノン〈セララ〉
アスパラカリウム／アスパラギン酸カリウム エプレレノン〈セララ〉
アスパラギン酸カリウム／アスパラギン酸カリウム エプレレノン〈セララ〉
アスプール／イソプレナリン塩酸塩 カテコールアミン製剤
アゼルニジピン／アゼルニジピン アゾール系抗真菌剤

HIV プロテアーゼ阻害剤
コビシスタットを含有する製剤

併用禁忌に記載のある薬剤名等一覧

本จதのʦซ用سېʧの項に記載のある薬剤のみをൈਮし，確認しすいよう一ཡにした。ʦ薬剤名ʗ
一ൠ名ʧは本ॻのݟग़しޠに準͡，ޒ十Իॱにฒた。ʦซ用薬ʧでは本จதに記載のある分と製品
名を掲載し，薬܈の記載があるものは薬܈のみを掲載した。　
˞�ʦซ用سېʧにおけるྟচ症ঢ়・ા置ํ法，また機ং・危険因子については，֤薬剤の本จ該当ϖーδ
を参র。

併用禁忌・原則併用禁忌は
表組みを採用，表現は簡潔に
↑……上昇・増強・増加・延長等
↓……低下・減弱・減少等

レセプト事務のための

薬効・薬価リスト
令和4年度版 4月発刊予定

定価　本体6,500円＋税（税込7,150円） Ｂ５判 2色 約1,100頁

ISBN978-4-7894-0281-1 C3047 ¥6500E

商品No.120226

投薬禁忌リスト
令和4年版 4月発刊予定

定価　本体 4,200円＋税（税込 4,620円） Ｂ５判 2色 約620頁

ISBN978-4-7894-1604-7 C3047 ￥4200E

商品No.120529

4令和　　 年度版

4令和　　 年版
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保険医療機関がジェネリック医薬品を採用する際，
必要となる情報をわかりやすくまとめた実用・専門書
 ●医療機関の方へ
【連想しやすい！】  覚えている商品名から，その成分グループにおける後発品の有無，後発品があるものであれば代表薬の
　　　　　　　   名前がわかります。さらに詳しく知りたい場合，矢印にある一般名の掲載箇所をご覧ください。
【処方に便利！】 一般名処方を行った際，処方箋の種類の計算に使用できる最低薬価が一目瞭然です。
　　　　　　　  　 一般名処方加算1・2もしっかり整理。処方箋に書く一般名記載も迷いません。
 ●保険者の方へ
【確認できる！】  一般名処方が可能な成分・規格グループがはっきりわかります。
　　　　　　　 　 成分グループごとに適応・用法の違いが書き分けられており，適正使用の確認に役立ちます。
【差額表示でも便利！】 メーカーで個別に対応できる小包装供給マーク入りで，被保険者へ勧めやすい後発医薬品の目安となります。
 ●薬局の方へ
【備蓄薬剤の確認に便利！】  処方箋上に記載された一般名処方名から，個々の後発医薬品名がすぐに特定できます。
【急な調剤でも対応可能！】  各後発品の小包装供給マーク入り。 製薬メーカーの連絡先とあわせ，小包装での急な調剤
　　　　　　　　　　　　 にも対応できます。

【代替調剤に役立つ！】   今改定で基礎的医薬品となった品目であっても，それ以前に診療報酬上の後発医薬品を含むグルー
プであれば掲載。その他の後発品と同様，同額以下で代替できる品目がすっきりわかります。

本書の構成（予定）
○薬効分類一覧　○内用薬　○注射薬　○外用薬
附録　◇ジェネリック医薬品に関するトピックス　◇屋号等一覧　◇会社連絡先一覧　◇商品名索引

ʕ2��ʕ

ώ

内・ヒルト
ビルトリシド ϏϧτϦγド →プラジカンテル ［ビルトリシド］
ヒルナミン ώϧφϛϯ →レボメプロマジンマレイン酸塩［ヒルナミン／レボトミン］

般ピルフェニドン ［ピレスパ］ 3���J�ଞʹྨ͞Εͳ͍ँੑ医ༀʗͦのଞ
般ピルメノール塩酸塩水和物 ［ピメノール］ 2�2�J�ෆ຺༻ࡎʗͦのଞ

ピレスパ ϐϨεύ →ピルフェニドン ［ピレスパ］
ピレチア ϐϨνΞ →プロメタジン塩酸塩

ϐϨνΞ →プロメタジンメチレンジサリチル酸塩
ピレチノール ϐϨνϊーϧ →アセトアミノフェン［カロナール］

般ピレンゼピン塩酸塩水和物 232�J�ফԽੑ௵ᙾ༻ࡎʗͦのଞ
25mg1錠（【般】ピレンゼピン塩酸塩錠25mg⇒ 一コ：2329005F1ZZZ）
12.10 ී௨ 先ガストロゼピン錠25mg（ຊϕーϦϯΨー） 割色ന
5.60 ී௨ ◎後ピレンゼピン塩酸塩錠25mg「TCK」（ୢາ） 割色നʙඍԫന

ී௨ ◎後ピレンゼピン塩酸塩錠25mg「サワイ」（Ҫ） 割色ന
ී௨ ◎後ピレンゼピン塩酸塩錠25mg「日医工」（医） 色നʙඍԫന（ׂઢ༷）
ී௨ ×後経ランクリック錠25mg（౦ༀ） 色ന（ׂઢ༷）

10%1g（【般】ピレンゼピン塩酸塩細粒10%⇒ 一コ：2329005C2ZZZ）
11.70 ී௨ ×後経ランクリック細粒10%（౦ༀ）

適応࣍の࣬患のң೪ບපม（びΒΜ，ग़݂，ൃ ，ண೪ӷ）ɾ
ফԽثঢ়のվળʗੑٸңԌ，ຫੑңԌの૿ੑٸѱظ。ң௵
ᙾ，े ೋࢦ௵ᙾ。

用法ϐϨϯθϐϯԘࢎԘͱͯ͠�ճ2�NH（ࡉ ɿཻ��2�H），�
3ʙ�ճ。

般ピロカルピン塩酸塩 ［サラジェン］ 23��J�ͦのଞのফԽث༻ༀʗͦのଞ
般ピロキシカム ����J�ղ௧ফԌࡎʗͦのଞ

10mg1こ（【般】ピロキシカムカプセル10mg⇒ 一コ：1149017M1ZZZ）
8.20 ී௨ 先バキソカプセル10（ࢁԽֶʹେ正ࢁ） 色୶ɿ୶
5.60 ී௨ ◎後ピロキシカムカプセル10mg「ツルハラ」（ݪ） 色୶ɿ୶

20mg1こ（【般】ピロキシカムカプセル20mg⇒ 一コ：1149017M2ZZZ）
13.10 ී௨ 先バキソカプセル20（ࢁԽֶʹେ正ࢁ） 色୶ɿ୶
5.60 ී௨ ◎後ピロキシカムカプセル20mg「ツルハラ」（ݪ） 色୶ɿ୶

適応࣍の࣬患ɾঢ়の௧ɾফԌʗ関અϦϚν，มੑܗ関અ
，ࠊ௧，ݞ関અपғԌ，ᰍݞީ܈。

用法 ��ճ2�NH。

般ヒロダーゼ配合剤 233�-�݈ңফԽࡎʗফԽ߬ૉෳ߹ࡎ

ピロニック ϐϩχοΫ →尿素（13C） ［ピロニック／ユービット］

般ピロヘプチン塩酸塩 ［トリモール］ ����J߅�ύーΩϯιϯࡎʗͦのଞ

ヒロポン ώϩϙϯ →メタンフェタミン塩酸塩
ビンダケル Ϗϯμέϧ →タファミジスメグルミン ［ビンダケル］

般ピンドロール 2�23�ෆ຺༻ࡎʗЌɻःஅࡎ
5mg1錠（【般】ピンドロール錠5mg⇒ 一コ：2123009F3ZZZ）
14.00 ී௨ 先カルビスケン錠5mg（ΞϧϑϨοαϑΝーϚ） 割色ന
5.60 ී௨ ◎後ピンドロール錠5mg「日医工」（医） 色ന（ׂઢ༷）

ී௨ ◎後ピンドロール錠5mg「ツルハラ」（ݪ） 割色ന
ී௨ ◎後ピンドロール錠5mg「トーワ」（౦ༀ） 割色ന

適応ᶃಎੑස຺。ᶄܰʙதのຊଶੑ݂ߴѹ。ᶅڱ
৺。

用法 ᶃ�ճ�ʙ�NH，�3ճ。 ᶄ�ճ�NH，�3ճ。 ᶅ�ճ
�NH，�3ճ。ޮՌෆे࣌は�3�NH ·Ͱ૿ྔ。

般ピンドロール 2���J�݂ѹ߱下ࡎʗͦのଞ
5mg1こ（【般】ピンドロール徐放カプセル5mg⇒ 一コ：2149011N1ZZZ）
25.40 ঃ์ ◎後ブロクリン－Lカプセル5mg（ాߴ） 色നɿന

15mg1こ（【般】ピンドロール徐放カプセル15mg⇒ 一コ：2149011N2ZZZ）
60.90 ঃ์ ◎後ブロクリン－Lカプセル15mg（ాߴ） 色നɿന

色，割線等のほか，
　     :オーソライズドジェネリック
　     :バイオシミラー
　     :オーソライズドバイオシミラー   
 〔基礎的〕:基礎的医薬品
 などの個別情報，適応・用法も掲載

好評の供給・
製剤特性情報

一般名処方加算の対象となる品目群にはコードと一般名処方
の標準的な記載を表示し，該当する加算に Ճ� , Ճ�2 を表記

BS
ABS

AG

同成分の各医薬品の適応・用法，薬価等の情報を
ひと目でチェックできる新定番書
●薬価だけでなく，先発品と同成分の後発品がわかる！ と評判の「保険薬事典」に，適応・用法をPlus＋しました。
●成分でまとめているため，同種同効品や先発品と適応の異なる後発品のチェックが簡単にできます。
●薬価基準未収載の避妊剤やＥＤ治療剤，男性型脱毛症剤，放射性物質除去剤など，注目の医薬品もPlus＋収録しています。
●見やすい2色刷りとし，レイアウトにもこだわって，パッと見て判別できる紙面です。
●追補情報を社会保険研究所ウェブサイト上で迅速・無料で掲載しています（薬価追補サービス→11頁参照）。

本書の構成（予定）
○投薬料点数早見表　○注射料点数早見表　○調剤報酬点数表
○品目索引
○本編：内用薬／注射薬／外用薬／歯科用薬剤
○薬効分類目次／医薬品略名一覧／会社名一覧　等

診療報酬上の後発医薬品が，ひと目でわかる
■後マークに加え，先発品等を示すマークを
詳細に設定！さらに使いやすくなりました

適応や用法の分類が複数に及ぶ場合，❶❷と
いった書き分けで見やすく表記！

剤形や品目によって
適応が異なる場合
マークで表記！

適応・用法付　薬効別薬価基準

保険薬事典 Plus+
令和4年 4月版 3月発刊予定

定価　本体 4,600円＋税（税込5,060円） Ａ５判 2色 約1,100頁

ISBN978-4-7894-2881-1 C3047 ￥4600E

商品No.120659

令和4年4月版

商品名・一般名からさがす

ジェネリック医薬品リスト
令和4年8月版 8月発刊予定

定価　本体 3,400円＋税（税込3,740円） Ａ５判 2色 約640頁

ISBN978-4-7894-1899-7 C3047 ￥3400E

商品No.120619

304 8令和 月版年
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特定保険医療材料を簡明に解説
診療報酬算定ルール・主な適応等を収録したコンパクトな一冊！
●特定保険医療材料について，分野または機能区分ごとに，厚生労働省発出の告示・通知等の算定ルール等の情報がまとまっ
ていて，ひと目でわかります。

●対象は医科診療報酬点数表の「在宅医療」，｢医科（フィルムは除く）｣。
●レセ電コードを併記いたしました。
●材料の解説および主な写真等を収録しています。
●請求および審査上重要となる「適応疾患」,「関連手技」，「材料の解説」は専門医による監修を受けて，エビデンスに基づい
た情報を収録しています。

※本書の内容は，CSVファイル形式のデータベースでも販売しています（48頁参照）。

■Ұൠ໊ɾత
˗髄液॥ো，頭蓋内圧亢進，脳血Ꮐॖ

等のվળを目的に，脳又は脊髄ߢにཹ置し，脳
脊髄液を排液するために使用するチューブであ
る。˗一ൠ的໊শはࢀর。
۠ػ■ ４区分
⑴排液用
①皮下・硬膜外用 2,810円
　　ུশ 脳・脊髄Χニューレ・ᶗ

Ϩη ���140000
ⅰ 頭部外傷に対し，又は開頭術後に頭皮下एし
くは硬膜外ߢにཹ置するチューブである。ⅱ
チューブのઌが開์ߏであり，ଆ孔がෳ数
。開いているݸ

②頭蓋内用 6,150円
　　ུশ 脳・脊髄Χニューレ・ᶘ

Ϩη ���1�0000
ⅰ 脳腫ᙾ，脳内出血，水頭症，ΫϞ膜下出血等
の際に脳内，脳室又は脳槽にཹ置するチューブ
である。ⅱ チューブのઌがߏであり，
ଆ孔がෳ数ݸ開いている。

③脊髄クモ膜下腔用 12,100円
　　ུশ 脳・脊髄Χニューレ・ᶙ

Ϩη ���160000
ⅰ 脳脊髄液を排液することを目的に，ࠊΫϞ
膜下ߢにཹ置するチューブである。ⅱ チューブ
の外ܘが1�0NN以্1��NN以下であって，ઌ
から３DN以内にଆ孔がෳ数ݸ開いている。

⑵�脳圧測定用 74,900円
ུশ 脳・脊髄Χニューレ・ᶚ
Ϩη ���1�0000
ア 頭蓋内圧亢進時に脳室にཹ置し，脳脊髄液の排
液及び頭蓋内圧ଌ定を目的に使用するチューブで
ある。イ チューブのઌに頭蓋内圧をଌ定するた
めの圧ηンαーを有する。

■อݥϝϞ
脳・脊髄ߢ用Χニューレは，24時間以্ମ

内ཹ置した場合に算定できる。
■ओͳదԠ
ʤӷ॥োʥ水頭症，ਖ਼ৗ圧水頭症ʤ಄

෦֎ইʥ脳࠳傷，脳ු腫，ಛൃ性脳内血腫，硬
膜下血腫，硬膜下水腫，硬膜外血腫等ʤ݂ো
血圧性脳内出血，くも膜下出血（脳ಈ຺ߴʥ
ᚅഁ྾），脳ಈ੩຺奇形，脳࠹ߎ等ʤͦͷଞʥ
髄膜Ԍ，脳ᙾ，脳腫ᙾ，脳脊髄液࿙，脳脊髄
液࿙出症，ઌఱ奇形（脊髄空洞症等）等多くの
脳神経外科手術に使用。また，脳圧ଌ定用Χ

��� ɾߢ༻ΧχϡʔϨ
■Ұൠ໊ɾత
˗一ൠ的໊শがྦ液・ྦಓシリコーンチュー

ブ，ϔύリン使用ྦ液・ྦಓシリコーンチュー
ブである。˗ྦ点ด࠹，ྦখด࠹又はඓྦ
ด࠹にىҼするྲྀྦ症の治療を目的に，ྦখ
に挿入・ཹ置し，ྦಓを֦ுするチューブであ
る。
۠ػ■ １区分
涙液・涙道シリコンチューブ 18,800円

ུশ ྦಓチューブ
Ϩη ���1�0000

■อݥϝϞ
⑴� ྦ液・ྦಓシリコンチューブは，24時間
以্ମ内ཹ置した場合に算定できる。

⑵�　ブジーチューブは，ྦ೯ඓߢ合術又は
ྦখ形成術に使用した場合は算定できな
い。

■ओͳదԠ
　ඓྦด症，ྦখࡥڱ，ྦのうԌ，ྦಓ
症࠹点ดྦ，ࡥڱ
■関連手技等
,���　ྦνϡʔϒૠೖज़
　１　ྦಓ内ڸࢹを用いるもの� ����
　２　その他のもの� ����
,���　ྦ೯ඓߢ߹ज़ �����
,���　ྦখܗ成खज़ �����

■解説
ྲྀྦ症のݪҼには，ඓྦのࡥڱ，ด࠹や慢

性ྦのうԌがある。ྦಓの௨աোに対しシリ
コンチューブ等をཹ置し，ྦಓの֬อと֦ுを
行う。
　ྦ点・ྦখのࡥڱ・ด࠹を合併したྦ೯ඓ
合術とྦখ形成手術にはྦチューブをߢ
使用する。

��� ྦӷɾྦಓγϦίϯνϡʔϒ

〈-"$3*'"45：カネカメディックス：ྦಓνューϒ〉

,�����　ຫੑߗບԼ݂जઠચড়ज़
�����

,�����　ఆҐత݂जআڈज़ �����
,���　υϨφʔδज़ ���
等すべての脳神経外科手術に使用する可能性が
ある。

■解説
脳神経外科のドレーンには①頭皮下ドレーン

（開頭術や頭蓋形成手術の際に，頭皮下に置き，
術後の血腫を防ぐ）②硬膜外ドレーン（開頭術
や硬膜外血腫等の術後の血腫予防に用いる）③
脳槽ドレナージ（くも膜下出血の術後，脳槽内
に置き，髄液を排除する）④脳室ドレナージ
（急性の水頭症や脳圧亢進の治療のため，脳室
に挿入し，髄液を排除する）等がある。材質の
多くはシリコン等である。

〈シラスコン硬膜外ドレナージセット：カネカメディック
ス：脳・脊髄カニューレ・Ⅰ〉

〈シラスコン脳室ドレナージ：カネカメディックス：脳・
脊髄カニューレ・Ⅱ〉

ニューレは頭蓋内圧亢進症を呈する種々の疾患
に使用。
■関連手技等
%���　಄֖ѹ࣋ଓଌఆ
　１　１時間以内又は１時間につき� ���
　２　３時間を超えた場合（１日につき）

���
ʲཹҙ߲ࣄʳ穿刺部位のガーゼ交換等の処置
料及び材料料は別に算定できない。

+ ���　υϨʔϯ๏（υϨφʔδ）（̍日ʹͭ
͖）
　１　持続的吸引を行うもの� ��
　２　その他のもの� ��
　注　３歳未満の乳幼児の場合は，乳幼児加算

として，���を加算する。
ʲཹҙ߲ࣄʳ⑴ 部位数，交換の有無にかかわ
らず，１日につき，所定点数のみにより算定
する。⑵ ドレナージの部位の消毒等の処置
料は所定点数に含まれ，区分番号「J000」
創傷処置は別に算定できない。ただし，ド
レーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合
は，区分番号「J000」創傷処置の「１」に
より手術後の患者に対するものとして算定す
る。⑶ 「１」と「２」は同一日に併せて算定
できない。⑷ PTCDチューブの単なる交換
については，「２」により算定する。

,���　ઠ಄ࣨυϨφʔδज़ ����
ʲཹҙ߲ࣄʳ⑴ 穿頭術の手技料は所定点数に
含まれ，別に算定できない。⑵ 当該手術は，
初回実施に限り算定し，２回目以降の処置に
係るドレナージについては，区分番号
「J002」ドレーン法（ドレナージ）により算
定する。

,���　ઠ಄ज़（τϨύφνΦϯ） ����
ʲཹҙ߲ࣄʳ⑴ 穿頭術又は開頭術を行い，脳
室穿刺を行った場合の手技料は当該手術の所
定点数に含まれ別に算定できない。⑵ 穿頭
術における穿頭とは穿頭器を用いて穿孔する
ことのみをいう。⑶ 穿頭による慢性硬膜下
血腫洗浄・除去術は，区分番号「K164-2」
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術により算定する。

ѹ։಄ज़ݮ　���,
　１　キアリ奇形，脊髄空洞症の場合

�����
　２　その他の場合� �����
ѹज़ݮ಄֖ᜰޙ　�����, �����
　 ̡ ཹҙ߲ࣄʳキアリ奇形を伴う脊髄空洞症に
対して行った場合に算定する。

,���　ᙾഉज़ �����

機能区分ごとに，償還価格や
レセ電コード等を収録して
います

当該の材料に関連する
手技等の点数や算定の
際の留意事項をひと目
でチェックできます

レセプトを作成する事務
職員の方にもイメージが
わくよう，解説と主な
写真を収録しています

当該材料の算定要件や
主な適応を確認できます

本書の構成（予定）
●検査・画像診断・投薬・注射・処置・手術・麻酔・放射線治療用特定保険医療材料
●在宅医療用特定保険医療材料
●付録：薬事承認・認証の類別・一般的名称／分野名索引／略称索引／レセ電コード索引

診療報酬請求にカルテへの記載が求められている項目をすべて収載
チェックリストと具体的なカルテ例でわかりやすく解説
●診療報酬を請求するためには，カルテに記載しなければならない，または完備しなければならないものがあります。これら
　は，点数表留意事項通知や施設基準通知，掲示事項通知などに規定されています。
●さがしやすいように点数表項目別に並べ，項目の解説，規定，チェックリストとカルテ記載例を掲載しています。
●付録として，レセプト記載要領のポイント（略号，摘要欄への記載事項）を掲載しています。

本書の構成（予定）

第１章　適切なカルテの重要性
○カルテ完備の必要性について法的根拠を踏まえて解説
○指導・監査等についておよび厚生労働省より公開されている指導・監査等の状況を掲載

第２章　 診療報酬とカルテ記載

○地方厚生（支）局で公開されている「個別指導の状況等」を掲載
○留意事項通知等で「診療録へ記載する，添付する，貼付する」と定められている診療行 
　為を抽出
○項目ごとに，概要，根拠規定，チェックリスト，カルテ例を掲載

付録 ○レセプト記載要領のポイント（略号，摘要欄への記載事項）を掲載

ポイントに焦点を
あてたカルテの具
体例を掲載

カルテ記載の重要
性について，法的
根拠も踏まえなが
ら解説

地方厚生（支）局公
開の個別指導の状
況（全国）を掲載

ポイントをチェック
リストにしています

概要と根拠となる
規定を掲載

「特定保険医療材料」解説

特材算定ハンドブックレセ電コード付

令和4年 4月版 4月発刊予定
川村　雅文　監修　医療材料実務研究会
定価　本体5,000円＋税（税込5,500円）
ISBN978-4-7894-0551-5 C3047 ￥5000E

Ａ５判 4色 約430頁 

商品No.150156

保険医療機関のための

診療報酬とカルテ記載
令和4年版 10月発刊予定

定価　本体3,900円＋税（税込 4,290円） Ｂ５判 ２色 約370頁

ISBN978-4-7894-0633-8 C3047 ¥3900E

商品No.160603

4 4令和 月版年

令和4年版
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レセプトの書き方のすべてを網羅した一冊が全面リニューアル
２色のメリハリのあるデザインで，欲しい情報がより探しやすく
●診療報酬請求書・明細書（レセプト）の記載要領全文と請求書やレセプト，診療録（カルテ），処方箋の様式例を収載。医
療事務担当者をはじめとする医療関係者の方やレセプト提出に必要なシステム構築に携わる方に，正確な情報を見やすい
形でお届けします。

●レセプト「摘要」欄への記載事項等や対応するレセプト電算処理システム用コードを示した「診療報酬明細書の「摘要」
欄への記載事項等一覧」（記載要領通知の別表Ⅰ）や書面による請求時に使用する診療行為名等の略号を示した「診療行為
名称等の略号一覧」（記載要領通知の別表Ⅱ）もすべて掲載。正しい請求に必須の情報です。

●記載要領では，本文中の「「摘要」欄」を強調表示することで，「摘要」欄への記載が求められている部分も見落とすこと
なく確認できるようにしています。

●「薬剤使用に関する明細書のその他の記載について」は，通知で示されている医薬品の留意事項のうち，レセプト摘要欄
への記載が求められているものをまとめています。前版までは，通知の発出順に掲載していましたが，今版からは50音順
での掲載に変更。掲載している医薬品の一覧も新たに収載し，医薬品名からの検索が容易になります。

●記載要領を正確に把握し，正しい請求を行うために是非本書をご活用ください。

本書の構成（予定）
１　 請求書・明細書

等の記載要領
（医科・歯科・
調剤）（２色）

診療報酬請求書等の記載要領等について
　記載要領通知には，診療報酬請求書・レセプトの記載要領のみならず，カルテ，処方箋の記載上の注意事項や
保険者番号・医療機関コード等の設定要領，法別番号・制度略称なども規定されており，そのすべてを掲載して
います。
〇関連告示
　・ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第７条第３項の規定に基づき厚生労働大臣が

定める様式
〇関連通知等（抜粋）
　・医療観察診療報酬明細書等の記載要領について（抄）
　・疑義解釈資料
　・患者の疾病又は負傷が第三者行為によって生じたと認められる場合における診療報酬明細書等の記載等について

２　 ＤＰＣの記載要
領（２色）

厚生労働大臣が定める病院の診療報酬請求書等の記載要領について
　上記１の記載要領以外で，ＤＰＣ特有の記載要領について掲載

３　 診療報酬明細書
添付資料（２色）

診療報酬明細書に添付する資料について
　一定点数以上のレセプトに添付すべき資料（日計表）等を定めた通知とその根拠法令等を収載
〇根拠省令・告示等

４　  参考資料（抜粋）
（１色）

参考 １　診療録等の記載方法等について
参考 ３　保険者番号の設定について
参考 ５　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に係る医療に関する費用の請求事務について
参考 ９　療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令（抄）
参考11　保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて
参考13 　薬剤使用に関する明細書のその他の記載について（今版から50音順の掲載に変更。掲載中の医薬品の

一覧も追加し，検索が容易になります）
参考14　特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について（抄）

ʤྍใुٻॻ（ҩՊɾࣃՊɼೖӃɾೖӃ֎ซ༻
Ҏ֎）ʥऀྸߴظޙอɾࠃ	

令和 年 月分診療報酬請求書（医科・歯科　入院・入院外併用）
別　記　殿

下記のとおり請求します。 令和　　年　　月　　日

保険医療機関の
所在地及び名称
開設者氏名

医療機関コード

医保（70以上一般・低所得）と公費の併用
01　　　　  （協会）

件数 件数 回数 金額区　　分 診療実日数 点数

療　養　の　給　付 食事療養・生活療養

一部負担金 標準負担額

入・外

02（船）

03　　　　　  （日）
04　　　　  （日特）

31～34（共）

職務上
職務外

下船3月
一般

06　　　　　  （組）
63・72～75　  （退）
小　計

医
保
単
独
（
七
〇
以
上
一
般
・
低
所
得
）

様
式
第
一
（
一
）

医保本人と公費の併用

医保（70以上7割）と公費の併用

01　　　　  （協会）

02（船）

03　　　　　  （日）
04　　　　  （日特）

31～34（共）

職務上
職務外

下船3月
一般

06　　　　　  （組）
07　　　　　  （自）
63・72～75　  （退）
小　計

31～34（共）
下船3月
一般

06　　　　　  （組）
63・72～75　  （退）
小　計

医
保
単
独
（
本
人
）

医保家族と公費の併用
01　　　　  （協会）

03　　　　　  （日）
02　　　　　  （船）

04　　　　  （日特）

06　　　　　  （組）
31～34           （共）

63・72～75　  （退）
小　計

医
保
単
独
（
家
族
）

医保（6歳）と公費の併用

①　合計

備考　この用紙は、A列4番とすること。

01　　　　  （協会）

03　　　　　  （日）
02　　　　　  （船）

04　　　　  （日特）

06　　　　　  （組）
31～34           （共）

63・72～75　  （退）
小　計

医
保
単
独
（
六
歳
）

01　　　　  （協会）

02（船）
職務上
職務外

医
保
単
独
（
七
〇
以
上
七
割
）

医
療
保
険

3øý　　ٻॻɾ໌ࡉॻͷࡌهཁྖ

〈参考13〉

薬剤使用に関する明細書のその他の記載について

（Δҩༀ͍ͯ͠ࡌܝ）

ҩༀ ท
ӳࣈ

̗型؊Ԍ子ײછࢭに係る保険診療上のऔѻい ���
Ξ

ΞイϞϏーグൽ下 ��NHϖン ���
アΩϟルοΫス点滴静注 ���NH ���
アコϑΝイドৣ ���NH ���
アδϣϏ皮下注 ���NHγリンδ ���
アドητリス点滴静注用 ��NH ���
アϓレϐタンτカϓηル ��NH「αϫイ」，ಉカ
ϓηル ���NH「αϫイ」，ಉカϓηルηοτ「α
ϫイ」，ಉカϓηル ��NH「̣Ｋ」，ಉカϓηル
���NH「̣Ｋ」及びಉカϓηルηοτ「̣Ｋ」

���

アルンϒリグৣ ��NH及びಉৣ ��NH ���
アレηンαカϓηル ���NH ���
アϩϑィηル注 ���

イ
イエスカルタ点滴静注 ���
イデルϏオン静注用 ��，ಉ ���，ಉ ����，ಉ
���� 及びಉ ����

���

イϒランスカϓηル ��NH，ಉカϓηル ���NH ���
イϒランスৣ ��NH及びಉৣ ���NH ���
イϕχティ皮下注 ���NHγリンδ ���
イϛϑィンδ点滴静注 ���NH 及びಉ点滴静注
���NH

���

イϝンドカϓηルηοτ，イϝンドカϓηル
��NH，イϝンドカϓηル ���NH

���

イラリス皮下注射液 ���NH ���


ϰΝイτラοΫϏカϓηル ��NH，ಉカϓηル
���NH及びಉ用液 ��NH�N-

���

ϰΝンϑリタৣ ��.�NH 及びಉৣ ��.�NH ���
Τ

エΫϩοΫήル̑ˋ ���
エスϙー皮下用 ����� γリンδ ���
エドルϛζৣ ��NH ���
エϒリスディドライγϩοϓ ��NH ���
エϙδン注γリンδ ����，ಉ ����，ಉ ���� ���
エϙδン皮下注γリンδ ����� ���

ҩༀ ท
エϜガルティ皮下注 ���NH オーτインδΣΫ
ター及びಉ ���NHγリンδ

���

エンϋーπ点滴静注用 ���NH ���
エンレスτৣ ��NH，ಉৣ ���NH 及びಉৣ
���NH

���

Φ
オϓδーϘ点滴静注 ��NH，ಉ ���NH，ಉ
���NH及びಉ ���NH

���

オルϓϩリΫス静注用 ��� ���
オルϓϩリΫス静注用 ���，ಉ ����，ಉ ����
及びಉ ����

���

オルϓϩリΫス静注用 ���� ���
オルϛエンτৣ̎NH及びಉৣ̐NH ���

Χ
ガβイό点滴静注 ����NH ���
性ෳ合体製剤׆体ᷖ回߅૩ਓ血液凝固因子ס
（ϑΝイό静注用 ���，ಉ ����)

���

Ω
Ωイτルーμ点滴静注 ���NH ���
ΩϜリア点滴静注 ���

Ϋ
ΫリースϏータ皮下注 ��NH，ಉ皮下注 ��NH
及びಉ皮下注 ��NH

���

ί
コラテδΣンے注用̐NH ���

α
βーコリカϓηル ���NH及びಉ ���NH ���
αイόインコৣ ��NH，ಉৣ ���NH 及びಉৣ
���NH

���

αイラϜβ点滴静注液 ���NH 及びಉ点滴静注液
���NH

���

βルティアৣ �.�NH 及びಉ̑NH ���
γ

δーンϓラό点滴静注 ���NH ���
δカディアৣ ���NH ���
δϟΫスタϐοドカϓηル̑NH，ಉ ��NH 及び
ಉ ��NH

���

δϟディアンスৣ ��NH ���

43ÿ　参考ࢿྉ

ɹᾔ�ɹʮอݥҩྍؔػͷॴࡏ及び໊শʯཝʹ͍ͭ
ͯ

　　　保険医療機関指定ਃの際等に地ํ厚生（ࢧ）
局にಧけग़た所在地及び名শを記載するこ
と。この場合，所在地とともに，連བྷઌి番
号を記載することがましいものであること。

　　　なお，外དྷ診療料を算定する場合は，「（　চ）」
の欄に，医療法のن定に基ͮきڐ可を受け，ए
しくはಧग़をし，又はঝ認を受けた病চ（以下
という。）のうち一ൠ病চに係るも「可病চڐ」
のの数を記載すること。また，ಛ定࣬患療ཆ管
理料を算定する場合，病院である保険医療機関
にあっては，「（　চ）」の欄に，ڐ可病চの数
を記載すること。また，月の్தにおいて当該
病চ数がมߋした場合は，当該欄にはมߋ後の
病চ数（以下「病চ数」という。）を記載し，ʮఠ
ཁʯཝにมߋ日とมߋ前の病চ数を記載するこ
と。

ɹᾕɹʮইප໊ʯཝʹ͍ͭͯ
　　ア　ই病名については，原則として，「ి子情

報ॲ理組৫の使用によるඅ用のٻに関して
厚生労働大臣が定める事項及びํࣜฒびにޫ
ディスΫ等を用いたඅ用のٻに関して厚生

労働大臣が定める事項，ํࣜ及び֨نについ
て」（平３0年 4 月２7日保発04２7第１0号）（本
௨が改正された場合は，改正後の௨によ
ること。以下ಉ͡。）ผఴ ３ にن定するই病
名を用いること。ผఴ ３にن定するই病名と
ಉ一のই病でありながら名শがҟなるই病名
については，「ই病名コードの౷一の推進に
ついて」（令 ２年 ３月２7日医療՝事連བྷ）
にとりまとめたので，これを参রし，原則と
して，ই病名コードに記載されたものを用い
ること。

　　イ　ओই病，副ই病のॱに記載すること。ओই
病については原則として １つ，副ই病につい
てはओなものについて記載することとし，ओ
ই病がෳ数ある場合は，ओই病と副ই病の間
を線で区切るなͲ，ओই病と副ই病とが区ผ
できるようにすること。

　　ウ　薬剤料に係る所定୯Ґ当たりの薬価が１75
ԁ以下の薬剤の投与又は使用の原因となった
ই病のうち，݈ңফ化剤，֏剤なͲの投与
又は使用の原因となったই病なͲ，イに基ͮ
き記載したই病名から判断して，その発症が
ྨ推できるই病については，ই病名を記載す

コード ུ　号 　　　　　　　容

者証がఏࣔされた場合であって，ಛ定࣬病څ対象療ཆ高ֹ療ཆඅଟ数回該当の場合
ᶄ 保険及び後期高ྸ者医療にあっては，՝੫߁ຽ݈ࠃ）以上で「ඪ準報ु月ֹ２6ສԁ以下ࡀ70
所ಘ１45ສԁ未満）のੈଳ」の適用区分（ᶙ）の記載のあるಛ定医療අ受څ者証，ಛ定࣬患医療
受څ者証又は؊がん・重度؊硬ม治療ڀݚଅ進事ۀ参Ճ者証がఏࣔされた場合であって，ಛ定
࣬病څ対象療ཆ高ֹ療ཆඅଟ数回該当の場合（小ࣇຫ性ಛ定࣬病医療ࢧԉを除く。）

３5 ଟオ 者証，ಛ定࣬患څ未満で「所ಘ者のੈଳ」の適用区分（オ）の記載のあるಛ定医療අ受ࡀ70
医療受څ者証，小ࣇຫ性ಛ定࣬病医療受څ者証又は؊がん・重度؊硬ม治療ڀݚଅ進事ۀ参Ճ者
証がఏࣔされた場合であって，ಛ定࣬病څ対象療ཆ高ֹ療ཆඅଟ数回該当の場合

３6 Ճ治 　厚生労働大臣の定める評価療ཆ，患者ਃग़療ཆ及び選定療ཆ第 １第 ３ 号の ２ のن定に基ͮく
医薬品医療機ث等法にن定する治ݧ（Ճ細胞等（医薬品，医療機ث等の品࣭，有効性及び安全
性の確保等に関する法施行ن則（ত３6年厚生ল令第 １号）第２75の ２にن定するՃ細胞等
をいう。以下ಉ͡。）に係るものにݶる。）に係る診療報ुのٻである場合

３7 ਃग़ 　ผに厚生労働大臣が定める患者ਃग़療ཆ（当該療ཆを適切に実施できるものとして厚生労働大
臣に個ผに認められた病院又は診療所において行Θれるものにݶる。）を実施した場合（この場合
にあっては，当該療ཆの名শ及び当該療ཆについてऩしたಛผの料ۚのֹをʮఠཁʯཝの最上
෦に記載すること。）

３8 医ซ 　հޢ医療院にೖ所தの患者の診療料を，ซ設保険医療機関において算定した場合（なお，ಉ一
月にಉ一患者につき，հޢ医療院にೖ所தの診療とհޢ医療院にೖ所த以外の外དྷ分の診療があ
る場合は，それͧれผ個の໌細ॻに記載すること。）

３9 医療 　հޢ医療院にೖ所தの患者の診療料を，ซ設保険医療機関以外の保険医療機関において算定し
た場合（なお，ಉ一月にಉ一患者につき，հޢ医療院にೖ所தの診療とհޢ医療院にೖ所த以外
の外དྷ分の診療がある場合は，それͧれผ個の໌細ॻに記載すること。）

医
　
　科

ҩ　Պ　　øĀ

診療報酬請求書等の記載要領等について
（ত5１.�8.�7　保険発8２）

（最終改正；令�３.�8.３１　保医発�08３１　２）

　診療報ुٻॻ等の༷ࣜについては，ত5１年 8
月 ２ 日厚生ল令第３6号「療ཆのڅ及びެඅෛ୲医
療に関するඅ用のٻに関するল令」が制定された
とこΖであるが，診療報ुٻॻ等の記載要ྖはผ
ࢴ １，診療等の記載上の注意事項はผࢴ ２のとお
りであるので，了のうえ，そのऔѻいに遺״のな
いよう関係者に対しपపఈをਤられたい。
　なお，従前の௨で本௨にࣔした事項に係るも

のはഇࢭする。
　また，ࠃຽ݈߁保険については，本௨にࣔした
事項に係るものは，݈߁保険とಉ༷である。
　おって，この件については，厚生ল保݈医療局，
薬局，ࣾ会局，ࣇಐՈఉ局及びԉޢ局の関係֤՝
ฒびに保険局保険՝及びࠃຽ݈߁保険՝とはࡁٞڠ
みであるので೦のためਃしఴえる。

別ࢴ ø

診療報酬請求書等の記載要領
Ⅰ　一般的事項

１ �　診療報ुٻॻ，診療報ु໌細ॻ，ௐ剤報ु
ॻٻॻ及びௐ剤報ु໌細ॻ（以下「診療報ुٻ
等」という。）については，「療ཆのڅ及びެඅ
ෛ୲医療に関するඅ用のٻに関するল令第 7
第 ３ 項のن定に基ͮき厚生労働大臣が定める༷
ࣜ」（平２0年厚生労働লࣔࠂ第１２6号）に定める
༷ࣜによりѻうものとするが，「療ཆのڅ及び
ެඅෛ୲医療に関するඅ用のٻに関するল令第
7第 ３項のن定に基ͮき厚生労働大臣が定める
༷ࣜの一෦を改正する件」（令 ２ 年厚生労働ল
第１06号）により改正のあった༷ࣜについてࣔࠂ
は，令 ２年 5月 １日（ 4月診療分）から৽༷ࣜ
によりѻうものとし，令 ２年 ３月診療分までは
。えないことࢧによってもࠩし༷ࣜچ
２ 診療報ुٻॻ等の用ࢴの大きさは"ྻ 4番と
すること。
　ただし，ి子ܭ算機により作する場合は，"
ྻ 4番とʶ 6 NN（ॎํ），ʴ 6 NN，－ 4 NN
　（ԣํ）のࠩはࠩしࢧえないものであること。
３　診療報ुٻॻ等は，ผఴ １「診療報ुٻॻ
等一ཡ表」の区分によるものであること。
4　診療報ुٻॻ等においては，୯に保険医療機

関又は保険薬局とのみ表ࣔしているが，高ྸ者の
医療の確保に関する法（ত57年法第80号。
以下「高ྸ者医療確保法」という。）のن定によ
る療ཆのڅ（以下「後期高ྸ者医療」という。）
又はެඅෛ୲医療に係るもの（後期高ྸ者医療の
うち保険医療機関におけるものを除く。）につい
ては「保険医療機関」とあるのは「後期高ྸ者医
療又はそれͧれのެඅෛ୲医療の୲当医療機関」
と，「保険薬局」とあるのは「後期高ྸ者医療又
はそれͧれのެඅෛ୲医療の୲当薬局」とಡみସ
え，また，「保険医ࢯ名」とあるのは「後期高ྸ
者医療又はそれͧれのެඅෛ୲医療の୲当医ࢯ
名」とಡみସえるものであること。
5　診療報ुٻॻ及び診療報ु໌細ॻに記載した
数ࣈ等のగ正を行うときは，म正液を使用するこ
となく，ޡって記載した数ࣈ等をʹ線でຣফの上，
正しい数ࣈ等を記載すること。
　なお，診療報ुٻॻ等の記載に当たっては，
एしくは੨৭のインΫ又はϘールϖン等を使用ࠇ
すること。
6　「˞」がされている欄には，記載する必要が
ないこと。

Ⅱ　診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領

第 1  　診療報酬請求書（医科・歯科，入院・
入院外併用）に関する事項（様式第 1⑴)

ø 　ʮྩ　　݄ʯཝʹ͍ͭͯ
　診療年月を記載すること。したがって，診療年
月のҟなる診療報ु໌細ॻ（以下「໌細ॻ」とい

医
　
　科

Ұൠత߲ࣄɼҩՊ　　þ

〈参考11〉

保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた
費用の請求等に関する取扱いについて　　　　　　　　

（平１8. 4.１0　保૯発 04１000１）
ʤ平２２. 7.３0　保૯発 07３0　２ʥ
ʤ令 ２.１0. 6　保連発 １006　１ʥ

（最終改正；令 ３.１0. 4　保連発 １004　１）

　標記については，「保険医療機関に係る磁気テープ等を
用いた費用の請求に関する取扱要領」（平成13年10月 1 日
保保発第37号，保国発第73号。以下「医科取扱要領」とい
う。），「保険薬局に係る磁気テープ等を用いた費用の請求
に関する取扱要領」（平成13年10月31日保保発第51号，保
国発第80号。以下「調剤取扱要領」という。）及び「特定
機能病院等における入院医療の包括評価に係る磁気テープ
等を用いた費用の請求に関する取扱要領」（平成16年 ４ 月
27日保総発第0４27002号。以下「ＤＰＣ取扱要領」という。）
により取り扱っているところであるが，今般，「療養の給付，
老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省

令（昭和51年厚生省令第36号）の一部改正に伴い，別添の
とおり「保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を
用いた費用の請求に関する取扱要領」を定め，平成18年 ４
月請求分から適用することとしたので通知する。
　今回の改正は，指定医療機関等の電子情報処理組織（オ
ンライン）の使用による請求の特例を加えたほか，届出様
式及び手続に所要の改正を行ったものであるので，関係者
への周知及び指導について，よろしくお取り計らい願いた
い。
　なお，これに伴い，医科取扱要領，調剤取扱要領及びＤ
ＰＣ取扱要領は廃止する。

（別　添）

電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領

1  　電子情報処理組織による診療（調剤）報酬の請
求の届出等

　⑴　請求に関する届出
　　�　保険医療機関又は保険薬局（以下「保険医療機関等」

という。）は，療養の給付及び公費負担医療に関する
費用の請求に関する省令（以下「請求省令」という。）
の定めるところにより，診療（調剤）報酬の請求に当
たって，電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める
方式に従って電子情報処理組織を使用する場合，又は
使用しているプログラム等を変更する場合は，あらか
じめその旨を審査支払機関に届け出る（別添 1参照）
こと。

　　�　また，保険医療機関等で電子情報処理組織の使用に
よる費用の請求が厚生労働大臣の定める方式に適合し
ているかどうかを事前に確認したい場合は，審査支払
機関に依頼（別添 2参照）して確認試験を受けること
ができるものであること。

　⑵　請求に関する方法
　　　保険医療機関等は，次の方法により請求すること。
　　①�　診療（調剤）報酬請求書情報（以下「請求書情報」

という。）及び診療（調剤）報酬明細書情報（以下「電

子レセプト情報」という。）について，厚生労働大
臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審
査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに所
定の期日までに記録すること。ただし，電気通信回
線に障害が生じたときその他の事情により，電子情
報処理組織による請求が特に困難と認められる場合
には，後述 2⑵又は，診療（調剤）報酬請求書及び
診療（調剤）報酬明細書により請求すること。

　　②�　返戻照会に係る再請求分がある場合は，電子情報
処理組織の使用（医科は，「オンラインによる一次
請求返戻ファイル及び再審査等返戻ファイル並びに
再請求ファイルに係る記録条件仕様（医科用）」（別
添Ａ（略））中第 1章及び第 ４章，ＤＰＣは，「オン
ラインによる一次請求返戻ファイル及び再審査等返
戻ファイル並びに再請求ファイルに係る記録条件仕
様（ＤＰＣ用）」（別添Ｂ（略））中第 1章及び第 ４章，
歯科は，「オンラインによる一次請求返戻ファイル
及び再審査等返戻ファイル並びに再請求ファイルに
係る記録条件仕様（歯科用）」（別添Ｃ（略））中第
1 章及び第 ４ 章，調剤は，「オンラインによる一次
請求返戻ファイル及び再審査等返戻ファイル並びに
再請求ファイルに係る記録条件仕様（調剤用）」（別

4ù4　参考ࢿྉ
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要欄に記載する。
　ア　本製品の投与が適切と判断した理由
　イ�　既存治療薬による治療として使用していた薬剤の品

名及び使用期間
　ウ�　本製品の投与回数（ １回目又は ２回目と記載する）
３ �　本製品を患者に使用した場合は，医科点数表区分番号
「Ｋ74３」痔核手術（脱肛を含む。）の「 １」硬化療法を
算定できる。

（令 ３.１１.２4　保医発�１１２4　4)

イエスカルタ点滴静注
１ �　イエスカルタ点滴静注については，最適使用推進ガイ
ドラインに従い，有効性及び安全性に関する情報が十分
蓄積するまでの間，本製品の恩恵を強く受けることが期
待される患者に対して使用するとともに，副作用が発現
した際に必要な対応をとることが可能な一定の要件を満
たす医療機関で使用するよう十分留意する。
２ �　本製品の投与開始に当たっては，次に掲げる施設のう
ち，該当するものを診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
（「施設要件ア」又は「施設要件イ」と記載）
　ア�　日本造血・免疫細胞療法学会が定める移植施設認定

基準の全ての項目を満たす診療科（認定カテゴリー １）
を有する施設

　イ�　認定カテゴリー １に準ずる診療科（認定基準のうち，
移植コーディネーターの配置に係る基準以外を満たす
診療科）を有する施設

（令 ３. 4.２0　保医発 04２0　4）

イデルビオン静注用50，同500，同1000，同2000及び同
3500
１ �　本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤であ
り，本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管
理を行った場合は，医科点数表区分番号「Ｃ１0１」在宅
自己注射指導管理料を算定できるものである。
２ �　手術時における血液凝固第Ⅸ因子製剤の使用に当たっ
ては，術前に予想される投与回数を考慮した上で適切な
製剤を選択することとし，本剤を手術時に使用した場合
には，その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

（平２8.１１.１7　保医発 １１１7　4）
（最終改正；令元. １１.２6　保医発 １１２6　２）

イブランスカプセル25mg，同カプセル125mg
◇�　本製剤の使用上の注意において，「本剤の投与を行う
場合には，ホルモン受容体陽性，ＨＥＲ ２陰性の患者を
対象とすること。」と記載されているため，ホルモン受
容体陽性，ＨＥＲ ２陰性であることを確認した検査の実
施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

（平２9.１１.２１　保医発 １１２１ １１）

イブランス錠25mg及び同錠125mg
◇�　本製剤の効能・効果は「ホルモン受容体陽性かつＨＥ
Ｒ ２陰性の手術不能又は再発乳癌」であることから，ホ
ルモン受容体陽性，ＨＥＲ ２陰性であることを確認した
検査の実施年月日を診療報酬明細書に記載する。
　�　なお，当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載す
る。ただし，本剤の初回投与に当たっては，必ず実施年
月日を記載する。

（令 ２. 5.２6　保医発 05２6　１）

イベニティ皮下注105mgシリンジ
１ �　本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に，「本
剤の適用にあたっては，日本骨代謝学会・日本骨粗鬆症
学会の診断基準における以下の重症度に関する記載等を
参考に，骨折の危険性の高い患者を対象とすること。
　・�骨密度値が－２.5ＳＤ以下で １ 個以上の脆弱性骨折を

有する
　・腰椎骨密度が－３.３ＳＤ未満
　・既存椎体骨折の数が ２個以上
　・既存椎体骨折の半定量評価法結果がグレード ３」
　�と記載されているので，使用に当たっては十分留意する。
２ �　本製剤の用法・用量に「 １ヵ月に １回，１２ヵ月皮下投
与する」とされ，これに関連する使用上の注意に，「本
剤の骨折抑制効果は１２ヵ月の投与で検証されており，
１２ヵ月を超えた投与では検討されていない。また，本剤
投与終了後に原則として適切な骨粗鬆症薬による治療を
継続すること。」と記載されているので，使用に当たっ
ては十分留意する。
３ �　本製剤を１２ヵ月投与した後に本製剤を再投与する場
合，再投与開始に当たっては，次の事項を診療報酬明細
書の摘要欄に記載する。
　ア　骨折の危険性が高いと判断した理由
　イ�　本製剤を再投与するまでに投与した骨粗鬆症治療薬

の品名
（平３１.  ２.２5　保医発 0２２5　9）

（最終改正；令元. 9.１３　保医発 09１３ １）

イミフィンジ点滴静注120mg及び同点滴静注500mg
１ �　本製剤を切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における
根治的化学放射線療法後の維持療法に用いる場合は，次
の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
　①�　次に掲げる施設のうち，該当するもの（「施設要件ア」

から「施設要件オ」までのうち該当するものを記載）
　　ア�　厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等

（都道府県がん診療連携拠点病院，地域がん診療連

参考13（ア～イ）　 443

レセプト様式・電
子情報処理組織等
を用いた費用の請
求に関する取扱要
領なども収載。請
求に関連する情報
を網羅

医薬品の留意事項
は50音順に掲載し
ています

２色のメリハリの
あるデザイン
正しい情報を見や
すくお届けします

留意事項でレセプ
トへの記載が求め
られている医薬品
一覧表を収載。医
薬品名からの検索
が可能です

記載要領通知中の「「摘要」
欄」の文字を強調表示。「摘
要」欄への記載が必要な
事項を見落としません

新明細書の記載要領（医科・歯科・調剤／ＤＰＣ）
令和4年 4月版 5月発刊予定

定価　本体2,900円＋税（税込3,190円） Ｂ５判 2色 約500頁
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綿密な調査による最新の情報を提供
●社会保険・国民健康保険・公費負担医療・介護保険の番号・電話番号・所在地等を収録しています。
●社会保険・国民健康保険については，被保険者証（組合員証）記号も併せて収録しています。
●保険者等の名称・番号の直近の異動情報を収集し，検索の便を図り，巻末には健保組合・共済組合・市町村国保の名称索引
を掲載しています。

※本書の内容は，テキストファイル形式のデータベースでも販売しています（48頁参照）。

本書の構成（予定）
◆名称，番号，記号，電話番号，所在地を収録
　協会健保・船員保険・日雇特例・健保組合・特定健保・共済組合・自衛官等・後期高齢者医療・市町村国保・退職者医療・国保組合
◆名称，番号を収録
　感染症・生活保護・中国残留邦人等・戦傷病者・障害者自立支援・児童福祉・原爆医療・精神保健・麻薬取締・母子保健・医療観察・
　肝炎医療・肝がん等医療・特定B型肝炎・水俣等治療・特定疾患・先天性障害・小児慢性・難病医療・石綿救済・介護保険
◆巻末に通知，索引（健保組合・共済組合・市町村国保）掲載

― �� ―

໊ɹɹɹশ
番ɹɹ号

ɹɹɹ号ه ి番号 ॴɹࡏɹ
法別 ݝ อݥ者 検

ઍ ༿ ト Ϥ タ 06 12 038 0 1ʙ6ɺ8ɺ9� ˖101 043�302�7585
˟260�0032
ઍ༿市中央۠ొ2�2�7ށ 	ઍ༿トϤ
タビル


ઍ ༿ 県 農 協 06 12 039 8 1ʙ3ܻࣈ 	ܽ164ɺ165ɺ403ɺ409ɺ411ʙ413ɺ429ɺ451ɺ453ɺ454
� ˖605 043�245�7479 ˟260�0031ઍ༿市中央۠新ઍ༿3�2�6

新日ॅ金܅津関連 06 12 040 6 101ʙ118� ˖120 0438�40�5000
˟292�0835
木ߋ津市ங1�1 津製ॴビジ܅	
ネスセンター


ઍ ༿ 県 ͠ Μ ͖ Μ 06 12 045 5 101ɺ103ɺ104ɺ106ɺ111ʙ113ɺ121� ˖114 043�254�0001 ˟260�0045ઍ༿市中央۠หఱ3�14�3

ઍ༿県日産自動車 06 12 046 3 2300൪� ˖2350 043�204�2311 ˟261�0002ઍ༿市ඒ۠新184ߓ

ઍ ༿ 県 建 設 業 06 12 053 9 4ܻࣈ� ˖8888 043�247�4080
˟260�0024
ઍ༿市中央۠中央1�13�1ߓ 	ઍ༿
県建設業センター内


ઍ ༿ 県 ৯  製  06 12 055 4 1ʙ3ܻࣈ� ˖1000 043�241�6412 ˟260�0025ઍ༿市中央۠ொ13�6

ژ ༿ Ψ ス 06 12 056 2 3ܻࣈ� ˖200 047�322�1706 ˟272�8580市川市市川ೆ2�8�8

ઍ ༿ 県 ト ラ ッ ク 06 12 060 4 3ܻࣈ� ˖3000 047�452�6661 ˟275�0024शࢤ野市ѯ1�10�2

オリエンタルランド 06 12 062 0 1ɺ20ɺ21ɺ23ʙ31ɺ33ɺ37ʙ39ɺ50� ˖50 047�305�2340 ˟279�8511Ӝ҆市1�1

ُ 田 ૯ 合 ප Ӄ 06 12 063 8 100ɺ101ɺ200ɺ201ɺ300ɺ301ɺ401ɺ501ɺ601ɺ701ɺ801� ˖1000 043�225�3811
˟260�0014
ઍ༿市中央۠本ઍ༿ொ3�1 ࣏҆໌	
田生命ઍ༿ビル


ԣՏブリッジホール
ディングス 06 12 064 6 4ܻࣈ 	ܽ1200ɺ2100
� ˖101 047�435�6197 ˟273�0026ધڮ市山野ொ27

イ オ ン 06 12 066 1 1ʙ3ܻࣈ 	ܽ13ɺ35ɺ37ɺ44ɺ69ɺ83ɺ86
˖90 043�212�6048
˟261�8515
ઍ༿市ඒ۠中1�5�1 	イオンタ
ワー


成 田 ࠃ ࡍ ۭ ߓ 06 12 067 9 1ʙ5ɺ30ʙ35ɺ37ɺ41ɺ43ʙ46ɺ49ɺ50� ˖20 0476�34�5240
˟282�8601
成田市1�1ࠐݹࣈࠐݹ 	成田ۭࡍࠃ

内ＮＡＡビルߓ

ٶ  06 12 068 7 385ɺ388� 2Λすʹޙの߸ه˖ 0436�43�8145 ˟290�8580市原市ീ഼ւ؛通3

出 光 興 産 06 12 069 5 2ܻࣈɺ4ܻࣈ� ˖9950 043�297�1281
˟261�7117
ઍ༿市ඒ۠中2�6 	̬ＢＧマリ
プウΣスト


 ࢜ 石 ༉ 06 12 070 3 10ɺ30ɺ100ɺ200� ˖55ɺ99ɺ990 0438�63�7064 ˟299�0266କέӜ市କ1

セイコーインスツル 06 12 072 9 1ɺ12ɺ20ɺ26ʙ32ɺ51� ˖200 043�211�1169
˟261�8507
ઍ༿市ඒ۠中1�8 	ＳＩＩນு
ビル


イ チ カ ワ 06 12 074 5 150ɺ160� 04�7132�4441 ˟277�0831ദ市ࠜ200ށ

リ ー Ψ ル 06 12 075 2 1ʙ2ܻࣈ 	ܽ27
� ˖20 047�304�7390 ˟279�0752Ӝ҆市日の出2�1�8

三 井  ધ 06 12 076 0 4ܻࣈ� ˖4ܻࣈ 043�351�9201
˟261�7128
ઍ༿市ඒ۠中2�6�1 	̬ＢＧマ
リブイースト౩


ޏ 用 ࢧ ԉ 機 ߏ 06 12 077 8 401ɺ403ɺ404ɺ601ɺ603ɺ605ɺ606ɺ609˖999 043�213�7395 ˟261�8558ઍ༿市ඒ۠ए༿3�1�2
マツϞトキϤシグ
ループ 06 12 078 6 2ܻࣈ� ˖2ܻࣈ 04�7160�2281

˟277�0005
ദ市ദ3�2�3 	マツϞトキϤシദビ
ル


13　東　　京　　都

౦ ژ 計 ث 06 13 002 5 1ʙ2ܻࣈ� ˖88 03�3734�0800 ˟144�8551大田۠ೆו田2�16�46

Ԧ 子 製 紙 06 13 005 8 1ʙ3ܻࣈ 	ܽ5ɺ14ɺ95ɺ97ɺ100ɺ142
˖4000 03�3563�5675
˟104�0061
中央۠銀3�7�12࠲ 	Ԧ子ෆ動産銀

ビル࠲

トッパングループ 06 13 006 6 3ܻࣈ� ˖901 03�3835�6700 ˟110�8560౦۠౦1�5�1

 ࢜ 電 機 06 13 007 4 2ʙ3ܻࣈ� ˖2ʙ3ܻࣈ 03�5435�7301
˟141�0032
川۠大崎1�11�2 	ήートシティ
大崎イーストタワー


フ ジ ク ラ 06 13 008 2 100൪� ˖101 03�5606�1031 ౦۠木1�5�1ߐ135�0042˟

߹ݥอ߁݈ 	 ઍ༿ɾ౦ژ 


公
費
負
担
者
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (                        )
法別番号及び検証番号欄の上段は結核患者の適正医療（法第 37条の 2関係）、下段は結核患者の入院（法第 37条
関係）の番号（コード）を示す。

法別 10  （法第 37 条の 2 関係）
法別 11（法第 37 条関係）

໊ɹɹɹশ
൪ɹɹɹ߸

๏ผ ݝ ؔػ ݕ
໊ɹɹɹশ

൪ɹɹɹ߸
๏ผ ݝ ؔػ ݕ

໊ɹɹɹশ
൪ɹɹɹ߸

๏ผ ݝ ؔػ ݕ

01 北海道

ผ　อ݈ॴ　ߐ 10
11 01 001 5

4

ઍ　ࡀ　　　 10
11 01 003 1

0

岩ݟ���　　 10
11 01 004 9

8

ୌ　川　　　 10
11 01 009 8

7

ਂ　川　　　 10
11 01 011 4

3

上　川　　　 10
11 01 012 2

1

�ྑ�野�　　 10
11 01 013 0

9

　　　د　໊ 10
11 01 015 5

4

岩　内　　　 10
11 01 017 1

0

۞�知�҆�　　 10
11 01 018 9

8

　　　ࠩ　ߐ 10
11 01 019 7

6

　ౡ　　　 10
11 01 022 1

0

ീ　Ӣ　　　 10
11 01 023 9

8

ࣨ　འ　　　 10
11 01 025 4

3

�খ��　　 10
11 01 026 2

1

Ӝ　Տ　　　 10
11 01 027 0

9

੩　内　　　 10
11 01 028 8

7

ଳ　　　　 10
11 01 029 6

5

۴　࿏　　　 10
11 01 034 6

5

ࠜ　ࣨ　　　 10
11 01 036 1

0

中�ඪ�津�　　 10
11 01 037 9

8

　　　　 10
11 01 038 7

6

　ݟ　　　 10
11 01 040 3

2

　ผ　　　 10
11 01 042 9

8

ஓ　内　　　 10
11 01 043 7

6

ཹ　๖　　　 10
11 01 045 2

1

　�ຈ�市�　ࡳ 10
11 01 101 3

2

খ�Ḻ�市�　　 10
11 01 201 1

0

വ�ؗ�市�　　 10
11 01 301 9

8

旭�川�市�　　 10
11 01 401 7

6

02 青森県

౦��ํ�อ݈ॴ 10
11 02 001 4

3

　લ　　　߂ 10
11 02 002 2

1

三ށํ　　 10
11 02 003 0

9

　ॴ川原　ޒ 10
11 02 005 5

4

上�े�三�　　 10
11 02 008 9

8

Ή　ͭ　　　 10
11 02 009 7

6

青�森�市�　　 10
11 02 101 2

1

ീށ��市�　　 10
11 02 201 0

9

03 岩手県

県　央　อ݈ॴ 10
11 03 001 3

2

佂　石　　　 10
11 03 002 1

0

　　　ݹ　ٶ 10
11 03 003 9

8

Ԟ　州　　　 10
11 03 006 2

1

Ұ　関　　　 10
11 03 007 0

9

大�ધ��　　 10
11 03 009 6

5

　　　࣊　ٱ 10
11 03 012 0

9

ೋ　ށ　　　 10
11 03 013 8

7

中　部　　　 10
11 03 016 1

0

�Ԭ�市�　　 10
11 03 101 1

0

04 宮城県

石　ר　อ݈ॴ 10
11 04 001 2

1

Ԙ　佂　　　 10
11 04 002 0

9

大　崎　　　 10
11 04 003 8

7

気�ઋ�প�　　 10
11 04 004 6

5

ઋ　ೆ　　　 10
11 04 006 1

0

　原　　　܀ 10
11 04 013 7

6

ొ　ถ　　　 10
11 04 014 5

4

ઋ　　市

青 ༿ อ݈ॴ 10
11 04 101 0

9

ଠ ന 　　 10
11 04 102 8

7

　城野　ٶ 10
11 04 103 6

5

ए ྛ 　　 10
11 04 104 4

3

泉　　　　 10
11 04 105 1

0

05 秋田県

大　ؗ　อ݈ॴ 10
11 05 002 9

8

�秋�田�　　 10
11 05 003 7

6

　　　　 10
11 05 004 5

4

秋田中央　　 10
11 05 007 8

7

༝利本　　 10
11 05 008 6

5

大　ઋ　　　 10
11 05 011 0

9

ԣ　手　　　 10
11 05 012 8

7

౬　　　　 10
11 05 013 6

5

秋�田�市�　　 10
11 05 101 9

8

06 山形県

ଜ　山　อ݈ॴ 10
11 06 001 0

9

　上　　　࠷ 10
11 06 004 4

3

ঙ　内　　　 10
11 06 006 9

8

ஔ　ࣀ　　　 10
11 06 009 3

2

07 福島県

県　　อ݈ࢱ事ॴ 10
11 07 001 9

8

公
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県　央　อ݈ॴ 11 2

佂　石　　　 10
11 03 002 1

0

　　　ݹ　ٶ 10
11 03 003 9

8

Ԟ　州　　　 10
11 03 006 2

1

Ұ　関　　　 10
11 03 007 0

9

大�ધ��　　 10
11 03 009 6

5

　　　࣊　ٱ 10
11 03 012 0

9

ೋ　ށ　　　 10
11 03 013 8

7

中　部　　　 10
11 03 016 1

0

�Ԭ�市�　　 10
11 03 101 1

0

04 宮城県

石　ר　อ݈ॴ 10
11 04 001 2

1

Ԙ　佂　　　 10
11 04 002 0

9

大　崎　　　 10
11 04 003 8

7

気�ઋ�প�　　 10
11 04 004 6

5

秋田中央　　 11 7

༝利本　　 10
11 05 008 6

5

大　ઋ　　　 10
11 05 011 0

9

ԣ　手　　　 10
11 05 012 8

7

౬　　　　 10
11 05 013 6

5

秋�田�市�　　 10
11 05 101 9

8

06 山形県

ଜ　山　อ݈ॴ 10
11 06 001 0

9

　上　　　࠷ 10
11 06 004 4

3

ঙ　内　　　 10
11 06 006 9

8

ஔ　ࣀ　　　 10
11 06 009 3

2

07 福島県

県　　อ݈ࢱ事ॴ 10
11 07 001 9

8
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健康保険組合 名称索引

●　ア　●

ＩＨＩグループ…………………… 27
ＩＨＧ・ＡＮＡホテルズ………… 42
あいおいニッセイ同和…………… 28
愛三工業…………………………… 57
アイシン…………………………… 55
愛知紙商…………………………… 56
愛知銀行…………………………… 56
愛知県医療………………………… 58
愛知県自動車販売………………… 57
愛知県情報サービス産業………… 58
愛知県信用金庫…………………… 56
愛知県トラック事業……………… 56
愛知県農協………………………… 55
愛知製鋼…………………………… 55
愛知電機…………………………… 56
愛知時計電機……………………… 55
愛知陸運…………………………… 57
会津中央…………………………… 23
アイテックス……………………… 56
愛鉄連……………………………… 57
アイフル…………………………… 59
あおぞら銀行……………………… 37
あおみ建設………………………… 46
青森銀行…………………………… 21
青山商事…………………………… 70
秋田銀行…………………………… 22
秋田県自動車販売………………… 22
アキレス…………………………… 23
アクサ生命………………………… 41
アクセンチュア…………………… 44
曙ブレーキ工業…………………… 24
アコム……………………………… 43
旭化成……………………………… 73
アサヒグループ…………………… 30
朝日新聞…………………………… 34
朝日生命…………………………… 28
朝日ソーラー……………………… 73
旭テック…………………………… 53
旭ファイバーグラス……………… 48
足利銀行…………………………… 23
味の素……………………………… 45

あずさ……………………………… 44
アステラス………………………… 29
アストラゼネカ…………………… 66
ａｚｂｉｌグループ……………… 33
麻生………………………………… 71
アツギ……………………………… 48
ＡＤＥＫＡ………………………… 32
アドバンテスト…………………… 43
ＡＮＡウイングス………………… 43
ＡＮＡグループ…………………… 43
アビーム…………………………… 45
アプラス…………………………… 46
アペックス………………………… 57
アボット…………………………… 45
尼崎機械金属……………………… 68
尼崎信用金庫……………………… 68
アマゾンジャパン………………… 46
アマダ……………………………… 48
アメリカンファミリー生命……… 42
綾羽………………………………… 58
アルバック………………………… 48
アルファ…………………………… 49
アルプス電気……………………… 36
阿波銀行…………………………… 70
アンリツ…………………………… 49

●　イ　●

飯野………………………………… 34
イオン……………………………… 26
池田泉州銀行……………………… 64
石川県自動車販売店……………… 51
石塚硝子…………………………… 56
石原産業…………………………… 62
いすゞ自動車……………………… 49
イズミグループ…………………… 70
イズミヤグループ………………… 64
井関農機…………………………… 71
イチカワ…………………………… 26
市光工業…………………………… 48
出光興産…………………………… 26
伊藤忠……………………………… 61
伊藤忠連合………………………… 38
伊藤ハム…………………………… 67

イトーキ…………………………… 64
いなげや…………………………… 42
稲畑産業…………………………… 64
イノアック………………………… 56
茨城県自動車販売………………… 23
茨城県農協………………………… 23
イビデン…………………………… 52
イマジカ…………………………… 39
井門エンタープライズ…………… 38
伊予銀行…………………………… 71
伊予鉄道…………………………… 71
岩崎通信機………………………… 33
岩谷産業…………………………… 63
岩手銀行…………………………… 21
岩手県自動車販売………………… 22
印刷製本包装機械………………… 37

●　ウ　●

植木組……………………………… 50
上野グループ……………………… 48
ウシオ電機………………………… 49
内田洋行…………………………… 39
宇部興産…………………………… 70
ウラベ……………………………… 70

●　エ　●

エア・ウォーター………………… 21
ＡＩＧ……………………………… 42
永大産業…………………………… 63
エイチ・アイ・エス……………… 44
ＨＧＳＴ…………………………… 46
エイベックス・グループ………… 45
エーアンドエーマテリアル……… 49
エーザイ…………………………… 34
ＡＧＣ……………………………… 30
ＡＴグループ……………………… 56
エービービー……………………… 39
エクセディ………………………… 64
ＳＭＢＣコンシューマー
　ファイナンス…………………… 43
ＳＭＢＣ日興証券グループ……… 32
ＳＣＳＫ…………………………… 41

各公費負担者の
情報が充実

保険者名称から
の検索が可能

随時保険者等を調査し，
4月時点の最新情報を収録

用料だけで，それ以上の費用の負担なしに訪問看護が受けられるわけです。

なお，保険者や広域連合は，訪問看護療養費の支払を審査支払機関に委託しています。

訪問看護ステーションによる訪問看護療養費の請求権の消滅時効については，民法の一部改

正（令和�年�月�日施行）により，原則として訪問看護を行った翌月�日（国民健康保険の

場合は翌々々月の�日）から起算して�年間で消滅時効が完成すると解して差し支えないこと

とされています。

� 訪問看護療養費の構成

訪問看護療養費の額は，訪問看護ステーションの適切な運営が確保されるように設定されて

います。訪問看護療養費は，⑴訪問看護基本療養費（及びその加算）又は精神科訪問看護基本

療養費（及びその加算），⑵訪問看護管理療養費（及びその加算），⑶訪問看護情報提供療養

費，⑷訪問看護ターミナルケア療養費で構成されており，これらを加えあわせた額が指定訪問

看護に要する費用となっていますが，利用者が訪問看護を受けたときは，基本利用料（→137

頁）を支払うこととなっていますので，訪問看護ステーションに対して支給される訪問看護療

養費の額は，基本利用料を差し引いた額となります。

（訪問看護基本療養費と精神科訪問看護基本療養費の類型）

訪問看護基本療養費と精神科訪問看護基本療養費は，それぞれさらに細かく区分されていま

す。

訪問看護療養費の支給
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訪

問

看

護

療

養

費

※同一建物居住者については，111・112頁参照

訪問看護基本療養費（Ⅲ）

精神科訪問看護基本療養費（Ⅳ）

外泊中の入院患者に対

する訪問看護

訪問看護基本療養費（Ⅰ）ハ（同一建物居住者以外）

訪問看護基本療養費（Ⅱ）ハ（同一建物居住者）

①緩和ケア，②褥瘡ケ

ア又は③人工肛門ケア

及び人工膀胱ケアに関

して専門性の高い看護

師による訪問看護

訪問看護基本療養費（Ⅱ）イ＝保健師，助産師，看護師による訪問

ロ＝准看護師による訪問

ニ＝理学療法士，作業療法士，言語聴覚士による訪

問

精神科訪問看護基本療養費（Ⅲ）イ＝保健師，看護師，作業療法士による訪問

ロ＝准看護師による訪問

同一建物居住者に対す

る訪問看護

訪問看護基本療養費（Ⅰ）イ＝保健師，助産師，看護師による訪問

ロ＝准看護師による訪問

ニ＝理学療法士，作業療法士，言語聴覚士による訪

問

精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）イ＝保健師，看護師，作業療法士による訪問

ロ＝准看護師による訪問

同一建物居住者※以外

に対する訪問看護

訪問看護ステーション必携　介護保険も医療保険も算定はこれでOK！
●訪問看護ステーションが行う介護保険・医療保険の訪問看護業務の進め方をまとめました。
●ステーションの開設から，訪問看護の実施，費用の請求（レセプトの作成）まで，図表を駆使してわかりやすく解説しています。
●よく使う様式から根拠となる法令・通知まで，業務に関連する資料を網羅した決定版です。

本書の構成（予定）
解説編
　制度の概要／訪問看護ステーションの開設／事業者の指定／運営／介護給付費／訪問看護療養費／関連診療報酬／公費負担医療　等
様式集
　指定関係／運営関係／請求関係／公費等関係
関係法令・通知等
介護保険のあらまし／介護保険サービスコード表

随所に参照頁の案内を表示

介護保険・医療保険

訪問看護業務の手引
令和4年 4月版 6月発刊予定

定価　本体 3,800円＋税（税込 4,180円） B5判 約830頁

ISBN978-4-7894-0461-7 C3047 ¥3800E

商品No.140621

第� 訪問看護療養費の支給

健康保険法及び高齢者医療確保法による指定訪問看護に要する費用は，訪問看護療養費と

して訪問看護ステーションに支払われます。

訪問看護療養費の額は，⑴訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費に，⑵訪問

看護管理療養費と⑶訪問看護情報提供療養費及び⑷訪問看護ターミナルケア療養費を加えた

額です。ただし，訪問看護基本療養費の緊急訪問看護加算，精神科訪問看護基本療養費の精

神科緊急訪問看護加算及び訪問看護管理療養費の退院支援指導加算については，当該加算の

みを単独で算定できる場合があります（詳細は各項目を参照してください）。また，専門の

研修を受けた看護師による訪問看護や，入院患者の外泊日に行われた訪問看護については，

訪問看護管理療養費を算定できません。

利用者は，利用料を訪問看護ステーションに支払います。利用料には基本利用料とその他

の利用料とがあります。

なお，訪問看護ステーションは，毎月審査支払機関に訪問看護療養費の請求を行い，その

支払を受けます。

Ⅰ 訪問看護療養費の額

� 訪問看護療養費の支払

訪問看護に要する費用は，健康保険法に基づいて，保険者が，健康保険本人の場合は訪問看

護療養費，家族の場合は家族訪問看護療養費を支給することとなっています。また，高齢者医

療確保法に基づいて，後期高齢者医療広域連合が訪問看護療養費として支給することとなって

います。

訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費（以下「訪問看護療養費」と総称）は，形式的には

いわゆる現金給付です。

現金給付とは，利用者が指定訪問看護を受けた場合に，その費用を利用者が一時訪問看護ス

テーションに支払い，後日，保険者又は広域連合からその費用の償還を受けるというもので

す。

しかし，利用者の経済的な負担等を考慮して，実際には，現物給付の形がとられています。

つまり，訪問看護療養費を保険者又は広域連合が直接訪問看護ステーションに支払い，これに

よって利用者に支給したこととする法律の手当てがされています。これにより，利用者は，利

訪問看護療養費の額
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改定事項を明解に解説

護療養費，家族の場合は家族訪問看護療養費を支給することとなっています。また，高齢者医

療確保法に基づいて，後期高齢者医療広域連合が訪問看護療養費として支給することとなって

います。

訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費（以下「訪問看護療養費」と総称）は，形式的には

いわゆる現金給付です。

現金給付とは，利用者が指定訪問看護を受けた場合に，その費用を利用者が一時訪問看護ス

テーションに支払い，後日，保険者又は広域連合からその費用の償還を受けるというもので

す。

しかし，利用者の経済的な負担等を考慮して，実際には，現物給付の形がとられています。

つまり，訪問看護療養費を保険者又は広域連合が直接訪問看護ステーションに支払い，これに

よって利用者に支給したこととする法律の手当てがされています。これにより，利用者は，利

訪問看護療養費の支給
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［訪問看護療養費の
（A）（→138頁）

基準告示＝「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等」（平成18年厚生労働省告示第103号）  

□訪問看護療養費の構成 

訪問看護ステー
ションに対して
支給される訪問
看護療養費

訪問看護基本
療養費　又は
精神科訪問看
護基本療養費

訪問看
護管理
療養費

訪問看
護情報
提供療
養費

訪問看護
ターミナ
ルケア療
養費

基本利用料
費用額の１割，２割又は
３割（利用者が提示する
被保険者証等で確認）

※一時的に頻回の訪問看護を行う
必要がある旨の特別訪問看護指示
書の交付を受けた場合，指示の日か
ら14日を限度として算定（月1回に
限る。ただし，別に厚生労働大臣が
定める患者→巻末6については月
２回まで）
※特別地域訪問看護加算
（所定額の50/100）×訪問日数

訪問看護基本療養費（Ⅰ）１日につき
⑴週３日目まで　イ5,550円，ロ5,050円又はニ5,550円
⑵週４日目以降　イ6,550円，ロ6,050円又はニ5,550円

訪問看護基本療養費（Ⅱ）（同一建物居住者）１日につき
⑴同一日　　①週３日目まで　イ5,550円，ロ5,050円又はニ5,550円
　に２人　　②週４日目以降　イ6,550円，ロ6,050円又はニ5,550円
⑵同一日に　①週３日目まで　イ2,780円，ロ2,530円又はニ2,780円
　３人以上　②週４日目以降　イ3,280円，ロ3,030円又はニ2,780円

（Ⅰ）（Ⅱ）とも週４日目以降の対象となるのは末期がん，神経
難病等の利用者（基準告示第２の１に規定する疾病等の利用者
→巻末4）あるいは特別訪問看護指示書の交付を受けた者

訪問看護基本療養費（Ⅰ）（Ⅱ）のハ
悪性腫瘍の利用者に対する①緩和ケア，②褥瘡ケア又は③
人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた
看護師による場合（月1回限り12,850円）
　※訪問看護管理療養費は算定不可

訪問看護基本療養費（Ⅲ）
在宅療養に備えて一時的に外泊をしている入院患者（厚生
労働大臣が定める者に限る→巻末5）に対する訪問看護を
行った場合（入院中１回に限り8,500円）
　※基準告示第２の１に規定する疾病等の利用者→巻末
4については，入院中２回算定可

　※訪問看護管理療養費は算定不可

※特別地域訪問看護加算
（所定額の50/100）

※特別地域訪問看護加算
（所定額の50/100）

難病等複数回訪問加算（基本療養費（Ⅰ）は①，（Ⅱ）は①～③が該当）
⑴１日に２回
　①同一建物内１人　4,500円　　②同一建物内２人　4,500円　　③同一建物内３人以上　4,000円
⑵１日に３回以上
　①同一建物内１人　8,000円　　②同一建物内２人　8,000円　　③同一建物内３人以上　7,200円
緊急訪問看護加算（2,650円×緊急訪問日数）
長時間訪問看護加算（5,200円・週１日を限度…15歳未満の超重症児・準超重症児，15歳未満で巻末4②
に該当する利用者は週３日を限度）
乳幼児加算（１日につき1,500円）
複数名訪問看護加算（次の区分に従い，いずれかを所定額に加算。イ又はロの場合は週１日，ハの場合は週
３日を限度。①同一建物内１人，②同２人，③同３人以上の場合。基本療養費（Ⅰ）は①，（Ⅱ）は①～③が該当）
　イ　看護職員が他の保健師，助産師，看護師，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士と同時に指定訪問看護
を行う場合　①4,500円，②4,500円，③4,000円

　ロ　看護職員が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合　①3,800円，②3,800円，③3,400円 
　ハ　看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合（ニを除く）　①3,000円，②3,000円，③
2,700円

　ニ　看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合（巻末4①，②の該当者，特別訪問看護指示
書による指定訪問看護を受けている場合）

　　⑴１日に１回　①3,000円，②3,000円，③2,700円
　　⑵１日に２回　①6,000円，②6,000円，③5,400円
　　⑶１日に３回以上　①10,000円，②10,000円，③9,000円
夜間・早朝訪問看護加算（2,100円）・深夜訪問看護加算（4,200円）　 ※１日にそれぞれ１回ずつを限度

□訪問看護基本療養費　下線を付した額は，「所定額」（加算の基礎となる額）を示す

イ＝保健師，助産師，看護師による訪問の場合
ロ＝准看護師による訪問の場合
ニ＝理学療法士，作業療法士，言語聴覚士によ
　　る訪問の場合

又は

＝ ＋ ＋ ＋ ー

訪問看護基本療養費（Ⅰ）（Ⅱ）イ，ロ及びニの加算項目
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算定項目一覧］

訪問看護管理療養費
月の初回の訪問日
　機能強化型１　　　　12,530円
　機能強化型２　　　　 9,500円
　機能強化型３　　　　 8,470円
　機能強化型以外　　　 7,440円
２日目以降　訪問１日につき

3,000円

24時間対応体制加算
特別管理加算（対象者→巻末8）

退院時共同指導加算（１回限り加算。基準告示第２の１
に規定する疾病等の利用者→巻末4は２回加算可）
特別管理加算の対象者である場合（特別管理指導加算）
退院支援指導加算（対象者→巻末9）
在宅患者連携指導加算（月１回限り）
在宅患者緊急時等カンファレンス加算（月２回限り）
精神科重症患者支援管理連携加算
イ　精神科在宅患者支援管理料２のイを算定する利用者
ロ　精神科在宅患者支援管理料２のロを算定する利用者
看護・介護職員連携強化加算

6,400円／月
2,500円／月

重症度等の高い利用者については5,000円／月

8,000円／回
＋2,000円
6,000円

3,000円／月
2,000円／回

8,400円／月
5,800円／月
2,500円／月

精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）
⑴週3日目まで　　　30分以上　　　イ5,550円又はロ5,050円
⑵週3日目まで　　　30分未満　　　イ4,250円又はロ3,870円
⑶週4日目以降　　　30分以上　　　イ6,550円又はロ6,050円
⑷週4日目以降　　　30分未満　　　イ5,100円又はロ4,720円

精神科訪問看護基本療養費（Ⅲ）（同一建物居住者）
⑴同一日　　　①週３日目まで 30分以上　イ5,550円又はロ5,050円
　に２人　　　②週３日目まで 30分未満　イ4,250円又はロ3,870円
　　　　　　　③週４日目以降 30分以上　イ6,550円又はロ6,050円
　　　　　　　④週４日目以降 30分未満　イ5,100円又はロ4,720円
⑵同一日に　　①週３日目まで 30分以上　イ2,780円又はロ2,530円
　３人以上　　②週３日目まで 30分未満　イ2,130円又はロ1,940円
　　　　　　　③週４日目以降 30分以上　イ3,280円又はロ3,030円
　　　　　　　④週４日目以降 30分未満　イ2,550円又はロ2,360円
精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）（Ⅲ）イ及びロの加算項目   
精神科緊急訪問看護加算（2,650円×緊急訪問日数）   
長時間精神科訪問看護加算（5,200円・週１日を限度…15歳未満の超重症児・準超重症児，15歳未満で巻末
4②に該当する利用者は週３日を限度）
複数名精神科訪問看護加算（次の区分に従い，いずれかを所定額（30分未満を除く）に加算）（①同一建物内１
人，②同２人，③同３人以上）
　イ　（保健師又は看護師）＋（他の保健師，看護師又は作業療法士）　１日に１回：①4,500円，②4,500円，
　　　③4,000円／１日に２回：①9,000円，②9,000円，③8,100円／１日に３回以上：①14,500円，
　　　②14,500円，③13,000円
　ロ　（保健師又は看護師）＋（准看護師）　１日に１回：①3,800円，②3,800円，③3,400円／１日に２回：
　　　①7,600円，②7,600円，③6,800円／１日に３回以上：①12,400円，12,400円，③11,200円
　ハ　（保健師又は看護師）＋（看護補助者又は精神保健福祉士）　①3,000円，②3,000円，③2,700円
夜間・早朝訪問看護加算（2,100円）・深夜訪問看護加算（4,200円）　 ※１日にそれぞれ１回ずつを限度
精神科複数回訪問加算（①同一建物内１人，②同２人，③同３人以上）
　１日に２回：①4,500円，②4,500円，③4,000円／１日に３回以上：①8,000円，②8,000円，③7,200円
※精神科在宅患者支援管理料（１のハを除く）を算定する利用者に限る

精神科訪問看護基本療養費（Ⅳ）
在宅療養に備えて一時的に外泊をしている入院患者（厚生労働大臣
が定める者に限る→巻末5）に対する訪問看護を行った場合 
（入院中１回に限り8,500円）※基準告示第２の１に規定する疾病
等の利用者→巻末4については，入院中２回算定可
※訪問看護管理療養費は算定不可

※特別地域訪問看護加算
（所定額の50/100）

※精神科特別訪問看護指示
書の交付を受けた場合，指
示の日から14日を限度と
して算定（月１回に限る）
※特別地域訪問看護加算
（所定額の50/100）×訪問
日数

□訪問看護管理療養費，訪問看護情報提供療養費，訪問看護ターミナルケア療養費
訪問看護管理療養費の加算項目

訪問看護情報提供療養費１　1,500円／月
訪問看護情報提供療養費２　1,500円／年度※
訪問看護情報提供療養費３　1,500円／月

訪問看護ターミナルケア療養費１　　　25,000円
訪問看護ターミナルケア療養費２　　　10,000円

□精神科訪問看護基本療養費　下線を付した額は，「所定額」（加算の基礎となる額）を示す

イ＝保健師，看護師，作業療法士による場合
ロ＝准看護師による場合

又は

（Ⅰ）（Ⅲ）とも週４日目以降の
対象となるのは利用者の退院後
３月以内の期間に行われる場合
（週５日を限度）あるいは精神科
特別訪問看護指示書の交付を受
けた者

※２については，入学等の月に別途算定可

章の冒頭でポイントを紹介

図表を用いて複雑なしくみを
わかりやすく整理

保険者、公費負担者 番号･記号表
令和4年 4月版 5月発刊予定

定価　本体 8,000円＋税（税込 8,800円） B5判 約580頁
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医療保険と介護保険の接点となる給付調整の内容を一望
医療・介護連携のために知っておきたい制度のしくみを
わかりやすく解説
●医療と介護は，両者あいまって高齢者のＱＯＬの維持・向上に重要な役割を担っています。その制度的基盤である医療
保険と介護保険との関係についてまとめました。

●要介護・要支援の方に対する医療の提供は，「介護保険優先」の原則により，介護サービスでまかなえるものについては，
医療保険では給付されないことになっています（給付調整）。本書では，要介護・要支援の方について医療保険で算定で
きない項目や，原則的には算定できないが算定が可能となる場合などを具体的に紹介し，実務に役立つ内容となってい
ます。

●連携支援に携わるケアマネジャー，医療ソーシャルワーカーなどの専門職をはじめ，医療と介護にかかわるあらゆる職
種の方々にお勧めしたい一冊です。

本書の構成（予定）

序　医療保険と介護保険 医療保険・介護保険の役割や基本的なしくみを説明した上で，給付調整の意味合いを解説していま
す。また，給付調整をより明快に理解するために役立つ知識として，介護保険のサービス種類や医
療保険の点数表の構成について取り上げています。

Ⅰ　給付調整一覧 厚生労働省発出の「給付調整通知」のなかで給付調整の内容を点数表レベルで具体化している「別
紙」を，「在宅」「入院」「入所」別に再編成し，かつフルカラーで見やすく編集。複雑な規定も一
目でわかるよう配慮しました。

Ⅱ　給付調整のポイント 「在宅」「入院」「入所」別にポイントとなる項目を拾い上げ，給付調整の考え方を解説。各場面に
おける実務の助けになることを念頭に置いた記述となっています（２色刷）。
　「訪問看護」こんなときは介護保険・こんなときは医療保険
　「リハビリテーション」急性期・回復期・維持期の流れと使い分け
　「施設入所」特養・老健・介護医療院それぞれ独自の給付調整

Ⅲ　相互に関連する規定総覧 給付調整の規定はもちろん，点数表もポイントとなる項目を収載しています。立体的・多面的な理
解ができるよう，各種工夫して編集しています（２色刷／１色刷）。
（掲載した主な規定）
医科点数表　告示と通知（介護保険との調整・連携に係る箇所を抜粋）
要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合（告示）
医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等
について（通知）
特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて（通知）
疑義解釈（事務連絡）

医療・介護 給付調整ガイド
令和4年度版 10月発刊予定

定価　本体 3,000円＋税（税込3,300円） B5判 約250頁

ISBN978-4-7894-0681-9 C3047 ￥3000E

商品No.160451
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医療保険と介護保険の接点となる給付調整の内容を一望
医療・介護連携のために知っておきたい制度のしくみをわかりやすく解説
˔ҩ療ͱհޢɼ྆ ॏཁͳׂΛ୲͍ͬͯ·͢ɻͦʹ্ɾ࣋ͷ̡̦̤ͷҡऀྸߴͯͬ·͍͋ऀ ͷ੍త基൫
Ͱ͋Δҩྍอݥͱհޢอݥͱのؔʹ͍ͭͯ·ͱΊ·ͨ͠ɻ

˔ཁհޢɾཁࢧԉͷํʹର͢Δҩ療ͷఏڙɼʮհޢอݥ༏ઌʯのݪଇʹΑΓɼհޢαʔϏεͰ·͔ͳ͑Δ
ͷʹ͍ͭͯɼҩ療อݥͰڅ͞Εͳ͍͜ͱʹͳ͍ͬͯ· ʢ͢څௐʣɻ本ॻͰɼཁհޢɾཁࢧԉͷ
ํʹ͍ͭͯҩ療อݥͰࢉఆͰ͖ͳ͍߲ɼݪଇతʹࢉఆͰ͖ͳ͍͕ࢉఆ͕ՄͱͳΔ߹ͳͲΛ۩
ମతʹհ͠ɼ࣮ ʹཱͭ༰ͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ

˔࿈ࢧܞԉʹܞΘΔέΞϚωδϟʔɼҩ療ιʔγϟϧϫʔΧʔͳͲͷઐ৬Λ͡Ίɼҩ療ͱհޢʹ͔͔Θ
Δ͋ΒΏΔ৬छのํʑʹ͓קΊ͍ͨ͠ҰͰ͢ɻ

本書の構成

Ⅰ　給付調整一覧

序　医療保険と介護保険

Ⅱ　給付調整のポイント

Ⅲ　相互に関連する規定総覧

厚生労働省発出の「給付調整通知」のなかで給付調整の内容を点数表レベルで具体
化している「別紙」を，「在宅」「入院」「入所」別に再編成し，かつフルカラーで見
やすく編集。複雑な規定も一目でわかるよう配慮しました。

医療保険・介護保険の役割や基本的なしくみを説明した上で，給付調整の意味合い
を解説しています。また，給付調整をより明快に理解するために役立つ知識として，
介護保険のサービス種類や医療保険の点数表の構成について取り上げています。

「在宅」「入院」「入所」別にポイントとなる項目を拾い上げ，給付調整の考え方を解説。
各場面における実務の助けになることを念頭に置いた記述となっています（２色刷）。
　「訪問看護」こんなときは介護保険・こんなときは医療保険
　「リハビリテーション」急性期・回復期・維持期の流れと使い分け
　「施設入所」特養・老健・介護医療院それぞれ独自の給付調整

給付調整の規定はもちろん，点数表もポイントとなる項目を収載しています。立体的・
多面的な理解ができるよう，各種工夫して編集しています（２色刷／１色刷）。
（掲載した主な規定）
医科点数表　告示と通知（介護保険との調整・連携に係る箇所を抜粋）
要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合
（告示）
医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互
に関連する事項等について（通知）
特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて（通知）
疑義解釈（事務連絡）

医療・介護
給付調整ガイド
定価　本体3,000円＋税（税込3,300円）
Ｂ５判・216頁
ISBN978-4-7894-0680-2 C3047 ¥3000E

商品No.160450

令和３年4月版

Ｒ３
報酬改定
対応

新刊 給付調整通知「別紙」（いわゆる「○×表」）を
実務的にわかりやすく再構成

「Ⅱ　給付調整のポイント」は図表を多用
してわかりやすさを追求

介護保険・介護報酬_図書目録_32P_2110.indd   14-15 2021/10/08   13:06

給付調整通知「別紙」（いわゆる「◯×表」）を
実務的にわかりやすく再構成

「Ⅱ 給付調整のポイント」は図表を多用して
わかりやすさを追求

令和4年4月版
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各種施術機関や保険者，行政関係者に必携
6月施行の新しい施術料金・関係法令・通知，各種様式を収録
●柔道整復（事実上現物給付），あん摩・マッサージ・指圧，はり・きゅう，治療用装具，輸血用血液（生血）の各種基準料金
とともに，療養費支給のための留意事項や疑義解釈など保険請求上の手続きや取扱いを網羅しています。

本書の構成（予定）
第１  療養費について
第２  治療用装具の支給（補装具の価格基準例）
第３  柔道整復師の施術
第４  あん摩・マッサージ・指圧師の施術

第５   はり師，きゅう師の施術（あん摩・マッサージ・指圧師，はり師，
きゅう師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱い）

第６  生血代　　
第７  移送費

○柔道整復師の施術料金の算定方法

（令和�年�月�日適用）

柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準

初検，往療及び再検

�． 初 検 料

�． 初検時相談支援料

�． 往 療 料

�． 再 検 料

1,520円

100円

2,300円

410円

注�．当該施術所が表示する施術時間以外の時間（休日を除く。）又は休日において初検を行った

場合は，それぞれ所定金額に540円又は1,560円を加算する。ただし，午後10時から午前�時ま

での間にあっての加算金額は3,120円とする。

�．初検時相談支援料は，初検時において，患者に対し，施術に伴う日常生活等で留意すべき事

項等をきめ細やかに説明し，その旨施術録に記載した場合に算定する。

�．往療距離が片道�キロメートルを超えた場合は，2,700円とする。

�．夜間，難路又は暴風雨時若しくは暴風雪時の往療については，所定金額（注�．による金額

を含む。）のそれぞれ100分の100に相当する金額を加算する。

�．�戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位第�位以下の患家に対する往療

距離の計算は，当該施術所の所在地を起点とせず，それぞれ先順位の患家の所在地を起点とす

る。

�．再検料の算定は，初回後療日に限る。

柔道整復師の施術

─ 107─

昭33. 9.30 保 発 64

昭36. 7.29 保険発 73

昭37.12. 7 庁保発 15

昭38.10.23 保 発 36

昭40. 3.10 保 発 11

昭41. 9.28 保 発 27

昭43. 3.30 保 発 10

昭45. 3.28 保 発 �

昭47. 2.28 保 発 12

昭49. 2.28 保 発 20

昭49.10.29 保 発 71

昭51. 4.30 保 発 21

昭53. 2.25 保 発 14

昭56. 6.26 保 発 47

昭58. 6.28 保 発 56

昭59. 8.23 保 発 72

昭60. 5.20 保 発 56

昭61. 6. 6 保 発 82

昭63. 6. 6 保 発 74

平元. 3.20 保 発 17

平�. 5.23 保 発 46

平�. 5.14 保 発 56

平�. 5.20 保 発 49

平�. 5.24 保 発 63

平�. 3.26 保 発 50

平10. 6.22 保 発 86

平12. 5.22 保 発 99

平14. 5.24 保発0524001

平18. 5.23 保発0523001

平20. 5.26 保発0526001

平22. 5.24 保発0524 1

平25. 4.24 保発0424 1

平26. 3.20 保発0320 1

平28. 9.23 保発0923 1

平30. 5.24 保発0524 1

令元. 9.18 保発0918 5

令�. 5.22 保発0522 5

治療用装具の支給

─ 43 ─

補装具の価格基準例
（適用－令和 3 年4月1日）

◯価格について

装　　具

　身体部位の採型区分「イ」（51～53頁の図）にしたがって，次に掲げる価格の組み合わせとなる。
　⑴ 「ウ」基本価格（54頁）
　⑵ 「エ」材料・部品̶̶製作要素価格（55～65頁）
　⑶ 「オ」完成用部品（66～79頁）
　なお，84頁～99頁において組み合わせ価格基準例を掲げたので参照されたい。

区分

下
　
　
　
　
肢
　
　
　
　
装
　
　
　
　
具

名　　称 価　　　格 備　　　考基　　 本　　 構　　 造

股装具

先天股脱装具

アの基本工作法
により，エ及び
オによりそれぞ
れ必要な材料・
部品を選択し，
組み合わせて製
作すること。

イの採型区分に
よるウの基本価
格にエ及びオの
それぞれ使用す
る材料・部品の
価格を合算した
額とすること。

障害児に限る。

　骨盤から大腿下部に及ぶもの
Ａ　金属枠
　　骨盤部が金属枠で作られて
いるもの。Ｓ型支柱のものも
含まれること。

Ｂ　硬性
　　骨盤及び大腿部が陽性モデ
ルによってモールドされたも
の。補強用の支柱付きのもの
を基本とすること。

　1　不燃性セルロイド
　2　皮革
　3　プラスチック
Ｃ　軟性
　　布を主材料としたもの
　先天股脱に用いられる装具
で，両側下肢に及ぶものを基本
とすること。
Ａ　リーメンビューゲル型
（パブリック帯）
　　布又は皮革の帯によって股
関節を屈曲位に保つもの

Ｂ　フォンローゼン型
　　三本の金属板の組合せで，
股関節を開排位に保つもの

Ｃ　バチェラー型
　　両大腿及び下腿コルセット
を金属支柱でつなぎ，股関節
を外転，内旋，屈曲位に保つ
もの

Ｄ　ローレンツ型
　　股関節を開排位に固定保持
するもの

Ｅ　ランゲ型
　　股関節を外転位，軽度屈曲

使用材料・部
品及び工作法

厚生労働省が出した
最新の通知を掲載

分類が多岐にわたる
装具をわかりやすく
整理

院内研修時に最適なＤＰＣ初心者向け入門書
ＤＰＣに関する基礎知識は，この一冊で完璧
●本書は，DPC/PDPS（診断群分類に基づく１日あたり定額報酬算定制度）を理解するための入門書として企画された，「見
やすさ」「わかりやすさ」を追求した解説書です。

●図表を駆使してビジュアルにまとめ，初心者にも理解しやすい構成としていますので，院内研修や専門学校等でのご活用に
最適です。

●テーマごとにＱ＆Ａを掲載していますので，医療機関や審査支払機関での実務にも使用できる内容となっています。

 本書の構成（予定）

ＤＰＣの概要

○診断群分類とは
○DPC/PDPS導入の背景
○対象となる医療機関・病棟
○対象となる患者・対象とならない患者★

難
解
な
用
語
や
制
度
な
ど
も
コ
ラ
ム
形
式
で
丁
寧
に
解
説
（
★
付
の
項
目
は
Ｑ
＆
Ａ
付
）

「ツリー図」・「定
義テーブル」に
よる診断群分類
区分の決定

○包括評価の対象となる診断群分類（診断群分類区分）
○包括評価の対象とならない診断群分類★
○傷病名の決定★
○「ツリー図」と「定義テーブル」を用いて診断群分
　類区分を決定★

診断群分類番
号の構成

○疾患コード（「①MDC」・「②コード（各MDCに　
　おける傷病の細分類）」）
○「③病態等分類」
○「④年齢・出生時体重等」★
○診療行為（「⑤手術」・「⑥手術・処置等１」・「⑦手術・
　処置等２」）★
○「⑧定義副傷病」★　○「⑨重症度等」★

診療報酬額の
算定方法

○「所定点数」に包括されるもの★
○入院期間に応じた点数の設定（入院期間により点数
　が変わる）★
○医療機関別係数（医療機関によって点数が変わる）★
○特定入院料の取扱い★
○所定点数が減算される場合の取扱い
○診断群分類区分等に変更があった場合等の取扱い★
○同一傷病での再入院にかかる取扱い★
○その他の注意点★

診療報酬額の
請求とレセプト
の記載

○「包括評価部分」欄の記載要領
○DPCレセプト記載要領の一般的事項★
○DPCレセプトの各欄の記載方法★
○コーディングデータの提出
○DICの症状詳記　○明細領収証の発行

参　　　考 地域医療指数における体制評価指数の詳細

付　　　録
○各種ツールについて／○医療機関群別基礎係数，医
療機関別機能評価係数Ⅱ・激変緩和係数／○令和4年
度診療報酬改定の概要　DPC/PDPS

図表を多用することで,
とかく難しいとされる
DPC/PDPS制度につい
て直感的に学ぶことが
できます。

DPC/PDPSについて一
からわかりやすく解説。
2色刷のビジュアルな構
成で見やすく,コラムや
Q&Aも充実

療養費の支給基準
令和4年度版 7月発刊予定

定価　本体2,800円＋税（税込3,080円） B5判 約500頁

ISBN978-4-7894-1699-3 C3047 ¥2800E

商品No.140429

DPCの基礎知識
令和4年 4月版 ６月発刊予定

定価　本体1,500円＋税（税込1,650円） Ｂ５判 2色 約150頁

ISBN978-4-7894-1587-3 C3047 ￥1500E

商品No.110812

令和　　  年度版4

DPCDPCDPCの基礎知の基礎知の基礎知識識識
令和４年４月版令和４年４月版令和４年４月版
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レセプトの作り方から医療事務を学ぶ一冊です
●まず医科点数表の基本を確実に理解してから，次にカルテをもとにレセプトを作成する方法を学ぶ構成になっています。
●段階を踏んだ着実な構成で，医療機関や専門学校におけるレセプトの理解および作成のための学習書として最適です。
●（公財）日本医療保険事務協会が実施する，全国一斉統一試験「診療報酬請求事務能力認定試験（医科）」受験のための参考
図書として活用できます。

 本書の構成（予定）

参考資料　医療保険制度一覧／公費負担医療制度一覧／入院時
　食事療養費・入院時生活療養費一覧／自己負担限度額表
第１章　保険請求事務の基礎知識
・窓口事務から診療報酬の請求・支払いのしくみ，
　レセプト作成の位置づけを説明
第２章　基本診療料
・基本診療料について，算定およびレセプト記載の要点を解説
・算定練習とレセプト記載例

第３章　特掲診療料
・特掲診療料について，算定およびレセプト記載の要点を解説
・算定練習とレセプト記載例
第４章　レセプト作成
・ カルテ例（外来・入院・後期高齢者）から１件の完全なレセ　
プトを作成。演習形式でポイントを押さえた学習が可能

付録　診療報酬明細書の記載要領等
・診療行為名称等の略号，摘要欄への記載事項等

1��ॳɾ࠶診料 41

初
・
再
診
料

〈例／診療所〉
　たと͑、ײの診療ܧଓதに৽たͳපؾ（࣪）がൃੜした場合、ୈ
ù පの࣪に対しͯは初診ྉは算定できません。ײ及び࣪の࣏Ώޙの
初診（ңԌの場合）であΕ、初診ྉの算定ができます。

4�̔ 4�11 4�15 4�20 4�30
ᶃײ（内Պ） ʓ ʓ ʓ（࣏Ώ）
ᶄ࣪（内Պ）� � ʓ ʓ ʓ（࣏Ώ）
ᶅңԌ（内Պ）� � � � � ʓ

初診ྉ̍ճ 初診ྉ̫ 初診ྉ̫ 初診ྉ̫ 初診ྉ̍ճ
� � 診ྉ࠶） øճ）（࠶診ྉ øճ）（࠶診ྉ øճ）

〈例／診療中止後、øか月以上経過の場合〉
　্記ᶅңԌは࣏Ώޙの初診の場合ですが、࣏Ώではͳ͘ऀױの合で
診療をதࢭし、࠶診療をड͚たようͳ場合には、தࢭした日かΒ øか݄
Ҏ্ܦաし͍ͯΕ、ಉҰප໊ຢはಉҰঢ়によるのであͬͯ、৽た
に初診ྉの算定ができます。たͩし、ຫੑ࣬ױ໌ΒかにಉҰのইපとਪ
定͞Εる場合は、たと͑、్தで診療がʮதࢭʯ͞Ε͍ͯͯ、ͦのதࢭ
が࣏Ώとはみͳ͞Εͣ、初診ྉの算定はできません。

〈例／診療所〉
　たと͑、ײと࣪があり、この ù つのইපに対しͯಉ͡保険医療機
関でಉ時に診療をͬߦた場合には、初診ྉは øճしか算定できません。

4�̔
ᶃײ（内Պ） ʓ
ᶄ࣪（内Պ） ʓ

初診ྉ̍ճ

　ಉ࣌に2Ҏ্のই病に͍ͭて初診をͨͬߦ߹に͓͍てɺ
初診ྉɺ øճし͔算定Ͱ͖まͤΜɻ

算定のݪଇʵᶄ

　 øই病の診療ܧଓதにଞのই病͕ൃੜして初診をͨͬߦ߹ɺ৽
ͨにൃੜしͨই病に͍ͭての初診ྉ算定Ͱ͖まͤΜɻ

算定のݪଇʵᶅ

　 ø ͔݄ͱú÷ͷ͜ͱ
Ͱͳ͘ɺྐྵ݄ʢ͜ΑΈ
݄ʣͷ ø͔݄Ͱ͢ɻ
ɾ ２݄ø÷ʙ ú݄ Ā
ɾ þ݄ øʙ þ݄úø
ɾ Ā݄øüʙø÷݄øû
ͳͲͷΑ͏ʹͳΓ·͢ɻ

　ຫੑ࣬ױͱɺපঢ়͕
ܹ͘͠ͳؒ͘ظʹΘͨ
Λؾ療͕ඞཁͳප࣏ͯͬ
͍͍·͢ɻ
ѹපͳͲ݂ߴ　
͕දతͳͷͰ͢ɻ

ͪょͬͱҰٳみ
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算定するための
原則を学習

欄外に学習に役立
つ情報を掲載
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1. 病院、診療所の区分と算定
　ʮපӃʯはපচが20চҎ্のೖӃࢪ設を༗するのであり、ʮ診療所ʯ
はೖӃࢪ設を༗しͳ͍のຢはපচが1�চҎԼのೖӃࢪ設を༗するの
を͍͍ます。算定にたͬͯは、පচがཁ݅とͳ͍ͬͯるのがありま
す。たと͑、ಛ定ଥ݁初診ྉはڐՄපচ200চҎ্のපӃが算定対
象であり、夜間・ૣே加算は診療所のみが算定対象です。

2. 施設基準等について
が（४ͳͲのཁ݅ج設につ͍ͯのཁ݅ਓһࢪ医療機関の）४ج設ࢪ　
定ΊΒΕ、ͦのج४を満たす医療機関のみが算定できる診療ߦҝがあり
ます。ج४を満たす͚ͩで算定できるのと、ج४にద合し͍ͯるのと
しͯํްੜہにಧ͚ग़た保険医療機関のみが算定できるのがあり
ます。夜間・ૣே加算はج४を満たすことで算定でき、機ڧԽ加算は
。た保険医療機関のみが算定できますͬߦ४にద合しಧ͚ग़をج設ࢪ

3. 入院患者の場合
　初診日にͦのままೖӃした場合は、ଈ日ೖӃとしͯ、初診ྉの算定がで
きます。

4. 健康診断の場合
　ԿΒࣗଞ֮తঢ়がͳ͘、݈߁診அをతとするड診は医療保険څ外
ですが、診の݁Ռ、֘保険医がಛに࣏療をඞཁとೝΊた場合は、ͦの
。の対象とͳりますڅ療は医療保険࣏
　たͩし、この場合は初診ྉの算定ができません。

5. 無病の場合
Ίた場合で、診அの݁Ռ、ԿΒ࣬පとٻがମのҟৗをૌ͑診療をऀױ　
ೝΊるきީのͳ͍場合であͬͯ初診ྉは算定できます。

6. 対診の場合
　Ұ保険医療機関で診療をड͚͍ͯるऀױに、ଞの保険医療機関の保険医
が対診をͬߦた場合は、対診をͬߦた保険医の保険医療機関で、ͦのױ

ཹҙ߲ࣄ

全体が把握できたらレベルアップ

ݟൃ͕ױ診அͰ࣬߁݈　
͞Ε͕ͨऀױɺ࣬ױΛൃ
ݥҩҎ֎ͷอݥอͨ͠ݟ
ҩʹ͓͍࣏ͯ療Λ։࢝͠
ͨ߹ॳ診料͕ࢉఆͰ
͖·͢ɻ

令和 ２ 年 4 月２1日（火）（35歳）病院
1 ͭͷ診療Պ　Պ　初診　AM 9 ：00
２ ͭͷ診療Պ　؟Պ　初診　AM10：30

初診ྉ øճと、 ùつの診療Պの初診ྉを øճ算定します。
288＋144＝432点

（レセプト記載51頁）

解
説
・
解
答

 2020年レセ�ト2章1[037-067] .indd   46 20.4.21   3:45:33 PM

1��ॳɾ࠶診料 47

初
・
再
診
料

算定の条件と点数が理解できたら算定の練習
算定練習

　保険医療機関の診療時間及び休診日は、次のように設定しました。
　　　　 診療時間　AM ９：00〜PM ６：00
　　　　 休診日　　日曜日・祝日・木曜日
　　　　

令和 ２ 年 4 月 7 日（火）　初診（２8歳）　AM10：00　病院

診療時間内の初診です。
288点

（レセプト記載50頁）

解
説
・
解
答

令和 ２ 年 4 月 7 日（火）　初診 平成２9年 3 月 6 日生（ 3 歳）男児　AM10：00　クリニック

クリニックとは、診療所のことです。 ６歳未満の乳幼児加算を算定します。
288＋75＝363点

（レセプト記載50頁）

解
説
・
解
答

令和 ２ 年 4 月1２日（日）　初診 平成２7年 4 月 5 日生（ 5 歳）女児　AM10：00　診療所

休日加算（ ６歳未満の乳幼児の場合）を算定します。
288＋365＝653点

（レセプト記載50頁）

解
説
・
解
答

令和 ２ 年 4 月16日（木）　初診（50歳）　AM11：00　診療所

木曜日はこの保険医療機関の休診日ですが休日加算のできる休日ではありませんので、時間
外加算を算定します。
288＋85＝373点 （レセプト記載51頁）

解
説
・
解
答

令和 ２ 年 4 月２9日（祝）　初診（35歳）　PM11：30　病院

休日加算対象日かつ深夜の初診です。休日加算と深夜加算は重複算定できませんので、深
夜加算のみを算定します。
288＋480＝768点 （レセプト記載51頁）

解
説
・
解
答
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　ԿΒࣗଞ֮తঢ়がͳ͘、݈߁診அをతとするड診は医療保険څ外
ですが、診の݁Ռ、֘保険医がಛに࣏療をඞཁとೝΊた場合は、ͦの
。の対象とͳりますڅ療は医療保険࣏
　たͩし、この場合は初診ྉの算定ができません。

Ίた場合で、診அの݁Ռ、ԿΒ࣬පとٻがମのҟৗをૌ͑診療をऀױ　

　たͩし、この場合は初診ྉの算定ができません。

Ίた場合で、診அの݁Ռ、ԿΒ࣬පとٻがମのҟৗをૌ͑診療をऀױ　
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時間外・休日・深夜　　　回　 　 　　　点

×
×
×
×
×

回
回
回
回
回

回
回
回
回

薬　　　剤
回

薬　　　剤
回

薬　　　剤
回

薬　　　剤
回

処　方　箋

薬　　　剤
請　　　　  求　　　　  点

点

点 ※　　高 額 療 養 費　　　　 円 ※公費負担点数　点※公費負担点数　点

回

×

×
×

単位
回
単位
単位
回
回
回

回
回
回

公費分点数

特  記  事  項

被保険者証・被保険者

手帳等の記号・番号

保険者
番　号

都道府
県番号

医療機関コード

─

保険医
療機関
の所在
地及び
名　称

治ゆ 死亡 中止

（　　　　　床）

日

日

日

─ 10  ９  ８
 ７ （　 ）

医
科

1
2
3

単独
２併
３併

2
4
6

本外
六外
家外
8
0
高外－
高外7

3
4
後期
退職

1
2
社・国
公費

給
付
割
合

傷

病

名

療

養

の

給

付

保

険

診
療
開
始
日

転

帰

診
療
実
日
数

保
険（1）

（2）
（3）

1
令和　　年　　月分

診療報酬明細書
（医科入院外）

11　  初　  診

13　医学管理

再　　　　診
外来管理加算
時 　 間 　 外
休　　　　日
深　　　　夜

往　　　　診
夜　　　　間
深 夜 ・ 緊 急
在宅患者訪問診療
そ 　 の 　 他
薬　　　　剤

 　　　薬剤
内服

　調剤
 屯服　薬剤
 　　　薬剤
外用

　調剤
 処　　　方
 麻　　　毒
 調　　　基

21

22

23

25
26
27

 皮下筋肉内
 静　脈　内
 そ　の　他

31
32
33

公費負
担者番
号　①
公費負
担者番
号　②

公 費 負 担
医 療 の 受
給者番号①
公 費 負 担
医 療 の 受
給者番号②

公
費
①
公
費
②

再

診

在

宅

投

薬

30
注  

射
40
処
置
50
麻
酔

手
術

病
理

検
査

60

70
診
断

画
像
80
そ
の
他

公
費
②

公
費
①

12

14

20

円※

円※

一部負担金額　　　　　円※  　決　　定

点

点

点

減額　　割（円）免除・支払猶予

氏

名

職務上の事由 1 職務上　2 下船後３月以内　3 通勤災害

1 男 2 女  1 明  2 大  3 昭  4 平  5 令　　 ・　　・　　 生

（1）　　　年　 月 　日
（2）　　　年　 月 　日
（3）　　　年　 月 　日

糖尿病（主）
高血圧症
脂質異常症

384

11
105
2

2

595
22

120

14

73
52

3
2

219
104

8 959
17

1 157

2,591

0 6 1 4 0 2 4 8

1 0 ･ 9 2 2 7

2 6

3

87×2
10×1
200×1

4×35
3×35
10×35

18×2

62×1
70×1

109×1

50×1
35×1
303×1
130×1
200×1
17×1

157×1

13

21

25

60

70

杉  田  勇  人
150

特
薬情
外栄1

アムロジン錠5mg　1T
リピディル錠80mg　1T
セイブル錠50mg　3T

特処1

U－検、沈（鏡検法）、グルコース
末梢血液一般、HbA1C
BIL/総、TP、アルブミン（BCP改良法・BCG法）、
BUN、クレアチニン、尿酸、グルコース、ALP、
ナトリウム、クロール、カリウム、AST、ALT、LD、
TG、LDL-Cho
外迅検 5項目
B－V
判尿、 判血、 判生Ⅰ
ECG（12）
常用負荷試験
トレーランG液50g 150mL　１瓶

胸部X－Pアナログ撮影（大角×1）

32 10 5

11 20
1 31
1 31

平成
平成
平成

25
26
26

外来カルテ例5の模範解答
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算定の条件と点数が理解できたら算定の練習

（レセプト記載50頁）

初
・
再
診
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令和2年4月7日（火）　 初診（28歳）AM10：00　病院

レセプト記載

レセプトを書いてみよう

令和2年4月7日（火）　 初診（3歳）AM10：00　クリニック

令和2年4月12日（日）　初診（5歳）AM10：00　診療所

時間外・休日・深夜 回　 　 点

×
42×
65×
190×
420×

回
回
回
回
回

11　初　診

13　医学管理

再　　　　診
外来管理加算
時間外加算
休 日 加 算
深 夜 加 算

1 288

12
再

診

時間外・休日・深夜 回　 　 点

×
42×
65×
190×
420×

回
回
回
回
回

傷

病

名

診
療
開
始
日

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）

診療実日数

（　  床）

転　　帰

年
年
年
年
年

月
月
月
月
月

日
日
日
日
日

2 4 12

11　初　診

再　　　　診
外来管理加算
時間外加算
休 日 加 算
深 夜 加 算

1 653

12
再

診

略
日１

治ゆ 死亡 中止

１男２女１明２大３昭４平５令　  ・　 ・　 生27 4 5

時間外・休日・深夜 回　 　 点

×
42×
65×
190×
420×

回
回
回
回
回

傷

病

名

診
療
開
始
日

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）

診療実日数

（　  床）

転　　帰

年
年
年
年
年

月
月
月
月
月

日
日
日
日
日

2 4 7

11　初　診

13　医学管理

再　　　　診
外来管理加算
時間外加算
休 日 加 算
深 夜 加 算

1 363

12
再

診

日１

治ゆ 死亡 中止

略

１男２女１明２大３昭４平５令　  ・　 ・　 生29 3 6

（P.47・48の算定練習の例1～例6をレセプトに記載してみましょう）
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カルテからレセプトを
作成（第４章）

留意事項で
レベルアップ

練習問題で点数
算定を習得

練習問題でレセプト
記載を習得

法令の
関連部分を
コンパクトに
掲載

図表を使って
算定を理解

保険診療・請求事務に必要な基礎知識をこの一冊に凝縮
医療機関におけるさまざまなスタッフ向けのテキストとして好評です
●保険診療・請求事務に必要な基礎知識や診療報酬の請求・支払いのしくみ等をコンパクトにわかりやすく解説しています。
●（公財）日本医療保険事務協会が実施する，全国一斉統一試験「診療報酬請求事務能力認定試験（医科）」受験のための参考図
書として活用していただきたい一冊です。

本書の構成（予定）
第１章　医療保険制度の概要
1.医療保険制度　2.被用者保険　3.国民健康保険
4.後期高齢者医療　5.医療保険関係法規

第２章　公費負担医療制度の概要
1.公費負担医療制度　2.その他の医療保障制度

第３章　保険医療機関と保険医
1.保険医療を行う医療機関と医師
2.保険医療機関の指定と保険医の登録
3.保険診療に係る施設基準等

第４章　療養担当規則
1.保険診療の方針と診療録の作成
2.保険医療機関の責務

第５章　診療報酬請求と審査制度
1.保険診療のしくみ　2.診療報酬の請求　3.総括
4.診療報酬の審査制度

第６章　医療関係法規
医療法・医師法等，関係法令の関連部分を抜粋

〈参考〉介護保険制度
1.介護保険制度の概要　2.医療機関と介護保険

医療保険制度
私たちは病気やけがの際に、誰でも保険による診療を受けることができ

ます。これは、すべての国民が何らかの医療保険に加入しているからです。

わが国で初の本格的な医療保険制度は、昭和�年に施行された健康保険

法の規定に基づく制度であり、以後、順次医療保険各法が施行整備され、

昭和36年の国民健康保険法の全面実施によって国民皆保険が実現し、現在

に至っています。

このような医療保険制度については、国としても財政負担を行い、内容

の充実を図り、その運営についても最終的な責任を負っています。

わが国の医療保障は、下図のように医療保険、後期高齢者医療、公費負

担医療の三本の柱から構成されています。

10 第�章 医療保険制度の概要 ⃞1 医療保険制度 11

健康保険法は大正15

年�月14日に施行され

ましたが、保険給付に関

する規定は昭和�年�

月�日に施行されました。

参考

自営業などの勤務先をもたな
い人を対象とする地域保険

サラリーマンOB（老齢年金給
付の受給権者）と扶養家族を
対象

社会福祉関係

医療保険（障）制度一覧
　全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）
  （日雇特例被保険者）
　組合管掌健康保険
　船員保険
　国家公務員共済組合
　地方公務員等共済組合
　私立学校教職員共済
 （労災保険）
　国民健康保険

　退職者医療制度（国民健康保険）
  （平成20年4月から原則廃止。平成27年3月までの該当者
　について経過的に存続）

　生活保護法（医療扶助）
　障害者総合支援法（自立支援医療）
　児童福祉法（療育の給付）
　戦傷病者特別援護法
　原爆被爆者に対する援護に関する法律
　母子保健法等（養育医療等）
　難病の患者に対する医療等に関する法律 

職場に勤める人を対象とする
職域保険

　後期高齢者医療制度

　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
　感染症の予防及び感染症の患者に対する医
　療に関する法律
　公害健康被害の補償等に関する法律
　心身喪失等の状態で重大な他害行為を行っ
　た者の医療及び観察等に関する法律

医療保険

後期高齢者医療
75歳以上の加入者及び65歳
以上75歳未満の一定の障害
の状態にある人を対象

公衆衛生関係

公費負担医療

各後期高齢

者医療広域

連合

一般被用者及びそ

の家族

全国健康保

険協会

協 会 管 掌

健 康 保 険

対 象 者保 険 者

一般被用者及びそ

の家族（特例退職

被保険者及びその

家族)

各健康保険

組合（特定

健康保険組

合)

組 合 管 掌

健 康 保 険

75歳以上の人及び

65歳以上の一定の

障害の状態にある

人

�割

�割（現役

並み所得者

�割)

�割（現役並み所得者�割)

70歳

以上

70歳

未満

医 療 給 付

70歳

以上

私立学校教職

員 共 済

�割
70歳

未満被用者保険に加入

していない一般住

民

都道府県及

び各市町村

（特別区)

各国民健康

保険組合

�割（現役

並み所得者

�割)

�食事療養・

生活療養の

費用の額算

定表�で定

める額から

標準負担額

を控除した

額

入院時食事・

生活療養費

地方公務員及びそ

の家族（特例退職

組合員及びその家

族)

各地方公務

員等共済組

合（特定共

済組合)

地方公務員等

共 済 組 合

私立学校の教職員

及びその家族（特

例退職加入者及び

その家族)

日本私立学

校振興・共

済事業団

協会管掌健康保険に同じ

船員及びその家族
全国健康保

険協会

国家公務員及びそ

の家族（特例退職

組合員及びその家

族)

各省庁共済

組合（特定

共済組合)

国 家 公 務 員

共 済 組 合

�割
70歳

未満

日雇労働者及びそ

の家族

全国健康保

険協会

日雇特例被保

険 者 の 保 険 �割（現役

並み所得者

の特別療養

費は�割)

70歳

以上

本人給付率

国 民 健 康 保 険

共

済

組

合

等

船 員 保 険

健

康

保

険

医療保険制度のあらまし （その�)

70 歳 以 上

義務教育就学後

70 歳 未 満

義務教育就学前

70 歳 以 上

義務教育就学後

70 歳 未 満

義務教育就学前

家族給付率

備考 �義務教育就学前�とは、�歳到達日（誕生日の前日）以後の最初の�月31日までが該当。

�70歳以上�とは、70歳到達日（誕生日の前日）が属する月の翌月から該当し、後期高齢者医療の被保険者を除く。

�75歳以上�とは、75歳の誕生日から該当し、�65歳以上の一定の障害の状態�とは、障害認定日から該当。

後期高齢者医療

�割

�割

�割（現役

並み所得者

の被扶養者

�割)

�割

�割

70 歳 以 上

義務教育就学後

70 歳 未 満

義務教育就学前

�割（現役

並み所得者

�割)

�割

�割

�割（現役

並み所得者

の被扶養者

における特

別療養費は

�割)

各後期高齢

者医療広域

連合

75歳以上の人及び

65歳以上の一定の

障害の状態にある

人

�割（現役

並み所得者

�割)

�割（現役並み所得者�割)

70歳

以上

私立学校教職

員 共 済

�割
70歳

未満被用者保険に加入

していない一般住

民

都道府県及

び各市町村

（特別区)

各国民健康

保険組合

める額から

標準負担額

を控除した

額

地方公務員及びそ

の家族（特例退職

組合員及びその家

族)

各地方公務

員等共済組

合（特定共

済組合)

地方公務員等

共 済 組 合

私立学校の教職員

及びその家族（特

例退職加入者及び

その家族)

日本私立学

校振興・共

済事業団

協会管掌健康保険に同じ

組合員及びその家

族)
共済組合)

共 済 組 合

国 民 健 康 保 険

義務教育就学前�とは、�歳到達日（誕生日の前日）以後の最初の�月31日までが該当。

70歳以上�とは、70歳到達日（誕生日の前日）が属する月の翌月から該当し、後期高齢者医療の被保険者を除く。

75歳以上�とは、75歳の誕生日から該当し、�65歳以上の一定の障害の状態�とは、障害認定日から該当。

後期高齢者医療

70 歳 以 上

義務教育就学後

70 歳 未 満

義務教育就学前

�割（現役

並み所得者

�割)

�割

�割
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1 健康保険法（抄)

（目的)

第�条 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害（労働者災害補

償保険法（昭和22年法律第50号）第�条第�項第一号に規定する業務災

害をいう。）以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を

行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とす

る。

（基本的理念)

第�条 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすもの

であることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢

の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並び

にこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が

加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及

び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図

りつつ、実施されなければならない。

（定義)

第�条 この法律において�被保険者�とは、適用事業所に使用される者

及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する

者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができ

ない。

一 船員保険の被保険者（船員保険法（昭和14年法律第73号）第�条第

�項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。）

二 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの（イに掲げる者に

あっては�月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間

を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。）

イ 日々雇い入れられる者

ロ �月以内の期間を定めて使用される者

三 事業所又は事務所（第88条第�項及び第89条第�項を除き、以下単

に�事業所�という。）で所在地が一定しないものに使用される者

四 季節的業務に使用される者（継続して�月を超えて使用されるべき

場合を除く。）

五 臨時的事業の事業所に使用される者（継続して�月を超えて使用さ

れるべき場合を除く。）

六 国民健康保険組合の事業所に使用される者

七 後期高齢者医療の被保険者（高齢者の医療の確保に関する法律（昭

和57年法律第80号）第50条の規定による被保険者をいう。）及び同条各

号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療

42 第�章 医療保険制度の概要

（大11.4.22 法律第70号)

（最終改正；令2.6.5 法律

第40号)

第�項第二号中「所定

の」を「定めた」に改め、

同号ロ中「者」の下に「で

あって、当該定めた期間

を超えて使用されるこ

とが見込まれないもの」

を加え、同項第九号中

「ニまで」を「ハまで」に

改め、同号中ロを削り、

ハをロとし、ニをハとす

る改正が行われます（令

和�年10月�日施行）。

参考

法令の
関連部分を
コンパクトに
掲載

図表を使って
算定を理解

学ぶべき要点を
ていねいに解説

図表を用いてポイントを
わかりやすく整理

最終改正に対応

医療保険制度の概要と関係法令 〈医科〉

保険診療 基本法令テキストブック
令和4年 4月版 4月発刊予定

定価　本体2,200円＋税（税込2,420円） B5判 約270頁

ISBN978-4-7894-0904-9 C3047 ￥2200E

商品No.180324

点数表の基本とレセプト記載の原則　　　　　　　　〈医科〉

レセプト作成テキストブック
令和4年 4月版 4月発刊予定

定価　本体 3,500円＋税（税込3,850円） Ｂ５判 約500頁

ISBN978-4-7894-1987-1 C3047 ￥3500E

商品No.180124

医科／令和4年4月版

令
和
4
年
４
月
版

定価　3,850円（本体3,500円＋税10％）

201203-E4C／W385×H257（仕上がり：W182×H257×D21）mm
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豊富な事例と図解で，歯科診療のレセプト作成から縦覧点検までを解説
●多数の事例を使用し，傷病名と診療内容，算定要件および治療の流れからみた点検を着眼点として構成しています。
●点数表に沿って，算定の基礎，レセプト記載上の留意点およびレセプト点検のポイントを解説しています。
●模擬カルテを使用して治療の流れによるレセプト作成を解説，点検用事例を使用して縦覧点検までを解説しています。
●レセプト摘要欄などへの記載事項，歯科の基礎知識を掲載しています。

カルテ例２

第１編　保険請求事務の基礎知識

6

⑶　歯科診療録第１面の次に掲げる保険医の責務に関する事項に記載します。
【保険医の責務（歯科診療録第１面）】
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InC2④

⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑩

④　部Ґཝ
⑤ ই病໊ཝは明ࡉॻのུশ病໊を用いずਖ਼֬にه入します（診療に用いることがग़དྷ

るུশは定められています。15ทҎ߱ࢀর）。
⑥　職務ཝではই病がʮ業務্ʯのものかʮ業務֎ʯのものかを֬ೝ後にࡌهします。
⑦　開࢝年݄ཝには初診をࡌهします。
⑧　ऴྃ年݄ཝには࣏療ྃもしくは、࣏療中ࢭをࡌهします。
⑨　సؼཝに࣏療ྃ時にはʮ࣏༊ʯを、࣏療్中での中ࢭにはʮ中ࢭʯとࡌهします。
。しますࡌه療ணखલのঢ়ଶを࣏ཝはݟ内所ߢޱ　⑩
⑪　ओૌཝはऀױのૌえを実に、かつ、؆ܿにࡌهします。

⑷　歯科診療録第２面の次に掲げる保険医の責務に関する事項に記載をします。
【保険医の責務（歯科診療録第２面）】

݄�� 部　　　　Ґ 療　　　　๏　・　ॲ　　　　ஔ 　 ෛ　୲　ۚ
　ऩ　ֹ

4
3 初診 261

7 ― 7
7 ― 7 パノラマ 317

スタディモデル

歯周病検査（歯周基本検査） 200⑮

⑯⑭⑬

⑫

⑫　݄ཝ（診療実は݄に݄計をする）は診療のつどࡌهします。
⑬　部Ґཝ
⑭　療๏・ॲஔཝ
⑮ ཝは診療行ҝผにそれͧれの所定がࡌهされたものをडにおいて合計し、

̍の合計をࡌهします。
⑯ ෛ୲ۚऩֹཝはऩֹۚをࡌهします。
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ެෛᶃ ެडᶃ

氏
名

特 ه 事 ߲ ಧ 　 ग़

ิ管
初診ࣃ

職務্の事༝

生

保　険

科ࣃ̏

ه ߸ ・ ൪ ߸

保険医

療機ؔ

所・໊

診療報酬明細書（歯科） 令和　　　年　　　月分　県番　　　医コ

初診 時間֎
時間֎

ٳ ਂ ೕ
ٳ ਂ ೕ�� ೕ・ٳ ೕ・ਂ �� 特�� ��དྷ֎࠶

֎དྷ��ೕ・時間֎

ೕ・時間֎

ೕ・ٳ ೕ・ਂ  特 特
地
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ࣃ
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ٛ
管

ॲ
方

৭
ௐ
4
ഓ

う
ৰ

લ
$
ۚ
ߗ

લ


म
理

ర
࠹

ᄐ
ௐ

保
護

̧
ί

ҡ࣋
管理

)ZT

診࠶
管理・リϋ
ༀ・注射

傷
病
名
部
位

開࢝

実

స　ؼ ༊　࣏ 　ࢮ 中　ࢭ


年　　　݄　　　

��（　　　）

内・ಮ・֎・注
ʴ ʴ ʴ ʴ

ʴ

ʴ

ʴ

ʴ
ʴ
ʴ

ʴ

ʴ ʴ

ʴ

ʴ
ʴ ʴ ʴ
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検査
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ඪ　
ύ� E.3�
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の
他
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検
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査

ௐ 情�
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感
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除

　
　去

生

ط


લ
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ۚ
ߗ

લ
খ

۶
ۂ

લ
খ

ط


�そのଞܗॆ

̍ʙ̐ࣃ
̑ʙ̔ࣃ�
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成
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歯
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ύ大
ύখ
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）
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生
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単
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洞
）
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象
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適

ύ
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大銀

ۚ
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失
ブ
）

લ
ۚ

TF$

ポ
ン
テ
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ッ
ク

前

装

前
小

双
大
双
小
腕
大

腕
前

腕

双
大
双
小

腕
前

腕

前
小

支
ҹ象

支
ங

銀乳

有

床

義

歯

床
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　合

鋳
造

（ᶗ）�
（ᶙ）

（ᶘ）C
A
D
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材
充
Ⅱ

材
充
Ⅰ
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填
１
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填
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リテイφー
#Sண
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修
理

人

　
　
工

　
　
歯

ެඅ分
　

合計
請求
ܾ定

ෛ୲ֹऀױ
（ެඅ）

療養අֹߴ



※　　　　��

※

※　　　　��ԁ

　　　　��ԁ





ԁ

मܗ大大
δߗ
ೕ
Ծண
ண

ʴ ʴ
ʴ

ʴ
ʴ ʴ

ʴ

ʴ

ʴ
ʴ
ʴ

ʴ
ʴ

ʴ

ϝλル

鋳

　
　造

　
　鉤

犬小犬小
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Ｋ

14Ｋ 腕
大ύ ί

 
間




Ϩスト
Ξ リ

Ϩスト
Ξ リ

Ϩスト
φ シ線

鉤
不
・
特

一部
ෛ୲

ܾ定

歯
科
・
電
算
様
式（
令
和
̎
年
４
月
版
）

5

5,576

212
90

261

516

1,084

277

1,096

2,006

34

1 男　3昭　　62．9．1

53×4

446×1 54×1 122×1 208×1 70×1

20×1
164×1

64×2

18×2

45×2

100×2

34×1

166×2

729×1
1,187×1

147×1 159×1

30×2

17×2

6 Per 4 Pul

48×2　38×2
45×1　60×1

261

80 10

　6　メタルコア除去　　4　インレー除去

抜髄即充　516×1

2    4    6

2   4

事例38

※　メタルコア加算と支台築造について
のՃ算30は、支ஙがϝλルίΞの場合にのみ算定ができる。したがっܗףࣃࣃ׆ࣦ　　

てʛ4 ʛ6 のそのଞの支ஙの場合はՃ算できない。
（রࢀ支ஙܗףࣃ　म෮ףࣃ　科දのղऍࣃ）

初診 時間֎ ٳ ਂ ೕ ֎དྷ��ೕ・時間֎ ೕ・ٳ ೕ・ਂ  特 地連導 261261
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M011　レジン前装金属冠（略称：前装MC）（１歯につき）
　全部ۚଐף方ࣜで作されたۚଐףの৶໘を࣭ߗϨδンでલしたものをいう。
　લࣃຢはϒリοδの支ࣃとなる第一খӓࣃにݶりೝめられる。
　ҹ象࠾ಘは連合ҹ象のみの算定となる。

〈金属歯冠修復の例〉

　˔金属歯冠修復と材料の合算点数表

種別
材料

インレーの場合 金属冠の場合

単純なもの
（190）

複雑なもの
（284）

前歯3/4冠
（370）

4/5冠
（310）

FMC
（5/5冠）
（454）

レジン前装
金属冠
（1,174）

乳
歯 銀　合　金 202 308 ʵ ʵ 492 ʵ

前

歯

金　パ　ラ 360 623 789 ʵ ʵ 1,828

銀　合　金 202 308 400 ʵ ʵ 1,258

小
臼
歯

金　パ　ラ 360 623 ʵ 729 979 1,828

銀　合　金 202 308 ʵ 340 492 1,258

大
臼
歯

金　パ　ラ 440 747 ʵ 893 1,187 ʵ

銀　合　金 209 317 ʵ 352 506 ʵ

14K（ブリッジの支台として使用の場合 ） ʵ 985 1,246 ʵ ʵ ʵ

ணྉ45（68）ٴͼணࡐྉྉをผに算定する。
ҹ象࠾ಘྉٴͼᄐ合࠾ಘྉはผに算定する。
খӓࣃのϨδンલۚଐףはϒリοδ支の第一খӓࣃにݶる。

インϨー ף3�4 ף4�5 '.$
（ף5�5）

Ϩδンલۚଐף
（લ.$）

金
属
冠

硬
質
レ
ジ
ン
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レセプト記載上の留意点（.010、.011）

　ணࡐྉྉɿʮணࡐྉʯの߲にٴͼճをࡌهする。
〈「金属歯冠修復」の項〉
　ʮೕલখ銀ʯの߲ɿೕࣃ、લٴࣃͼখӓࣃに銀合ۚを用いたۚଐףࣃम෮。ࠨから、
インϨー୯७なもの、インϨーෳࡶなもの、લ̐ࣃ分の̏ٴףͼணף、̑分の̐ף
。するࡌهͼճをٴのॱに、ףͼϨδンલۚଐٴף全部ۚଐ、ףͼணٴ

　ʮલখύʯの߲ɿલٴࣃͼখӓࣃにர用ۚ銀ύラδム合ۚを用いたۚଐףࣃम෮。
̑、ףͼணٴף分の̏̐ࣃなもの、લࡶから、インϨー୯७なもの、インϨーෳࠨ
分の̐ٴףͼணף、全部ۚଐٴףͼϨδンલۚଐףのॱに、ٴͼճをࡌه
する。

　ʮ大ύʯの߲ɿ大ӓࣃにர用ۚ銀ύラδム合ۚを用いたۚଐףࣃम෮。ࠨから、
インϨー୯७なもの、インϨーෳࡶなもの、̑分の̐ף（生ࣃ׆をϒリοδの支と
して用いる場合にݶる。）ٴͼணף、全部ۚଐףのॱに、ٴͼճをࡌهする。

　ʮ大銀ʯの߲ɿ大ӓࣃにர用銀合ۚを用いたۚଐףࣃम෮。ࠨから、インϨー୯७
なもの、インϨーෳࡶなもの、̑分の̐ף（生ࣃ׆をϒリοδの支として用いる場
合にݶる）ٴͼணף、全部ۚଐףのॱにٴͼճをࡌهする。

　Մ動ੑ連݁ஔɿ当֘ஔをணしたࣃに対するۚଐףࣃम෮のه入ཝに、্هとは
ผにٴͼճをࡌهする。

〈歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄〉
　ࣃ科ர用14カラοトۚ合ۚを用いたۚଐףࣃम෮ɿུ߸（໊শ）、部Ґ、ٴͼ
ճをࡌهする。なお、当࣏֘療部Ґが୯独であってʮই病໊部Ґʯཝのࡌهから明
らかに特定できる場合は部Ґのࡌهは省ུՄ。

〈「摘要」欄〉
　後ܧӬࣃٱがઌఱ的にܽしているೕࣃに対してர用ۚ銀ύラδム合ۚを用いた
ۚଐףࣃम෮を行った場合ɿӬࣃٱ代行とࡌهする。

　同一ࣃのෳのᜰಎに対して、ॆరٴͼインϨーຢはϨδンインϨーによりףࣃम෮
を行った場合ɿ同一ࣃのෳᜰಎに対するףࣃम෮であることٴͼ部Ґをࡌهする。
なお、当࣏֘療部Ґが୯独であってʮই病໊部Ґʯཝのࡌهから明らかに特定できる
場合は部Ґのࡌهは省ུՄ。

レセプト点検のポイント （.010、.011）

̍）インϨーの୯७なものにᜰಎܗのෳࡶなものを算定しているもの。
̎）ೕࣃに対するۚଐףࣃम෮に、ۚ銀ύラδム合ۚを使用したもの。

インϨー
ෳࡶ

Ϩδンલ
ۚଐף

インϨー
୯७ લף3�4ࣃ ף4�5 全部ۚଐף

金
属
歯
冠
修
復

ύ
大ύ
大銀

前
小

前
小銀乳 202ʷ
360ʷ

1258ʷ

440ʷ
1828ʷ

209ʷ

�492ʷ
�9�9ʷ
118�ʷ
�506ʷ

�340ʷ
��29ʷ
�893ʷ
�352ʷ

�400ʷ
��89ʷ

�308ʷ
�623ʷ
��4�ʷ
�31�ʷ

上

ই病໊ཝは明ࡉॻのུশ病໊を用いずਖ਼֬にه入します（診療に用いることがग़དྷ
るུশは定められています。15ทҎ߱ࢀর）。
　職務ཝではই病がʮ業務্ʯのものかʮ業務֎ʯのものかを֬ೝ後にࡌهします。
　開࢝年݄ཝには初診をࡌهします。
　ऴྃ年݄ཝには࣏療ྃもしくは、࣏療中ࢭをࡌهします。
　సؼཝに࣏療ྃ時にはʮ࣏༊ʯを、࣏療్中での中ࢭにはʮ中ࢭʯとࡌهします。
。しますࡌه療ணखલのঢ়ଶを࣏ཝはݟ内所ߢޱ　
　ओૌཝはऀױのૌえを実に、かつ、؆ܿにࡌهします。

上

ই病໊ཝは明ࡉॻのུশ病໊を用いずਖ਼֬にه入します（診療に用いることがग़དྷ
るུশは定められています。15ทҎ߱ࢀর）。
　職務ཝではই病がʮ業務্ʯのものかʮ業務֎ʯのものかを֬ೝ後にࡌهします。
　開࢝年݄ཝには初診をࡌهします。　開࢝年݄ཝには初診をࡌهします。
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傷病名欄の記載例
❶　同一病名は同一歯式にまとめる
ʪྫ̍　̒ $2、̎$1、̑$3ʫ

 6
2 5 C

ʪྫ̎　̐ $2୯PVM　̓$3ٸ化PVM　̒$3増PVMʫ

4 C Pul7 6

ʪྫ̏　56$3ຫ化PFS　̐$2ٸ୯PFSʫʪޱ内Ԍʫ

Per　　　　　Stom4 56

ʪྫ̐　ᶇ̒ᶉ .T　 ᶃ̎ᶅ .T　 ̓ʵ̐ .Tʫ

MT 7 - 4 MT1 2 3
5 6 7

　ྫ̑　̑ $2ʡ、　̏$2୯PVM、　̑$3ٸ化PVM、ʪ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ʫ　　　　̒ $3ຫ化PFS、　̓$3ॲஔࣃ、　 ᶇ̒ᶉ .T、　̎̍ ̍̎.T

6 Per 5 Pul

2 1 　 1 2MT MT

　　 3 7
5 　　 C

5 6 7

❷　病名の併記

6 Per、WZ 5 P急性発作、GA

保険医

43P
લ�

લ
খ�そのଞ�そのଞ

ύ大

（
失
ブ
）

લ
ۚ

（ᶗ）� （ᶘ）C

मܗ大
δߗ
ೕ
Ծண
ண

ʴ ʴ
ʴ ʴ

100×1

45×1

1,828×1

321　12
321　123

保険医

43P
લ�

100×1

321　12
321　123

ʴ
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カルテ例２　（初期う蝕、歯髄炎の治療　例１）の解説

　※かかりつ͚ࣃ科医機能強化ࣃܕ科診療所ಧग़の保険医療機ؔです。

　※⁞行目　初診ྉ261にࣃ科֎དྷ診療ڥ体੍Ճ算̎（֎དྷ̎）25を算定します。

　※ 行目　管理計画ॻの作ٴͼจॻఏڙを行っていますので、ࣃ科࣬ױ管理
ྉ80とจॻఏڙՃ算10を算定します。また、エφϝル࣭初ظうৰの管理を行って
いるので260の管理Ճ算を算定します。

　※行目　ߢޱ内ࣸਅはエφϝル࣭初ظうৰ管理Ճ算にؚまれて算定できまͤΜ。

　※行目　'ہ（エφϝル࣭初ظうৰに対するϑο化物ࣃ໘ృ）が行われていますが、
エφϝル࣭初ظうৰ管理Ճ算とはซͤて算定できまͤΜ。

　※⤒行目　生（生ࣃ׆அ）230のॲஔに対するਁຑは算定できまͤΜ。ख技ྉ、
ຑਲༀࡎྉともに算定できまͤΜ。

　　また生時のP$BQ（ࣃ保護ॲஔ）の算定もできまͤΜ。
　　生はೕࣃとࠜࣃظҎલのӬࣃٱの場合にՃ算します。

　※⤓⤖行目　࠶診ྉにࣃ科֎དྷ診療ڥՃ算̎（࠶֎དྷ̎）̑をՃ算します。

　※⤔⤕行目　生後のܗףࣃは生ܗףࣃࣃ׆です。 3 Ϩδンલۚଐףの生P;
�96の算定となります。生P;時のਁຑのख技ྉٴͼຑਲༀࡎྉの算定はできまͤΜ。

　　連合ҹ象64と#T（ᄐ合࠾ಘ）18を算定します。

　※⤗⤘行目　ۚύラϨδンલۚଐٴףͼணྉとணࡐྉྉを算定します。

　※⤙⤚行目　ิ管（Ϋラン・ϒリοδҡ࣋管理ྉ）100とࣃ科Ӵ生実地ࢦ導80を
算定します。

　※⤜行目　当݄のకめを行います。

　※カルテࡌه病໊は$3ٸ化PVMとエφϝル࣭初ظう৮（ུশ$F）です。Ϩηϓト病໊は
PVMと$Fになります。

カルテ例２　歯髄炎の治療（Pul）の流れ

3 C3急化Pul

エナメル質初期う蝕管理加算
（260）

浸麻、麻酔薬剤、生活歯髄切断、生活歯歯冠形成、連合印象、
（　ʷ　　ʷ　 ）���　（230　　　　����96　　　　64）
咬合採得→金パラレジン前装金属冠set
��（18）　（1828ʴ45ʴ1�ʴ100）

321　12
321　123

1 国3 3 歯科歯科 1 単独6 家外

　ओૌཝはऀױのૌえを実に、かつ、؆ܿにࡌهします。

⑷　歯科診療録第２面の次に掲げる保険医の責務に関する事項に記載をします。
【保険医の責務（歯科診療録第２面）】

　ऴྃ年݄ཝには࣏療ྃもしくは、࣏療中ࢭをࡌهします。
　సؼཝに࣏療ྃ時にはʮ࣏༊ʯを、࣏療్中での中ࢭにはʮ中ࢭʯとࡌهします。

　ओૌཝはऀױのૌえを実に、かつ、؆ܿにࡌهします。

୯PVM　̓$3ٸ化PVM　̒$3増PVMʫ

Pul

　ऴྃ年݄ཝには࣏療ྃもしくは、࣏療中ࢭをࡌهします。
　సؼཝに࣏療ྃ時にはʮ࣏༊ʯを、࣏療్中での中ࢭにはʮ中ࢭʯとࡌهします。Pul
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PVM

ൈ　 ܗףࣃ म෮ףࣃ

ൈ　

ൈଈॆ
Ճѹࠜॆ

ܗףࣃ म෮ףࣃ

ܗףࣃ म෮ףࣃ

ࠜ　ష

̍ɽൈ後にࠜ管షༀ（ࠜష）を行ってࠜ管ॆర（ࠜॆ）する場合

̎ɽൈのとࠜ管ॆరのの間にࠜ管షༀをしない場合

̏ɽൈ当にࠜ管ॆరするέース

ࠜ 　 ॆ
Ճѹࠜॆ

ࠜ 　 ॆ
Ճѹࠜॆ

根尖性歯周炎の治療の流れ（Per）

PFS

ॆ　ଈ　ࠜ　ײ
Ճ　ѹ　ࠜ　ॆ

ফԌ֦大

ൈ　ࣃ

ফԌ֦大

ࠜ管షༀ
ൈ　ࣃ

म෮ףࣃ

म෮ףࣃ

ܗףࣃ

છࠜॲײࠜ管షༀܗףࣃ ࠜ 　 ॆ
Ճѹࠜॆ

ブリッジの作製手順（MT）

ϒリοδ
（.T）

Ծண
リテイφー #Sண

#Sの
ᄐ合
ಘ࠾

支ࣃ
の
ܗ దࢼ

#Sの
ҹ象
ಘ࠾

有床義歯の治療の流れ（MT）
༗床ٛࣃ�
（.T）� Ծ床ࢼద ௐ　�ᄐ合࠾ಘ ಘ࠾ணҹ象ࣃٛ

保険医療機関の窓口業務全般，診療録
への記載やレセプトの記載および作成
等について学習。さらにレセプト点検
に関わる治療の流れ等も解説

基本診療料から特掲診療料まで，
区分ごとに点数算定の原則や解釈
について具体的に解説
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行目　初診ྉ261にࣃ科֎དྷ診療ڥ体੍Ճ算̎（֎དྷ̎）25を算定します。

行目　管理計画ॻの作ٴͼจॻఏڙを行っていますので、ࣃ科࣬ױ管理
ྉ80とจॻఏڙՃ算10を算定します。また、エφϝル࣭初ظうৰの管理を行って
いるので260の管理Ճ算を算定します。

行目　ߢޱ内ࣸਅはエφϝル࣭初ظうৰ管理Ճ算にؚまれて算定できまͤΜ。

行目　'ہ（エφϝル࣭初ظうৰに対するϑο化物ࣃ໘ృ）が行われていますが、
エφϝル࣭初ظうৰ管理Ճ算とはซͤて算定できまͤΜ。

行目　生（生ࣃ׆அ）230のॲஔに対するਁຑは算定できまͤΜ。ख技ྉ、
ຑਲༀࡎྉともに算定できまͤΜ。

　　また生時のP$BQ（ࣃ保護ॲஔ）の算定もできまͤΜ。
　　生はೕࣃとࠜࣃظҎલのӬࣃٱの場合にՃ算します。
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カルテ例２ 初期う蝕、歯髄炎の治療（Pul　例１）
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エナメル質初期う蝕

C3急化Pul

実務的なカルテ例を使用し，
治療の流れによるレセプト作成
とレセプト点検の方法について
マスター

　ணࡐྉྉɿʮணࡐྉʯの߲にٴͼճをࡌهする。
〈「金属歯冠修復」の項〉
　ʮೕલখ銀ʯの߲ɿೕࣃ、લٴࣃͼখӓࣃに銀合ۚを用いたۚଐףࣃम෮。ࠨから、
インϨー୯७なもの、インϨーෳࡶなもの、લ̐ࣃ分の̏ٴףͼணף、̑分の̐ף
。するࡌهͼճをٴのॱに、ףͼϨδンલۚଐٴף全部ۚଐ、ףͼணٴ

　ʮલখύʯの߲ɿલٴࣃͼখӓࣃにர用ۚ銀ύラδム合ۚを用いたۚଐףࣃम෮。
̑、ףͼணٴף分の̏̐ࣃなもの、લࡶから、インϨー୯७なもの、インϨーෳࠨ
分の̐ٴףͼணף、全部ۚଐٴףͼϨδンલۚଐףのॱに、ٴͼճをࡌه
する。

　ʮ大ύʯの߲ɿ大ӓࣃにர用ۚ銀ύラδム合ۚを用いたۚଐףࣃम෮。ࠨから、
インϨー୯७なもの、インϨーෳࡶなもの、̑分の̐ף（生ࣃ׆をϒリοδの支と
して用いる場合にݶる。）ٴͼணף、全部ۚଐףのॱに、ٴͼճをࡌهする。

　ʮ大銀ʯの߲ɿ大ӓࣃにர用銀合ۚを用いたۚଐףࣃम෮。ࠨから、インϨー୯७
なもの、インϨーෳࡶなもの、̑分の̐ף（生ࣃ׆をϒリοδの支として用いる場
合にݶる）ٴͼணף、全部ۚଐףのॱにٴͼճをࡌهする。
Մ動ੑ連݁ஔɿ当֘ஔをணしたࣃに対するۚଐףࣃम෮のه入ཝに、্هとは

　ʮ大銀ʯの߲ɿ大ӓࣃにர用銀合ۚを用いたۚଐףࣃम෮。ࠨから、インϨー୯७
なもの、インϨーෳࡶなもの、̑分の̐ף（生ࣃ׆をϒリοδの支として用いる場
合にݶる）ٴͼணף、全部ۚଐףのॱにٴͼճをࡌهする。
Մ動ੑ連݁ஔɿ当֘ஔをணしたࣃに対するۚଐףࣃम෮のه入ཝに、্هとは

口のなかの組織と名称，歯の
内部構造や疾患などの基礎的
内容について図解で網羅

本書の構成（予定）
第1編　保険請求事務の基礎知識
　第1章　レセプト作成の概要
　第2章　レセプト点検の概要
第２編　点数算定と点数表の解釈
　第1章　基本診療料（事例1～事例4-2）
　第2章　特掲診療料（事例5～事例50）
　第3章　その他

第3編　レセプト作成と点検
　第1章　レセプト作成（模擬カルテより）
　第2章　点検と解説（事例1～事例10-6）
第4編　歯科の基礎知識
　第1章　口腔内の組織と名称
　第2章　歯の疾患
　第3章　歯冠修復及び欠損補綴

●健康保険・厚生年金保険を中心に社会保険のしくみと給付をくわしく，初心者でもわかるように解説した入門書です。
●健康保険の給付と年金給付（老齢給付，障害給付，遺族給付）をていねいに解説しました。

診断書を書かれる医師に必携の書
●障害年金（障害基礎年金・障害厚生年金）では，支給対象となる障害の程度は「障害認定基準」に基づいて審査が行われ，
その際障害の部位によって定められた８種類の「診断書」をはじめ，必要な書類を提出する必要があります。本書は，この「診
断書」の記載を標準化させるために作成されたものです。

●本書は，最新の診断書の様式を使用して具体的な例をまじえながら，障害給付の概要，その診断書の意義および記載上の留
意点などを解説しています。令和４年1月1日実施の障害認定基準の改正事項（眼の障害）も収載しています。

本書の構成（予定）
目次
○診断書を作成される医師の皆様へ
1.障害基礎年金・障害厚生年金の概要
2.障害基礎年金・障害厚生年金と診断書
3.障害の認定要領と診断書

4.診断書記載事例
5.参考資料

付１　障害年金の請求
付２　障害年金受給中の手続き

事例で学ぶ　　　　　　　　  　　　　　　　　　　

歯科レセプト 作成と点検
令和4年 4月版 6月発刊予定

定価　本体 4,000円＋税（税込 4,400円） Ｂ５判 2色 約400頁

ISBN978-4-7894-1818-8 C3047 ￥4000E

商品No.130757

社会保険のてびき
令和4年度版 4月発刊予定

定価　本体2,200円＋税（税込2,420円） A5判 約550頁

ISBN978-4-7894-2034-1 C3032 ￥2200E

商品No.200034

社会保険の事務手続（総合版）
令和4年度版 4月発刊予定

定価　本体1,200円＋税（税込1,320円） A4判 2色 約140頁

ISBN978-4-7894-2358-8 C3032 ￥1200E

商品No.220231

●健康保険・厚生年金の被保険者の資格取得の決定，標準報酬月額の決め方，定時決定と算定基礎届，随時改定と月額変更届，
保険料の納め方など平易に解説した事務テキストです。

●労働保険の解説と主な届出様式の記載例も収載しています。

診断書を作成される医師のための

障害年金と診断書（障害基礎年金・障害厚生年金）
令和4年7月版 7月発刊予定

企画・製作　社会保険研究所　　発行所　年友企画株式会社
定価　本体2,000円＋税（税込2,200円）      B5判 3色 約230頁

商品No.170823

4

4

４

本冊子は，取次•書店経由のお取次はできません。



10
診
療
報
酬
関
連
図
書
（
既
刊
）

10
診
療
報
酬
関
連
図
書
（
既
刊
）

4544

医療情報システムのエキスパートが集結して執筆！
徹底した現場目線でわかりやすく解説した入門書
●医療情報システムの第一線を担う専門分野担当者が，最新の現状分析と将来展望を示した入門書です。
●医療情報システムの全体構成から始まり，電子カルテ，医事会計，セキュリティなどの分野別のポイントを経て，標準化等
の横断的テーマにいたるまで，政策・業務・技術動向を交え解説しています。見やすい図表，難解な用語を解説した傍注，
関連した話題についてのコラムなど，初心者の方でも順を追って理解できるように構成しました。

●医療関係の方，医療分野の教員・学生，システム企業で医療分野に携わる方などに広くご利用いただけます。

本書の構成
第１章 医療をめぐる動向ガイダンス
第２章 医療機関における医療情報システム
第３章 電子カルテシステム
第４章 医事会計システム
第５章 部門システム
第６章 院内物流システム
第７章 検査システム

第８章 医用画像システム
第９章  医療情報システムの患者安全に関するリスク　　　

マネジメント
第10章 プライバシーとセキュリティ
第11章 地域医療連携情報システム
付録       　医療情報システムの標準化について

2-2.පӃใシステムの֓ཁ

⑴  病院情報システムの全体像
　病院情報システムのϝインとなるのはやはり電子カルテシステムであり、医
師が各診療科で情報を入力するのがओ体となる（図 8）。この場合、診療部門の
オーダエントリシステムや看護支援システムとあわͤて基幹システムとݺͿ場
合や、これら全体をؚめて電子カルテシステムとݺͿ場合もある。ここで、カ
ルテをॻいたり実ࡍに各システムにࣔࢦをग़したり、また看護ؔ連であれ看
護支援システムにより看護の支援を行うのである。
　このपลには、各部門に対Ԡした情報システム（部門システム）があり、電子
カルテシステム・オーダエントリシステムなどをհして、ޓいに༗機的なつな
がりを࣋っている。また、各部門には診療機ثなどをまとめるようなシステム
がみࠐまれており、खज़・検査・ༀہ・放射線等、部門͝とにそれͧれシス
テムが入っているため、電子カルテシステムとそれらが連携することができる。
たとえ、放射線部門であれ$Tや.3IなどのஔにP"$4が、検査部門で
あれ自動分ੳஔなどに臨床検査システムがつながっている。

　医事部門では診療した情報と連携することで医療අ等の計算を行う。また、
電子カルテシステムの情報は医療機ؔ内部にとどまらず、地域連携システムと
して、ଞの病院、診療所や݈診ηンλー等とつながっていくのである。

⑵  職種・部門に対応する情報システム
　病院業務へのシステムのద用については、職種・部門に対Ԡする情報システ
ムとして࣍のように理できる。

⑶  医療情報の特性と形態
　医療情報の特ੑとしては、ϚルνϝσΟΞであるということがあ͛られる。
つまり、やテΩスト、画像・動画といったଟ࠼な情報を取り扱うというこ
とである。たとえ、࣍のとおり、৺Ի・ഏԻなどのԻ情報や、や৺電ਤ
またはシΣーϚ※といったਤܗ・ܗ情報、σδλル画像や動画情報、࣏療や
。ҭで用いられるࣝ情報なども取り扱っているڭ

職種・部門 利用される主なシステム

①医師 電子カルテシステム、オーダエントリシステム、クリティカルパスシステム

②看護師 看護支援システム、勤務管理システム

③薬剤師 調剤支援システム、薬品在庫管理システム、薬品情報システム

④放射線技師 医用画像システム（PACS※）、放射線科情報システム（RIS※）、
読影レポートシステム

⑤検査技師 臨床検査情報システム（LIS※）、細菌検査システム、病理情報システム

⑥栄養士 栄養（給食）管理システム、栄養指導システム

⑦医事課職員 医事会計システム

⑧用度・各現場 院内物流システム（SPD※）

⑨総務・財務 経営支援システム、人事給与システム、財務会計システム

⑩その他 健診・保健指導システム、リハビリテーションシステム、地域連携シス
テム

※PACS（Pictu re
A r c h i v i n g a n d
Commun ica t i on
System）→188頁

※RIS（Radio logy
I n f o r m a t i o n
System）→188頁

※LIS（Laboratory
I n f o r m a t i o n
System）→170頁

※ S P D（ S u p p l y
P r o c e s s i n g &
Distribution）
業者による物品の一括
購買・配送のことをい
い、院内物品管理業務
を一元管理する。一般
的には「院内物流代行」
と訳され、院外SPDは、
材料や薬品などの在庫
管理、購入の入札を業
者が行い、院内SPDは、
さらに病院内での搬送
作業も代行する。

※シェーマ
図式、形式という意味
の独単語。診療記録の
補足のために使用する
主にイラスト図。電子
カルテ上では、部位等
の詳細記録のために用
いられるイラスト画像。

コード／マス
タ情報 患者ID、住所、検査名、薬品名、手術術式、病名など

数値情報 身長、体重、年齢、血圧値、検査結果値、薬品処方量、放射線量

音情報 心音、肺音

テキスト・概
念情報

記述情報、患者の主訴、徴候、身体所見、診断過程、治療評価
放射線医レポート、退院時要約

図形・波形情
報 シェーマ、心電図、脳波、脈波

画像・動画情
報

X線写真、CT画像、内視鏡画像、皮膚科画像、病理画像
サーモグラフィ、シネアンギオ（冠動脈造影）
3次元CT立体画像、バーチャルリアリティ型 3次元画像

知識情報 診断的知識、治療の知識、ガイドライン、フローチャート、教育情報

図８■病院情報システムの全体像(基幹システムと部門システム)
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「画像検査部門」
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とも称する
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1
部門システムとは

　まず、各システムがどのように発展したのか、その推移を説明する。
　一般ITでは、1950年代頃から給与計算システムや経理システムなどが、
1960年代には自動計算による発注管理や在庫管理、生産管理のシステムなどが
導入された、いわゆるEDP※の時代であった。医療ITでも、効率的な事務の実
施を視野に保険請求を電子化し、まずは医事会計システムが作られた。同時に、
業務の省力化などを目的とした検査システムや栄養部門システム、また、画像
管理を要する放射線科情報システムなどの導入が進められた（第 1世代）。
　世の中では新幹線の座席予約システムや銀行のオンラインシステムなど、オ
ンラインシステムの時代に突入した後、1980年代にようやくオーダエントリシ
ステムが導入。病院内で各システムが連携するしくみが生まれた（第 2世代）。
　1990年代中頃からは電子カルテシステムの時代（第 3世代）に、2000年代から
は地域連携システムなど、地域連携の時代（第 4世代）へと発展していった。

1-1.医療ITの発展推移（図 1）

※「病院情報システム
の歴史」（49頁）もあわ
せて参照。

※EDP（Electronic
Data Processing）
電子データ処理システ
ム。事務の効率化など
を目的にコンピュータ
上で電子的なデータの
処理を行うシステム。

⑴  病院情報システムにおける部門システム（図 2）
　病院情報システムは、大きくは基幹システムと部門システムとに分類できる。
　基幹システムとは、オーダエントリシステム・電子カルテシステムなど、院
内全体にわたって診療業務等を総合的に支援しているシステムである。
　部門システムとは、基幹システムとは違った独立したシステムとなっており、
基本的には対象部門が使用するシステムといえる。
　ただし、この中にも院内物流システムや栄養部門システムのように、院内の
さまざまな場所で、さまざまな職種が入力し使用する、全体をカバーするシス
テムもある。一方、特定の場所（検査部門や病棟など）で特定の職種（臨床検査
技師や看護師など）が使用する、部門に特化したシステムもある※。
　また、看護支援システムは当初、看護師が病棟のみで使用するシステムとし
て開発された部門システムであった。しかし、看護の情報と電子カルテシステ
ムとのつながりが強まるにつれ、最近では電子カルテシステムの一機能として、
基幹システムとして取り扱われる場合が増えている。
　部門から基幹システムへと移行した、中間的システムといえる。

1-2.部門システムの位置づけと範囲

※ここには、検査シス
テム・重症病棟システ
ム、手術部門システム、
ナースコールシステム
などが位置づけられる。

図１■一般ITと医療ITの発展推移
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図２■病院情報システムにおける各システムの位置づけ

基幹システム
院内全体にわたり診療業務等を総合的に支援する
システム
例：オーダエントリシステム
　　電子カルテシステム

中間的システム
例：看護支援システム　※部門で誕生、基幹化

基幹システムと独立したシステム
　・院内全体をカバーするシステム
　　例：院内物流システム
　　　　栄養部門システム
　・部門に特化したシステム
　　例：医用画像システム
　　　　検査システム
　　　　重症病棟システム
　　　　手術部門システム
　　　　ナースコールシステム

生体情報モニタ・システム部門システム

I/F・連携

125

1 部門システムとは

124

0121-0144_1_৬05࡛.indd   124-125 2019/11/05   11:25

難解な用語は傍
注で丁寧に解説

ポイントを押さえ
た図表で初心者の方
にもわかりやすく

大幅に改正された「薬機法」がいちからわかる！
薬局業務に携わるすべての方のための一冊
●令和２年９月から一部施行された改正薬機法（※）は「薬局」そのものの定義が変更されるなどの大幅な改正であり，
薬局の開設からコーポレートガバナンスまで，また医薬品・医療機器等の審査からトレーサビリティまで，さまざまな
分野で影響が生じることとなります。（※医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律）

●特に薬局にかかわる内容としては，「継続的な服薬指導の義務化」や，「機能の認定制度」「法令遵守体制の整備」（令和
３年８月施行）があります。

●本書はこれらの具体的な進め方の手引きとなるべく，今回改正の内容を網羅・解説し，開設から服薬指導まで，業務と
密接にかかわる薬機法の重要ポイントを，根拠法令を示しながらわかりやすく解説します。さらに，令和3年8月施行
にかかる改正を反映した法令や，薬局・薬店の運営の根拠となる各種資料を，テーマごとに集約して掲載しています。

本書の構成

Ⅰ
令和元年改正法の

ポイント

Ⅰ- １ 薬剤師・薬局関連
法改正の経緯／薬剤師・薬局のあり方の見直し／法令遵守体制等の整備
Ⅰ- ２ 医薬品・医療機器等関連
医薬品・医療機器等の開発から市販後までの制度改善／その他の令和元年法改正

Ⅱ　
知っておきたい薬機法

総則（薬機法第1章）／薬局（薬機法第3章）／医薬品の販売業（薬機法第7章①）／医薬品の販売・情
報提供等（薬機法第7章②）／医薬品等の取扱い（薬機法第９章）／医薬品等の広告（薬機法第10章）
／医薬品等の安全対策（薬機法第11章）／薬剤師の業務（薬剤師法）

Ⅲ
薬機法関係資料

・ 薬機法（薬局関連）⇨医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律　〔法律・政令・
省令〕／薬機法関係告示一覧

・薬剤師法⇨薬剤師法〔法律・政令・省令〕／関係法令・通知

��

ᶗȂ ø　ྩݩվਖ਼法ͷϙΠϯτʢ薬ࢣࡎɾ薬ؔہ࿈ʣ

��

ୈ̎　薬ࢣࡎɾ薬ہͷ͋Γํͷݟ͠

�ɽ薬ࢣࡎʹΑΔҩࢣͷ薬ঢ়گʹؔ͢Δใఏڙͷ੍
Խʦྩ݄̎̕ߦࢪʧ

　ҩࢣͷ薬ঢ়گʹؔ͢ΔใఏʹڙΔʹͭいてɺ࣍ͷͱおΓ໌֬Խ͢Δɻ
ᾇ薬ہͷ薬ࢣࡎɺҩྍΛड͚Δऀͷ薬ࡎຢҩ薬ͷ༻ʹؔ͢ΔใΛଞͷҩྍఏڙ
Δ͜ͱʹΑΓɺ͢ڙఏʹࢣࡎຢ薬ࢣՊҩࣃɺࢣΔҩ͢ࣄैʹࡎઃʹおいてྍຢௐࢪ
ҩྍఏࢪڙઃ૬ؒޓͷۀͷ࿈ܞͷਪਐʹΊͳ͚ΕͳΒͳいɻ
ᾈ薬ہ։ઃऀɺҩྍΛड͚Δऀʹඞཁͳ薬ٴࡎͼҩ薬ͷ҆ఆతͳڅڙΛਤΔͱͱʹɺ
薬ہʹおいて薬ࢣࡎʹΑΔใͷఏ͕ڙԁʹͳ͞ΕΔΑ͏ྀ͠ͳ͚ΕͳΒͳいɻ

վਖ਼લɿҬ医ྍの͞Βͳるظ͕ݙߩ͞Ε͍ͯる

　薬剤師法において薬剤師は、ʮௐ剤、医薬品の供څその他薬事ӴੜをͭかさͲることによっ
て、ެऺӴੜの上及び૿ਐにد与し、もͭてࠃຽの݈߁なੜ׆を確อするʯことがٻめられ
ています。また、医ྍ法において薬剤師は、医師ࣃՊ医師、ޢ師とともにʮ医ྍの୲い手ʯ
と໌記され、医ྍのج本理೦にͮجき、ױ者に対してྑ質かͭ適な医ྍを行うようめなけ
ればならないとされています。さらに医ྍ法において薬局は、පӃྍ所とฒんで医ྍ提供
施設˞�とされ、地Ҭ医ྍにおける法上の務が՝されています。
　以上により薬局は、地ҬแׅέアγεςムのҰ員として、ױ者の状ଶの継続的なѲ、薬 情報等に関するॲ方医のϑΟーυόοΫ、薬管理ॲ方変更の提案等を通じて、地Ҭの医

ྍ提供ମ੍にさらにݙߩすることがظされています（ਤදùȂùɾùȂú）。
　Ұ方、薬ػ法において、薬剤師等の医薬関係者˞ø÷は、医薬品等の使用者に対してʮ正確かͭ
適な情報の提供にめなければならないʯとされています。ただし、医ྍ提供施設相ޓ間の
情報提供にͭいては、特にن定されていませんでした。

վਖ਼ޙɿ医ྍػ関ଞの薬局の情報提供に係るΛ໌֬Խ

　改正法では、薬ػ法における医薬関係者の務ن定にͭいて、薬局の薬剤師及び薬局開設者
の務が৽設されました。۩ମ的には、薬局の薬剤師の務として、医ྍを受ける者の薬剤又
は医薬品の使用に関する情報を、他の医ྍ提供施設においてྍ・ௐ剤に従事する医師・ࣃՊ
医師・薬剤師に提供することにより、医ྍ提供施設相ޓ間の業務の連ܞのਪਐにめなければ
ならないこととしていますʢ法ୈ̍ͷ̑ୈ߲̎ɾୈ߲̏ʣ。
　また、薬局開設者にͭいては、その務として、医ྍを受ける者に必要な薬剤及び医薬品の
҆定的な供څをਤるとともに、薬局における薬剤師による他の医ྍ提供施設に対するױ者の
薬情報の提供がԁになされるようྀしなければならないこととしています。

○ 薬剤師が服薬指導の際に、患者及びその家族等に残薬の問題点、お薬の飲み忘れを防ぐ
工夫などを丁寧に説明するとともに、お薬持参袋（ブラウンバッグ）を活用し、服薬状況
を把握して残薬調整を実施した。
⇒これらの取組が患者アドヒアランスの向上、残薬問題の解消につながった。
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○患者アドヒアランスの変化

岵岵峴峎け薬剤師

地域におけるர連峬ਤ岿島峉

峓峋峳岵峒い
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＜薬剤師が関わることの効果＞

ਛ28ফ২診療報ີਫにおいて医師峒連して服用薬の薬等に峴ੌ峽峊
岽峒を௬峃る峉め、ള薬・ৼ൩作用ଆૃਸに峎いては、定૭ચな೧
がఁপ岿島峉。

（出所）ฏ成30年̓月��日ʮฏ成30年第̑ճ医薬品医ྍ੍ثػ部ձʯ

ਤදùȂù˙֎དྷऀױの薬ݮのऔΓΈ

ਤදùȂú˙Ҭに͓ける薬剤ࢣのࡏରԠのॆ࣮ʢΠϝʔδʣ

○ 薬剤師は、在宅医療が必要な患者に対しては、積極的に患者の居宅を訪問して、副作用や服薬状
況を把握し、服薬指導を行う。その際、へき地等の患者に対しては、オンラインによる服薬指導を補完的
に活用していく。

③⑦服薬情報のフィードバック

＜地域における在宅対応を含め対人業務を充実＞
⑤処方内容の連絡
（患者が薬局を選定）

④補完的に
オンライン診療の活用

医療機関
薬局

⑥補完的に薬剤師が
オンラインで服薬指導

①対面での診療の実施
②対面での服薬指導
の実施

継続的な服薬支援・服薬指導

（出所）ฏ成30年̓月��日ʮฏ成30年第̑ճ医薬品医ྍ੍ثػ部ձʯ
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Ⅱ　知っておきたい薬機法

5. 休廃止等の届出（店舗販売業）

ళฮൢചऀۀɺͦͷళฮΛഇࢭɾࢭٳ͘͠࠶։͠たͱきɺú÷Ҏʹಓݝ知
ͦͷଞްੜ࿑ಇলྩߋΛಧ͚ग़ͳ͚ΕͳΒͳいɻ·たɺͦͷళฮͷ໊শมࢫͷͦʹࣄ
ͰఆΊΔ߲ࣄΛม͠ߋΑ͏ͱ͢Δͱきɺ͋Β͔͡Ίಧ͚ग़ͳ͚ΕͳΒͳいɻ

◆　店舗販売業に係る変更の届出

⑴変更後に届け出る事項
　店舗販売業者は、その店舗を①廃止、②休止、もしくは③休止し
た店舗を再開したとき、又は④次のアからキまでの事項を変更した
ときは、30日以内に、都道府県知事にその旨を届け出ますʢ法ୈúÿୈ
߲̍ɺଇୈøüĀͷøĀୈ߲̍ʣ。
ア　店舗販売業者者の氏名（店舗販売業者が法人であるときは、そ
の業務を行う役員の氏名を含む）又は住所
イ　店舗の構造設備の主要部分
ウ　通常の営業日及び営業時間
エ　店舗管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数
オ　店舗管理者以外の当該店舗において薬事に関する実務に従事す
る薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数
カ　当該店舗において販売・授与する医薬品の区分ýĀʣ（特定販売を
行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く）
キ　当該店舗において併せ行う店舗販売業以外の医薬品の販売業そ
の他の業務の種類
⑵あらかじめ届け出る事項
　店舗販売業者は、①その店舗の名称又は②次のアからウまでの事
項を変更しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地の都
道府県知事にその旨を届け出ますʢ法ୈúÿୈ߲̍ɺଇୈøüĀͷù÷ୈ߲̍ʣ。
ア　相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
イ　特定販売の実施の有無
ウ　特定販売を行う際に使用する通信手段等（則第139条第４項各
号に掲げる事項。主たるホームページの構成の概要は除く）

ýĀʣᶃཁࢦಋҩ薬ᶄୈ̍
ྨҩ薬ᶅࢦఆୈ̎ྨҩ
薬ᶆୈ̎ྨҩ薬ᶇୈ
̏ྨҩ薬ɻ

1　薬局医薬品の販売に従事する者等

　薬局開設者は、薬局医薬品を、以下の①から⑦までの方法により、
その薬局の薬剤師に販売・授与させなければなりませんʢ法ୈúýͷ̏ɺ
ଇøüÿͷ̓ʣ。
①購入・譲受けしようとする者が本人であることを確認させる。本
人でない場合は正当な理由の有無を確認させる。
②他の薬局での当該薬局医薬品の購入・譲受けの状況を確認させる。
③上記②を勘案して、適正な使用のために必要と認められる数量に
限り販売・授与させる。
④薬剤師の情報提供・薬学的指導の内容を理解し、質問がないこと
を確認した後に、販売・授与させる。
⑤購入・譲受けしようとする者から相談があった場合、薬剤師の情
報提供・薬学的指導を行った後に販売・授与させる。
⑥継続的な情報提供・薬学的指導のため必要があると認めるときは、
連絡先を確認した後に販売・授与させる。【令和２年９月改正点】

⑦薬剤師の氏名、薬局の名称・電話番号その他連絡先を、購入・譲
受けしようとする者に伝えさせる。
　また薬局開設者は、正当な理由なく、利用者以外に薬局医薬品を
販売・授与してはなりません。ただし、薬剤師等þ÷ʣに販売・授与す
ることはこの限りではありませんʢ法ୈúýͷ̏ୈ߲̎ʣ。

2　薬局医薬品に関する情報提供及び指導等

　薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため、薬局医薬品を販
売・授与する場合には、医薬品の販売・授与に従事する薬剤師に、
対面により、書面þøʣを用いて、必要な情報提供・薬学的指導を行わ
せますʢ法ୈúýͷ̐ୈ߲̍ʣ。
⑴調剤された薬剤に係る情報提供・指導の方法
　薬局医薬品に係る情報提供・薬学的指導は、以下の①から⑧まで
の方法によって、その薬局の薬剤師に行わせますʢଇୈøüÿͷ̔ୈ߲̍ʣ。

þ÷ʣ薬ࢣࡎɺ薬ہ։ઃऀɺ
ҩ薬ൢചऀۀɾ
ۀ ɾऀൢ ചऀۀɺҩࢣɾ
ɾ्ࢣՊҩࣃ ҩࢣɺපӃɾ
ྍॴɾࣂҭಈྍࢪ
ઃͷ։ઃऀɻ

þøʣ࣓֘ి͕߲ࣄతه
͞ΕていΔͱきɺهʹ
߲֘ࣄΛࢴ໘͔ग़ྗ
ஔʹදࣔ͠たͷΛؚΉɻ

1. 薬局医薬品・要指導医薬品

第４　医薬品の販売・情報提供等（薬機法第７章②）

薬ہҩ薬ɺ薬ہͷΈͰൢച͕ೝΊΒΕておΓɺ薬ࢣࡎͷใఏڙɾࢦಋͷͱʹൢചɾ
त༩͞ΕΔɻ
ཁࢦಋҩ薬ɺফඅऀͷબʹͮجきબ͞ΕΔ͕ɺ෭࡞༻ͷ͞ڧҩྍ༻ҩ薬ʹ४
͡ΔΧςΰϦʔʹ͋Δɻ
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③上記②を勘案して、適正な使用のために必要と認められる数量に

④薬剤師の情報提供・薬学的指導の内容を理解し、質問がないこと

⑤購入・譲受けしようとする者から相談があった場合、薬剤師の情

継続的な情報提供・薬学的指導のため必要があると認めるときは、
令和２年９月改正点】

⑦薬剤師の氏名、薬局の名称・電話番号その他連絡先を、購入・譲

　また薬局開設者は、正当な理由なく、利用者以外に薬局医薬品を
に販売・授与す

　薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため、薬局医薬品を販

þ÷ʣ薬ࢣࡎɺ薬ہ։ઃऀɺ
ҩ薬ൢചऀۀɾ
ۀ ɾऀൢ ചऀۀɺҩࢣɾ
ɾ्ࢣՊҩࣃ ҩࢣɺපӃɾ
ྍॴɾࣂҭಈྍࢪ
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改正点を下線で示し
ているので，すでに
薬機法の大要をつか
んでいる方にも役立
ちます

薬ہʹおいて薬ࢣࡎʹΑΔใͷఏ͕ڙԁʹͳ͞ΕΔΑ͏ྀ͠ͳ͚ΕͳΒͳいɻ

վਖ਼લɿҬ医ྍの͞Βͳるظ͕ݙߩ͞Ε͍ͯる

　薬剤師法において薬剤師は、ʮௐ剤、医薬品の供څその他薬事ӴੜをͭかさͲることによっ
て、ެऺӴੜの上及び૿ਐにد与し、もͭてࠃຽの݈߁なੜ׆を確อするʯことがٻめられ
ています。また、医ྍ法において薬剤師は、医師ࣃՊ医師、ޢ師とともにʮ医ྍの୲い手ʯ
と໌記され、医ྍのج本理೦にͮجき、ױ者に対してྑ質かͭ適な医ྍを行うようめなけ
ればならないとされています。さらに医ྍ法において薬局は、පӃྍ所とฒんで医ྍ提供
施設˞�
　以上により薬局は、地ҬแׅέアγεςムのҰ員として、ױ者の状ଶの継続的なѲ、薬

○ 薬剤師が服薬指導の際に、患者及びその家族等に残薬の問題点、お薬の飲み忘れを防ぐ
工夫などを丁寧に説明するとともに、お薬持参袋（ブラウンバッグ）を活用し、服薬状況
を把握して残薬調整を実施した。

ਤදùȂù˙֎དྷऀױの薬ݮのऔΓΈ

何がどう変わっ
たのか，「改正
前」「改正後」
のポイントにつ
いて，図表を多
用して解説

医療情報システム入門2020
2020年版 令和2年1月発刊

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会　JAHIS 編
定価　本体 3,000円＋税（税込3,300円） B5判 296頁
ISBN978-4-7894-1895-9 C3047 ￥3000E

商品No.180705

薬局スタッフのための

改正薬機法ガイド
令和2年9月版 令和2年11月発刊

定価　本体 3,000円＋税（税込3,300円） B5判 一部２色 448頁

ISBN978-4-7894-0660-4 C2047 ￥3000E

商品No.160280
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本書の構成
第２版刊行にあたって／はじめに
第１章　認知症施策の現状について
第２章　認知症の診断と評価指標
第３章　認知症の治療と症状への対応

第４章　認知症の予防
第５章　 かかりつけ医を中心とした認知症の人にやさしい地域づ

くり
おわりに

監修　西島英利／著　阿部康二　池田学　浦上克哉　江澤和彦　瀬戸裕司　武田章敬　渡辺憲

「認知症施策推進大綱」をはじめとした，我が国の認知症施策の新しい展開に対応！
●認知症の専門医ではない地域の「かかりつけ医」が，日常診療において認知症の方と家族に対応する際に参考とすべき点を
まとめた書籍です。患者の方の変化に気づくことで早期対応を行うためのポイントや，認知症の診断基準，そして専門医へ
の紹介や介護・福祉サービスとの連携を行う際の具体的な手続きなどをわかりやすくまとめています。

●本書は，「かかりつけ医」が先頭に立って認知症発症のリスクを軽減，進行を抑制し，認知症の人の意見が尊重され，住み
慣れた地域や環境による生活が持続できる社会の実現のため，医療機関の対応力向上を目指します。

●「認知症疾患医療センター」などにおける研修用テキストとしても活用できます。

医療機関の機能確保と診療の継続のためにBCP(事業継続計画)策定の指南書
●BCP（Business Continuity Plan；事業継続計画）とは，自然災害のほか，大事故，感染症のまん延（パンデミック），
テロ等の事件など，突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても，重要な事業を中断させない，または中断して
も可能な限り短い期間で復旧させるための方針，体制，手順等を示した計画のことです。

●本書は，医療機関のBCP策定の重要性と，基本的な策定の流れを示し，有事における医療機関の機能確保を目指します。
●万が一への備えではなく，常に起こりうる事態に対応するための，必携の書です。

本書の構成
はじめに １　 被害想定を理解する（世の中はどうなるか）／
Ⅰ　BCPとは何か ２　自院の被害を考える／３　重要業務の把握／
１　 BCP（事業継続計画）とは何か／ ４　代替戦略（欠ける資源をどのように補うか）をBCPに落とし込む
２　医療機関におけるBCPの重要性 Ⅴ　病院機能の確保と診療の継続
Ⅱ　防災計画とBCP １　職員の確保／２　建物の確保／３　設備・医療機器の確保／
１　防災計画とBCPの関係／２　防災計画の基本を押さえる 4　ライフラインの確保／5　医薬品の確保／6　情報システムの確保
Ⅲ　BCP策定の基本 Ⅵ　実効性の高いBCPのための備え
１　医療機関のBCPを策定する前提／ １　トリアージ／２　受援計画
２　BCPを策定する目的とその推進体制／３　 BCP策定の流れ 【巻末】参考資料
Ⅳ　BCPの策定 まとめにかえて

関連図書（既刊）

皆保険と医薬品産業の未来に向けて ～薬価制度70年を振り返る
B5判288頁／定価：本体1,800円＋税（税込1,980円）／ ISBN978-4-7894-0490-7 C3036 ¥1800E
薬価政策研究会　著　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  商品No.000490
◆平成30年11月から社会保険旬報に連載した『薬価制度70年を振り返る』の13回にわたる掲載内
容を1冊にまとめました。インタビューや座談会を通して，薬価制度が果たしてきた役割とその意義
を考えます。〔令和2年4月発刊〕

標準病名ハンドブック 2017
B5判576頁／定価：本体8,000円＋税（税込8,800円）／ ISBN978-4-7894-2800-2 C3047 ¥8000E
一般財団法人医療情報システム開発センター　編集                                      　商品No.130435
◆平成29年１月１日から適用のＩＣＤ-10（2013）に対応した標準病名マスターに基づく改訂版
です。最新のＩＣＤ-10（2013）に基づく紙面構成となっておりますが，ＩＣＤ-10（2003）の
番号も併記し，これに差異があるものについては強調表示しています。〔平成29年3月発刊〕

現代診療報酬の史的考察　　進化する診療報酬

A5判120頁／定価：本体1,800円＋税（税込1,980円）／ ISBN978-4-7894-0675-8 C3047  ¥1800E  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　                          商品No.160750

◆平成８年診療報酬改定から合計５回の改定を経験した筆者が，厚生労働省保険局医療課長や支払基
金における審査の経験を踏まえて，現代診療報酬全体を論考した我が国の初の著作です。◆世界でも
類まれな複雑で精緻な我が国の診療報酬について，経験者の体感と貴重な資料に基づき多角的に分析。
今後の診療報酬の方向性を探る，医療関係者にとって重要な一冊です。〔令和元年11月発刊〕                                

よくわかる高血圧と循環器病の予防と管理  高血圧・循環器病予防療養指導士認定試験ガイドブック

B5判304頁／定価：本体3,600円＋税（税込3,960円）／ ISBN978-4-7894-6868-8 C3047 ¥3600E
日本高血圧学会，日本循環器病予防学会，日本動脈硬化学会，日本心臓病学会　監修　 
高血圧・循環器病予防療養指導士認定委員会　編    　　　　　　　　　　　　 　商品No.680661

◆「高血圧・循環器病予防療養指導士」の認定試験用のテキストとして活用できるガイドブックです。
我が国の循環器疾患の特徴と動向，循環器疾患に対する高血圧のリスクや，検査値の見方，生活習慣
との関係，保健指導のポイント，治療の基礎知識等，多岐にわたる内容を網羅。〔令和２年9月発刊〕

う蝕予防の実際　フッ化物局所応用実施マニュアル
A4判176頁／定価：本体3,000円＋税（税込3,300円）／ ISBN978-4-7894-0640-6 C3047 ¥3000E
一般社団法人 日本口腔衛生学会　フッ化物応用委員会　編                               商品No.160350
◆歯科医師・歯科衛生士のみなさまをはじめ，フッ化物局所応用に携わるみなさまのお力となるマニュ
アルとして，フッ化物の効果的で安全な応用法を示した最新の書籍です。◆近年の動向と最新の知見
を極力盛り込み，機能性の高いマニュアルを目指して作成した書籍です。〔平成29年6月発刊〕

医師・コメディカルのためのメディカルフィットネス
B5判158頁／定価：本体1,500円＋税（税込1,650円）／ ISBN978-4-7894-6820-6 C3047 ¥1500E
日本体力医学会　編・著　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            商品No.680605
◆運動指導・運動療法に携わる運動指導者，医師やコメディカル（看護師，保健師，栄養士など）を
対象に，医療サポートが必要な人や治療中の人への運動療法のあり方や具体的対策，効果等について
解説。フィットネス関係者，医療機関，保健センター，介護施設などで働く専門家，必読の一冊です。
〔令和元年９月発刊〕

リウマチ患者さんのＱ＆Ａ お答えします！ リウマチ患者さんからの100の質問

A4判110頁／定価：本体1,600円＋税（税込1,760円）／ ISBN978-4-7894-7945-5 C3047 ¥1600E
日本リウマチ財団　監修 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          商品No.790450
◆リウマチ情報センターに寄せられた患者さんからの質問と専門医の回答のなかから，特に重要と思
われるＱ＆Ａを100問掲載しています。実際に診療の場でよくきかれる質問を中心に，患者さんの
役に立つようまとめています。〔平成29年12月発刊〕

お答えします
！
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～リウマチ情報センターへのお問い合わせより～

公益財団法人

日本リウマチ財団編

社会保険研究所

リウマチ患者さんの

Q＆A 第2版

9784789479455

1923047016003

ISBN978-4-7894-7945-5 C3047 ￥1600E

定価  本体1,600円＋税

関連図書（既刊）関連図書（既刊）関連図書（既刊）関連図書（既刊）関連図書（既刊）関連図書（既刊）関連図書（既刊）関連図書（既刊）関連図書（既刊）関連図書（既刊）関連図書（既刊）関連図書（既刊）関連図書（既刊）関連図書（既刊）関連図書（既刊）関連図書（既刊）関連図書（既刊）関連図書（既刊）関連図書（既刊）関連図書（既刊）関連図書（既刊）関連図書（既刊）関連図書（既刊）関連図書（既刊）

中小医療機関のための

BCP策定マニュアル
第1版 令和2年3月発刊

本田　茂樹　著
定価　本体2,200円＋税（税込2,420円）     B5判 ２色 160頁
ISBN978-4-7894-0620-8 C3047 ¥2200E
商品No.160230

かかりつけ医のための

認知症マニュアル
第2版 令和2年3月発刊

公益社団法人 日本医師会　編
定価　本体1,000円＋税（税込1,100円）       B5判 136頁
ISBN978-4-7894-1827-0 C3047 ￥1000E
商品No.160461
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関連図書（既刊）

データベース商品 ／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）
内容 商品名 概要

保険者
情報

保険証等番号表
データベース☆

保険者・公費負担者の番号，記号，住所，電話番号など
〔速報版：4月末発売予定，確定版：5月末発売予定〕

適応疾患
・

算定情報

検査と適応疾患
データベース

診療行為コードごとの検査・病理診断の算定情報／適応疾患，臨床的意
義，検体，関連検査，告示・通知，記載要領など

処置・手術の適応疾患
及び特定保険医療材料
データベース☆

診療行為コードごとの処置・手術の算定情報／適応疾患，手技に使用す
る特定保険医療材料及び使用量，告示・通知，記載要領など
〔8月末発売予定〕

特材算定
データベース☆

特定器材ごとの特定保険医療材料の算定情報／適応疾患，関連手技，解
説，告示・通知など
〔速報版：３月末発売予定，確定版：４月末発売予定〕

医薬品別適応傷病名
データベース

医薬品コードごとの適応症／添付文書に記載されている適応傷病名を細
分化して傷病名コードで収録

品目リスト
・

製品情報
・

算定情報

特材品目・算定
データベース☆

特定保険医療材料の品目情報・算定情報／品目ごとの製品情報（製品名，
規格，特定器材コードなど），特定器材コードごとの算定情報（適応疾患，
関連手技，解説，告示・通知など）
〔速報版：３月末発売予定，確定版：４月末発売予定〕

在宅医療のために
支給できる注射薬
データベース

在宅医療で投与可能な注射薬の品目リスト／医薬品コードごとの算定情
報，製品情報など

その他
情報

向精神薬（長期処方減算／
多剤投与）・一般名処方加算
データベース

医薬品コードごとに点数表に規定されている下記の加算・減算が対象と
なるものについてフラグ付け及び付加情報を付記したもの
（向精神薬多剤投与，向精神薬長期処方減算，一般名処方加算）

併用禁忌
データベース

医薬品コードごとの併用禁忌情報／添付文書から併用禁忌及び併用禁
忌・原則併用禁忌に該当すると判断した内容を医薬品コード対医薬品
コードで収録

病名禁忌
データベース

医薬品コードごとの病名禁忌情報／添付文書の禁忌欄に掲載されている
病名を傷病名コードで収録

重複チェック
データベース

医薬品コードごとの成分データ，薬効データ。処方された薬剤が複数あ
る場合に成分や薬効での重複をチェックできる

※詳細及び価格は出版営業部までお問い合わせください（ダイヤルイン：03-3252-7963）

データベース商品 データベース商品 データベース商品 データベース商品 データベース商品 データベース商品 データベース商品 データベース商品 データベース商品 データベース商品 データベース商品 データベース商品 データベース商品 データベース商品 データベース商品 ／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）データベース商品 ／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）データベース商品 ／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く）／令和４年４月版／令和４年４月発売予定（☆商品を除く） 介護報酬・障害報酬関連図書（令和3年改定対応）

介護報酬の解釈 　1単位数表編　令和3年4月版

B5判 1,640頁／定価：本体4,900円＋税（税込5,390円）
ISBN978-4-7894-0501-0 C3047 ¥4900E／商品No.110425

必要な情報を見開きで配置，一覧性に優れた定本
令和3年4月報酬改定後の全容を提示

介護報酬の解釈 　2指定基準編　令和3年4月版

B5判 1,584頁／定価：本体4,500円＋税（税込4,950円）
ISBN978-4-7894-0502-7 C3047 ¥4500E／商品No.110426

指定基準と関係通知を集成した基本書
条例制定や事業所・施設運営の一助に

介護報酬の解釈　3ＱＡ・法令編　令和3年4月版

B5判 1,432頁／定価：本体4,500円＋税（税込4,950円）
ISBN978-4-7894-0503-4 C3047 ¥4500E／商品No.110427

厚生労働省発出のＱ＆Ａをサービス別に整理して収載
関係法令も集成，さらに実務に精通するための一冊

介護保険　福祉用具・住宅改修ガイド　令和3年4月版

B5判 336頁／定価：本体2,500円＋税（税込2,750円）
ISBN978-4-7894-0310-8 C2032 ¥2500E／商品No.130280

福祉用具と住宅改修についてわかりやすく解説
制度上の根拠も示しつつ，実務に役立つよう編集

在宅サービス　介護報酬 算定の手引　令和3年4月版

B5判 272頁／定価：本体2,500円＋税（税込2,750円）
ISBN978-4-7894-1537-8 C3047 ¥2500E／商品No.130254

ケアプランの作成から介護報酬の算定・請求まで，
在宅サービス提供の流れに沿ってやさしく解説

障害福祉サービス 報酬の解釈　令和3年4月版

B5判 1,488頁／定価：本体4,600円＋税（税込5,060円）
ISBN978-4-7894-1734-1 C3036 ¥4600E／商品No.160423

単位数表・指定基準からＱＡまで　すべての情報をこの1冊に集約
制度の全体像を解説，単位数表と指定基準は通知と組み合わせて掲載

障害者福祉ガイド 障害者総合支援法の解説　令和3年4月版

B5判 760頁／定価：本体4,000円＋税（税込4,400円）
ISBN978-4-7894-0611-6 C3036 ¥4000E／商品No.160561

障害者総合支援法を中心とした障害者施策の全体像を一冊に
障害者施策の基本を定める障害者基本法，障害者の福祉・所得保障・雇用促進のための関連法を網羅

介護報酬・障害報酬関連図書（令和3年改定対応）介護報酬・障害報酬関連図書（令和3年改定対応）介護報酬・障害報酬関連図書（令和3年改定対応）介護報酬・障害報酬関連図書（令和3年改定対応）介護報酬・障害報酬関連図書（令和3年改定対応）介護報酬・障害報酬関連図書（令和3年改定対応）介護報酬・障害報酬関連図書（令和3年改定対応）介護報酬・障害報酬関連図書（令和3年改定対応）介護報酬・障害報酬関連図書（令和3年改定対応）介護報酬・障害報酬関連図書（令和3年改定対応）介護報酬・障害報酬関連図書（令和3年改定対応）介護報酬・障害報酬関連図書（令和3年改定対応）介護報酬・障害報酬関連図書（令和3年改定対応）介護報酬・障害報酬関連図書（令和3年改定対応）介護報酬・障害報酬関連図書（令和3年改定対応）介護報酬・障害報酬関連図書（令和3年改定対応）介護報酬・障害報酬関連図書（令和3年改定対応）介護報酬・障害報酬関連図書（令和3年改定対応）介護報酬・障害報酬関連図書（令和3年改定対応）

令和3年4月版



毎月3回
発行

主 な 内 容

※年間購読の場合，送料は無料です

B5 判／約 42頁１色仕様
毎月3回（1日、11日、21日）発行

38,808円(税込) 1冊1,078円(税込）年間購読料

記事見本，購読のお申込み，見本誌のご請求は
https://shop.shaho.co.jp/junpo/
TEL 03-3252-7901 まで

ご購読のご案内
1941年からスタートした，社会保障の歴史とともに歩んできた信頼のおける定期刊行物です。
医療提供に関わるすべての皆さまに，事業経営に役立つ情報をお伝えします。制度のあり方を
読者とともに考える企画も打ち出していきます。

社会保険研究所 発行社会保険研究所 発行

制度・実務に強い、医療・介護の情報提供サイト制度・実務に強い、医療・介護の情報 ト
制度改正の動向を 日々更新中！ 登録会員

募集中！
（無料）

URL

会員登録（無料）をお願いします！
最新のニュースをお届けするため，「Web 医療と介護」への会員登録（無料）をおすすめ
します。ご登録いただきますと，会員向けの記事をお読みいただけるほか，記事の保存
（クリッピング）など，様々なサービスをご利用いただけるようになります。

https://info.shaho.co.jp/iryou/URL

各分野の学識者や行政の担当者，
医療関係団体トップから明日につな
がる話題を引き出します

医療関係者が直面する課題につい
て，第一線の研究者による分析・考察
を掲載します

講演・セミナーや行政・各種団体の
会議から注目度の高いものをピック
アップ。詳細に報告します

診療報酬改定や医療保険制度改革，地
域包括ケアなどの動きを多角的な情
報から考察します

医療・介護福祉などの現場の最前線
の状況を紹介します

各種調査結果や審議会・中医協など
の動きを正確に伝えます

インタビュー
座談会

論  評

レコーダ
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座  標
潮  流
News
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令和4年 発刊予定一覧 
発刊
時期 書 籍 名 頁 定 価

告示後

診療報酬点数表　改正点の解説　医科・調剤 4 本体4,700円＋税（税込5,170円）

診療報酬点数表　改正点の解説　歯科 ６ 本体2,300円＋税（税込2,530円）

診断群分類点数表　DPC 改正点の解説 ７ 本体5,600円＋税（税込6,160円）

３ 月

医科診療報酬点数表 ８ 本体2,700円＋税（税込2,970円）

薬価基準点数早見表 11 本体3,600円＋税（税込3,960円）

保険薬事典 Plus+ 28 本体4,600円＋税（税込5,060円）

4 月

歯科診療報酬点数表 10 本体2,000円＋税（税込2,200円）

検査と適応疾患 24 本体3,000円＋税（税込3,300円）

薬効・薬価リスト 26 本体6,500円＋税（税込7,150円）

投薬禁忌リスト 27 本体4,200円＋税（税込4,620円）

特材算定ハンドブック 30 本体5,000円＋税（税込5,500円）

レセプト作成テキストブック 40 本体3,500円＋税（税込3,850円）

保険診療　基本法令テキストブック 41 本体2,200円＋税（税込2,420円）

社会保険のてびき 43 本体2,200円＋税（税込2,420円）

社会保険の事務手続（総合版） 43 本体1,200円＋税（税込1,320円）

5 月
新明細書の記載要領 32 本体2,900円＋税（税込3,190円）

保険者、公費負担者　番号・記号表 34 本体8,000円＋税（税込8,800円）

6 月

医科点数表の解釈 12 本体5,900円＋税（税込6,490円）

歯科点数表の解釈 16 本体4,700円＋税（税込5,170円）

調剤報酬点数表の解釈 17 本体3,900円＋税（税込4,290円）

DPC電子点数表　診断群分類点数表のてびき 18 本体6,700円＋税（税込7,370円）

施設基準等の事務手引 20 本体5,400円＋税（税込5,940円）

訪問看護業務の手引 35 本体3,800円＋税（税込4,180円）

DPCの基礎知識 39 本体1,500円＋税（税込1,650円）

事例で学ぶ　歯科レセプト　作成と点検 42 本体4,000円＋税（税込4,400円）

7 月
療養費の支給基準 38 本体2,800円＋税（税込3,080円）

障害年金と診断書 43 本体2,000円＋税（税込2,200円）

8 月 ジェネリック医薬品リスト 29 本体3,400円＋税（税込3,740円）

10月

看護関連施設基準・食事療養等の実際 22 本体4,500円＋税（税込4,950円）

診療報酬とカルテ記載 31 本体3,900円＋税（税込4,290円）

医療・介護 給付調整ガイド 36 本体3,000円＋税（税込3,300円）
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㍿社会保険研究所 since1941

さらに便利になりました!

スマートフォン・タブ
レット・PCに対応

資料ダウンロード
書籍の追補や参考情報を

で提供

マイページ機能
宛て先入力や購入履歴
確認がかんたんに

必要な書籍が探しやすくて，いち早く届く

https://shop.shaho.co.jp

お待たせしました
クレジットカード決済に対応！

社会保険研究所ブックストア 検索

社会保険研究所

令和4年改訂 診療報酬関連図書
最新の情報にアップデートして，充実のラインアップでお届けします

30304 4令和 月版年 4 4令和 月版年 点数早見表付き
フルカラーの

点数早見表付き
・改正された部分は下線により明示
・告示の「注」で規定する加算名等を強調
・告示で規定する算定単位, 算定上限, 年
　齢制限等も色を変えて強調
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医科診療報酬点数表
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定価　3,850円（本体3,500円＋税10％）

201203-E4C／W385×H257（仕上がり：W182×H257×D21）mm

関連図書のご案内

診療報酬
点数表

令和４年　新刊・改訂




